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は じ め に

情 報通信 サービスは、日進 月歩 の勢いで進 化する情報 技術 とともに進展 し、提供

するサー ビスも多 彩 となって、電話 会社 が電 話 ・電信 サービスのみ を提 供 していた時

代 は終焉 を迎えようとしている。

情 報通信 産業をとりまく環境も大きく変化し、公益サー ビスとして独 占的 に提供され

た時代から、他 の産 業と同様 、激 しい競争 にさらされる時代へ と変わった。そこではも

はや 事業 を国内 と国際とに分 けて考 えることはできず、否応無 くグローバル な規模で

の競争 に巻き込まれざるを得ない状況 に至っている。

本資料 は、激 変する情報通信 分野の動 向を整理するために、主要 国の情報通信の

歴 史 につ いて、各種 資料を基 にとりまとめたものである。関係者 のご参 考 になれ ば幸

いである。
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1.日 本の情報通信史





臼■■■ 出 来 事

1952.8日 本電信電話公社発足

電気通信省を廃止し、電電公社を設立。

1953.3国 際電信電 式会社(KDD)設 立

国際事業を電電公社から分離 ・民営化。ただし戦前も国際電気通信事業は株式会社で運営されており、GHQに より戦後一時
的に統合されていたに過ぎない。

1955.4難 対 としてCATV用 化

群馬県伊香保でNHKが 難視聴対策のための共同受信施設として実用化。

1971.5公 回 オンライン 理 サー スに開(第 一次 回 開放)

公衆電気通信法を一部改正し、データ通信のための電気通信回線(特定通信回線)の利用制度を法制化。専用線の共同使
用・他人使用を一定範囲で認めると共に、公衆回線によるデータ通信設備サービス(他人のためのオンライン情報処理サービ
ス)を自由化。

1972.11 公 網 アータ通信に開

1976.7特 定通信 回線 の他 人使 用制限を緩和

1979.12電 電公社 、セルラー電話サ ー ス開

東京23区 内で自動車電話サービス開始。セルラー電話の商用化としては世界初。→ 当初は地域ごとのサービスであったが、
1984年から全国での利用が可能になる。

1981.3行 政調 会(調)設 置

以前同名の臨時行政調査会が存在したため、第二臨調と呼ばれる。土光敏夫氏が会長を務めたため土光臨調とも呼ばれた。
行革の実行性を持たせるため、法律に基づく総理府の付属機関として設置された。この臨調の最大の目的は国鉄の改革で
あった。

1981.7調 一 申、公社 制度の抜 本的見 し 宣言

行政改革の理念と課題、緊急に取り組むべき改革方策を取りまとめた。その中で公社制度について、「経営の効率化を促進す
るとともに、事業運営の合理化、組織の活性化を図るため、現公社制度のあり方、民営化等を含め、経営形態について、当調査
会において今後抜本的な見直しを行う」と述べ、第4部会で3公社5現業、特殊法人の在り方にっいて検討を開始した。

1982.2調 第二次答 申、丁一タ通信 回線利用制 自由化など提言

許認可の整理合理化をテーマとする答申。この中でデータ通信規制に関して不必要な規制を極力排し、利用の自由化や相互
接続の認可基準の明示などを求めた。

1982.5調4部 会、電電公社 の分 ・民営化を内容とする部会案を報告

電電公社を当面政府所有の特殊会社とし、5年以内に基幹回線会社(1社)と地方会社(複 数)に分割すること、基幹回線部分
への競争導入などを提言。1月にアメリカで司法省とAT&Tが 和解した内容(修 正同意審決案)に影響を受けたものと思われる。

1982.7公 通信法改正(二 次 回 開)

臨調の第二次答申に基づき公衆電気通信法が改正され、VANの 自由化、データ通信における公事接続の自由化など、回線利
用の自由化が進められた。また、中小企業VAN制 度が創設された。10月から施行。

1982.7調 、第三 申(基 本 申)

電気通信改革に関しては第4部 会報告を基に、電電公社の民営化・再編成、競争の導入、データ通信設備サービス部門の分
離などを提言。緊急提言を内容とする前の2つの答申と異なり、中長期的展望から行政のあるべき姿、今後の行政改革の基本
的方策を提示したため、臨調 自らこの答申を基本答申と呼ぶ。

1984.5NHK、BS試 送開始

BS-2aに よる試 験 放 送 開 始 。

1984.12 寛々改革3法 案、国会で成立

以下の電々改革3法案が成立した。
・電気通信事業法
・日本電信電話株式会社法
・日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

1985.4重 々改革3法 施行、NTT民 営化

電気通信規制を抜本的に改革し、電気通信事業を自由化。NTTを株式会社に改組。また、NTTの 在り方について5年後に再検
討することをNTT法 附則第2条 に規定。

1986.8日 本 テ レコム カ 専 用 サ ー ス を 開 始 、国 内 で 争 始 ま る

NCCと して最 初 に 日本 テレコム(JT)が 東京 大 阪 間で 専 用 サ ー ビスを開始 。→ 第 二電 電(DD1)は10月24日 か ら、日本 高 速通 信

(TWJ)は11月11日 か ら開始 。

1986.11NTT第 一 放 出 、1119万7,000円

1株119万7,000円(額 面5万 円)で165万 株 を売 却。申 込 が殺 到 したため 、1人に1株 単位 で抽 選 割 当 て。→1987年4月 に は、最

高 値318万 円を記録 。
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臼■国■ 出 来 事

1986.11TTNet力 関東地 区で専用サー スを開始、地域市場で 争始まる

地域事業者として初めて東京電力の子会社である東京通信ネットワーク(TTNet)が 専用サービスを開始。→1987年3月 から近
畿地域で関西電力の子会社である大坂メディアポート(OMP)が 専用サービス開始。

1987.4の 市 型CATV開 局

多摩 ケー ブル ネ ットワー クが都 市型CATV第1号 として開 局 。

1987.9国 際VAN由 化

電気通信事業法を一部改正する法律が施行。提供する個々のサービスごとに認可を要する限定列挙方式。

1987.9国 内長距NCC3社 が市外 電話サ ー スを開始、国内電話市場で競争始まる

最遠料金300円 で参入(この時点でNTTの 最遠料金は400円)。NTTの 電話サービスの独占が崩れる。なお、新規参入事業者の
電話料金はエンド・エンド方式ではなく足し算方式となったが、これは、NCCsとNTTと の接続を、電気通信事業法上、電気通信
役務(サービス)の接続と解釈したためである。

1988.4NTT、ISDNサ ー ビ ス を 開

2B+Dの 基 本 イ ンタ ー フェー スISDN(BRI-ISDN)を 、東 京 、大 阪 、名 古 屋 で 提 供 開 始 。サ ー ビス 名 「INSネ ット64」。

1988.5TTNetが 地 域 電 話 サ ー ス 開 始 、地 域 電 話 市 場 で 競 争 始 ま る

TTNetが 関 東 地 域 でTTNet加 入 者 同 士の 地 域 電 話 サ ー ビスを開 始。→1991年4月 、NTTと 相 互 接続 。

1988.5NTTか らアータ通信 業本部力分離 ・独

情報処理事業者間での公正競争を期するためNTT本 体からデータ通信事業本部が分離・独立し、NTTデ ータ通信(株)が 設立
された。これにより国内最大の情報処理事業者が誕生。7月1日から事業開始。

1988.121DOカ セ ル ラ ー 電 話 サ ー ス 開 始 、自 動 ・携 電 話 市 で 始 ま る

トヨタ・TWJ系 のIDOがNTT方 式 により東京23区 でサ ー ビスを開 始 。セル ラー 電話NCCs初 の参 入 。→ 日米 経 済協 議 の影 響 で 、

1991年10月 か らモ トロー ラ方 式も取 り扱 うことにな る。

1989.4日 本 国 通 信(ITJ)力 用 サ ー ビ ス を 開 始 、国 際 市 場 で 争 始 ま る

国際 系NCCと して初 め て 日本 国際 通 信(ITJ)が 専 用 サ ービスを開始 。これ によりKDDの 独 占 が崩 れ る。→ 国際 デ ジタル 通 信

(IDC)は5月1日 か ら開 始 。

1989.4JCSATが 衛 星 通 信 サ ー ビス を 開 始

日本 通信 衛 星(JCSAT)が サ ー ビス 開始 。宇 宙 通 信(SCC)は7月8日 か ら開 始。JCSATは89年3月 にJCSAT-1、90年1月 に

JCSAT-2を 打 ち 上 げ。SCCは89年6月 にスー パ ー バ ー ドAを 打 ち上 げ。国 内 専 用線 サ ー ビスの提 供 が可。これ により衛 星 を利 用
したCATVへ の番 組 配 信 も可 能 になる。

1989.6KDD、 国 際ISDNサ ー ビ ス を開 始

1989.6NHK、BS本 送 開 始

本 放 送を開 始 。6月3日 か らは2波 による24時 間 放 送 開始 。

1989.6NTT、PRI-ISDNサ ー ス(INSI500)を 供 開 始

23B+Dの 第 一 次 群 イ ンタ ー フ ェー ス1SDN(PRI-ISDN)の 提 供 を開 始 。サ ー ビス名 「INSネ ット1500」 。

1989.6CS放 送 に受/委 託放送制度を導入

通信衛星を利用した衛星放送(CS放 送)について、ハードとソフトを分離する受/委 託放送制度を導入する放送法・電波法改
正。10月1日施行。

1989.101DCとITJ力 国 際 電 話 サ ー ス を 開 始 、国 際 電 話 市 場 で 競 争 始 ま る

ITJ、IDCが 同 日に 開始 。この時 点 で のKDDの 対 米 電 話 料 金 は平 日昼 間3分890円 、両NCCの 料 金 は 同680円 。

1990.3電 気通信 議会、NTTの 分 をロ申

NTT法 附則第2条 に基づいて講ずべき措置、方策等の在り方について、以下の内容を答申した。
①長距離通信業務を市内から完全分離した上で、完全民営化する。
②市内通信会社の在り方は今後の検討課題であるが、当面1社とする。
③移動体通信業務をNTTか ら分離した上で、完全民営化する。
④業務分離の円滑な実施のための所要の措置を講ずる。
⑤以上の措置は、株主、債権者の権利確保に十分配慮しつっ行う。

1990.3NTT、Vl&Pを 発

2015年 まで にB-ISDNを 家 庭 まで構 築 す るとい う21世 紀 のサ ー ビスビジョン 「VI&P(Visual,Intelligent&PersonaD」 構 想 は 、NTT

分 割論 に対 抗 す るた めの主 張 であったと思わ れ るが、米 国の 危機 感 をい たく刺激 し、HPCC法 やNIIな どのそ の後 の 米 国の 情 報

通 信 政策 に大 きな影 響 を与 えた。

1990.3政 、NTT分 問題先送 りを決定

政府は、NTTの 分割を先送りし、公正有効競争の促進、NTTの 経営の向上などを内容とする措置を決定した。電気通信審議会
が3月2日 にNTTの 分割を内容とする最終答申を出したが、各方面からNTTの 分割是非の決定は時期尚早という反対が続出し
たため、NTTの 分割は先送りし、それに代わるNTT法 附則第2条 に基づく措置として、公正有効競争の促進、NTTの 経営の向上
などを内容とする措置を30日に決定。NTT分 割案は1995年 度に結論を得ることになった。
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臼■国■ 出 来 事

1990.11 国際VANの サー ス 囲を拡大、条件付き公 公 続開始

これまでの限定列挙方式でなく、基本通信サービスとして列挙したもの以外は全て自由とする方式に転換してサービス範囲を
拡大するほか、回線利用制限の緩和、参入手続きの一層の簡素化と透明性の確保、関連企業間通信の創設(出 資10%以 上の
企業間での営利を目的としない通信のための専用線の共同利用を認める。その限りで日米間の公事接続を認める)、一種・二
種事業者間の公正競争確保のための方策検討、二国間合意不要で第三国との国際VANを 実現する条件など、8月の日米電気
通信協議で合意した内容を実現。

1990.12 スーパーバードA故 障、サー ス停止

サ ー ビスはJCSATが 肩 代 わ りしたが 、これ により衛 星 サ ービス に対 す る信 頼感 は大 きく揺 らい だ。→SCCは この後 第 二 号 機 で あ

るスーパ ー バ ー ドBの 打 ち上 げ にも失 敗 。1992年2月 、代 替 第 二 号機 の新 スーパ ー バ ー ドBの 打 ち上 げ が 成 功 し、同 年4月 か ら

サ ー ビスを再 開した。

1991.4WOWOW本'開 始

民 間の衛 星放 送 事 業者 として 日本 衛 星 放 送(株)(JSB)がWOWOWと い うブランドでサ ー ビスを開始 。1990年11月30日 か ら試 験

放 送 を始 めてい た。

1991.4TTNetの 地域電話 とNTTと の相互接 開始

TTNet加 入 電 話 か らNTT加 入 電話 へ の発 信 は できるが 、NTT加 入 電話 か らTTNet加 入 電 話 へ の発 信 はで きない 。

1991.8郵 政'、 業 者 間 を 入 る方針を打ち出

郵政省は、長距離系NCCの 市外料金算定方式およびNTT地 域事業部との回線接続条件に関して、以下の新方針を打ち出し
た。
〔内容〕
・NCCとNTT地 域網との接続は原則として1県1ヵ所のPOIとすること
・NCCに エンド・エンド料金制を認めること
・NCC-NTT間 に事業者間接続料金を導入すること

1991.9電 気通信 審議会、NTTとKDDに 外 を認める口

1/5未 満 まで認 める。→1992年5月 に法律 が 改正 され 、同 年8月 施 行 。

1992.4NTT、 の 選 択 料 金 制 サ ー ス 「テ レジョー ズ 」を 開 始

サ ー ビス名 は 「テレジョー ズ 」で 、国 内 初 の選 択 料 金 制サ ー ビス。選 択 料 金 制 とは 、同 一 のサ ー ビスにつ き、利 用 形 態 に合 わせ

て様 々な料 金 メニュー を用 意 す るもので 、アメリカで提 供 され ている 「optionalcallingplan」の こと。

1992.4NTT力 業 本 部 制 に 移 行 、 門別分計の導入

2月にNTTと 郵政省との間で地域・長距離事業部門間の分計基準について合意に達し、4.月から実施されることになっていた。こ
れにより、NTTは 事業本部制に移行した。

1992.4CS放 送 始 ま る

CS放 送(通信衛星を利用した放送)の認定を受けた6社のうちスターチャンネルが他社に先駆けて開始。他社は5月以降。→
1998年9月 、CSアナログ放送は終了。

1992.7NTTの 移 動 通 信 門 、NTTド コモ として 分 ・独 立

新 会 社 「NTT移 動 通 信 網(株)」(NTTド コモ)は1年 後 さらに地 域 別 に9社 に分離 す る予 定。

1992.11NTTカ タイの電気通信 開発 ロジェクトに参加、 の海 外 ロジェクト

タイのTT&T(ThaiTelephone&Telecommunication)と の 間で 電 話 増 設 プ ロジ ェクトに参 加 す る契 約 を正 式 締 結 。NTT初 の海 外

プ ロジェクト。

1993.3NTTド コモ 、デ ジ タル セ ル ラー 電 話 サ ー ス 開 始

800MHz帯 で 開 始 。→1994年4月1日 か ら1.5Ghz帯 で も開 始 。

1993.4日 本 イリジ ウ ム 社 設 立

Motorolaが 提 唱 す るイリジウム計 画 の 日本 での 受け皿 として、DDIな ど18社 が 出 資して設 立。

1993.5AT&TとKDDと シ ン ガ ・・一 ル テ レコム 、WorldSource」 コン ソー シ ア ム を

「WorldSource」 コンソーシ アムは 、ワンストップ ・ショッピングで 多 国 籍 企 業 向 けグローバ ル ・ネ ットワー クサ ー ビスを提 供 す る。
「WorldSource」 は サー ビスブ ランド。他 の 主要 国の電 気 通 信 事 業 者 にも参 加 を呼 び掛 けてい く。→9月24日 、事 業 会社 で ある

WorldPartners社 を設 立 。→1999年 末 で解 消 。

1993.6郵 政'、 衛 星 通 信 の規制を緩和する方針を発表

現在は国内専用サービスしか提供できないが、国際専用サービスも提供できるようにする。また、別個衛星の利用促進のための
制度を整備する。

1993.8JCSATとSAJACが 合 併 、JSAT発 足

衛星通信会社が3社 となることは過当競争になるとして、SAJACの 事業の実現性は当初から疑問視されており、事業開始前に
JCSATと 合併した。新社名は(株)日 本サテライトシステムズ(JSAT)。
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囲■囲■ 出 来 事

1993.9政 の緊 経済対 閣 、緊急経済対 としての 制緩和 を決

9月1日 に規制緩和60項 目のリストが発表され、それを基に規制緩和項 目を決定。通信関連では、移動端末の売切り制(自 由
化)や 、越境放送の受発信の緩和、CATVの 規制緩和、国際衛星通信サービスの規制緩和などであるが、国際衛星通信サービ
スの規制緩和以外は規定路線で、目新らしいものではなかった。国際衛星通信では、インテルサット以外の別個衛星システム
の利用が自由化されるほか、外資事業者が国際専用サービスに自由に参入できるようになり、国内事業者は国際・国内シーム
レスの専用サービスを提供できることになる。

1993.10KDD、Unisourceと 提 携

Unisourceは オ ランダPTTな どが 中心 となって形 成 しているグ ローバ ル サ ー ビス提 供 の ため の提 携 組 織 。

1993.11長 距 離 系NCCsに エ ン ド・エ ン ド 導 入、 話料 値 下1

エ ンド・エ ンド料 金 制 導 入 に伴 い 、料 金値 下 げ 。最 遠 距 離(170km超)3分 間の 料 金 は 、180円 か ら170円 になった。

1993.12 郵 省、 サー スの認可制 廃止

試験サービスの料金その他提供条件の認可制度を廃止した。

1993.12郵'、CATVの 地 元 要件 廃止、 制を緩和、通信 参入を認める

「CATVの 発 展 に向 けての施 策 」を発 表 。MSO(MultipleSysternOperator)を 認 め 、一 事 業 者 による複 数 地 域 で のサ ー ビス提 供

を可 能 とす ることにより、CATV事 業 者 の 経 営 基 盤 を強 化 す る。また 、CATV事 業 者 による通 信 事 業 参 入 を認 めるほ か(フ ル サ ー
ビス提供 へ の環 境 整備)、1/5未 満 とす る現 行 の 外 資 規 制 を緩 和す る(9日 に事 務 次 官 が1/3未 満 を 目処 にす ると表 明)。

1994.3NTT、 加 入電話の基本料と番号案内サー スの値 上1を 認可 申

基本料金を平均18%(200～400円)値 上げするとともに、番号案内は2回 目以降と深夜・早朝の利用を現行の2倍の60円とする。
市内部門の赤字解消が目的。年2,200億 円の増収を見込む。→ 基本料金の値上げ料率を圧縮して再申請させた上で12月 に
認可。

1994.4NTTとNCCs間 に 業者間接 料金を導入

これにより、電気通信役務(サ ービス)の足し算方式による接続料金算定は廃止。

1994.4 由化

携帯電話端末の売切り制が導入された。これを機会に、事業者が端末の無料配布のほか様々な料金プランやサービスを投入
したため、以後爆発的に加入者が拡大した。

1994.5KDD、 家 向 けF&F型 料 金 引 サ ー ス を 開 始

サ ー ビス名 称 は 「KDDフ ァミリー トー ク」。特 定 相 手 先 を登録 す ることにより、そ の相 手 との通 話 料 金 が割 引 にな る。MCIの
「Friends&Family」 と同種(一 般 にF&F型 サ ー ビスと呼 ば れ る)。

1994.5電 気通信 議=、 報通信基盤整 ロ ラム

正式名称は「21世紀の知的社会の改革へ向けて一情報通信基盤整備プログラムj。2010年までに全国の家庭に光ファイバー
網を張り巡らせることを提案している。インフラ整備の主体は民間で、国はその環境整備を図るべきだとしている。マルチメディア
市場は約123兆 円になると予測している。

1994.6UnisourceとAT&T系 のWorldPartnersが 携

オ ラン ダ 、ス ウェー デ ン 、ス イスを 中 心 とす るUnisourceと 、AT&T、KDD、 シ ン ガ ポ ー ル テ レコム を 中 心 とす るWorldPartnersと が 提

携 した 。

1994.6郵 政省、PHSの 導 入方針を発 表

以下のような方針を発表した。
(1)全国を10ブロックに分け、各地域3社ずつの参入を認める。
(2)NTT本 体の参入は認めない。
(3)基本料を現在の移動電話の1/3程 度に抑える。

1994.6政 の行政 改革 進本部、279項 目の 制 和策を発

この うち、通 信 関 連 は 、第一 種 事 業 の 参 入 規 制 、第 二 種 事 業 の 料 金 ・サ ービス規制 、ネ ットワー ク相 互 接 続 規 制 、国 際 通信 など

4分 野10項 目。しか しなが ら、実 質 は ほとんど先 送 りにな ってい る。

1994.7NTTの マルチメァィア通信 利用 験に87組 織 力 加

高 速 コンピュータ通信 利 用 実験 には 、大 学 ・研 究 所 な ど11グ ル ー プ(28団 体)が 参加 し、ATM技 術 によってNTTが 構 築した2.4G

と10Gの 高 速 伝 送 路 をバ ックボー ンとして利 用 す る。一 般利 用 向 けマル チメディアサ ー ビス実験 には 、民 間 企 業 を中心 に72グ
ル ー プ(76団 体)が 参加 し、遠 隔 医療 や 遠 隔 教 育 、ゲー ム、ショッピング、ニュース ・オ ン ・デ マ ンドなどのアプ リケー ションの 実 験

を行 う。今 後 さらに増 える予 定。→1997年3月 で 終 了。成 果 はATM専 用線 、OCN、 πシステ ムなど。

1994.8内 閣に 度 報通信 会'本 」 設置

「我が国の高度情報通信社会の構築に向けた施策を推進するとともに、情報通信の高度化に関する国際的な取り組みに積極
的に協力する」ことを目的に、内閣に設置。
本部長:内 閣総理大臣
副本部長:内 閣官房長官、通商産業大臣、郵政大臣
本部員:その他の閣僚全員
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臼■ぽ■ 出 来 事

1994.9郵 政'力 新たなCATV振 興策を発 、一本化調整 導を廃止

1993年12月 の振興策とその後の取組状況、及びこれを踏まえた新たな振興策を発表した。今後の取組としては、以下の項 目が

き癬 ㌍ 議 開の促進(CATV電話実現のための環鰹 備、アプリケーシ。ン開発・実験の促進など)

8雛 濃 輪 籔 謝 聴 欝 嬬 屋 繁 繁 鵠 騒 税制など)
(4)CAW番 組の充実

1994.9日 本テレコム、FRサ ー ス 化 のため通信 許可の 更を申請

竃竃藩叢叢i雛i灘覧欝欝 霧輔翼羅欝欝
確立することが先であるという考え方による。→10月 、郵政大臣にNTTへ の接続命令発動を申し立て。NTTは 接続受入れを発
表。

1994.10電 気通信審議会 、NTTの 基 本 金値上 げ申請を差し戻 し、再申 るよう 示

NTTの 電話基本料金の値上げについて、3月にNTTか ら出された申請を差し戻し、上げ幅を圧縮した上で再申請させることにし

舗 瓢羅舗擁鎌 濃霧罐 嬬鵠;髭額綴 鷹纈 麗禦欝 欝 樫揺i灘iも
の。電話番号案内値上げについては3月の申請通り認めるが、96年度までに抜本的な経営改善策計画の策定・公表を条件とす
る。これによるNTTの 年間増収見込額は、2,100億円から1,900億円程度に減少する。→12月 に認可。

1994.10日 本テレコムとNTT、 フレーム リレーの相互 に合

日本テレコムとNTTとの間で協議が整い、相互接続に関する協定の認可申請が郵政省に提出された。これを受け、日本テレコ
ムによる接続命令申し立てば取り下げられた。

1994.11テ レ ウ ェイ、国 内 電 で め てF&F型 引 サ ー ス 開

あらか じめ 登 録 してお いた相 手 先 へ の電 話 を割 り引くF&F型 サ ー ビス 「ハ ー トライン」を開始 した。登 録 は3ヵ所 まで。他 の 割 引

サ ー ビスとの併 用 は できな い。国 内サ ー ビスで は 同社 が初 めて。

1994.11郵 政'、PH業 化の最 針を決定

以下の方針が決定された。
(1)低廉かつ多様な料金で広範サービスエリアで事業を実施すること
(2)公衆網との適正・公正な相互接続を協定により定めること
(3)サービス識別番号を"050"とすること
(4)域外ローミングの早急な実現を図ること

1994.11NTT、 フ レー ム リレー サ ー ス を 開 始

10月27日 、郵 政 省 か ら契 約 約 款 の認 可 を得 た。まず 、東 京 、横 浜 、大 阪 、札 幌 、仙 台 、名 古 屋 、広 島 、福 岡の8大 都 市 で 開始

し、そ の後 順 次 提 供 地 域 を拡 大 す る予 定 。料 金 は 従量 制 。サ ー ビス名 は 「スー パ ー ・リレーFR」 。

1994.11長 距離系NCCs3社 、VPNサ ー スの接 協 定締結命令 し立て

肩馨繋 膿蹴 職 ギ㌶ 活躍 勘端 麗㌫麟 鷲螂 鵬 ㍊磯 部冨撒s
を持たない県内通話の回線使用料の取扱で大きく対立している。
(1)ネットワークの高度化に対応した信号網接続の実現
(2)県内通話に関するNCCsの 料金設定権
(3)事業者間料金導入など、NTT長 距離事業部との同等性の確保

1994.11日 本 テ レコム 、フ レー ム リレー サ ー ス を 開 始

料 金 は定 額 制。NTTの 専 用 回線 をアクセス回線 として利 用す るため 、全 国で サ ー ビス提 供 可 能 。サー ビス名 は 「レー ザ ーエ クス

プ レスFRI。

1994.11郵 政 、 星 ◎のアジタル 化1999年 目処に する を公

郵政省は、BS放送のデジタル化を1999年を目処に実施する案を「マルチメディア時代における放送のあり方に関する懇談会」
(放送行政局長の私的研究会)に提出した。これまで郵政省はBS放 送のデジタル化を2007年 以降としていたが、8年早めた。
muse式 ハイビジョンの普及を目指す側からの反発は必至。

1994.11、PHSの 入を正式決

欧州方式(DECT)及 び米国方式と並んでPHSが 香港の次世代携帯電話システムの一つとして採用された。日本のシステムが海
外で採用されたのは初めて。

1994.11郵 政'、CATV電 入 の イ ドラ イン 発

概 要 は以 下 のとお り。

濡 濯 遼 麟 罐 嘉撒 禦 竃 霧 を蒜 謡 鑑 鍋一の番号を用い、市内局番にはCATV$業者を識別す
る番号として郵政省が指定する番号を用いるものとする。番号ポータビリティの在り方については引き続き郵政省において検討

硫 の電気適評 業者との接続については、礫 者間の臓 により醐 な条件で円滑に実施される・とが望ま輪
(4)コストを基礎とした低廉かつ多様な利用者料金の設定が望まれる(定額制も可。無料提供は認めない方針)。緊急通報サー
ビス(110、119)提供を確保するものとする。NTTは 、希望するcATv電 話事業者に対し、適切な条件でNrrrの番号案内サ・一ーービ
ス及び電話帳サービスの利用を可能とするよう措置することが望まれる。
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臼■匿■ 出 来 事

1994.12NTT、2000年 ま で の 光 ファ イバ ー 敷 設 計 画 を発 表

まず2000年 まで に約2兆 円を投 資 し、全 国の20%を カバ ー できるようにす る。ただ しこれ はFTTHで はなく、加 入者 へ の最 終 分 岐
点までの敷 設 。それ か ら先 敷 設 す るかどうか は 需 要 による。光 ファイバ ー の総 延 長 距 離 は12～13万kmに 達 する予 定 であり、計

画 を実 施 した場 合 の2000年 時 点 での 光 ファイバ ー 敷 設 率 は 、以 下 のようにな る。→1996年7月 の πシステム構 築 発 表 によりこの

計 画 は 変 更 され た。

(1)政 令 指 定都 市及 び 県 庁 所 在 地 級 都 市

主 要 エ リア:概 ね100%、 全 エ リア:30%～40%

(2)人 口10万 以 上 の都 市

主 要 エ リア:概 ね100%、 全 エ リア:5～10%

(3)全 国 のカバ ー 率 は、概 ね20%

政 令 指 定 都 市 の 主要 エ リアは1997年 に概 ね100%

1994.12 通信 議会、NTTの 本 上1を 認 可

10月に値上げ幅を圧縮して再申請するよう指示。それに基づくNTTの 再申請を認可。→1995年2月 から値上げ実施。

1994.12 郵政 、NTTにVPNサ ー ス相互 令

VPNサ ービス提供のため、NCCs側 が電気通信事業法第39条 第1項 に基づいて申請していた回線相互接続命令につき、郵政
省はNCCsの 主張を認め、「公共の利益の増進に役立っ」としてNTTに 接続命令を発した。今後はNTTとNCCsと の間で接続協
定締結のための協議を進めることになる。

1995.1伊 藤 忠と東芝、タイムワーナーと合弁で「タイタス」を設立

伊 藤 忠 、東 芝 、タイムワー ナ ー 、USWestの4社 合 弁 で 、MSO(ケ ーブル テ レビ統 括 事 業 者)を 日本 に設 立 した。全 国 で10局 程

度 、全 世 帯 数 の約5%相 当の200万 世 帯を 目標 とす る。設 立新 会社 の名 称 は 「タイタス ・コミュニケ ーシ ョンズ 」。1月18日 には 、住

友 商 事 と米CATV最 大 手TCIの 合 弁 によるMSO「 ジ ュピターテ レコム」が設 立 され た。→ 後 にUSWestは 離 脱 し、MediaOneが 出

資。

1995.1郵 政 省、マスメ丁イア集中排除原則を緩和 する方針を発表

地上波放送局の株式保有比率の上限引き上げ(一社現行10%未 満から20%未 満へ)や、衛星放送で一社がトランスポンダー
一つ(8チ ャンネル程度)利 用できるようにするなど。20日に電波監理審議会に諮問。→3月17日 、諮問を認める答申。

1995.1阪 神 淡 大 震災発 生、通信網 を受ける

電 話30万 加 入 、移 動 体 通信 基 地 局145、 専 用 線2,700回 線 が被 害 を受 ける(郵 政 省 発 表)。NTTの 被 害 が300億 円程 度 。

1995.1郵 政'、 電気通信料金の一部 届 け出制にすると発表

プッシュホンやダイヤルインなどの限定的な付加サービスを対象に、事前届け出制を導入する方針を発表した。

1995.1イ ンマ ル サ ットP運 会ICO力 設 立 され る

社 名 は 「ICOGIobalCommunications」 。資本 金 は14億 ドル で、インマル サ ットは1億5,000万 ドル 、KDDを 筆 頭 とす る 日本企 業連

合 は 、9,380万 ドル(出 資 比 率6.7%:出 資 上 限 比 率)を 出 資す る。KDDの 常 務 取 締 役 吉 田和 男 氏が 取 締役 会 の初 代 議 長 に選

出され た。

1995.2NTT、 電話基本料 ・番号案 内料 上げ実 施

1994年12月 に認 可を受 け、基 本 料 を約16%値 上 げす るとともに 、番 号 案 内 につ い て2回 目以 降及 び深 夜 ・早 朝 の利 用を従 来 の

30円 か ら倍 の60円 に値 上 げ 。

1995.2JSATに 国際電気通信 業許可、国際専 用サー スに進 出

1993年 秋 の 規制 緩 和 で 、国 内 ・国 際 シー ムレスの衛 星 専 用サ ー ビスが解 禁 され ていた。7月 か らサ ー ビス開 始 予 定 。→ 衛 星 通

信 サ ー ビスの契 約 約 款 変 更 が4月1日 に認 可され た。SCCも4月27日 に約 款 変 更 が認 可され た。

1995.2政 、 通信基盤整備の基本方 決定

政府の高度情報通信社会推進本部(本部長:村 山首相)は 、「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」を発表した。インフラ
の構築に関しては、「主要地域の光ファイバー網整備と、これを活用した公的アプリケーションの導入、実用化、及び基礎的汎
用的技術開発については、2000年までを先行整備期間として進める。光ファイバー網については、その後も情報通信インフラ
の総体的整備を図る中で需要の顕在化や高齢化の進捗等を勘案しつつ、2010年を念頭において早期の全国整備を目指す。」
と、目標時期を明らかにしている。

1995.3無 呼 出 し端末 自由化

無線呼び出し端末の売切り制が開始された。

1995.3郵 政 の 懇談会、衛星 送 のフージタル化時期 を決 でき 両 並記

郵 政 省 の 「マル チメディア時代 にお ける放 送 の 在 り方 に 関す る懇 談 会 」は 、す べ てのテ レビのデ ジタル 化 時 期 を以 下 のように決
定 した。衛 星 放 送 につい てはメーカ ー との折 り合 い が つ かず 、両 論 並 記 となった。

地 上 波 テレビ:2000年 台前 半 の 早 い 時期

CS放 送:1996年 春
CAW:CS放 送 に合 わせ て開 始

BS放 送:1999年(次 期 放 送衛 星 の稼 働 時 期)ま た は2007年 。

1995.3NTT、 近 距 上1・ 中長距離 下1の 専 用 金改 を申

高速ディジタル専用線を中心に平均20%の 料金大幅値下げを申請した。近距離は値上げ、遠距離は値下げとなり、コストベー
スの料金体系に向けて動き出したと言えるが、近距離の値上げにっいてNCCsや ユーザーの反発が強く、申請通り認可される
かは不明。→7月28日 、近距離の値上げを3年間で3段階に分けて実施することで認可。
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臼■囲■ 出 来 事

1995.3政 、5ヵ年計画の 制緩和 進 計画を発

政府は、平成7年 度から11年度までの規制緩和推進計画を発表した。11分野1,091項 目の規制緩和撞置を盛り込む。電気通信
関係では、主に以下のようなものであった。毎年度末までに見直し、改定する。→4月14日 の緊急円周・経済対策で3ヵ年に短
縮。→1998年3月 で終了し、さらに平成10年 度から12年度までの「規制緩和推進3か 年計画1を発表。
(1)第一種事業者の一部料金の届け出制への移行
(2)公事接続の段階的自由化
(3)国際単純再販サービスの段階的自由化
(4)通信と放送の周波数帯域の共用化、FM多 重放送の通信サービスへの活用
(5)受委託放送制度の地上放送への導入等の検討
(6)放送を行う通信衛星の出力アップ

1995.4KDD、 フ レー ム リレー 本 サ ー ス 開

試 験 サ ー ビスで提 供 してい たサ ー ビスを本 サ ービスに移 行 す る。本 サ ービス化 す るにあた り料 金 を値 下 げ したほか 、国 内 アクセ
スポ イントを増 や した。

1995.4国 内公専 及 国 単 再販を

以下により、音声電話サービスの国内公事接続(片端のみ)及び国際専用線の単純再販が解禁された。
(1)国内(音 声系の専用線と公衆網との接続)
遅くとも1997年 中の完全自由化を目指し、段階的な開放を促進する。1995年4月 から公事(片 側)接続を自由化し、第一種電

気通信事業者への実態的な影響を1年後に評価し、次の段階への以降時期を決定する。公事接続にあたっての接続付加料の
新設を認める。
(2)国際(国 際VANで の基本音声サービス提供)
1995年4月 から国際専用線での基本音声サービスの提供(単純再販)を認める。第一種電気通信事業者への実態的な影響を

2年後に評価し、公衆網との接続については、その評価及び国際的な検討を踏まえてその実施時期・内容を決定する。

1995.4郵 政'、NTTの 経営形態見 直しを電気通信審 議会 に諮問

1990年 に結論を5年間先送りにしていたのを受け、いよいよ検討開始。

1995.4NTT、 コン ユータ通信専用網 を する方針を決定

公衆交換を通さないコンピュータ通信専用網(オープン・コンピュータ・ネットワーク:OCN)を1996年 度末まで構築する方針を決
定した。公衆交換を通さないため費用がかからず、従量制・距離比例の料金体系に縛られることもなく、定額制も可能である。現
在の設備を用いてそのまま構築できる。現在進めているマルチメディア通信利用共同実験終了後の受け皿とする。

1995.5イ ンマルサ ットPサ ー スの 日本 での 業会社SPJ設 立

糟 詳勢卵湯群 鷺鷲識lt親 麗麗 と纏 罐盗囎這芸鍵霧嬬 麗本
金 は13億 円で 、97年 まで に135億 円 に増 資 予 定 。社長 はKDD常 務 取締 役 吉 田 和 男 氏。1999年 サ ービス 開始 予 定 。

1995.5長 距 離NCCs3社 、VPNサ ー ス 開 始

NTTに1年 以 上 遅れ て サー ビス開 始(NTTは1994年2月10日 開始)。

1995.5電 気通信審議会、 報通信 備 の国際 を答 申

驚漕議籠麺懲蓮;躍 繁2欝 躍矯≡翼翼燃差勤縫製羅藩羅盤耀顧縫霧鐘
的課題及びアジア・太平洋地域の情報通信基盤の整備・充実を図るための方策を提言した。
(1)先進国だけでなく途上国を含む世界的な情報通信基盤整備の推進
(2)新たな基本的人権としての「情報発信権」及び「情報アクセス権」の保障
(3)G7情 報社会会合のフォローアップ体制の充実・強化
(4)情報の自由な流通の促進
(5)標準化、知的所有権、プライバシーなどの環境整備への総合的な取組み

1995.6電 通信 議会 、NTT用 線 料 改定案を差し戻し

電気通信審議会は、中長距離回線の値下げは認めたが、近距離部分の値上げは来年4月以降3年以上かつ3回 以上の段階に
分けて実施するよう改めた上で再申請するよう求めた。値上げ幅の圧縮は求めていない。

1995.7PHSサ ー ビ ス 始 ま る

NTTパ ー ソナ ル通 信 網 グル ー プとDDIポ ケット電 話 グル ー プ が首都 圏及 び 札 幌 地域 で サ ー ビスを開始 した。アステル グル ー プ

は10月1日 か ら開 始す る予 定。開 始 当 初 の加 入 数 は 、NTTパ ー ソナ ル 通 信 網 グル ー プ が約3万 、DDIポ ケット電 話 グル ープ が約
9万5,000。

1995.7NTT、 専 用線料金改定を再 申請

電気通信審議会の意見に沿って再申請した。中長距離の値下げについては前回通りで9月から実施し、問題となった近距離回
線の値上げについては、1996年4月から1年ごとに3段階で値上げすることにした。→28日 認可。

1995.8郵 政'、 移 動衛星 線 局の 許 区分を

陸・海・空別の区分を撤廃し、人工衛星局を中継局とする移動体通信の用途を大幅に緩和した(即 日実施)。これにより、陸・海
を問わないナビゲーションシステムや、航空機内から衛星を中継した携帯電話の使用などが可能になる。また、lridiumやインマ
ルサットPなどのサービス提供に関しても道が開かれたことになる。

1995.8NTT、 ノ ソコン 通 信 向 け 深 夜 早 朝 額 金 サ ー ス テ レホ ー イ」開 始

開 始 され た サ ービスの名 称 は 「テレホ ーダイ1800」 で 、あらかじめ2つ の市 内電 話 番 号を登 録 し、月額1,800円 を払 えば 、深 夜11

時 から翌 朝8時 まで使 い 放 題 にな る。隣 接 区 域 内 通話 エ リアを含 めて2つ の 番 号 を登録 できる 「テレホー ダイ3600」(月 額3,600

円)は10.月19日 か ら。
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臼■鴎■ 出 来 事

1995・9NTT、 セ ル リレー サ ー ス 開 始

ATM交 換機を利用した初の商用セルリレーサービス「スーパーリレーCR」を開始。当初のサービス地域は東京、横浜、名古屋、
大阪で、今後順次拡大予定。料金は距離に関係無く、基本料金と従量制の通信料金からなる。

1995.9外 衛 星 信 者に の 一 気通 許可

8月1日 に許 可を 申請 してい たシンガ ポー ル に本 拠 を持 つPaci丘cCenturyCorporateAccess(PCCA)は 、郵 政 省 か ら第 一種 電

気 通信 事 業 の許 可お よび地 球 局 免 許 を受 けた。1996年1月31日 にシ ンガポ ール ・香 港 で 、1996年11月30日 か ら中 国で 事 業 開

始 予 定。

1995.9NTT、 市 内 網 の 面 開 発

現在のPOIで の接続にとどまらず、加入者収容局との接続まで認める方針を発表した。TTNetが早速検討することを表明。

1995.10第 一 電 気 通 信 種 のサー ス カー 届 け出制に まる

9月22日 に電気通信事業法施行規則が改正され、第一種電気通信事業者が提供するサービス料金につき、付加価値サービス
を中心に届け出制になった。全体160品 目のうち約半数の82品 目が対象になるが、市場規模では1割程度に過ぎない。

1995.11NTT、 市 内 網 ソフ ト 開 る 針 明らかに る

市内交換機 に搭載する基本ソフトをNCCs側 と協議した上で決定する方針を明らかにした。これにより、NCCs側 はNTT側 のソフ
トの改造を待つことなく自由に新サービスを提供できるようになる。

1995.11 公取委、NTT分 問題に関し、規制緩和と競争条件の整備力前提と提言

「電気通信分野における競争政策上の課題にっいて」と題する文書を発表。NTTの 分離・分割を有力な手段として挙げながら

も、規制緩和と競争条件の整備のための措置を採ることが不可欠の前提であり、地域競争の促進の観点から論ずるべきであっ
て、分離・分割のみ先行されるべきではない、とする。

1995.12 行革委規制緩和小委員会、規制緩和とともにNTT分 割の必要性を提言

政府の行政改革委員会規制緩和小委員会は、最終報告を取りまとめ、情報・通信分野に関して、各種の規制緩和の実施ととも
に、NTTの在り方について「真の競争原理が働くような形態にすることが望ましい」として分離・分割を支持し、分割の方法につ
いては電気通信審議会などでの検討に委ねるとした。

1995.12郵 政 大 臣 、 分野 制の を表明

業務分野を制限してきた行政指導の廃止を事実上表明するとともに、NTTやKDDに ついても業務分野の見直しが有り得ること
を示唆した。 へ

1995.12郵'、 衛星アジタル 多チャンネル放 送でマスメァィア 原則 和

衛 星 デ ジタル 多チ ャンネル 放 送 の実 現 に向 けた省 令 の 改 正 を電波 監理 審 議 会 に諮 問 した。マスメディア集 中 排 除原 則 を緩 和

し、現行 アナ ログ衛 星 放 送 とは 別 枠 で 、テ レビは1社 で12ch(ト ランスポンダ2本 分)ま で、ラジオは1社 で100ch(ト ランスポンダ1本

分)ま で認 める。全 体 で テレビ70ch、 ラジオ200chを 目標 とす るが 、衛 星 が増 えれ ば また見 直 す 。→1996年2月 に規則 改正 ・施

行 。

1996.1経 団 、NTT分 で賛否両 並記 の報 告 発

「今後の情報通信のあり方に関する見解」を発表し、規制緩和や規制の透明化を中心とする通信行政の抜本的見直しを可及的

速やかに、かつ確実に実行することを提言する一方で、NTT分 割については結論が出せず、両論を並記するにとどまった。

1996.1郵 政'、 通信 ・放送 制を大幅 に緩和する見直し策を発表

NTT分 離・分割問題の検討過程で最も問題視されていた需給調整事項の廃止や回線相互接続ルールの法定化が盛り込まれ
ているほか、いわゆる設備貸しの容認方針や移動体通信分野の事業を料金届け出制にすることなども含まれている。1997年1
月にも法改正の予定。

1996.2電 気通信審=、NTTの 分離 ・分 を

NTTを1998年 度をめどに長距離会社と地域東西2社 に分割することを内容とする答申を郵政相に提出した。KDDに はNTTの 分
離・分割に先立ち国内への進出を認めている。→3月 、政府は問題の先送りを決定。

1996.3政 、NTT分 問 題 の 先'り 決

3月26日 、連 立 与 党 「NTTの 経 営 形 態 に関す るワー キングチー ム」は 、次 の 通 常 国 会 まで 問題 を先 送 りす ることで 合 意 し、これ を

うけて正式に閣議決定した。→12月 、持株会社方式により再編することで決着。

1996. 3 政府、規制緩和推進計画改定、569項 目追加

電気通信関係では、この1年に出てきた郵政省の規制緩和方針が挙げられている。規制緩和推進計画は当初5ヵ年計画であっ
た が、1995年4月 の緊 急 円高 ・経 済対 策 で3ヵ年 に短 縮 され てい る。

1996. 4 NTT、近距離専用線を値上げ

1995年7月28日 の認 可 の際 の 条件 により、今 後3段 階 に分 けて値 上 げされ ることになって いる。今 回 が その 第 一段 。TTNetも 同

様に値上げ。

1996. 4 郵政省、第一種事業者の外資規制撤廃方針を明らかにする

アメリカ及び欧州連合の方針に合わせるもの。ただしNTTとKDDに っいては留保。WTOの 基本電気通信交渉の場で表明し、各
国に規制撤廃を提案する予定。

ノ

一8一

1



一 出 来 事

1996.4郵 政省、BS-4後 発機の 利用方法決定を1年 先送 り

アナ ログ放 送 を前提 に定 め られ ていた94年5月 の放 送 普 及 基 本 計 画 のBS-4の 利 用 方法 につ い て、BS-4aとBS-4bと を分 け、す

で に利 用 方 法 が確 定 してい るBS-4aに つ い ては そのままとし、BS-4bに っ い ては新 た に1年 間 ほどか けて利 用 方 法 を見 直 す こと

を電波監理審議会に諮問した。郵政省はデジタル放送への利用を意図しており、ハイビジョン推進を要望する放送・電機業界と
の 間で 軋礫 が 生 じている。→5月17日 、「94年5月 の普 及 計 画 の一 部 を見 直 し、今 後1年 をか けて利 用方 法 を慎 重 に議 論 す るの

が適 当 」とす る答 申が 出た。→1997年3月 に利 用 方 法 決 定。

1996.5地 域系NCCsが 相互接続 で合意、長距離 市場参 入へ

東 京 通 信 ネットワーク(TTNet)、 大 阪メディアポー ト(OMP)、 中部 テレコミュニケ ーション(CTC)の 電 力 系 地 域NCCs3社 は 、相 互

接続に合意し、郵政省に「業務区域および電気通信設備の概要の変更に伴う事業変更許可申請」を提出。長距離市場に参入
する。他の電力系地域NCCsと も交渉を進め、全国網の完成を目指す。まずこの秋から専用サービスを開始する予定。

1996.5電 気通信 審議会、2000年 までの情報通信 高度 化中期計画を答 申

「高度情報通信社会構築に向けた情報通信高度化 目標及び推進方策 一西暦2000年 までの情報通信高度化中期計画 一」と

題する答申を発表した。我が国の情報通信の現状を認識した上で西暦2000年 までに達成可能かつ望ましい社会経済の将来
展望を指標として提示し、下記の項目にっいての目標とその達成のために実施すべき方策について提言。
(1)ア プ リケ ーシ ョンの 開発 ・普 及

(2)ネ ットワー クインフラの 高 度 化

(3)情報通信技術の研究開発
(4)情報通信ニュービジネスの振興
(5)全世界的な情報通信社会の構築

〔

1996.6NTT、 再販 可能な大企 ・け 引サー スを開始

企 業 単 位 の 全 国 一括 割 引 サ ー ビス「スー パ ー ・テ レワイズ」を開始 。月 額 料 金 により、時 間帯 に関係 な く市 外 電 話 料 金 を20～25
%割 引 。このサ ー ビス によれ ば 電 話 サ ービス の再 販も可。→ これ によりクレジット業 界 が一 斉 に電 話 再 販 サ ービスに進 出 。

1996.6多 チャンネル丁ジタル衛星放送のノーフェクTV!力 試験放送開始

無料放送を開始。10月から本放送の予定。

1996.7郵 政 、セ ル ラ ー 電 話 に010」 番 号 を'加 、距 区 分 止

新 た に識 別 番 号 「OlO」を導 入 し、その 際 、従 来 の 「040」、「090」を廃 止 す ることにした。この廃 止 に伴 い 、加 入 電 話 発 信 の料 金 の

近 距 離/遠 距 離 区分 が無 くなる。

1996.7NTTド コモ と三 菱 商 事 、APMTに 参 加

アジアの主要キャリアが計画しているアジア域内の衛星移動体通信サービス事業会社APMTに 、両社が8月に設立する…共同出
資会社を通じて12億 円を出資する。日本国内でのサービス提供会社も今後共同設立する予定。→1997年3月22日 に出資契約
書に調印。→1998年5月8日 設立。

1996.7NTT、 πシステム構 を1997年 度末から始めると発表

加 入 者 宅 近 くまで 光 ファイバ ー を敷 設 し、そこか ら銅 線 を引き込 むFTTZ方 式 の 「πシステム」の構 築 を1997年 度 末 か ら開始 す る
ことを発 表 した。ハ イブ リッド方 式 で安 価 に敷 設 可 能。2000年 まで20%(1995年 度 末 で13%)、2010年 まで100%の 光 ファイバ ー

化 を 目指 す 。加 入 者 が希 望 す れ ば 、加 入 者 宅 との 接 続 を光ファイバ ー にす ることも可。→ 計 画 通 り1998年3月19日 、神 戸 か ら開

始 。

1996.7 設省、光ファイバー網整 計画 発

郵 政 省 と政 策 調整 を進 め、来 年 度 か ら実 施 。2010年 をめどに、公 共 収 容 空 間 、管理 用 光 ファイバ ー合 計 で約30万kmの 光 ファイ
バ ー網(道 路 空 間 を利 用 す るル ー ト長15万km、 河 川 空 間 を利 用 す るル ー ト長5万 ㎞ 、下水 道 空 間を利 用 す るル ー ト長10kmを 想

定)を 整 備 す る。郵政 省 との 連絡 協議 会 を設 置 し、連 携 しながら進 める。現状 の公 共 施 設 管 理 用 光 ファイバ ー 網 は約8,000km。
2000年 には4万kmを 目標 。

1996.9タ イタスに第一種電気通信 許可、97年7月 から電話サービス開始

CATVのMSOと して初 めて タイタス ・コミュニケー ションに事 業 許 可。97年7月1日 か ら千葉 県 柏 市 の一 部 で サー ビス 開始 予 定 。

NTTと の 相 互 接 続 も実 施 。そ の他 東 京 ・神 奈 川 の 一部 で98年7月1日 からサ ービス開始 予 定。→10月 にはジ ュピター テレコムも

98年7月 か らサ ー ビス開 始 予 定 で 事 業許 可を 申請 。

1996.10 CATVで 初のインターネット接 サー ス始まる

武蔵野三鷹ケーブルテレビが7月19日 の開局と同時に試行サービスとして提供していたが、商用サービスとして本格的に提供
開始。

1996.10NTT、 近距離専用 アィジタルアクセス」の を開始

故 障 の 監視 を回線 単位 で 行 なわ ないな ど、機 能 を簡 素化 したベ ストエ フォート型 の格 安 近 距 離(30km以 内)デ ィジタル 専用 線

(64k)の 提 供 を開 始(サ ー ビス名:デ ィジタル アクセス64)。
→1997年12月 か ら128kの サ ー ビス(デ ィジタル アクセス128)を 開 始。
→1998年4月 か ら1.5M(デ ィジタル アクセス1500)も 開始 。
→1998年8月 か ら同 品 目で 中長 距 離 向 けの 「ディジタル リー チ1を 開 始。
→1999年4月 か ら県 内の 距 離 制 限 撤廃 。

1996.10イ ン ター テ キ ス ト放 送 始 ま る

テレビ東京が開始。インターテキスト放送(ITビジョン)は文字放送でのデータ伝送方式を利用して、インターネットの情報を伝送
し、受信テレビ端末に電話回線をつないで双方向性を持たせた簡易なシステム。→1998年4月 からWOWOWも 開始。

1996.10ア ジタル衛星放送パ ーフェクTV!力 本放 送開始

パ ー フェクTV!が テ レビ57ch、 ラジオ4chで 本 放 送 開始 。97年1月1日 か ら有 料 放 送 に移 行 。
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臼■囲■ 出 来 事

1996.10地 域 系NCCs、 相 互 接 続 に よ る専 用 サ ー ビス 開 始

NTTよ り15～20%安 い料 金 で 、TTNet、 大 阪 メデ ィアポ ー ト、中部 テ レコミュニケ ーシ ョンの3社 相 互 接 続 による高 速デ ィジタル 専

用 サー ビス(64k～150M)を 開 始 。

1996.10郵 政'、 発信電話番号通知サー ス利用力イドライン案を公表

電気通信審議会から制定を求められ、「電話番号情報に関する研究会」を設置して検討していた発信電話番号通知サービス利
用ガイドラインの案を公表。

1996.10テ レウ ェイ、長 距 離NCCsと して 初 め て イ ン ター ネ ット の 試 験 サ ー ス 開 始

3月 まで試 験 提 供 し、本 サ ー ビスへ の移 行 を判 断 。サ ー ビス名 「テ レウェイシ リウス」。11月21日 には 、試 験 サ ー ビスの一環 として
VODの 提 供 を開 始 。→1997年6月 か ら本 サ ー ビス開 始 。

1996.10 電気通信審議=、NTTのOCNサ ー ス提 を認可

9月24日 に認可申請していた。9月27日の電気通信審議会ではインターネット接続事業者との公正競争条件が確保できるか不
透明であり審議不十分として継続審議となっていたが、原則許可を答申した。同審議会で審議中の相互接続ルールを可能な
限り適用する。また、サービス提供地域を国内のみと明記することを求めている。NTTは 早急に料金の認可を申請し、年内にも
サービスを開始する予定。

1996.10 国内公 公接 解禁

実施予定期限より2カ月前倒しで実施。

1996.11 AT&Tカ コールバック方式で日米国際通信市場へ本格参入

10月 末 に意 向を表 明 し、AT&Tの ような 大 手 がコール バ ック方 式 で 参 入 す ることは大 きな衝 撃 となっていた。→1997年4月21日

か らC&Wも コー ルバ ックサー ビス 開始 。

1996.12経 済審議 会、参人 制の撤廃 ・NTTの 国際参 入などを提言

11月26日 の経済審議会行動計画委員会の報告書に基づき、高度情報通信関連分野で、NTTを除く参入規制の撤廃、NTT以
外の事業者の料金規制の廃止、独禁法の観点からのNTTの 独占性の規制、NTTの 料金規制を総括原価方式からインセンティ
ブ規制方式に転換、相互接続の監視と厳正中立な裁定、NTTの 国際参入容認、NTTを 除く事業者への外資規制撤廃を提言。
NTT分 割の有無に関わらず直ちにこれらに着手すべきとする。

1996.12NTT分 問題力決 、郵 政'とNTT力 株会社方式 による分離 ・分割で合

NTTの 分離・分割問題でこれ以上 日本が情報通信分野で立ち遅れることはできないという政財界からの圧力により、やっと解
決。11月のBTとMCIの 合併発表の影響は否定できない。NTTは 事実上一体として事業を継続できる。持株会社制度解禁を
待って実施。
〔内容〕
NTT本 社を純粋持株会社とし、その傘下に長距離事業会社と地域事業会社(東 西2社)を 置く。持株会社は事業会社3社の全
株式を保有する。長距離会社は民間会社とし、国際事業への進出も認める。持株会社と地域事業会社は特殊会社とし、各地域
事業会社はユニバーサルサービス提供義務を負う。

1996.12 アジタル 星'事 業=Jス カイB設 立

ソフトバ ンクとニューズ の折 半 出 資。資 本金 は200億 円。JCSAT-3及 び 今 後 打 ち上 げ予 定 のJCSAT-4を 利 用 す る。1997年4月 か

ら12chで 試 験 放 送 を開始 し、1998年4月 から150chの 本 格 放 送 、同年9月 から有 料 化 の 予 定 。→ この 後 ソニ ーとフジテレビが資

本 参 加 し、4社均 等 出資 とな る。→1998年5月 にパ ー フェクTV!と 対 等 合 併 。

1996.12CATV カNTTと 相互接 、CATV話 試 サ ー ス開始

NTTの 市内交換機とCATV電 話事業者の市内交換機相互を接続する初めてのケース。CATV電 話とNTTとの接続に伴い、中継
系事業者、依存型PHS事 業者、地域系事業者(TTNet)、 及びCATV事 業者相互の接続が可能となる。

1996.12KDDとIDC、CATV電 話 か らの 国 電 話 試 験 サ ー ス を開 始

ジュピターテレコム傘下のCATV事 業者杉並ケーブルテレビ及びタイタスコミュニケーションとの間で国際電話サービスの提供開
始に関して合意。CATV電 話の提供開始に合わせてサービスを開始。料金、電話番号はNTT加 入者網発信の場合と同じ。
1997年度前半にも本サービスに移行予定。

1996.12電 気通信 審議会 、相互接 ルールの在 り方 に関す る答 申

相互接続の義務化、県内の加入者回線シェアが50%を 超える事業者を「特定事業者」とし、他より厳格な規制に置くなど、ほぼ
原案通りの内容。相互接続料金の算定方式に関しては、FCCやEUの ような長期増分コスト(将来的に発生するコストのみ)を採
用せず、5年後の2000年 度での見直しまでの検討課題としている。

1996.12NTT、OCNサ ー ス 開 始

12月19日 に、電 気 通 信 審 議 会 が 料 金 を認 可 。低 速 系サ ー ビス(OCNエ コノミー)を 、神 奈 川 県 藤i沢市 と岐 阜 県 大垣 市で 、また、

ダイヤル アップ接 続 サ ー ビス(OCNダ イヤル アクセス)を 東 京03地 域 にアクセスポイントを設 置 して提供 開始 。NTTの 念 願 どお

り、年 内のサ ー ビス提供 が実 現 。→ その後 、提 供 地域 を予 定 前 倒 しで 拡 大 。

1996.12郵 政'、NTTの 再 編 た 国際 業'出 を認める方 を表明

NTTか ら進出方針を聴取し、その検討結果を郵政相が総理大臣に報告。1997年半ばにも可能とするが、本格的な国際業務の
解禁はNTTの 再編実現後とする。

1996.12移 動体通 サー ス、 金届 け出制 になる

セルラー電話、PHS、無線呼出しなどの移動体通信サービスの新規加入料、通話料金、基本料金などが届け出制となった。当
初計画より3ヶ月前倒しで実施。
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一 出 来 事

1997. 1 NTT、 国際事業への取り組み方針を発表

日本発着の通信が認められないため、当面は国外で終始する多国籍企業向け通信サービスに進出し、認められた段階で個人
向 けサ ー ビスも開始 す る。イギリス、ドイツ、フランスに同 日付 で 現 地法 人 が免 許 申請 。

1997. 1 NTTとPHS事 業者、1996年4月 に湖ってアクセスチャージ導入 に合意

NTTとPHS事 業者 の 相 互 接 続 に お けるNTT区 間の事 業 者 間 接 続 料金 に、従 来 ユ ー ザ料 金 を適 用 していた が、コストベ ー スの ア

クセスチャージ(平成7年度決算をベースに算定)を平成8年4月1日 にさかのぼって適用することとし、また網改造費用の負担方
法についても、PHS事業者の負担を軽減する方法で合意。

1997. 1 SCC、 衛 星 インター ネ ットサ ー ビ ス 「DirecPC」 開 始

インター ネット向けの 片 方 向TCP/IP専 用 サ ー ビスで、サ ービス名 「DirecPCTCP/IP通 信 サ ー ビス(ター ボイントラネット&インター

ネ ットサー ビス)」。回線 利 用 時 間 でな く送 信 デ ータ量 で課 金 す る。デ ー タ量 に基 づ く課 金サ ー ビスは 国 内 で初 め て。このサ ー ビ
スのみ で はインター ネットは 利 用 できない。事 業所 用 。最 大 伝 送 速度 は400kbps。

1997. 1 インターネット電話サービス始まる

公衆回線につながった一般の電話磯間の通話の中継回線に専用線でなくインターネットをつかうもので、PCを端末とする従来
のインターネット電話とは一線を画す。リブアンドラブネットワークが日本で初めて東京一大阪間で開始。料金はNTTの 半額。イ
ンターネット(中継)電 話は公尊公接続と位置づけられる。

1997.1国3社 、ITUで 止 され た コー ル バ ック 式 を で 止

1996年10月 にITUが 禁 止 した 「ポ ーリング」方 式 と「アンサ ー ・サ プレッション」方 式 を約 款 で禁 止 す る。ただ し実 質 的な影 響 は 軽

微 。→16日 に約 款 変 更 を 申請 し、24日 に郵 政省 が認 可 、即 日実 施 。'

1997.1郵 政'、 電 気通信 業兼営CATV事 の外資規制を撤廃する方針を発表

CATV事 業参入マニュアルを発表すると共に、電気通信事業を併せ行うCATVに ついて、現在、審査基準により1/3未満として
いる外資比率規制を撤廃し、外国人の役員就任の制限も撤廃する方針を発表した。これは第1種 電気通信事業者の外資規制
撤廃方針と軌を一にするもので、電気通信事業法の改正を待って実現することになる。マニュアルでは、CATV事 業者の外国人
役員の就任についての現行の制限を緩和し、常勤・非常勤を問わず役員総数の1/3未 満まで可能としている(代表権は不可)。

1997.lNTT、 発信 電話番号 通知サー スの試験提供開始

横 浜 、名 古 屋 、福 岡 で試 験 サ ー ビス 開始 。

1997.3郵 政'の 討 、BS-4発 はアジタルHDTV放 送 中心とすることを 言

郵 政 省 の 「BS-4後 発 機 検 討 会 」は 、デ ジタルチ ャンネル1本 分 をアナ ログ放 送 視 聴 者 の ための移 行 期 間 として、現 在 のア ナ ログ

衛 星 放 送 の サイマル 放 送 に使 い 、残 り(7チ ャンネル 分)は デジタルHDTV放 送 を中 心 として、インター レースや プ ログレッシブ 等
の 多 様 な法 式 による放 送 サ ー ビス 向け に利 用 す ることを提言 す る報 告 書 「BS-4後 発 機 の在 り方 につ い て」を発 表 した。BS-4後

発 機(BS-4b)は2000年 頃 に打 ち上 げ 予 定 。→1998年2月 、この 報告 書 に沿 ってBS-4後 発 機 によるデ ジタル 衛 星 放 送 につ い て
諮 問。

1997.3郵 政'、 地上 波テレ の丁ジタル 化 目標時期を2000年 以前 に1倒 しすると発表

CSデ ジタル放送の開始やBS-4後 発機のデジタル化方針決定を受け、従来2000～2005年 としていた地上波テレビのデジタル
化を2000年 以前に前倒しする方針を発表。1997年に地上デジタル放送検討会(仮称)を開催して導入方法などを定め、1998年
に秋には試験放送開始を予定。→1998年6月 に地上デジタル放送懇談会が中間報告を発表。

1997.3日 本 テ レコム とITJ、10月 合 を発

10月1日 付 けで新 会 社 を発 足 させ る。存 続 会 社 は 日本テ レコムで 、ITJを吸 収 す る。ITJ株12株 に 日本 テ レコム株1株 を割 り当て。

新 会 社 の1997年 度 の 売 上 高 は4,000億 円 、経 常利 益 は410億 円を見込 む 。→8月4日 に郵 政省 が認 可 。

1997.3DD1セ ル ラー ル ー とIDO、CDMA 電話の導入を機に 面提携すると発表

DDIセ ル ラー グル ー プとIDOが 、1998年 か らのCDMA方 式(「IS-95(cdmaOne)」 規格)の 導入 を機 に全 面 提 携 し、両 社 で3,000億

円を投 資 して、通信 方 式 や サ ー ビスを共 通 化 した全 国ネットワー クを構 築 す るとともに、ブランドも統 一 して営 業を展 開 す る。両

社 は サ ー ビス地域 が重 複 せ ず 、補 完 で きる関 係 にある(参 入 時 、サ ービス地域 が重 複 しない よう調 整 され たた め)。→8月26日 、

両社 はこの技 術 に関 し、韓 国 のSTIと 技 術 情 報 の 交換 及 び 開 発 協 力 、日韓 共 用 端 末 の 開発 で提 携 。→1998年5月13日 、

W-CDMAの 研 究 開発 でも協 力 。→1998年7月14日 、DDIセ ル ラーグル ー プ がサ ー ビス開 始 。→1999年4月 、IDOが サ ー ビス開

始 。

1997.3NTTド コモ 、ノ ケ ット伝'サ ー ビ ス 開 始

サ ー ビス名 は 「DoPa」。最 大28.8kb/sの デ ー タ通信 が可 能。デ ー タ量 に合 わ せ て通 信 料 を支 払 う「デ ータ従 量 制 」料 金 で 、1パ

ケットが0.5円 。基 本 料3,000円 で 、4,000パ ケット分 の通 信 料 を含 む 。4月か ら始 まるPHSの32kbpsデ ータ通 信 サー ビスに対 抗 。

1997.3郵 政 省、BSＴ ジタル放送 にも受/委 託放送制度を導入する方針を発表

3月4日 に発 表 され たBS-4後 発 機(BS-4b)の あり方 に関す る方 針 と共 に、BS-4後 発 機 を利 用す る衛 星 放 送 免 許 にも、受/委 託

放 送 制 度(ハ ードとソフトの分 離)を 導 入 す ることを電 波 監 理審 議 会 に諮 問 。→5月30日 、原 案 通 りの 答 申。

1997.3ア ジア 向 け24時 間 衛 星 放'JET」 力 本'開 始

住 友 商 事 とTCIの 合 弁 会 社 及 び 日本 のTBSが 中心 となってシンガポ ール に設 立 したジャパ ン ・エ ンターテ イメント・テ レビジ ョン
(JET)が 、米 パ ンナ ムサットの通 信 衛 星 「PAS-2」を利 用 し、日本 の番組 をアジ ア太 平 洋 地 域 の8カ 国2地 域 に4ヶ 国語(日 本 語 ・

英 語 ・中 国 語 ・タイ語)で24時 間 放 送 す るサ ー ビスを開始 。

1997.4NTT、ATM専 用 サ ー 已ヌ を提 褒 開 始

サ ー ビス名 は 「ATMメ ガ リンク」。提 供 品 目は0.5Mb/s及 びIMb/s～135Mb/s(1M単 位 で ユー ザ ー が設 定 可)。ATMに よる伝 送

効 率 の 向 上 により、従 来 の 高速 デ ィジタル サ ービスよりも東 京 一 大 阪 間(6Mb/sの 場 合)で 最 大54%割 安。マル チメデ ィア共 同 利

用 実 験 で構 築 したもの を商 用 化 した。
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臼■國■ 出 来 事

1997.4NTT、 企 向 け OCNサ ー ス開始

OCN専 用 アクセス回 線 を利 用 した 「OCNス タンダー ド」(1.5Mb/s)と 、「OCNエ ンタープ ライズ 」(6Mb/s)を 開始 。

1997・4NTTの ソフ ト開 発p門 力 分 離 ・独 立

電 室 通 信 関 連 のソフトウェア関 連 部 門 が 、「NTTコ ミュニケー ションウェア(株)」 として分 離 独 立 。営 業 開 始 は9月1日 。初 年 度 売

上 局 は2,000億 円を 目指 す 。

1997・4PHS、 共 通 の32kb/sＴ 一 タ通 信 サ ー ス 開 始

PIAFが 採 択 した共 通 規 格(PIAFS)に よるデ ー タ通 信 サ ー ビスを開始 。伝 送 速 度 は32kb/s。DDIポ ケットの独 自規 格 サ ー ビスも

同 程 度 の速 度 になった。

1997.4電 力 、NCC9社 、相 互 接 に よ り全 国 の 用サー ス 開始

電 力 系 地 域 事 業者 全9社 が相 互 接 続 してワンストップ の全 国 サ ー ビスを実 現 。通 信 速 度64kb/s～6Mb/sと50Mb/sの 高 速 ディジ

タル 伝 送 サ ービスを、NTTよ り10～20%安 い 料 金 で提 供す る。

1997.4日 本 テ レコム 、ODNサ ー ビス 開始

NTTのOCNに 対 抗 してODN(オ ー プン ・デ ータ ・ネ ットワーク)サ ービスの提 供 を開始 。NCCと して は初 。

1997.4携 帯端末に包括免許制度を導入する電波法改正案力可決・成立

携帯端末一台一台に無線局免許が必要な現行制度を、周波数、空中線電力、無線局数の上限を指定した上で一括して免許
を付与する包括免許制度に改める。規制緩和の一環としてだけでなく、衛星移動通信端末の日本への持ち込みにあたって免
許不要とするためでもある。また、無線局の検査を民間に任せる「認定点検事業者」制度も導入。5月9日公布、10月1日より施行
(検査制度は1998年10月1日 から施行)。

1997.5KDD力 企業 向け割 引サー スを改定、国際電話の再販を可能にする

企業向けの大ロー括請求割引サービス「KDD大 型割引」の提供条件を改定し、国際電話の再販を可能にした。最大24%の 割
引になる。

1997.5有 料'の 制を届出制に緩和する法改正力可決・成立

以下の改正を内容とする法律が可決・成立。5月21日公布、11月施行。
(1)テレビジョン放送及び超短波放送の定義を改め、多重放送をその中に含める。これにより、字幕放送・解説放送など、新た
に多重放送免許を取得することなく可能。
(2)放送番組審議機関の活性化のため、放送事業者による審議会への審議題材提供、審議会での審議内容の公開を義務づ
ける。
(3)有料放送の料金規制を事前届出制とする。ただしBS放送は当分認可制を維持。また契約約款の認可において標準契約約
款制を導入し、標準契約約款による場合は届出で可とする。→10月31日 標準契約約款制定。

1997.5電 力 、NCC9社 、 社 な ど と共 に ロハ イ ー 相 互 会社を設立

設 立 会 社 名 は 「メディアエ クスチ ェンジ株 式 会 社(MEX)」 。WIDEプ ロジェクトと同様 のインター ネット・サ ー ビスプ ロバ イダ ー 間 の
相 互 接 続 サ ービスを提 供 し、各 電 力 系9社 が提 供 予 定 のコンピュー タ通 信 専 用網 との連 携 も図 る。9月 か らサ ー ビス開 始 。→7

月 に は、KDD系 の 日本 インター ネ ットエ クスチ ェンジ株 式 会 社(JPIX)も 設 立 され た。

1997.5BS-4発 の り 及BSア ジタル放 送への 受/委 託 送 制度導入力決 定

3月28日 の諮問に基づき、電波監理審議会が放送普及基本計画の一部変更を原案どおり認める答申を出した。BS-4後発機は
平成12年(2000年)を 目途にデジタル放送を開始することになる。→6月16日 に放送普及基本計画変更。

1997.6タ イタス 、CATV電 話 サ ー ス 開

千 葉 県 柏 市 で 開始 。基 本料 金1,600円 で 、加 入 者 間の 市 内通 話 は 、セ ットアップ料 金0.5円 、通 話 料 金0.5円/20秒(1分2円 、3分

5円)。NTT加 入者 との相 互 接 続 の 場合 、セットアップ料 金1円 、通 話 料 金1円/20秒(1分4円 、3分10円)。

1997.6NTT再 編 、NTTとKDDの 業 務 分 野 規 制 、相互接 義務化力可決 ・成立

持株会社方式によるNTTの 構造分離や国際サービス進出(NTT法 改正)、KDDの 国内サービス進出(KDD法 改正)、過剰設備
条項の削除及び相互接続に関する規定の整備(電 気通信事業法の改正)が可決・成立。電気通信事業法は6月20日 公布、11
月17日 施行。NTTの 再編は1999年 度になる予定。KDDは7月 には国内サービス開始予定。

1997.6第 一種事業者およ 無線局免許の外 規制を 廃する法案が可決・成立

NTT及 びKDDを 除く第一種電気通信事業者の外資規制撤廃(電 気通信事業法改正)、無線局免許の外資規制撤廃(電 波法
改正)が成立。WTO合 意の発効に合わせて施行。→1998年2月5日 施行。

1997.6電 気通信 議 、 報通信21世 ジョン」を発

郵政大臣からの諮問を受け、「情報通信21世 紀ビジョン ー21世紀に向けて推進すべき情報通信政策と実現可能な未来像一」
と題する答申を発表した(4月17日 に中間報告を発表していた)。行政の役割として、明確なビジョンの提示、情報通信基盤の整
備、ダイナミックな競争の促進、社会的公平の確保、グローバルな政策展開を挙げている。具体的施策としては、プライスキャッ
プ制の導入やマスメディア集中排除原則、免許制度の在り方の検討、サイバー法の可能性について検討することなどが述べら
れている。また、21世紀初頭の将来像を描き、開発スケジュールや市場規模の予測も述べている。

1997.7DDI、DIONサ ー ス を 開始

DION:DDIIntegratedOpenNetwork。NTTのOCN及 び 日本 テ レコム のODNに 対 抗 。

1997.7ジ ュ ター テ レコム 、CATV話 サ ー ス 開 始

傘 下 の杉 並 ケーブル テレビで 開始 。月 額 基 本 料1,330円 。課 金 単 位8.5円 。3分あたり市 内8.5円 、長 距離(160km超)85円 。
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出 来 事

1997.7NTT、 市 内交換機機能 のオープン化を発表

市 内交 換 機 の機 能 をアンバ ン ドル し、共通 的なもの を「機 能メニュー 」として提 供 す る。他 事 業 者 は 、自社 サ ー ビス制御 局(SCP)
か ら信 号 網 を介 して利 用 でき、NTTの 交換 機 ソフトの改 造 を待 たず 、独 自のサ ー ビスを提 供 で きるようになる。1999年1月 以 降 実

現 の予 定 。→2000年1月 か ら実 施 。

1997.7建 設省が光ファイバー網整備 計画を発 表

2001年 、2010年 で の公 共施 設 管 理 用 光 ファイバ ー の整 備 、その 経済 効 果 、民 間 通信 事 業者 との 関係 などにつ い て取 りまとめた
「建 設 省 情 報 ネ ットワー クビジョン 」を発 表 。2010年 まで に30万kmの 公 共 施 設 管 理 用 光 ファイバ ーネ ットワー クを整 備 す る。そ の

際、設備の相互接続を図るほか、民間通信事業者の事業展開状況を把握し、民間通信事業者の設備の有効利用を積極的に
検討する。建設した設備については、民間事業者や地方公共団体による多面的な活用を検討する。

1997.7NTT、 国際第二種事 業子会社を設立

郵政省が利害関係者から意見を求めた上、公正競争担保のための条件を付して24日 に認可。特別第二種事業者「NTT国際通
信(株)」 が 設 立 され た。

1997.7KDDが 国 内 サ ー ビス を 開 始

法改正施行 日の6月20日 に、国内電気通信業務を可能にするための定款変更及びサービス料金・契約約款を申請。7月25日
認 可。国 内 ・国際 一 貫サ ー ビスの 提 供 により、2000年 度 に、売 上 高4,500億 円、経 常利 益300億 円、グル ープ 売 上 高6,000億 円 、

同 経 常利 益400億 円を 目標 とす る。第 一 弾 として、ル ー トKDD、ICグ ローバ ル ホン、専用 線 の 国 内 展 開 を開 始 。

1997.8NTT、 容量や地 点間を一 的に 更 で る専 用サー ス 開始

サービス名 「統合専用サービス(エンタープライズサービス)」。本来契約している専用線を、チャネル単位で、必要な時間帯に、
必要な容量(品 目)、必要な地点間に、事前予約又は1時間前の通知で、4時間単位で変更ができる。変更したチャネルに対し
ては通常の3倍の時間単価、対地変更は4倍の中継区間料を払う。変更によって使用しないチャネルの分の中継区間料は減額
される。また保守監視機能も充実させた。

1997.8KDD、 国 内 国 際 一 体 サ ー ビス でテレ ェイ及DDIと 携

テレウェイとは 、両社 の第 二 種 事 業 子 会 社(KDDテ レサ ー ブ及 び テレウェイサ ー ビス)を 通 じ、国 際 国 内一 体 の電 話 再 販 サ ー ビ

ス及 び 専 用 線 サ ー ビスを相 互 に販 売代 理 し、窓 口を一 本 化 す る提携 に合 意 。DDIと の提 携 で は 、KDDテ レサ ーブ がKDD及 び

DDIと 大 口契 約 を結 ん で統 一 ブ ラン ドの 国際 国 内一 体 の電 話 再 販 サ ービスを提 供 することに合 意 したほ か 、今 後 、1998年10月

をめどに 、専 用 線 や フレー ムリレーも相 互 接 続 して一 体 的 に提 供 す ることや 、サ ー ビスの共 同 開 発 につ い ても言 及 。

1997.8NTT、 ス リラン カテ レコム に 経 営 参 加

スリランカ ・テ レコム社 の株 式35%(2億2,500万 ドル)を 購 入 し、社 長(CEO)を 含 め4名 の役 員 を派遣 して(全 役 員 は10名)同 社 の

経 営 に 参画 す る契 約 を、スリランカ政 府 及 び スリランカ ・テレコム社 と調 印 した。

1997.8郵 政省、インターネット国際電話 サー スを解

本格的な国際公尊公接続に先立ち、インターネットを中継回線とする国際電話サービスを解禁した。技術及びサービスの揺藍
期であるため、当面トラフィック比例リターン原則を課さないことにし、その必要性については改めて検討することにした。なお、
電気通信事業法第92条 に基づき、サービス提供事業者から定期的に通信量等及び収入に関する報告を求める。即 日解禁。→
12月、国際公尊公接続全面解禁。

1997.9NTT国 際 通 信 カ サ ー ス 開 始

当面 は アメリカ 、イギリス、フランス、香 港 、シンガポ ー ル 、フィリピンの6カ 国 を対 象 に、エンドエ ンドのネットワークサ ー ビスや 網 管

理 サ ー ビス、ネ ットワー クインテグレー ションサ ー ビスな どを提 供す る。

1997.9KDDとTTNetカ ネ ットワー ク の 相 互 利 用 及 術 力 まどで

以下の事項で提携することに合意。両社はJIHですでに協力関係にあり、関係強化は予想されるところであった。KDDと 電力系
地域会社との提携は、日本の電気通信産業界における一つの核となる。→KDDとTWJの 合併方針発表により、この提携の行
末は不透明となった。
(1)ネットワークの相互利用(販売協力や同一ブランドサービス提供の検討を含む)
(2)技術協力および人事交流
(3)インターネットに関する合弁会社設立の検討
(4)長期増分費用モデル案の共同検討

1997.9NTT、_事 と 外交換 レベルでの相互 発

第一種事業者に対すると同様の市外交換機接続を提供することを発表。これにより第二種事業者の加入者は、「0091+事業者
の識別番号+相 手先番号」というダイヤル操作が可能になる。また第一種事業者と同様の事業者間接続料金を適用する。1998
年10月 から実施予定。

1997.9 通信 術審議会、地上波丁ジタル放送の 伝'式 原案を決定

同審 議 会 デ ジタル 放 送 システ ム委 員 会 で原 案 をとりまとめた。セグメント毎 に4種 類 のデ ジタル 変 調 方 式 を選 択 でき、HDTVだ け
で なく、多 チ ャンネ ル 化 、通 信 ・コンピュー タとの 連携 、移 動 体 向 けの放 送 を可 能 とす る。最 大 伝 送 容 量 は23.42MHz。1998年 初

頭 か ら実 験 を開 始 。→1998年9月28日 、実 験 を踏 まえ同 委 員 会 は暫 定方 式 を決 定 。

1997.9電 気通信 術審議 会、放送 業務と陸上移動業 との周波 共用の 術的 討を開始

以下の項 目について、電気通信技術審議会の「周波数共用委員会」で検討開始。答申は1998年3月 の予定。
(1)陸上移動業務と放送業務の周波数共用条件
(2)必要とされる周波数共用技術

1997.9NTTの 調達協 定、1999年 末までの延長で 口意

NTT再 編の期限である1999年12月 末まで延長することで合意。その後の取扱いについては改めて協議する。
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臼■■■ 出 来 事

1997.10NTTが 発 信 電 話 番 号 通 知 サ ー ス を 開 始

試 験 提 供 した横 浜 ・名 古 屋 ・福 岡で 、商 用 サ ー ビスとして 開始 。サ ー ビス名 「ナンバ ー ・デ ィスプ レイ」。1998年2月1日 か ら全 国 に

展 開。

1997.10日 本 テ レコム とITJカ ロ 併 、国 内 国 一 で 業 開 始

存続 会 社 日本 テ レコムは 、国 内 ・国 際 サ 一一ビスを一体 で提 供 す る初 の 第 一 種 電 気 通 信 事 業者 となる。国際 サ ー ビスはITJの
「0041」をそ のまま使 う。国 内 国 際 を統 合 した専 用 線 を提 供 開 始 。電 話 の統 合 割 引きサ ー ビスは12月1日 か ら開始 。

1997.10郵 政省、 制緩和を1倒 しで実 る 針 を 明

政府の景気刺激策の一環として、1999年度に予定されていた料金規制の緩和を前倒しする。料金を原則自由化して届け出制
とし、一部に価格上限規制を導入。→1998年5月 法改正、11月施行。

1997.10カ ナ のTeleglobe力 第 一 種 業 として 日本 に 入 す る と発 表

日本 法 人 であるテレグ ロー ブ ・ジ ャパ ン が事 業 者 となる。1998年3月 にも事 業 開始 予定 。

1997.10電 気通信審議=、 法相 互 項施 行規貝1案に関 る 申

相互接続ルール法定化に伴う施行規則改正案について答申。→ 接続会計及び接続料に関する部分は9月26日 諮問、11月28
日答申。法律の11月 施行と同時に規則も施行。

1997.10NTT、 国 際 第 一 種 子 会 社NTT国 際 ネ ットワ ー ク 」を設 立

9月10日 に国 際 専用 サ ー ビス提 供 を 目的 とす る「NTT国 際 ネットワーク(株)」 の設 立を郵 政省 に認 可 申請 し、10月22日 に認 可 を

受 けた。1999年4月1日 か ら事 業 を開 始 す る。NTT再 編 で長 距 離 事 業会 社 が設 立され る際 に 吸 収 ・合 併 され る予 定 。→12月1日

に第 一種 電 気 通 信 事 業 の許 可 を受 けた。国際 専 用 サ ー ビスを提 供 す る。→1999年10月 、NTTComに 吸 収 合 併 。

1997.11経 済対策閣 会議、景 気対 として各分野での規 制緩 和 発 表

「21世紀を切りひらく緊急経済対策」と題する各分野での規制緩和策を発表。電気通信及び放送関連での主な項 目は以下のと

おり。光ファイバ網全国整備の2005年 への前倒しも提言している。
〔電気通信〕
・特別第二種事業者の範囲を国際又は公尊公電話サービスに限定
・第二種事業者に回線保有を認める
・料金の個別認可制を原則廃止、届出制に移行
〔放送〕
・多チャンネル衛星放送に関し、「支配」とされる出資上限を1/10か ら1/3にする
・多チャンネル衛星放送に関し、一委託放送事業者が提供できる番組数の上限を廃止し、トランスポンダ4本分内ならいくらでも
可能とする
〔CATV〕
・第一種電気通信事業を兼営するCATV事 業者の外資規制撤廃
・CATV加 入者網における無線システムの実用化
・複数CATV事 業者のヘッドエンドの共有化

〔移動電話〕
・技術基準適合証明の手数料引下げ、書面審査化、審査期間の短縮
〔その他〕
・KDD法の廃止

1997.llKDDと テ レウ ェイカ1998年10月1日 合 併 を 発 表

1998年10月1日 合 併 に 向けて合 意 したと発 表 。存 続 会 社 はKDD。 新 会 社 の社 長 や 合 併 比 率 、資 本 金 、商 号 などは未 定。→

1998年4月 下 旬 に合 併 契 約 書 を締結 予 定 であったがで きず 、合 併 予定 日を1998年12月1日 に延 期 して交 渉 継 続 。→1998年12

月、合 併成 立。

1997.11電 気通信審議会、相互 接 会計規則及 の原価算定規則 案に関する答 申

電気通信事業法第38条 の2の規定に基づき指定電気通信設備の会計の整理の方法を定めた「指定電気通信設備接続会計規
則」、及び指定電気通信設備の接続料の適正な原価の算定方法を定めた「指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規
則」について9月26日 に諮問を受け、これを公開し一般の意見を求めた上で、諮問書のとおり制定することを適当とする答申。

1997.12ア ィレクTV力 本 放 送 開 始

パ ー フェクTV!に 続 き、デ ジタル 多 チ ャンネル 衛 星 放 送 を開 始 。SCCの 衛 星ス ーパ ーバ ー ドCを利 用 す る。当初 は63chで 、順 次

増 加 予 定。

1997.12日 本 テ レコム 、通 話 料 の 国 内 国 際 統 合 引 を 開 始

大 口向 け割 引サ ー ビス σワンズス ーパ ー ワイドplus、Jワンズスー パ ーIlplus)、 局番 割 引plus、年 々割 引などに 、通 話 料 の 国 内

国際 統合 割 引を開 始 。

1997.12KDD、FCCか ら日米ルー トを除く設備ベースの国際 業の認証を取得

KDDア メリカが日米ルートを除く設備ベースの国際電気通信事業の認証をFCCか ら取得。イギリスではすでにKDDヨ ーロッパが
設備ベースの国際免許を取得している。
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圏 ■ 出来事"
1997.12郵 政省、NTT再 編 に関する基 本方針 を発表

公 正 競 争 の確 保 に関 し必 要 な基 本 的 な事 項 として は、以 下 のことが規 定され てい る。1999年4月1日 か ら12月20日 まで ので きる

限り早い時期に新会社に事業を引継がせる。
①地域会社と長距離会社との間の役員兼任を禁止
②地域会社と長距離会社との間の在籍出向を禁止
③持株会社及び承継会社の短期借入については、それぞれ個別に実施
④持株会社及び地域会社は、長距離会社と共同して資材調達を行わない
⑤地域会社と長距離会社との間の接続形態は、他の電気通信事業者との場合と同等にする
⑥地域会社と長距離会社との間の接続条件は、他の電気通信事業者との場合と同等にする
⑦地域会社と長距離会社との間の電気通信役務の提供に関連する取引条件は、他の電気通信事業者との場合と同等にする
⑧長距離会社は、独立した営業部門を設置すること。なお、利用者の利便性維持のため地域会社が長距離会社の販売業務を
受託する場合、その条件は他の電気通信事業者との場合と同一とする
⑨地域会社と長距離会社との間で提供される顧客情報その他の情報は、他の電気通信事業者との場合と同一とする
⑩持株会社及び地域会社が、長距離会社に対して行う研究成果(長 距離会社が費用負担した基盤的研究に係るものを除く。)
に係る情報の開示の条件は、他の電気通信事業者に対するものと同一とする

1997.12NTT、MAを 拡大する選 択型グループ料 金サービス「エリアプラス」を導入

10月8日 に認 可 申請 し、10月24日 に認 可を受 けた。毎 月200円 を支 払 うことにより、最 低 通 話 料金(3分10円)で か けられ るエ リア

(MA:MessageArea)を 、隣接MAグ ル ー プ(通 話 地 域 間 距 離 が20kmま での 区域 を含 む)ま で 拡 大 す る選 択 型 サ ービス「エ リアプ

ラス」を開始 。1月 か らTTNetが 開 始す る「東 京 電 話 」に対 抗 。→1998年6月 か らINSネ ット64でも開始 。サ ー ビス名 「INSエリアプ ラ
ス 」。 ノ

1997.12NTTの 国 内 通 信 網 、10096デ ジ タル 化 が 完 了

1966年から進めてきた中継伝送路のデジタル化、及び1983年 から進めてきた交換機のデジタル化が全て完了。

1997.12郵 政省、予備校 の衛 星授業などを通信 と分類するガイドラインを発表

「通信衛星を利用した通信 ・放送の中間領域的な新たなサービスに係る通信と放送の区分に関するガイドライン」を策定し、通

信と分類される類型として、具体的に以下を例示した。通信と放送を区分する基準そのものは変更していない。これらは、特定
の者のみに受信させるという送信者側の意図が客観的にも認められる行為であるとして、放送と区別される。
(1)セ ー ルス レディ宅 へ の 営 業情 報 等 の配 信
(2)医師会や弁護士会がその会員に対して行う会報等関連情報の配信
(3)予備校が、その予備校生に対して行う授業映像等の配信

1997.12電 気通信審議会、接続約款が必要な指定電気通信設備に関する答申

11月28日 に諮問された電気通信事業法第38条 の2第1項 に基づく電気通信設備(指 定電気通信設備)の 指定案につき、案を適
当とする答申。指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、接続条件に関して接続約款を定め、指定電気通信設備との
接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況等を公表し、指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画を
公表しなければならない。都道府県を地域の単位として、NTTが 各都道府県に設置する以下の設備が指定されている(12月24
日平成9年郵政省告示第674号 により指定)。
(1)指 定 端 末 系伝 送 路 設備 、(2)指定 端 末 系 交換 等 設 備(電 話 、ISDN)、(3)指 定 中継 系 交換 等 設備(電 話 、ISDN、 専 用 線)、(4)

指 定 市 内 伝 送 路 設 備(電 話 、ISDN、 専 用線)、(5)指 定 中継 系伝 送 路設 備(電 話 、ISDN、 専 用線)、(6)電 話 、ISDNの 提 供 に用 い
られる信号用伝送路設備及び信号用中継交換機、(7)電話番号案内に用いられる番号案内用データベース、サービス制御局
等 、(8)PHSと の接 続 に用 い られ るPHS接 続 装 置 、サ ー ビス制 御 局 等 、(9)公衆 電 話機 等 、(10)電話 番 号 案 内 に用 い られ る交 換

機 、案 内 台 装 置 、伝 送 路 設 備 、(11)二重帰 属 回線 、(12)POIま での伝 送 路 設 備

1997.12郵 政省、国際 公尊公 接続を解禁

以 下 の措 置 を取 った上 で 、基 本 サ ービスの 国 際公 尊公 接 続 を解 禁。また、100対 地 ル ー ル も1998年6月 末 までに廃 止 す ることを

決 定 。

(1)現行の計算料金制度、比例リターン原則のいずれも義務付けない。第3国 中継による通信(ブレークアウト)に制限を課さな
い 。

(2)公正な競争を阻害する片方向バイパス等の行為を事後的に是正するため、電気通信事業法第92条 第1項 に基づき定期的
な通信量等・収入報告を求めるとともに、必要な場合には追加的報告を求める。事後的に是正すべき行為が見られる場合には
是正すべき等の旨指導し、原則として指導した旨を公表する。なお、法第37条 の要件に該当する場合には、業務改善命令を発
動する場合もある。

1997.12郵 政'、 金規制緩 和などの具 的内 決

11月に政府が発表した「21世紀を切りひらく緊急経済対策」で、年内に具体的内容を決定するよう求められていた以下の規制
緩和策につき次のように決定。次期通常国会に法案を提出する。
〔料金規制の緩和〕
(1)インセンティブ規制方式の導入
地域通信市場における電話・ISDN・専用サービス等のうち、支配的事業者が提供するサービスについては、上限価格規制方

式を適用し、上限価格の範囲内の料金は事前届出制。
(2)原則届出制の導入
長距離・国際通信の料金を含め上記(1)以 外の第一種電気通信事業者の料金は事前届出制。
(3)料金決定手続の整備
料金決定手続の公開性・透明性を高め、利用者利益の保護、公正競争条件を確保するため、①利用者や競争事業者からの

意見申出制度の導入、②差別的料金、反競争的料金の防止等料金準則の明確化、③料金決定に関する情報公開の推進等
の措置を講ずる。
〔第二種電気通信事業者に対する回線設備設置の一部容認〕
一定の条件の下で、「端末系伝送路設備」(事業者と利用者との間を接続する回線設備)を設置できるようにする。

1997.12郵 政'カCATVの 制 を緩和 一外資規制撤廃 及 ヘッドエンドの共用化一

11月に政府が発表した「21世紀を切りひらく緊急経済対策」に基づき、ヘッドエンドの共用化(有線テレビジョン放送法施行規則
改正、即 日施行)及 び第一種電気通信事業を兼営するケーブルテレビ事業者に関する外資規制の撤廃(有 線テレビジョン放送
法関係審査基準の改正)を実施。
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臼■匪■ 出 来 事

1997.12NTTド コモ 、ア ナ ロ 電 話 の 新 規 込 受 付 を 了

既 存 のアナ ログセル ラー 電 話 加 入 者 にっ い ても早 期 にデ ジタル 方 式 に移 行 させ 、アナ ログサ ービスを廃 止 したい 方 針 。IDOも

受 付 終 了 。→1999年3月 末 でサ ー ビス終 了。

1997.12BTとNTTの コン ソー シ ア ム 、シ ン'・ 一 ル の 通 信 に 入 札

2000年4月 か らの国 内 及 び 国 際 電 気通 信 事 業 免 許 は 、シンガポ ー ル テレコムの他 に2社 まで に与 えられ る。入 札 しているのは 、
BT及 びNTTと 現 地 資 本 のコンソー シアムであるStarHubの ほか 、アメリカWorldComと 現 地 資本 の コンソーシ アムDirectline、C&W

グル ー プと現 地 資 本 のコンソー シアムTelecomOneで ある。StarHubは セル ラー 電話 サー ビスにも入 札 して いる(同 様 に新 規 参 入
2社 まで)。→1998年4月23日 に落 札 決 定。

1998・1TTNet、NTTと のGC接 に よ る 電 話 サ ー ス 京 電 話 」を 開 始

課 金 単位 料 金9円 、最遠 料金3分72円 で 、既 存 の第 一 種 事 業者 の割 引適 用 後 の 料 金より安 い 。事 業者 識 別 番 号 は 「oo81j。

TTNetの 光 ファイバ ー網 とNTTの 市 内交 換 局559局 とを相 互接 続 し、TTNet営 業 エ リア内 のNTT加 入 者 にサ ー ビスを提 供 。加 入

料 、基 本料 は不 要 。サ ー ビスブ ランド名 「東 京 電 話 」。

1998.1電 力 地域全10社 、 用サー ス提 一本化のための第 二種子会社を設立

電力系全10社 が相互接続で提供する専用サービスの販売や契約、料金収納、保守運用を一本化するため、各社10%の 出資
で「株式会社パワーネッツ」を設立。電力系最後の沖縄通信ネットワークは1997年10月 から事業を開始したばかり。→2月2日 か
ら営業開始。

1998.1NTT、 市内 話5分10円 のサー スを認可 申

月額200円 の契約料を払えば、市内電話を5分10円(昼 間・夜間の場合。深夜・早朝は7分10円)とするサービス「タイムプラス」の
提供を認可申請。2月上旬から開始予定。提供地域は首都圏のみ。標準料金を変えるわけではなく、割引きサービスとして提供
するに過ぎないからユニバーサルサービスではないとNTT側 は考えている。→提供地域を首都圏のみとする点に、NTTに 課さ
れているユニバーサルサービス提供義務の観点から電気通信審議会で異論が出、結論を出せずに継続審議となった。→ 公正
取引委員会事務総長も、競争業者のいる特定地域に限って低料金とすることは反競争的行為の疑いがあると指摘。→ 年内の
全国展開を条件に、2月4日に認可。ただし、割引サービス全般を全国一律に実施する義務をNTTに 課すかどうかの判断は見
送る。公取委事務総長は発言を撤回。→NTTは2月16日 からサービス開始。→11月 から全国展開。

1998.1ETSI、W-CDMAベ ー ス に した 次 代 移 動 通 信 シ ス テ ム 準 採

欧州 電気 通 信 標 準 化 機 構(ETS1)は 、次世 代 移 動 通信 システム(IMT-2000)の 標 準 に、NTTド コモ が開 発 中のW-CDMAを ベ ー
ス に、ヨー ロッパ の機 器 製 造 業 者 が 主 張す るTD-CDMAを 一 部 取 り入 れ る案 を採 択 した。直 前 にNTTド コモがTD-CDMAを 一 部

取 り入 れ る方 針 を表 明 してお り、劣 勢 だ ったヨー ロッパ の 一 部TD-CDMA陣 営 がそれ を受 け入 れ たと言 える。ITUのIMT-2000標

準 案 の提 出 締 切 日は6月 末。

1998.1NTT、 新 制 度 に 基 き相 互 接 約 款 を 申 請

1997年12月 に電 気通 信 審 議 会 の答 申を得 た接 続ル ール に基 づ き、97年 度 の指 定 電 気 通 信 設 備 との 接 続 に関す る約 款 の認 可

申請 及 び届 出。97年4月1日 に瀕 って適 用 。市 内 接 続 で3分3.55円(前 年度3.64円)、 中継 交 換 で3分8.21円(同9.20円)。 非指

定 電 気通 信 設 備 との 接 続 に 関す る約 款 も新 た に作 成 し、認 可 申請 及 び 届 出。→3月20日 認 可。

1998.2NTT及 長 距 業 者 力 電 話 料 下1一 最 遠 料 金3分90円 に －

TTNetに 対 抗 して打 ち 出 したNTTの 値 下 げ に他 社 が追 随 。NTTは 、最遠 距 離を100km超 とし、現 行 か ら20円 値 下 げ して3分90

円 とす る。競合 他 社 も現 行 より10円 下 げ て最 遠 料 金 は90円 とす るが 、30～60km区 間 、及 び60～100km区 間 でNTTよ り10円 安 く

する。

1998.2通 信 術審 、BSア ジタル放送 方 の 術的 件を答

映像符号化方式はMPEG-2Video。 映像の表示方法は、インターレース方式及びプログレッシブ方式合わせて5種類(1080i、
480i、480p、720p、1080p)。以下の基本的考え方を踏まえて策定。
①2000年 頃に実現可能な技術②デ

ジタルHDTV放 送等の高画質サービス、及び多様で柔軟なサービスの実現(1トランスポンダでデジタルHDTVの2チ ャンネ
ルを実現)
③アダプタを付ければ現行の受信アンテナ・端末で受信可能
④できるだけ低廉な受信機⑤

CS放 送、地上波放送、CATV、 蓄積メディアなど様々なメディア間での最大限の共通性

1998.2NTT、 市 内 電 話5分10円 の 引 サ ー ス タイム ラス 」 関 地 域 で 開 始

TTNetの 「東京 電話 」に対 抗 し、月 額200円 の契 約 料 を払 えば 、市 内電 話 を5分10円(昼 間 ・夜 間 の場 合 。深 夜 ・早 朝 は7分10円)

とす るサ ービス 「タイムプ ラス」の提 供 を開始 。当 面 は 関東 のみ 。ただ し、年 内の 全 国 展 開 を条 件 に認 可 を受 けている。テ レチ ョイ
ス、テレワイズ 、テ レホー ダイの どれ か一 つ と併 用 可 。→11月 か ら全 国 展 開 。
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臼■■■ 出 来 事

1998.2CSＴ ジタル放送の集 中排除及 送番組 機関設置の緩和に関する

1997年11月 に政府が発表した「21世紀を切りひらく緊急経済対策」に基づき、CSデジタル放送について12月12日 に以下の規
制緩和の諮問を受け、電波監理審議会が原案を適当とする答申。番組数の制限は廃止する。
〔集中排除の緩和〕
①委託放送業務のみを行う者(合 計で4中継器まで)
・TV:最大4中継器(現行2中 継器で12番組まで)
・ラジオ:最大1中継器(現 行2中継器で100番 組まで)
・データ放送:最大1中継器(現 行同じ)

②放送局免許を持つ者(合 計で2中継器まで)
・TV:最大2中継器(現行1中 継器で6番組まで)
・ラジオ:最大1中継器(現 行1中継器で100番組まで)
・データ放送:最大1中継器(現 行同じ)

③「支配」とみなす議決権の割合を「1/10超」から「1/3以上」に緩和
〔放送番組審議機関設置義務の適用除外〕
①学校教育法に基づき、学校、専修学校又は各種学校が教員に行わせる授業
②囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
③放送番組の検索又は選択に関する情報

1998.2NTTカxDSLの フィー ル ド 験 を 開 始

xDSL装 置 を実 際 のメタリック加 入 者 線 に取 り付 け 、インター ネット接続 サー ビスを通 して 、xDSLの 技 術 的 な適 用 条件 の評 価 や

サ ー ビス性 の評 価 を行 うことを 目的 に、関東 及 び 関西 で 実施 。→12月10日 で 終 了。

1998.2通 信放送技術 屋 かけはし」の 止軌 投入失

通信放送技術衛星(COMETS)の 静止軌道投入に失敗。COMETSは 、Ka帯/ミ リ波帯を使用した大容量マルチメディア移動体
衛星通信や21GHz帯 を使用した高度な広帯域衛星放送、低軌道周回衛星と地上局を静止衛星によって中継する衛星間通信
技術の開発などを目的としている。打ち上げ失敗により、実験スケジュールが大幅に狂う模様。

1998.3郵 政'、 ワールドコムに 一種電気通信 業の許可

2月5日 のWorldComの 子 会 社 ワール ドコム ・ジャパ ン(株)の 申請 に対 し許 可 。外 資 規 制 撤 廃 後初 めての100%外 資 会社 に対 す

る許 可 とな る。12月1日 か ら東 京 の 中心 部 でサ ー ビス開 始 予 定 。→3月17日 、「0071」(基本 サ ー ビス用)及 び 「0072」(料金 通 知

等 の付 加 サ ー ビス用)の 番 号 指 定 を受 ける。ワール ドコムは み なし制で は なく事 前 登 録 制 を採 用 す る。

1998.3NTT、 πシ ス テ ム の 導 入 を 戸 か ら開 始

電柱又は建物まで光ケーブルを敷設する「新光アクセスシステム(πシステム)」を、阪神・淡路大震災で被災した神戸市長田区
鷹取東第一地区を皮切りに導入し、運用を開始。

1998.3電 気通信 技術審議 会、加 入者系無線アクセスシステムの 術的要件 を

1998年7月28日 に技 術 的 条 件 に つい て諮 問 を受 けた。答 申の主 な内 容 は 以 下 のとお り。準 ミリ波 及 び ミリ波 帯 だ けで なく、PHS

用 周 波 数 帯 域も含 めることで 導 入 しや す くしてい る。

(1)準 ミリ波 及 びミリ波 帯(22GHz帯 、26GHz帯 及 び38GHz帯)

① 対 向方 式(主 として企 業 向け のもの)
・伝 送容 量 は156Mbps以 下

・空 中線 電力 は0 .5W以 下

② 一対 多 方 向方 式(主 として一 般 家 庭 向け のもの)
・伝 送容 量 は規 定 せ ず

・空 中線 電力 は0 .5W以 下

(2)準 マイクロ波 帯(1.9GHZ帯:PHS用 周 波 数 帯 の範 囲 内)
・既 存 のPHSシ ステムとほぼ 同じ技 術 を最 大 限利 用したもの で、

既 存 のPHSに 干 渉 を与 えない 範 囲 内 で導 入 す る。

1998.3電 通信 術 議会、放送業務と 上移動 務との周波数共用の要件を一部 申

放送業務と陸上移動業務との周波数共用条件及び今後研究開発すべき共用技術などについて一部答申。共用する際の許容
干渉レベルを定める。地上波テレビ放送用周波数のうち、比較的直進性が高いUHF帯 の470～770MHzを 共用検討対象とし、
現在規格策定中のデジタル放送については検討対象としていない。

1998.31998年 度から2000年 度までの「規制緩和推進3か 年計画」を閣議決 定

1995年から開始した規制緩和推進3か年計画終了に伴い、1998年度から2000年度までの新たな3か年計画を決定。全部で624
項 目。情報通信分野での主なものは以下のとおり。→1999年3月 改定。
〔電気通信〕
(1)第一種電気通信事業の料金の原則届出制及び価格上限方式導入。
(2)接続料算定方式への長期増分費用方式の導入を検討。
(3)番号ポータビリティ、事業者前選択にっいて検討。
(4)100対 地ルールの撤廃。
(5)NTTの 東西地域会社間における実質的な競争実現のための有効な措置を実施。
(6)KDD法 を廃止し、完全民営化。
〔放送〕
(1)委託放送事業者間での統計多重方式について、平成10年 中に活用可能とする。
(2)CSデ ジタル放送の外資規制緩和を検討。
(3)CSデ ジタル放送用トランスポンダ料金の総括原価主義を廃止。
(4)全てのCATV事 業者に係る外資規制及び外国人役員規制を撤廃する方向で平成10年 中に結論。
(5)CATVの 許可申請書類記載事項を平成10年4月 中に簡素化。
〔通信・放送融合〕
(1)電気通信事業者の加入者系光ファイバ網をCATV伝 送路として利用可能とする。
(2)ユニバーサルサービスの範囲及び責務を明確化。
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1998.3郵 政'、 電 気通信 役 を3種 類に 素化

第一種電気通信事業の電気通信役務の種類を、現行7区分から「音声伝送」、「データ伝送」、「専用」の3区分に簡素化するほ
か、第二種電気通信事業の電気通信役務の種類も、現行の4区分から3区分に簡素化し、役務区分を統一。区分の簡素化によ
り、電気通信役務を追加・変更する際の認可申請手続きの必要性が軽減される。1997年11月 の緊急経済対策の中に年度内の
実施が盛り込まれていた。

1998.4NTT、JSATと 共 同で衛星インターネット接 サ ー ス提供会社を設立

JSATと 共 同で 、衛 星インター ネット接 続 サ ー ビスや 衛 星 イントラネ ットサ ー ビスを提 供 す る会 社 「NTTサ テライトコミュニケー ション
ズ(株)」 を設 立。衛 星 はNTTのN-STAR及 びJSATのJCSAT4を 利 用す る。出 資 比 率 はNTTが51%、JSATが49%。 →8月 に 資本

金 を4億 円か ら35億 円 に増 資 。出 資 比 率 はNTTが36.5%、JSATが33.5%、NTTデ ー タ通 信 が10%、 ソニ ーが9%、 マイクロソフ
ト、伊藤 忠テ クノサイエ ンスが4%、 日本IBMが2%、 ソフトバ ンクが1%。

1998.4テ レ ウェイ 、ATM用 サ ー ス を 開 始

NTT及 び 日本 テ レコムより遅 れ て 開始 。

1998.4地 域 系NCC6社 、ATM用 サ ー ス を開 始

TTNetな ど関 東 、中部 、関西 、中国 、四 国 、九 州 の 地 域 系6社 がATM専 用 線 を提 供 開 始 。6社 間の 相 互接 続 も同 時 に開始 。10

月 まで には 開 業 した ばか りの沖 縄 を除 く残 り3社も開 始 予 定。NTTよ り約10%前 後 安 い 。

1998.4
'法 改正

、トランス'・ン 料金 算定の総括原 価主 止

放送法を一部改正する法律が成立。BSデジタル放送の開始に備え、NHKの 業務に委託国内放送業務を追加。また、衛星の中
継器料金の届出制を見直し、総括原価主義に基づく料金算定を義務付けた従来の規制を撤廃。6月3日公布。

1998.4政 府力総合経済対策を発表、情報通信の高度化を盛り込む

従来型の公共事業による景気刺激策だけでなく、今回の目玉として、我が国将来の発展基盤となる情報通信の高度化や科学
技術の振興を図る観点から、研究開発用超高速光ファイバネットワーク、地上放送デジタル化推進のための研究開発施設、電
線共同溝の整備、電子商取引の推進、情報通信の高度化のための技術・研究開発の促進、先端的・独創的・基礎的研究開発
の推進、新規産業創出を目指した産学官連携の促進並びに次世代を担う若手研究者育成等に、1兆円程度の事業を実施する
ことを発表。平成10年 度第一次補正予算から支出(6月17日 成立)。この一環として、郵政省は1Gbps級 のATM交 換網(ギガビッ
トネットワーク)を構築し研究開発用に開放、次世代インターネット技術開発を支援する(このための予算は510億)。通信・放送
機構が実際の設計・構築・運用にあたる。1999年2月 中旬には運用開始予定。→1999年4月1日 からギガビットネットワークの運
用を開始。

1998.4波 監理審議会、BS-4発 によるrジ タル衛 星放 送の制度 整 に関 る 申

2月20日 に受けた以下のような制度整備の諮問につき、原案を適当とする答申。
1.放 送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の変更
BSデジタル放送に関する委託放送業務の指針及び基本的事項を定める。また、放送の種類ごとの放送番組の数の目標を定

め、BS-4後発機の4本のトランスポンダのうち1本は移行期間として先発機と同一の放送を行うサイマル放送に使い、残り3本のト
ランスポンダで行うサイマル放送以外のデジタル衛星放送につき、放送番組数の目標を、HDTV6ch、 超短波(音 声)放送20ch
程度、標準テレビジョン放送(SDTV)20ch程 度とするが、SDTVはHDTV6chが 埋まらない場合に限って割当てる。
2.マスメディア集中排除原則の運用方針の変更
地上波放送事業者からBS放送事業者への出資につき、「支配」とみなされる議決権の割合を「10%超 」から「1/3以上」に緩和

する。既存アナログ衛星放送(BS)事 業者には委託放送事業への直接参入を認める。
3.2月9日 のBSデ ジタル放送技術方式に関する電気通信技術審議会答申に沿った技術基準の設定
4.無 線局免許申請、委託放送業務認定申請等に関する諸制度の整備など

1998.4KDD法 の廃止及 料金の原則届 出制などの法改正、可決 ・成立

参議院の本会議で「電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律」が可決され、KDD法 の廃
止、料金の原則届出制、第二種事業者に設備の所有を一部認めること、特別第二種の規模基準の撤廃、などの法改正が成
立。5月8日公布。KDDは 純民間会社となり、外資規制も無くなる。→7月30日 、KDD法 廃止。

1998.5NTT、 番号案内 金を大幅値上1

2月27日 に認 可 を受 け 、4月1日 か ら実施 する予 定 で あった が、認 可の 際 、電 気 通 信 審 議 会 が、番 号案 内料 の改 定 の趣 旨 ・内 容

などの周 知 を徹 底 す るための 十 分な 期 間 を設 けるよう要 望 したため 、1ヶ月 延 期 した。2段 階 目の値 上 げも1年 後 の5月 になる。

① オ ペレー ター による電 話 番 号 案 内 にっ いて は 、2年間 で2段 階 での値 上 げ 。

第1段 階:毎 月1案 内50円(現 行30円)、2案 内以 降80円(同60円)、 深 夜 早 朝120円(同60円)

第2段 階:毎 月1案 内60円 、2案内 以 降90円 、深 夜 早 朝150円

② パ ソコンな どによる自動 案 内 には 、1検索 あた りの 料 金 を設 定 。
3分10円+15円/検 索(現 行3分10円)、 深 夜 早 朝4分10円+15円/検 索(同4分10円)

1998.5タ イタス、CATV電 話で 間通話を無料 に る料金制 度を導入

タイタス・コミュニケーションズのCATV電 話加入者間の通話につき、午後7時 から翌朝8時 までの夜間の通話料を基本料金の中
に含めることにより、実質的に無料とする料金制度を導入。他の料金体系には変更無し。タイタスは1997年6月 から千葉県柏市
でCATV電 話の本サービスの提供を開始している。

1998.5パ ー フェクTV!とJス カ イBカ ロ 、ス カ イパ ー フェクTV!力 発 足

パ ー フェクTV!が 存 続 会 社 で 、新 会 社 の 社名 は 日本 デ ジタル 放 送 サ ー ビス株 式 会 社(JapanDigitalBroadcastingServices

Inc.)、サ ー ビスブ ランド名 は 「スカイパ ー フェクTV!」。JCSAT-3を 利 用 す る従 来 のサ ー ビスは 「パ ー フェクTV!サ ー ビス」

(103ch)、JCSAT-4を 利 用 す るサー ビスは 「スカイサ ー ビス」(68ch)と す る。認 定 を受 けてい るテ レビ放 送 は両 者 合 計 で171chに

な る。パ ー フェクTV!の 全 株 主 とJスカイBの 全 株 主 の所 有 比 率 を1:1と し、伊 藤 忠 商 事 、ソニ ー 、ソフトバ ンク、News、 フジテ レビ
ジ ョンの5社 が同 等 に11.3750%を 出 資す る筆 頭 株 主 となり、主 導 権 を共 有 す る。

1998.5ス カイノ ー フェクTV!、PC向 け7ー タ放 送 を開 始

PC向 けデ ー タ放 送 サ ービス 「スカイパ ー フェクPC!」の試 験 放 送 を開 始 。
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1998.5相 互接 料金へ の長期 増分コスト方 式導入につき、2000年 中の実施で日米政 が合意

バーミンガムサミット前の日米交渉で、2000年度中に実施するとしていたものを、2000年中に前倒しすることで合意。

1998.5NTT、PHSのNTTド コモ へ の 営'及NTTノ ー ソナ ル 社 の 清 を 発

NTTパ ー ソナ ル の 主 要株 主 との 間で 合 意 が成 立し、大 幅 な債 務 超過 に陥 っているPHS事 業 をNTTド コモ に営 業譲 渡 し、NTT
パ ー ソナ ル 各 社 は 清 算 す ると正 式 発 表 。→12月 、NTTド コモ が営 業譲 渡 を受 け 、PHSサ ー ビスを開 始 。

1998.6郵 政'、 通信 者 の光ファイバーをCATV業 者 に開放

電気通信事業者の所有する光ファイバーの利用をCATV事 業者に認める規則改正を実施。1996年9月26日 以前に申請し許可
を受けているCATV事 業者が存在する地域に関しては、当面、電気通信事業者の光ファイバー網を利用するCATV事 業者の新
規参入を認めないが、状況を見た上で2001年10月31日 までには撤廃する。それ以外の地域については認める。1996年9月26
日を起点とするのは、その時点で通信事業者の光ファイバーを利用したCATVの 事業化が可能であることが明らかになり、それ
以後に事業を開始した者は保護する必要性がないため。また5年間保護するのは、CATV事 業の黒字化に平均5年 かかるた
め。

1998.6郵 政省、地 上丁ジタル放'導 入に向 けた包括的 を発表

「地上デジタル放送懇談会 中間報告」を公表、地上デジタル放送の円滑な導入の在り方について、導入方針、目標スケジュー
ル、支援措置、放送制度の見直し、経過措置などを提示し、一般からの意見を求める。主な内容な以下のとおりで、既存民間放
送事業者に配慮したものとなっている。
L地 上デジタルテレビ放送は、関東・近畿・中京の三大広域圏にっいては2003年 末までの本放送開始を期待する。
2.地 上デジタルテレビ用にはUHF帯 のローバンドを原則利用する。
3.地 上波テレビ放送のアナログ放送終了時期の目安は2010年 とする。
4.ハ ード・ソフト一致を基本とする。
5.民 間事業者の投資負担を軽減するため、金融・税制上の支援措置を講ずる必要がある。
6.デ ジタル放送の特徴を十分発揮できるような免許形態の実現が望ましい。
7.地 上デジタルテレビ放送については、当初は既存事業者の移行を重点的に実施し、新規事業者の参入機会は移行完了後
とする。

1998.6郵 政省、国際第一種電気通信事 業者 の100対 地原則を撤廃

大臣通達である電気通信事業法関係審査基準第19条(7)で 、自社所有の回線で100対 地以上を直接結ばなければ、他社回
線利用のサービス提供を認めないと定めていたが、1997年12月 に国際公尊公接続を解禁する際、1998年6月末までにこの規
則を廃止する方針を明らかにし、1998年3月末の規制緩和推進3か 年計画の中に盛り込まれていた。

1998.6郵 政'、 ユニハーサ ルサ ー ス基金 を導入 る方 を発表

「マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会」報告書を公表し、一般からの意見を求める。主な内容は以

下のとおりで、ユニバーサルサービス確保のための新たな枠組みの必要性を指摘した上で、ユニバーサルサービス基金の設立
を適当とし、ユニバーサルサービス提供義務者、コスト負担者、コスト算出方法、負担額算定方法などの大枠の検討方針を提
示。具体的内容は今後の検討に委ねる。
1.ユニバーサルサービスの範囲
普及率及びサービス内容の観点から、現時点では、加入電話サービス、緊急通報サービス、公衆電話サービスが該当する。

2.ユ ニバーサルサービス確保のための新たな枠組み
(1)提供義務者はNTTに 限定せず一定の条件を満たす事業者を対象とすることも検討。
(2)コスト負担者の範囲は、事業者の規模や提供サービスに応じて検討。
(3)ユニバーサルサービス提供コストは長期増分費用モデルに基づくコストと実際の会計データに基づくコストとを照合した結果
に基づき算定する。
(4)各事業者の負担額は、負担の公平性や実際の算定方法の容易さ等を総合的に考慮し、収入又はトラピックの割合に応じて
決定する。
3.基 金設立に当たっては、ユニバーサルサービスコストの明確化が必要。総合的に検討した上で1999年 夏以降には導入の必
要性及び導入時期についての判断が可能。

1998.7KDDカ ー 般 向 け 国 内 電 話 サ ー ビス を 開 始 一 最'距 は3分69円 一

4月9日 申請 、4月27日 認 可。距 離 区分 を60kmま で、100kmま で、100km超 の3区 分 とす る。従 来 の 国 内 電話 料 金 は、「単位 課金

料 金(10円)当 たり何 秒 」とい う方 式(カ ール ソン方 式)で あるが、国際 通 話 料 金 と同様 、6秒毎 の課 金 方 式(ハ ドソン方 式)と す る。

従 って距 離 区 分 の 平 日昼 間 の料 金 を3分 に換 算 す ると、それ ぞ れ39円(1.2円/6秒)、54円(1.8円/6秒)、69円(2.3円/6秒)と な

る。また、深 夜 ・早朝 は距 離 に 関係 な く30円(1円/6秒)と する。3分 料 金 で比 較 した場 合 、30km超 で 全 てNTTや 長 距 離NCCよ り

安 い が、TTNetよ りは 高い 。国 際 電 話 と同 様 、み なし契 約 制 を採 用 。

1998.7日 本テレコム、無 アクセス回線 による 加入サー ス開始

全国の15のJR駅 周辺で、沿線に敷設した光ファイバーに大容量の無線回線で接続する直加入型サービスを開始。NTTや 地域
系事業者の専用線を利用することなく直加入型サービスを提供する点で、いわば地域サービスそのものであり、これまでと一線
を画す。今後順次エリア拡大予定。

1998.7DDIセ ル ラー ル ー 、CDMA方 式 の 携 帯 電 話 サ ー ビ ス を開 始

DDIセ ル ラーグル ー プ のうち、関 西 セル ラー 、九 州 セル ラー一・一、沖縄 セル ラー がCDMA方 式 の携 帯 電 話 サ ー ビス「cdmaOne」 を開

始 。既 存 の デ ジタル サ ー ビスより月 額 基 本 料 が200円 高 い が(た だ しドコモの デ ジタル サ ー ビスより安 い)、通話 料 金 は同 じ。→

1999年3月18日 か ら北 陸 セル ラー 、中 国セル ラー 、四国 セル ラー がサ ー ビス開 始。→IDOは1999年4月14日 か ら開 始。同 時 に

東 北セル ラー 、北海 道 セ ル ラーも開始 し、cdmaOneの 全 国ネ ットワー クが完 成 。

1998.7郵 政省、対地 静止 衛星による外国間通信を認める規則改正

電波管理審議会の答申を受け、対地静止衛星を利用する衛星通信サービスについて、日本を一方の対地国とする必要性を無
くし、外国地間の通信の媒介を認める規則改正。7月下旬施行。
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1998.7郵 政'、 次 世 代 移 動 通 信 シ ス テ ム 導 入 に 向 け た 基 本 方 針 案 を 発 表

「IMT-2000の 導 入 に関す る基 本 的 考 え方 」を発 表 し、9月30日 まで意 見 を求 め る。主 な内容 は以 下 の とお り。(
1)導 入 時 期:2001年(平 成13年)中

(2)同 一 事 業 区 域 の参 入 事 業 者 は最 大3社 。1社 による全 国展 開も認 める。

(3)事 業 者 は 、地域 網 を有 す る事 業 者 とは別 の 事業 主体 でな けれ ば ならない。

(4)上 り回線 に1,920～1980MHz帯 、下 り回 線 に2,110～2,170MHz帯 を使 用 し、
1社 にそれ ぞ れ20MHz幅 を割 当てる。

1998.9PHS波 による加入者系 無 アクセスシステム導入の ための 則改正を 申

加入者系無線アクセスシステム導入に向けた、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関
する規則の各一部改正の諮問にっき、電波監理審議会が、原案通り適当とする答申。3月に電気通信技術審議会から、準ミリ
波及びミリ波帯とPHS用 周波数帯域についての技術的条件の答申を受けており、今回はそのうちのPHS周 波数帯(1.9GHz帯)
の導入に必要な規則を整備するもの。

1998.9波 監理 議=、CATV網 完用無 設備のための 則 正を

これは、1997年11月の緊急経済対策に盛り込まれた「加入者網における無線システムの実用化」を実施するため無線設備規則

織 嬬 緋編《馨㌶ 齢齢㌶禁纏縫獄露懸禦渡礫鍵從瀦 ヨ灘 璽男ぎ送
部分を無線にすることも想定されている。これにより以下のことが可能になる。
(1)隣県の地上波番組のヘッドエンドまでの伝送の容易化
(2)橋脚等の利用が困難な場合の河川横断
(3)住宅点在地域におけるケーブル敷設に係る経費削減
(4)集合住宅入居者への直接サービス

1998.9電 波監理 議会、アジタル衛星放送 に関 る 則改 正を 申

以下の規則改正を適当とする答申。
(1)CSデ ジタル放送で委託放送事業者間での伝送容量の融通を可能にする(統計多重方式の活用)

→ 放送法施行規則、放送局の開設の根本的基準
(2)CSデ ジタル放送でのデータ放送の番組数の目標を30程度とする

→ 放送普及基本計画、放送用周波数使用計画

(3)BSでのデジタルとアナログのサイマル放送について、マスメディア集中排除の適用を除外
→ 放送法施行規則

(4)CSアナログ放送を廃止

1998.9郵 大臣、通信関連4団 に学校の インターネット接続支 を要

学校のインターネット利用促進のため、郵政大臣が通信関連4団体(電 気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本ケーブ
ルテレビ連盟、通信機械工業会)に、割引料金の設定や接続に関する人員支援、利用促進のための専用ホームページ開設を
要請。

1998.9通 信 術審=、 地上アジタル'の 定伝'式 を決定

同審議会デジタル放送システム委員会で暫定方式を決定。主な特徴は以下のとおり。映像表示方式はBSデ ジタル放送と同じ5
種類。実証実験後、1999年春を目処に最終的に決定する。→1999年5月 、正式に決定し答申。
(1)6MHzの 帯域幅の中でHDTVを1ch、 又はSDTVを3ch程 度を実現可能
(2)良好な移動受信が可能となるため、固定受信向けと携帯・移動受信向けの番組を随時組み合わせた放送や携帯端末での
部分受信が可能
(3)マルチパス(遅延波)による妨害に強いOFDM(直 交周波数分割多重)変調方式を採用することにより、SFN(単 一周波数中
継:隣接放送区域の同一番組では、同一周波数を使える)が実現でき、周波数の有効活用が可能
(4)国内における他のデジタル放送メディアとの整合性を確保するとともに、今後の通信やコンピュータとの融合によるマルチメ
ディア放送にも対応可能

1998.9CSア ナ ロ 放 送 終 了

スカイポ ー トが放 送 を終 了 し、ディレクTVに 移 行。これ により1992年4月 か ら始 まったCSア ナ ログ放 送 は消 滅 。

1998.10 DDI、国 電話サー スを開始

Teleglobeと 提 携 し再 販 で参 入 。通 話 可 能 な 国又 は 地 域 は235対 地 で 、料 金 は他 の事 業者 より約30%安 い。対 米 は 標 準 料 金 で3

分240円 。事 業 者 識 別 番 号 として 「0078」を使 用 。DDIセ ル ラー グル ー プか らの利 用も可 。→ このDDIの 低 料 金 による参 入 によ

り、国 際通 話 料 金 は 過 酷 な値 下 げ 競 争 に突 入 。

1998.10電 気通信技術審 会、CSに よるアジタルHDTV送 式の 術的条 一

聡譲る寄贈 鍵安芸儲 梁勝 夢語㍑躍㌶麟舞鶴難瓢 螺㌶渋苦た
が、映像 フォー マットに つい て 、BSデ ジタル 放 送 や 地 上 デ ジタル放 送 と同 じ方 式 を導 入 す ることを答 申。→1999年1月 、規 則 改
正 を電 波監 理 審 議 会 に諮 問。→1999年3月 、答 申。

1998.10BSア ジ タル 放 送 託 者 力 決

電 波 監 理 審議 会 が、BS-4後 発 機 によるBSデ ジ タル放 送 につ い て 、諮 問 どお り以 下の ように新 規 の委 託 放 送 業務 を認 定す る答

申を出 した。既 存 民 放 系 列 を全 て含 む 。2000年12月1日 か ら業 務 開 始 予 定 。なお 、NHKは サ イマル 放 送 枠 で現 在 のBS1、BS2、
HDWを 放 送す る予 定。

1.高 精細 度 テ レビジョン放 送:6番 組(そ れ ぞ れHDTV1番 組/SDTV3番 組 を認 定)

BS朝 日(テ レビ朝 日系 列)、 日本 衛 星 放 送(WOWOW)、BS日 本(日 本 テ レビ系列)、BSジ ャパ ン(テ レビ東京 系列)、BSフ ジ(フ

ジテ レビ系列)、ジ ャパ ン ・デジ タル ・コミュニケー ションズ(TBS系 列)の 計6社 。
2.標 準テ レビジョン放 送:1番 組

スター チ ャンネル の み。

3.超 短波 放 送:22番 組

1.の6社 のほ か、ピー ・エス ・ジ ェイ・ラジオ 、ジェイエ フエヌ衛 星放 送 、ミュー ジックバ ー ドの計9社 で 、最 後 の2社 が4番 組 ず つ、

他 は2番 組 ず つ 。
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1998.10郵 政'、xDSLの 導 入 を 発. 、

アクセス回 線 へ のxDSL技 術 の導 入 を可 能 とす るよう省 令 を改 正 す る方針 を発 表 。電 気 通 信 審 議 会 に諮 問 。→12月18日 答 申。
1999年1月 か ら施 行 。

1998.1011Jと トヨタ とソニ ー 、フーー タ通 専 用 に 回 供 る を設 立

轄摺整 ス鷲難 製罐鵠 誓鱗 駕躍…蹴 議 簸確認劉欝妥弓勢鯉を
調 達 し、第 一種 事 業者 としてサ ー ビスを提 供 す る。光 ファイバ ー の 両端 にWDM(波 長 分 割 多 重)装 置 を接 続 してSONET/SDHの

大 容 量 の基 幹 網 を構 築 し、交 換 設 備 は持 たず 、大企 業 やISP向 けの容 量販 売 に徹 す るものとみ られ る。1999年4月30日 事 業 開

始 予 定 。→12月21日 、第 一 種 電 気 通信 事 業 の許 可。→1999年4月30日 、サ ー ビス開始 。

1998.11原 則届 出制 ・価 上限制を導入した新しい 制度力 行

4月に改正された電気通信事業法及び同施行規則を施行。価格上限規制の適用は1999年 度中の予定。
1.届 け出制

と義戦酬魏羅纏罐霊鑑纏 覆霧轡螺 嬬 鵠満鴛 饒繁繁麟 劉麟
制となる。
2.価 格上限規制
(1)価格上限規制の対象となる特定電気通信役務
指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者が、指定電気通信設備を用いて提供する都道府県内の通信サービス

のうち以下のもの。
①電話役務(トーンダイヤル、番号案内を含む)
②ISDN役 務(番 号案内を含む)
③専用役務(映像伝送、放送専用等は除く)
(2)基準料金指数設定対象区分(バスケット)
①電話役務及びISDN役 務:通 話料・通信料、番号案内料など

〈サブバスケット〉:加入者回線設備を用いて提供される電話役務及びISDN役 務で、
基本料、施設設置負担金など

②専用役務:専用料など

1998.11国 際 衛 星 移 動 通 信 サ ー スlridium」 力 験 サ ー ビス と して 始 ま る

国内 で完 結 す る通 話 で は 問 題 がない が 、国 際 通 話 の 品質 が完 全 で ない ため 、月額 基 本 料 は 徴収 せ ず 、当面 試 験 サ ー ビスとし
て 開始 す る。→1999年1月1日 か ら本 サ ー ビスとして提 供 開 始。→ 加 入 者 が伸 び ず 、1999年8月 、会社 更正 法 の適 用 を 申請。

1998.11政 、 報 通信 会'に ・けた基本 を改

首相を本部長とし内閣をメンバーとする高度情報通信社会推進本部は、1995年2月に発表した基本指針を見直し、新たな指針
を発表した。眠 間主導」、「政府による環境整備」、「国際的な合意形成に向けたイニシアティブの発揮」、といっ3つの行動原則
に基づき、これからの進め方として、以下の4点を当面の目標とする。
①電子商取引の本格的な普及に向け、解決すべき課題の検討及び措置
②公共分野の情報化に向けた政府の積極的な取組み
③高度情報通信社会の発展を支える人材の育成や情報リテラシーの向上
④電子商取引等の普及や情報通信の高度化・多様化・パーソナル化へのニーズに対応した情報通信インフラの基盤整備を民
間事業者の活力を生かして促進する。

1998.11関 東地区で地上アジタル放 送 験開

東京パイロット実験実施協議会が東京タワーを利用した関東地区の地上デジタル放送の実験を開始。同協議会には、NHKや
民放キー局などが参加している。実験は、フェーズ1(HDTV/SDTV画 像伝送実験、SDTV移 動体向け伝送、EPGな どの機能確
認)、フェーズ2(デ ータ放送に関する伝送、多機能受信機の動作実験)に分けて行われる。

1998.ll政 力緊急経、対策を発 、21世 紀先導 ロジェクトの実施 を り込む

政府・自民党は、総事業規模17兆 円超の事業を緊急に実施する(恒久的減税6兆 円超を含めると、20兆円を大きく上回る規模)

緊急経済対策を発表。第3次 補正予算により実施予定。この中に、「21世紀型社会構築に資する景気回復策」の一つとして「21

世紀先導プロジェクトの実施」が挙げられ、その中の項目の一つとして、以下のような「先端電子立国を形成するための2つのプ
ロジェクト」が挙げられている。

1.次世代インターネット構想を推進するとともに、国、地方公共団体等の情報化を進め、強力な電子政府、ワンストップ行政

サービス等情報化を図る。また、全国的に地域や産業の情報化の取り組みを一層加速させる。2000年問題への対応を進め

る。
2.通 信コストの引下げと情報ハイウェイ、光ファイバ網・CATV網 等の整備・高度利用を引き続き推進し、通信容量の大幅な拡

大、情報内容の充実を図り、我が国のネットワーク環境を一変させる。

1998.11JSATとSCC、 次 期 通 信 衛 星 の 共 同 運 用 を発 表

BSと 同 じ東 経110度 に打 ち 上 げる次 期 通信 衛 星(N-SAT-110)に つ いて 、両社 □免 許 申請 が競 合 していた が、衛 星 を一 本 化

己芸鷲影ζテ嘗晶違鵠ミ錯鍵 悪魔浅裂溌票麹ξ雛 藁託鰐綴 甥魏魏露 事場麟
る。衛 星 はLockheedMartin社 製 で 、2000年 中頃 打 ち上 げ 予 定。

1998.11準 ミリ波帯 ・ミリ波帯の加 入者 、無 アクセスシステム導入の規則改正 に関す る

準ミリ波帯・ミリ波帯(22GHz帯 、26GHz帯 及び38GHz帯)の 周波数を利用した加入者系無線アクセスシステム導入に関する規則
の整備に関し、諮問内容を概ね適当とするが、多元接続方式として時分割多重方式以外も認めるべきとの意見を付した電波監
理審議会の答申が出た。これに基づき、周波数分割多元接続方式も認めるよっにする。→12月25日 、規則を公布 ・施行。
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1998.ll 電波監理審議会、PHS利 用促進のための規則改正に関する答申

ビル内等での利用のための可搬型中継装置の導入や、出力を2Wに 引き上げることによる基地局のカバーエリア拡大、デジタル
コードレス電話と公衆PHSと の周波数共用基準の見直し、PHSの移動局端末・デジタルコードレス電話(親機)の性能向上、省令
での「簡易型携帯電話」の呼称をrPHS」に改めるための規則改正について、9月18日に諮問を受けていたが、原案通り適当とす
る答申。

1998・11郵 政'、 無線 設 の技術基 準 合証 明制 度を簡素化、外国 関の証 明を受入れ

電気通信分野の国際化を背景として、無線設備に係る基準認証制度の国際的調和を図ることが要請されていること、及び携帯
電話等への加入者数の急増に伴い、技術基準適合証明制度の簡素合理化を図る必要が生じたことから、1998年4月の電波法
改正に伴い、関係諸規則を改正。郵政大臣が承認する外国機関の適合証明や点検結果を認める。また、大量生産機種向けの簡素

な制度として、特定無線設備を工事設計(タイプ)にっいて認証する制度(設 計認証制度)を創設。→1999年1月 、電波監
理審議会の答申を得る。3月に規則施行。

1998.11郵 政'、2000年 度 中をめ どに優 先接続 を導 入する方針を発表

「優先接続に関する研究会報告書」のとりまとめを受け、その内容に沿った優先接続制度を導入する方針を発表。報告書の主

な内容は以下のとおり。国際にも優先接続を導入することを明らかにした点が、同研究会中間報告書と大きく異なる。→1999年

3月、電気通信審議会に規則案を諮問。→4月 に答申。
1.公 正競争条件確保の観点から優先接続の導入を適当とする。

2.優 先登録の区分として、通話の範囲に応じて「市内」、「県内市外」、「県間市外」、「国際」の4区分を設ける。

3.固 定優先接続のほか、通話毎の選択の併用を必須とする。アダプタ(ACR)の 利用も認める。

4.国 内電話は、長距離NTT及 び地域NTTを デフォルトとするが、国際電話は特定事業者をデフォルトとしない。

5.1999年 夏のNTT再 編後できるだけ速やかに優先接続を導入すべき。具体的には2000年 度中(2001年 春)を 目安とする。

1998.12KDDと テ レウ ェイが 合 併 、新KDDが 誕 生

KDDと テレウェイとの合 併 により、KDDを 存 続 会 社 とす るケイデ ィディ(株)が 誕 生。テ レウェイ株1株(額 面5万 円)にKDD株30株

(額 面500円)を 割 当てる。資 本 金405億 円。1997年 度 の 両社 の売 上 高 合 計 は4,249億500万 円 で 、単体 決 算で 比較 すると、DDI

より1,000億 ほど小 さく、ITJと合併 した 日本 テ レコムとほぼ 同 じ規 模 である。

1998.12NTTド コモ ル ー 、NTTパ ー ソナ ル か ら営 業 譲 渡 を 受 け 、PHS業 を開 始

営業譲渡の認可に当たっては、携帯・自動車電話サービスとPHSサ ービスの料金を、それぞれのサービス別収支に基づいたも
のとするなど、他の事業者との公正競争を確保するための条件が課せられた。NTTパ ーソナル各社は清算される予定。

1998.12日 本 テ レコム 、'代 ハ ック'・一 ン をIPベ ー ス の 声 ・ア ー タ 合 網 へ

次 世 代 バ ックボ ー ン として 、IPベ ー ス で 音 声 とデ ー タを 統 合 す る ネ ットワー ク「PRISM(ProgressiveandRevolutionaryIntegration

onServiceMedia)」 を 開 発 す ることを発 表 。実 験 シス テ ムを 構 築 し、そ の 検 証 実 験 を1999年 度 か ら開 始 す る。→2000年3月 、商

用 化 開 始 を 発 表 。

1998.12 郵 政 、V-chip入 問 題 を 先'り

郵政省「青少年と放送に関する調査研究会」が以下の提言をまとめた報告書を発表。v-Chipの導入問題は先送りとした。
1.青 少年向けの放送番組の充実
2.メディアリテラシーの向上
3.青 少年と放送に関する調査等の推進
4.第 三者機関等の活用
5.放 送時間帯の配慮
6.番 組に関する情報提供の充実
7.v-Chipの 導入については継続検討
8.提 言の早期実現に向け専門家会合を設置

1998.12 電気通信審議会力xDSLサ ー ス導入のための規則改正を答申、1月から施行

電気通信審議会がアクセス回線へのxDSL技 術の導入を可能とする事業用電気通信設備規則の一部改正を認める答申。新規
則は1999年1月 に公布・施行。

1998.12郵 政'、 準 ミリ波 ・ミリ波 の 加 入 系 アクセスシステムの導入 発表

準ミリ波帯・ミリ波帯(22GHz帯 、26GHz帯 及び38GHz帯)の 周波数を利用した加入者系無線アクセスシステム導入に関する基
本方針を発表。事業主体にっいては、地域電気通信市場への参入機会を広く提供する観点から、既存の電気通信事業者、新
規に電気通信事業を行おうとする者のいずれも可能とするが、地域電気通信市場の競争を促進する観点から、2001年3月末ま
では、地域電気通信網について支配的な地位を有する第一種電気通信事業者以外の者に対して割り当てる。→1999年2月 、
4事業者に無線局予備免許を付与。

1998.12 郵政'、WRC97に き周波数の 当原則を改正、1999年1月 から施行

低 軌 道 周 回衛 星な どへ の周 波 数 の 追加 割 当 などで 合 意 した1997年11月 のWRC97に 基 づき、周 波 数 の割 当原 則 を改 正。1999

年1月1日 から適 用 。

1999.11ridium、 衛 星 電話本サー ス及 べージャーサーヒスを開始

グロー バル のペ ー ジャー サー ビスを開始 す るほ か、11月 か ら試 験 提 供 している携 帯 電 話 サ ー ビスを本 サ ー ビスとして提 供 開 始。
→ 加 入 者数 が見 込 み より遥 か に少 ない ため 、5月15日 に料金 を大幅 値 下 げ。→7月1日 、料 金 を更 に大 幅 値 下 げ。→2000年3

月 、サ ー ビス終 了。

1999.1ジ ュ ター テ レコム とタイタス 、 ネットワークの共同 設で合

大 手MSOで あるジュピターテ レコムとタイタスコミュニケー ションズが 、フランチ ャイズ 間を結 ぶ 光 幹 線 ネ ットワー クを共 同 で建 設

し、運 用 す ることで合 意 。今 後 、ル ー トの展 開 により他 のケー ブ ル 事 業者 や 電 鉄 会 社 にも協 力 を呼 び か ける予 定。
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1999.1郵 政'、NTTド コモ に 料 金 変 更 令 一':

1998年12月1日 か らNTTド コモ が開 始 したセル ラー 電 話 とPHSの 複 数 回 線 基 本 料 割 引 につ いて 、「副 回線 の割 引 率 は 、長 期 契

約 割 引 相 当 分を含 むもの としてい るにもかか わ らず 、契 約 期 間 によらず 一 律 に割 引くことには合 理 性 がない ことか ら、当該 複 数

回 線複 合割 引の 利 用 者 に 対 し不 当な 差 別 的 取扱 い をす るもの であり、電 気 通 信 事 業法 第31条 第2項 第2号 の規 定 に該 当す る

ものと認 め られ る。」として、6月1日 まで に是 正 す ることを命 じた。既 存 の 契約 者 も影 響を受 ける。DDIは 携 帯 電 話 とPHSを 兼 営 す
るNTTド コモ の市 場 支 配 力 を問 題 として いた が、郵政 省 は 料 金 算 定の 問題 として決 着 した。→3月1日 、NTTは 割 引 率 の 変 更 を

発 表 。

1999.1KDD、IPベ ー ス の 超 次 世 代 バ ック'・一 ン の 構 を 発 表

IPベ ースで音 声 とデ ータを一本 化 し、テラビットレベ ル の超 高 速 伝 送 を可 能 とす る次 世 代 ネットワー ク「KDDテ ラビットハ イウェイ

(KTH21)」 の構 築 に 向け 、3月か ら国 内 ・国 際 で実 証 実 験 を開始 す ると発 表 。そ れ によれ ば 、伝 送 コストは 従 来 の1/100に なる。

2000年 から順 次KTH21に 切 り替 え、2005年 に国 内 主要 幹 線 、2010年 に国 際 主 要 回 線 へ と拡 大 す る予 定。

1999.2四 国 の 力 、=STNet、SDSLサ ー ス 開 始

電 力 系 地 域 会 社 である四 国情 報 通 信 ネ ットワー ク(STNet)が 、インター ネット常時 接 続 サ ー ビスのメニュー の一 つとして、アクセ
ス回線 にSDSL(SymmetricDigitalSubscriberLine)技 術 を使 った 「STCNア ドバ ンス」の 本 サ ー ビスを開 始 。xDSLサ ー ビスとして

は 日本 で初 め て。1998年12月 か ら試 験 提 供 してい た。SDSLは 一 対のメタル 回 線 を使 用 し、上 り回 線 と下 り回 線 の速 度 が 同じ

で 、160kbps～2Mbpsま で の速 度 が 可能 。192Kbps/256Kbps/384Kbps/512Kbps/768Kbpsの5品 目を、光 ファイバ ー による

場 合 の1/2～2/3程 度 の価 格 で提 供 す る。

1999.2電 力 系 地 域 電 話 会 社1力 連 合 し、合 同 の 戦 略 立 案 組 設 立

電 力 系地 域 電 話 会 社 全10社 が 連合 し、一 体 として情報 通 信 事 業 戦 略 を展 開す るため の組 織 として 「パ ワー ・ネ ッツ ・ジ ャパ ン

(PowerNetsJapan:PNJ)」 を設 立。PNJは 任 意 団体 で 、今 後 、以 下の戦 略 に取 組 む 。→1999年11月 、これ を事 業 化 した(株)

PNJコ ミュニケーシ ョンズ が設 立 され る。

1.WDM方 式 により、100Gbpsレ ベ ル の 大容 量の 列 島縦 断バ ックボー ンを構 築

2.次 世代 超 高速IPネ ットワー ク(PoweredIPNetwork:PIN)の 構 築

3.IPサ ー ビスの高 度 化
4.低 コストな ローカル ・ル ー プへ の 取組 み(ロ ーカル ・ル ー プの 充 実強 化 、WLL/xDSL/CATVも 活 用)

5.新 たなサ ー ビス・事 業 展 開(ソ リュー ションビジネス、総 合 サ ー ビスなど)、

6.新 サー ビス ・新 技術 の共 同 開発 お よび 開 発 体 制 の整 備

7.グローバ ル 化 へ の 対応(国 際 キャリアとの提 携 、国 際 サー ビスの提 供 、国際 インフラの確 保)

8.ワンストップシ ョッピングの強 化(パ ワーネ ッツ事 業 の強 化)

9.保 守 運 用 監視 、信 頼 度 の一 層 向 上(監 視 運 用 システ ムの 強化)

1999.2DDt、IPを ベ ー ス に した 次 世 代 バ ック'・一 ン の 構 を 発 表

KDDのJIH(環 日本 列 島光 海 底 ケー ブル)か ら購 入 した容 量 をもとに、IPベー スのバ ックボ ーンネ ットワー クを構 築 し、2000年 秋 か

ら実 証実 験 、2001年 度 末 か ら商 用 化 の予 定 。ただし当面 は既 存 電話 網 と併 存 させ て運 用 し、IPバックボ ーン に一本 化 す る時 期

は通 話 品質 に耐 え得るかどうか 技 術 の進 展 具 合 を見 ながら決 める。

1999.2NTTド コモ 、携 帯 電 話 機 の み で ウ ェ 閲 覧 が 可 能 な サ ー ス 「iモー ド」を 開 始

NTTド コモ の独 自方 式 に より、月額 利 用 料300円 で、携 帯電 話 端 末 の みで インター ネットに接 続 し、情 報 提供 サー ビスや モバ イ
ル バ ンキング、チ ケット予 約 などのオ ンラインサ ー ビスや 電 子 メー ルな どが利 用 できるサ ービス 「iモー ド」を提 供 開 始 。伝 送 速 度

は9,600bpsの パ ケット通 信 で 、デ ータ量 による従 量 制 課金 。→3月16日 、iモー ドにJavaやJini技 術 を導 入 す るため 、Sun
Microsystemsと 技 術 協 力 提 携 。→ サ ー ビス開 始後1年 間で400万 以 上 の加 入 者 を集 め 、携 帯 電 話 機 の み によるモバ イル イン

ター ネットの 可能 性 を証 明 し、海 外 の事 業者 にも大 きな影 響 を与 えた。

1999.3NTT、ICカ ード公 電話機 の導入開始

東京及び大阪の駅周辺及び空港に約210台 を設置して運用開始。全国での本格的導入は1999年 度第2四半期以降になる予
定。

1999.3規 制緩和"3か 年計画」 改定

1998年3月 に定めた1998年 度から2000年度までの「規制緩和推進3か 年計画」を改定。情報通信関係の新規項 目は以下のとお
り。
〔電気通信〕
①NTT東 西地域会社とNTTドコモとの間における競争促進
NTTド コモに対するNTT持 株会社の出資比率について、規制緩和委員会第1次 見解を踏まえ、NTTドコモとNTT東 西地域会

社との間の競争の状況を十分注視する。
〔放送〕
①地上デジタル放送に係るマスメディア集中排除原則の運用の在り方について検討する。
〔電波関係〕
①技術基準適合証明を受けたVSAT地 球局を包括免許の対象に加えることを検討。1999年度中に措置する。
②ミリ波帯の特定周波数帯において、免許不要の無線システム導入のための技術的条件を検討し、2000年度早期までに措置
する。
③特定無線設備の技術基準適合証明制度の検討
民法第34条 法人要件について、その可否も含め平成11年度中に検討に着手し、2000年7月 を目途に結論を得る。

1999.3電 波監理審議会、CSに よる丁ジタルHDTV送 実現のための規則改正 に関す るロ

CSデ ジタル放送にBSデ ジタル放送や地上デジタル放送と同じ方式のHDTV標 準を導入するための規則改正について原案通り
認める答申。これにより、「無線設備規則」及び「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」が改正
される。
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1999.3郵 政'、2000年 点まではNHKのBS送 をスクラン ル化しない決 定

NHKのBS放 送のスクランブル化の是非にっいて、1998年10月29日 から11月27日 まで一般から公募した意見を参考にした検討
結果(案)を2月 に公表し、更に一般からの意見を求めていたが、原案通り、BSデジタル放送の普及を図るにはスクランブル化し
ない方が望ましいこと、BSデジタル放送め開始段階では広告により収入を得る一般放送事業者が多数を占めると思われるため
地上放送同様NHKと 一般放送事業者の切磋琢磨による併存体制が望ましいこと、BSアナログ放送をスクランブル化すると受信
者の負担が増すことなどを理由に、「BSデジタル放送が開始される2000年 時点においては、NHKのBSア ナログ放送及びBSデ
ジタル放送をスクランブル化することは適当ではない。」との検討結果を発表した。NHKのBS放 送のスクランブル化については、
1998年3月 に閣議決定された『規制緩和推進3か 年計画』において、NHKと他の有料放送事業者との公正競争の観点から、
NHKのBS放 送のスクランブル化について、「BSデジタル放送が開始される2000年 時点の実施について、NHKの 検討結果や関
係者の意見を踏まえ、平成10年 度中に検討結果を取りまとめる」ことになっていた。

1999・3郵 政 、2000年 から2段 階で番号'・一タヒリティを導入 る 針 を発

「番号ポータビリティの費用負担に関する研究会」報告書を発表し、番号ポータビリティの導入方針を発表した。網改造費用が多額
になるため2段階で導入することとし、当面は簡易な方式(第1段 階方式)を2000年 度を目処に実現することとする。実現か

ら2年後を目処に状況を評価する。以後、評価は、完全な導入である第2段 階方式への移行が適当と考えられるまで毎年行う。
適当と考えられた場合、システム構築の期間などを考慮し、その3年後を目処に第2段階に移行する。→5月 、電気通信事業法
施行規則の改正を電気通信審議会に諮問。→7月 に答申。2000年12月31日 から施行。

1999.3NTTド コモ 及|DO、 ア ナ ロ 携 帯 電 サ ー ス を 終 了

NTT方 式 のアナ ログ携 帯 電 話 サ ー ビスを終 了 。IDOは 、アナ ログ用 に使 ってきた周 波 数 を全 てcdmaOneに 振 り替 える。IDOが 提

供 しているMotorolaのTACS方 式 は 継 続 。

1999.4NTTド コモ ル ー 、PHSに よ る64kbpsの 丁 一 タ通 信 サ ー ス を 開 始

1998年12月 か ら試 験 サ ー ビスとして 提 供 してい たPHSに よる64kbpsデ ー タ通 信 サ ー ビス(PIAFS2.0に 準 拠)の 本 サ ー ビスを開

始 。当面 は都 市 部 での み提 供 。料 金 は32kbpsデ ー タ通信 と同 じ。

1999.4TTNetと ア ステ ル 東 京 力 合 併

TTNetと アステル 東京 が合併 。アステル 東 京 株5株 にTTNet株1株 を割 り当 てる。合 併 に先 立ち 、アステル 東 京 は、債 務 免 除 及

び増 資により累損 を一 掃 。NTTパ ー ソナル グル ープ はNTTド コモグル ー プ に営 業 譲 渡 し清 算 され 、アステル グル ー プは 各 地 域

の親 会社 による救 済 が進 められ て いる。PHS事 業で そのような方 向が 見 られ ない のはDDIポ ケット電 話 グル ー プ のみ 。

1999.4 ガ ットネットワークの運用開始

1998年4月 の 総合 経 済 対 策 の 一 環 として 、郵 政 省 が1Gbps級 のATM交 換 網(ギ ガ ビットネットワーク)を構 築 して研 究 開発 用 に 開

放 し、次 世 代インター ネット技 術 開発 を支 援 す ることが決 まり、通信 ・放 送 機 構 が実 際 の設 計 ・構 築 ・運 用 にあたることになってい
た。2003年 度 末 まで 、大 学 、研 究 所 、企 業 などの研 究 開発 機 関 に 開放 され る。

1999.4郵 政'、NHKに ア ー タ'認 め る 決

1月に案を発表し、一般からの意見を求めていた。原案通りで、主な内容は以下のとおり。
1.デ ジタル化の技術的成果ともいうべきデータ放送のメディア特性を放送に活かして国民に還元し、また、デジタル放送の普及
促進を図るという観点から、データ放送はNHKの 使命に適うものであり、NHKに よるデータ放送を認める。
2.デ ータ放送の内容はNHKの 基本的性格に相応しいものでなくてはならず、自ずと限界があるが、その範囲内であれば補完
放送に限定される必要はない。むしろ、補完放送に限定することは、技術的成果の還元等の観点からは不適当。
3,受信料の範囲内で行うことが求められており、値上げにっながらない範囲で、視聴者の要望に的確に対応すべき。

1999.41DOカcdmaOneサ ー ス を 開 始 、cdmaOne国 ネ ットワ ー ク兀 成

DDIセ ル ラー グル ー プ に続 き、cdmaOneサ ー ビスを開始 。同時 に、DDIセ ル ラー グル ー プで まだcdmaOneの サ ー ビスを提 供 して

いなかった東 北 セルラー及 び 北 海 道 セル ラーもサ ービス 開始 し、これ によりNTTの デ ジタルPDC方 式 に対 抗 す るcdmaOneの 全

国ネ ットワークが完 成 。IDOの 料 金 プランは、す べ て 月額 基 本 料 に一 定時 間 の通 話 料 を含 む形 式 で(「コミコミOne」)、 通話 料 分
に応 じ4プランがある。デ ータ通 信 料 金(Dレ ー ト)は15円/分(自 動 的 に適 用)、 文 字 メッセー ジ通 信(Cメ ール)は10円/回 で 、オ

プションとしてWAPに 対応 したインター ネ ット接 続 サ ー ビス 「EZアクセス」が利 用 で きる。EZア クセスの通 信 料 金 は10円/分 で 、4
～6月 は月 額 使 用 料無 料 で利 用 できる

。

1999.41DOとDDIセ ル ラー ル ー 、WAP対 応 の インター ネ ット接 サ ー ス を 開 始

両 グル ー プ によるcdmaOneサ ー ビスの全 国ネ ットワー ク完 成 に合 わせ 、cdmaOne携 帯端 末 だ けで電 子 メー ル の利 用 やWebペ ー

ジの閲 覧 が可 能 な、WAP(WirelessApplicationProtocol)に 準 拠 したインターネ ット接続 サー ビスの提 供 を開 始 。WAP対 応 サー
ビスにつ いては 、両グル ー プ とも 「EZ_」 とい うブ ランド名 で統 一 してい お り(IDOは 「EZアクセス」、DDIセ ル ラー は 「EZweb」な

ど)、月額 使 用 料 は300円 で ある。これ はNTTド コモ の 「iモード」と対 抗 す る。

1999.4政 、 通信社会 進に向けたアクション ランを発表

1998年11月9日 に発表した基本指針において当面の目標とされた以下の4項 目について、その実現のためのアクションプランを
発表。
①電子商取引の本格的普及
・1999年度中に電子署名に法的効果を与えるための制度の整備に着手する。
・1999年夏頃を目途に、推進本部の下に個人情報保護の在り方を検討する部会を設置する。
・個人信用情報の保護・利用の在り方について検討するほか、1999年度から医療分野における個人認証等、個人医療情報保
護に関する研究を開始し、必要な法規制等の公的関与について検討する。
②公共分野の情報化
・ワンストップサービスの実現を強力に推進する。政府調達手続の電子化、行政事務のペーパーレス化に取組む。
・高度道路交通システム実現のための情報通信技術の研究開発を行う。
③情報リテラシーの向上
・2001年度までに全ての公立学校をインターネットに接続する。
・教育の情報化について、1999年中に中・長期的な施策を取りまとめる。
④高度な情報通信インフラの整備
・ギガビット衛星ネットワークを構築する。
〔その他〕
・1999年中に不正アクセス対策法制を整備する。
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臼■囲■ 出 来 事

1999.4電 気通信 議会、優 先接続 導入に向けた規則改正を

3月19日 に受けた諮問にっき、原案通り改正を適当とする答申。指定電気通信設備との接続を定めた電気通信事業法施行規
則第23条 の4第2項 の表「公衆電話機能」に「優先接続機能」を追加する。施行 日は2000年12月31日 で、その後NTTの 約款認可
申請から承認という手続きを経て、2000年度中には導入が実現する見通し。→2000年2月 、郵政省は2001年5月 から導入する
方針を発表。

1999.4日 本テレコムがAT&T及BTと の資本提携 に基本合意 、3096の 出資を受入れ

日本 テレコムは 、AT&T及 びBTか らそ れぞ れ15%、 合 計30%(約2,200億 円)の 出 資 を受 け、常 勤 役 員 を受 け入 れ る。AT&Tや

BTの 日本 子 会 社 であるAT&TJens、BTコ ミュニ ケーシ ョンズ サー ビス、BT-NISが す べ て 日本テ レコムの 子会 社 として 統合 され 、

AT&TとBTが 展 開 す る国 際 合 弁 事 業 のパ ー トナ ー として 日本 での提 供 事 業 者 となる5ま た 、BTは 日本 テレコムの 次 世代 携 帯 電

話 事 業 に参 加 する。AT&TとBTは 両社 が共 同 で設 立す る持 株 会社 を通 じて30%の 株 式 を保 有 し、意 思 の統 一 を図る。→9月 、

手続 き完 了 による正 式 提携 成 立 を発 表 。

1999.4AT&TとNTTカ ソリュー シ ョン 業 で

AT&TとNTTが 、多 国 籍企 業 にプロフェッショナ ル サ ー ビスとして企 業 ネットワー クの設 計 ・構 築 ・管 理 を提 供す るグローバ ル ネ ッ

トワークソリュー ション事 業 につ い て両 社 が 協 力 することで合 意 し、覚 書 を締 結。まず 、AT&TがIBMか ら買 収予 定のIBMGlobal
Network事 業 の 日本で の展 開を 目指 す 。→NTTComが 引 継 ぎ、2000年2月 、正 式 契 約 を締 結 。

1999.4CWCカ サ ー ス 開 始 、 ハ ック'・一 ン サ ー ス

IRUに より設 備 を調 達 し、WDM技 術 により大 容 量 のバ ックボ ーンネットワー クを提 供 するクロスウェイブコミュニケー ションズ

(CWC)が 、まず 最 初 に2地 点 間 に回線 を提 供 す る「高 速バ ックボー ンサー ビス」の提ptを 開 始。品 目は1.5Mbps、45Mbps、
150Mbps、600Mbpsで 、距 離 区分 が 「～200km」/「 ～600km」/「600km超 」の3区 分 しかない 点 が 、既 存 の 事 業者 と大きく異 な

る。中継 回 線 部 分 の み であれ ばNTTの デ ィジタル 専 用 線 より遥 か に安 い が、足 回 り部 分を足 した 専用 線 料 金 は 、NTTの 約 半 額

程度 になる。ただ しATM専 用 線 などと比 較 す ると、それ ほど安 いわ けで はない 。今 後 、1対多 の 「ネ ットワークプラットフォー ム
サー ビス」や 「ダ イアル アップポ ー トサ ー ビス」な どを提 供 してい く予定 。当初 は 東名 阪 、北 陸 地域 の25ヶ 所 からサ ー ビスを開始

し、2000年3月 には 、沖縄 を除く全 国 でサ ー ビスの提 供 を可 能 とする。→10月 、同 様 のサ ー ビスをNTTComも 開始 。

1999.5電 気通信 術 審議 、地上アジタル 送 の放送 方式を 申

1998年9月 に同審議会デジタル放送システム委員会で決定した暫定方式を実証実験後、正式に決定し答申。主な特徴は以下
のとおり。映像表示方式はBSデ ジタル放送と同じ5種類。また、地上デジタルテレビジョン放送の置局に関する技術的条件も答
申。→9月17日 、この答申に基づき、省令改正を電波監理審議会に諮問。→11月19日 、諮問どおり答申。
(1)6MHzの 帯域幅の中でHDTVを1ch、 又はSDTVを3ch程 度を実現可能
(2)良好な移動受信が可能となるため、固定受信向けと携帯・移動受信向けの番組を随時組み合わせた放送や携帯端末での
部分受信が可能
(3)マルチパス(遅延波)による妨害に強いOFDM(直 交周波数分割多重)変調方式を採用することにより、SFN(単 一周波数中継:
隣接放送区域の同一番組では、同一周波数を使える)が実現でき、周波数の有効活用が可能
(4)国内における他のデジタル放送メディアとの整合性を確保するとともに、今後の通信やコンピュータとの融合によるマルチメ
ディア放送にも対応可能

1999.5無 線呼出 し 業者東京テレメッセージカ倒

携帯電話 ・PHSに加入者を奪われ、経営危機に陥っていた無線呼出し事業者東京テレメッセージ(TTM)が 会社更正法の適用
を申請し受理され、事実上倒産した。通信自由化後の新規参入事業者としては初めての倒産。→8月 、関西テレメッセージが
2000年1月 に大阪地裁へ特別清算を申請することを表明。

1999.5 通信審 力CATVの 度化に関す る 申、2010ま での瓦全アジタル化 を 言

21世紀初期におけるCATVの あるべき姿と、そこへ至るためのCATVの 高度化に向けた方策を取りまとめた。事業者をMSO型 や
市街地通信可能型、農村型など7種類に分け、それぞれに今後の高度化などに向けた課題を検討すると共に、CATV事 業推進
のための政策的課題及びCATV高 度化のための法制度の見直しなどを提言している。また、今後のCATV高 度化の目標とし
て、以下のように提言している。
(1)2005年のCATV
・自主放送CATV施 設の幹線の光ファイバ化率ほぼ100%
・ほぼ全ての自主放送CATV施 設が伝送容量770MHz程 度の施設に広帯域化
・ほぼ全ての自主放送CATVが 、IPベースの双方向サービス(ケーブルインターネット等)を提供
・公正有効競争条件の確保の下、映像配信分野におけるCATVと 電気通信事業との競争本格化
(2)2010年のCATV
・難視聴対策施設の役割が終了し、自主放送CATV施 設が映像配信サービスを代替(一 部の難視聴対策施設のグレードアップ
を含む。)
・ほぼ全てのCATVが フルデジタル化
・CATV局 間のネットワーク化が完成し、ほぼ全てのCATVが 複数市区町村を単位としてグループ化

1999.6電 波 監理審議会、アナロHDTV放 送及NHKのBSア ジタル 送 について

BS-4先 発機による現行のアナログハイビジョン放送の取扱い及びNHKのBSデ ジタル放送に関する諮問について、電波監理審
議会が原案通り適当とする答申。
〔アナログハイビジョン放送の取扱い〕
1.現行のアナログハイビジョン実用化試験放送の免許は2000年7月22日 が期限となっているが、それ以降、BS-4後発機でデジ
タル放送を開始するまでは(2000年 の末予定)、NHK及 び希望する放送事業者に再免許し、実用化試験放送として実施する。
また、BSデジタル放送開始後については、NHK及 び希望する事業者による「デジタル方式の放送へ円滑に移行するための放
送」として実施する。
2.ア ナログハイビジョン放送は、遅くともBS-4先 発機の運用終了時期までに終了する。具体的な終了時期は視聴者のデジタル
放送への移行状況を見て別途定める。
〔NHKのBSデ ジタル放送について〕
1.BS-4後 発機においては、既に認定した委託放送事業者の番組に加えて、NHKが デジタルHDTV放 送1番組を実施する。

2.BSデ ジ タル 放 送 へ の移 行 が完 了 した後 に お けるNHKのBS放 送 に つい ては 、BSア ナログ放 送 の 終 了 まで に、2番組 を超 えな

いことを前 提 に、その 全 体 の在 り方 を見 直 す(NHKは 、BS-4後 発機 で は 、移 行 完 了まで、現 行BS1とBS2の サイマ ル 放 送2番 組 と

HDTV放 送1番 組 の計3番 組 を持 つことになる)。
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臼■魑■ 出 来 事

1999.6C&WカOBで 圧倒 的 多数を 保、IDCの 買 に成功

公 開株 式 買 付 け(TOB)に より、6月15日 の売 却 申込 み 受 付 け締 切 日まで に国 際 デ ジタル 通信(IDC)の97.69%の 株 式 の確 保

に成 功 。TOB開 始 前 のC&Wの 持株 比 率 は17.69%で あり、今 回 新 た に確 保 した株 を1株110,577円 、総 額 約552億 円で 買 収す る

ことで、IDCはC&Wの ほ ぼ完 全 子 会 社 とな る。C&Wは 本 業 で ある国 際 通 信 事 業 へ の 回帰 を鮮 明 に打 ち出 してお り、この買収 も

そ の 一環 で 、IDCを アジ アにお ける大 きな 拠 点 とす ることを意 図 してい る。今 後 、DDIやTTNetな どの 国 内 事 業 者 との 提携 を模 索

す る。なお 、NTTとIDCと の提 携 は 解 消 される予 定 。→9月 、社 名 を 「Cable&WirelessIDC」 に変 更 。

1999.6民 放連、17～21間 帯で や暴力描写の 自粛 決定

民放連理事会で、視聴率データなどから、17時から21時の時間帯を「児童に配慮する時間帯」と位置づけ、10月から、その時間
帯では青少年の健全育成に配慮し、性や暴力描写を自粛することにした。ただし内容については各テレビ局が独 自に判断す
る。

1999.6ソ ニ一方加 入 系無 アクセスシステムによるアータ通 信 業に 入

ソニーが第一種電気通信事業の許可を取得。22GHz帯 及び26GHz帯 を利用した加入者系無線アクセスシステムによるデータ
通信事業を、まず東京・東海・近畿で2000年7月 までに立ち上げ、その後他の地域へも拡大する。これによりソニーグループの
強みであるAV機 器や情報家電などのハード及びコンテンツを自前のネットワークで統合し、ユーザーに直接到達することが可
能になる。当初はSOHOな ど小規模事業者ユーザーを顧客に、ハードとサービスをセットにしたトータルソリューションを安価に
提供することを目指す。

1999.6郵 力価 上限制の運用方式を決 、2000年3月 目途 に 用

郵政省の「新たな料金制度の運用等の在り方に関する研究会」がパブリックコメント方式を経た上で報告書を発表し、価格上限規
制の施行規則に関する具体的な運用方針を決定。料金指数の基準時は、事業年度の始まる毎年4月1日 とするが、導入初年

度は、NTT再 編後7月 から9月までの3ヶ月のデータを基に、2000年3月 を目途にNTTの 東西地域会社に適用する。導入2年 目
は1999年7月 から2000年3月までの9ヶ月のデータを基に基準料金指数を決定する。3年目以後は前年度1年 間のデータを基に
する。基準料金指数の適用は、事業年度の中間点である毎年10月1日 から1年間で(施行規則19条 の5)、基準料金の通知は適
用開始前90日 である(施行規則19条 の7)。

1999.7NTT、=社 と3つ の 会 社 に 再 編

NTTは 純 粋 持株 会 社 となり、NTT本 体 の これ まで の事 業 は 、7月1日 か ら、長 距離 事 業会 社 で あるfNTTコ ミュニ ケー ションズ

(株)」と、地 域 会社 で ある「東 日本 電 信 電 話(株)」 及 び 「西 日本 電 信 電 話(株)」 に 引継 が れた 。NTI「に よれ ば 、1998年 度 の決 算

をこの事 業 部 門 別 に計 算 す ると、長 距 離 事 業 部 門の 売 上 高 が1兆2,843億 円で経 常利 益1,420億 円、東 日本 地 域 の 売 上 高 が2

兆9,733億 円で経 常 利 益1,635億 円 、西 日本 地 域 の 売 上 高 が2兆8,365億 円 で経 常 損失682億 円となる。分割 後3年 間 は 東 日本

会 社 か ら西 日本 会 社 へ の補 填 が認 め られ てい る。

1999.7NTT、 額制サー スの試験 供 施を発

ISDNのBch二 本のうち一本を、新たに構築する地域IP網に固定的に接続する月額定額制のIP接続サービスの試験提供を、東
京 ・大阪の一部地域で第3四 半期以降準備が整い次第開始する。料金は10,000円 程度の予定。その他、学校向けに100時 間ま
で8,500円 とするISDNの 割引サービスや(準 備が整い次第)、低利用ユーザー向けにISDNで 一定時間まで定額とするサービス
(準備が整い次第)、ADSLに よるサービス(年内目途)を今後提供する予定であることを発表。

1999.7TTNet、 国 電 話 サ ー ス を 開 始

事 業者 識 別 番 号 は 「0082」。再 販 で 国 際 電 話 サ ー ビスを提 供 して いるDDIと 全 く同 じ料金 で 、ア メリカ 向 け平 日通 話 料 金 は3分
168円 。KDDや 日本 テレコム、IDCよ り、概 ね30%程 度安 い。

1999.7電 気通信審議会、電話番号'・一タ リティ導 入に向けた規則 改正を 申

電話番号ポータビリティ実現のため、電気通信事業法施行規則第23条 の4第2項 の表「端末系交換機能」に電話番号ポータビリ
ティを追加。2000年12月31日 から施行。

1999.7NTTCom、JSATと 衛 星 通 信 業 で 提 携

アジア ・太 平 洋 地 域 に おける衛 星 通信 事業 の展 開を睨 み 、NTTコ ミュニケー ションズ(NTTCom)と 日本 サテ ライトシステ ムズ

(JSAT)が 以 下 の事 柄 につ い て提 携 す ることで 基 本 合 意 。→2000年2月28日 に正 式 契約 、3月末 に実施 。
1.NTTComがJSATに 出資

2.NTTComがNTTド コモ ・NTT東 日本 ・NTT西 日本 と共 同 所 有 す る衛 星N-STARa及 びbに つ き、NTTComの 持 ち分(60%)を

JSATに 譲 渡 し、そ の運 用 をJSATに 移 管
3.両 社 衛 星 の活 用 による国 内 ・国際 両分 野 で の衛 星通 信 事 業 の推 進

1999.7東 京都心 の独立 系CATV6社 、相互 接 や設 ・サー スの共通化で合意

ネットワークを相互接続するほか、設備の共有化や番組編成・インターネット接続サービスなどの共通化、保守・管理など顧客
サービスの統合化を進めることでCATV網 の広域化・効率化を図り、今後の広帯域サービス市場競争に備える。合意したのは
「メトロポリタン・ケーブル・フォーラム(MCフ ォーラム)」を組織している東京ケーブルネットワーク(文京区)、ケーブルテレビジョン
東京(港 区)、城北ニューメディア(台東区)、江東ケーブルテレビ(江東区)、南東京ケーブルテレビ(品川区)、東急ケーブルテ
レビジョン(渋谷区)の6社 で、合計で東京の11区でサービスを提供し、約42万 件の加入世帯を持つ。隣接する地域の他の
CATV事 業者にも呼びかけ、さらなる広域化を目指す。

1999.7郵 、長期 分コスト 式による相互 公

長期増分コスト方式による相互接続費用算定モデルを検討してきた郵政省の「長期増分費用モデル研究会」がとりまとめた報
告書案を公表。一般からの意見を求める。ZC接 続(中継交換局接続)で 従来の51.3%減 の5.84円/3分 、GC接 続(加 入者収容
局接続)で 同6.2%減 の5.45円となる。NTTの 競合事業者はこれまでGC接 続化を進めているが、ZC接続とGC接 続の型 金があま
り変わらなくなる今回の試算結果は、それら事業者の戦略を転換させることになるかもしれない。→9月20日 に削減幅を更に拡
大した修正案を発表、21日に電気通信審議会に諮問。
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国■囲■ 出 来 事

1999.8日 自 動 車 、携 帯 電 話 を 日 本 テ レコム とDDIに 却

経 営 再 建 を急 ぐ 日産 自動 車 は 、日産 及 び 日本テ レコム主 導 であるデ ジタル ツーカ ーグル ー プ6社 の 日産 の 出 資分 を 日本テ レコ
ムに売 却 し、日産 及 びDDI主 導 であるツーカ ーセル ラー グル ー プ3社(た だ し、ツー カー ホン関 西 にはDDIは 出 資 していない)へ

の出 資 分をDDIに 売 却 す ることを発 表 。日産 は現 在 の携 帯電 話 事 業 か ら完 全 に撤退 す る。日本テ レコムとDDIは 、日産 が行 って

いた債 務保 証も引継 ぐ。これ により、日本 テレコムは 自社 系 のデ ジタル ホングル ー プ3社 と合 わ せ 、全 国 を提 供 地 域 とす る第3の

グル ー プを形 成 す ることにな り、社 名 も「J-Phone」に統 一す る。日産 自動 車 は 、次世 代 移 動 通 信 システム事 業 化 の ため に 日本

テレコムなどと設 立 した合 弁 会 社 「アイエムティ二 千企 画 」へ の 出 資比 率(現 在34%)も 見 直 す 。→8月20日 、アイエムティ二 千
企画 の 増 資 に応 じない ことで 、日産 自動 車 の出 資 比 率 が34%か ら8.5%に 縮 小 。事 業 会 社 化 に伴 う今 後 の大 幅 な増 資 にも参加

しない 見 込 み 。アイエ ムティ二 千 企 画 にはBTが 新 た に資 本 参加 し、20%を 取 得(他 に 日本 テ レコムが45.5%、Voda{bne

AirTouchが26%を 保 有)。 →9月 末 、日本 テレコム及 びDDIへ の株 式 売 却 が完 了。また 、アイエムティ二 千企 画 の 日産 出 資分 も

日本 テ レコムが 引継 ぐことを表 明 。これ により日本 テレコムの 出資 比 率 は54%に なる。

1999.8通 信 受 力可決 ・成立

プライバシー保護など基本的人権との関係で問題になった通信傍受法が可決・成立した。技術的には、移動通信の傍受が現
実的に可能かどうか疑問視されている。2000年8月施行。

1999.8DDI、PHSル ー1社 に 合 る と発

財 務 体質 の強 化 及 び 経 営 基 盤 確 立 、意 思 決 定 の迅 速 化 などを 目的 に 、2000年1月1日 に 、各 地域 毎 に設 立 され ているDDIポ

ケット電 話 グル ー プ9社 を合 併 させ 、1社 に統 合 す る。存 続 会 社 はDDI東 京 ポケ ット電 話 で 、合 併 後 の社 名 は 「DDIポ ケット(株)」

とす る。合 併 に 当た って はDDIが グル ー プ6社 に約760億 円の債 権 放 棄 を行 うほか 、DDI東 京 ポケット電 話 に297億 円増 資 す る。5
'年で累 積 債 務 を一掃 す る予 定

。→2000年1月1日 合 併 。

1999.9NTT東 西 地 域 会 社 、 向けISDN定 額型 引サー スの試験提供開始

7月 のNTT再 編 時 に提 供 を発 表 して いた定 額 料 金 サー ビスの 一 つで 、ISN64回 線 を学校 向 け に月 額8,500円 で20,000円 分 まで

利 用 可能 とす る月 極 割 引サ ー ビス 「i・スクール 」の試 験 提 供 を開 始。エ リアプラスとの併 用 が 可 能 。超 過 時 間 分も40%の 割 引 と

す る。

1999.9ソ フ トバ ンク ・東 京 電 力 ・マ イク ロソフトカ 通 信 社 を 共 同 設 立

東 京 電 力 が持 つ 光 ファイバ ー 網 をバ ックボ ーンに、無 線 や 光 ファイバ ー など(集 合 住 宅 向 け)を アクセス回 線 とし、ユ ーザ ー に料

金 定 額制 の通 信 サ ー ビスを提 供 す る新 しい通 信 会 社 「スピードネット」を共 同で 設 立 した。インター ネットの 利 用 拡 大 を図ることが

最 大 の 目的 で 、通 信 料 金 は 月 額5,000円 以 下 を 目標 とす る。資 本 金 は23億2,500万 円で 、3社 が1/3ず つ 出 資 す るが 、今 後60億

円まで 増 資 予 定 。10月 から都 内3ヶ 所 で実 験 サ ービスを開 始 し、2000年 夏か ら本 サー ビスとして提 供 す る予 定 。他 の電 力 会 社 と

も事 業 を進 め 、全 国 展 開 を 目指 す 。→10月29日 から、豊 島 区、新 宿 区 、文京 区の3カ 所 で 実 験 開 始 。

1999.9郵 政'・ 民 ・NHK共 同で、 上アジタル 送計画 の再 討 開

郵政省、民放、NHKで 構成する「地上デジタル放送に関する共同検討委員会」の初会合を開催。郵政省が策定した地上デジタ
ル放送導入計画に放送事業者が難色を示しているため、周波数割当計画など地上デジタル放送展開にあたっての課題を三者
共同で慎重に検討することとし、事業者側の協力を得てスムーズな導入を図ることとする。郵政省の導入計画は見直される可能
性が高い。

1999.9電 波監理 議会 、2.4GHz帯 による無LANシ ステム 化のための規 申

無線LANに 利用されている2.4GHz帯 を使用する小電力データ通信システムの高度化・高機能化に対応するための無線設備規
則などの関係省令の改正につき、原案通り適当とする答申。主な内容は以下のとおり。
(1)周波数帯域を最大26MHzか ら最大83.5MHzま で拡大し、複数チャネルの利用を容易とする。
(2)最大2Mbps程 度であった伝送速度を最大10Mbps程 度までの高速化を可能とする。
(3)その他
・欧米と同じ周波数を割当てることにより、海外製品が利用しやすくなる。
・周波数利用効率を低下させない範囲の空中線電力で、スペクトル拡散方式以外の変調方式も

柔軟に利用可能とする。

1999.9電 波 理 会、BSＴジタルァータ放送の規則整備に関する

BS-4後 発機によるBSデジタルデータ放送実現に当たっての規則整備倣 送法施行規則の改正、放送普及基本計画の変更、認
定方針の策定等)に関する諮問につき、原案通り適当とする答申。WOWOWの サイマル放送用に確保してあった6スロットを
データ放送に振り替えることとし、合計12スロットを、番組目標数5以 上、1事業者に最大3スロットとして割り当てる。事業者を選定
する際は、既存放送事業者との関係が薄い者を優先する。また、NHKと関連性のある団体によるBSデジタルデータ放送参入は
認めない。10月上旬公布 ・施行予定。

1999.9電 気 通 信 術 審 議 会 、|MT-2000の 術 的 要 件 を一

「次 世 代 移 動 通 信 方 式 の技 術 的 条件 」のうち 「符 号 分 割 多 元 接 続(CDMA)方 式 で周 波 数 分 割 複 信(FDD)方 式 を使 用す る無線

設備 の 技 術 的 条 件 」につ い て答 申。主 な内 容 は以 下 の とお り。また、将来 の需 要及 び市 場 規 模 を予 測。→10月25日 か ら端 末
の技 術 的 条 件 に っい て審 議 開始 。

(1)周 波 数 帯:ITUに お い てIMT-2000用 として割 り当てられた2GHz帯

(2)デ ー タ伝 送 速 度:高 速 移 動 環境(自 動 車 等 で移 動 中)で 導 入 当初144kbpsま で

低 速移 動 環 境(歩 行 中等)で 導 入 当初384kbpsま で

(3)最 小 運 用 帯 域 幅:5MHz×2(将 来 の2Mbpsの サー ビスの 効 率 的提 供 に備 えて 、
20MHz×2の 運 用 帯 域 を考 慮 す る)

(4)伝 送 方 式:DS-CDMA、MC-CDMA
DS-CDMA:DirectSpread-CDMA

(1キ ャリアを直接 広 帯 域 に拡 散 させ て伝 送)
MC-CDMA:MultiCarrier-CDMA

(拡散 され た1又 は 複 数 のキャリア で伝 送)

〔将 来 の公 衆 移 動 通信 サー ビス(PHS、 携 帯 ・自動 車 電 話 を含 む)の 需 要 予 測 〕
2000年 度 末で6,450万 加 入/2010年 度 末で8,100万 加 入(こ のうち65%がIMT-2000)

〔第 三 世 代 移 動 通 信 サ ー ビスの 市場 規 模(設 備 、端 末 機 器 、サ ー ビス等 合 計)予 測 〕
2000年 度 から2010年 度 末 までで42.02兆 円
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1999.10 NTTCom、 国際電話サー スを開始

事 業 者 識 別 番 号 「0033」で 国 際電 話 サ ー ビス を開始 。対 米3分 の標 準 料金 は180円(サ ー ビス開 始 発 表 時 点 では 、DDIやTTNet

よりは 高い ものの 、KDD、JT、C&WIDCよ り25%安 かった)。また、企 業 向 けに 「コー ポ レー トディスカ ウント」(ボリュー ムディスカウ
ント)、個 人 向 けに 「ホー ムディスカウント」(深夜 早 朝 〔20:00～翌10:00〕割 引及 びボ リュームデ ィスカウント)といった割 引サ ー ビス

を用 意す る。この ほか 、国際VPNサ ー ビスや 国 際ISDNサ ー ビス、国 際 フリーダイヤル サ ー ビス、直加 入 型 国際 電 話 サ ービスな ど

も開 始。

1999.10ア ジ タル ホ ン 及 デ ジ タル ツ ー カー ル ー 、J-Phoneに 社 名 変 更

日産 か らの 株 式 買収 によりデ ジタル ツー カー グル ー プ が 日本 テレコムを筆 頭 株 主 とす る系列 会 社 となり、デ ジタル ホングル ー プ

と合 わせ て 、日本 テレコム系 による全 国一 貫 のサ ー ビス体 制 が確 立 したの を機 に、これ まで デ ジタル ホングル ープ のサ ー ビスブ

ランドで あった 「J-Phone」をグル ー プ全9社 の社 名 に採 用 、J-Phoneグ ル ー プ が誕 生 した。

1999.11 NTT地 域nc、 兀 額制 イヤルアッIPサ ー スの試 開始

地 域 会 社 が新 たに構 築 したIPネ ットワークにISN64のBch－ 本 を固 定接 続 す る形 態 による完 全 定 額 制 ダイヤル アップ 接続 サ ー ビ
ス 「IP接続 サー ビス」の 試験 提 供 を、東 京(新 宿 区、大 田区 、渋 谷 区)と大 阪(中 央 区 、北 区 、吹 田市 の全 域)で 開始 。料 金 は 月

額8,000円(基 本 料 金 は別)。 一年 以 内 に本 サ ー ビスに移 行 す る予 定。→2000年2月 、5月か ら料金 を4,000円(同 一 局 内 にISP

接 続 ポイン トがある場 合2,900円)に 下 げ るとともに提 供 地 域 も拡 大(東 京23区 全 域 、大 阪府 の 全 市)す ると発 表 。

1999.11KDD、 シ ン'・ 一 ル テ レコ ム との 戦 略 的 携 を 発 表

資 本 の 持 合 いを含 む戦 略 的 提 携 関 係 の構 築 で合 意 し、今 後 、多 国 籍 企 業 向 けグロー バ ル サ ービスの提 供 を目 的 とす る合 弁 会

社 を折 半 出 資 で設 立 す る方 向 で検 討 に入 った 。KDDは 発 行 済株 式 総数 の4.99%に あたる株 式 をシンガポ ール テ レコム

(SingTel)に 割 当て、シンガ ポー ルテ レコムは 同 じく1.43%の 新 規 発 行 株 をKDDに 割 当てる(互 い に425億 円ず つ を出 資)。2000

年2月 末 まで に合 弁会 社 設 立 に関す る最 終 的 な合 意 書 に署名 し、2000年4月 に は設 立す る予 定。両 社 はAT&Tと 共 に
WorldPartnerを 設 立 し、多 国 籍 企 業 向 けグローバ ル サ ー ビスを提 供 してきた が、AT&TがBTと の 国際 合 弁 事 業 を選 択 し、1999

年 末 でWorldPartnerを 解 消 することとなったた め、その 後 の対 応 を模 索 していた。

1999.11政 府 、経 済 新 対 策 発 表

政府の経済対策閣僚会議が、経済新生対策を発表。10月19日にミレニアム・プロジェクトとして決定された情報化、高齢化、環
境対応の3つ の重点分野に関するプロジェクトや技術開発推進が取り込まれている。通信関係の主なものは以下のとおり。
①平成17年 度までに、すべての国民が場所を問わず超高速のインターネットを自由自在に活用して、自分の望む情報の入手・
処理・発信を安全・迅速・簡単に行えるインターネットとコンピューティング環境を創造する(現在のインターネットの1万 倍の処理
速度と3万倍の接続規模を実現)。
②DSL推 進のための相互接続ルールを2000年 度中を目途に策定。③

電線類の地中化約3000kmを 平成15年 度までに実施。
④平成11年 度を目途に21世紀への架け橋となる情報通信ビジョンを策定。
⑤平成12年 度よりペタビット通信技術の基礎研究を開始。また、加入者系光ファイバー網については、民間主体原則の下、平
成13年 度末で全国の約50%の 地域がカバーされる見込みであり、平成17年 度を目途に全国整備が実現できるよう努力。
⑥教育の情報化(平成13年度までに全ての公立小中高等学校をインターネットに接続)
⑦地域の情報化(地域の高速LAN整 備、CATV網 整備促進)
⑧電子政府の実現
⑨電子商取引の法整備

1999.11電 力系地域 業者、IPハック'・一ンを提供する 業会社を設立

電 力 系 地域 事 業 者 のうち、東 京 通信 ネットワー ク(TTNet)、 大 阪メディアポ ー ト(OMP)、 中部 テレコミュニケ ーション(CTC)の3社

が 、電 力 系 地 域 事業 者 がWDM技 術 により新 た に構 築 した大 容 量バ ックボー ンを活 用 して高 速 ・大 容 量 ・低 価 格 の デ ータ通 信

サ ービスを企 業 向 けに提 供 す る「(株)PNJコ ミュニケー ションズ 」を共 同で 設 立 した。これ は 、電 力 系 地域 事 業 者 全10社 が連 合

し、一 体 として情報 通信 事 業 戦 略 を展 開 す るた めの任 意 団体 として2月 に設 立 した 「パ ワー ・ネッツ・ジャパ ン(PowerNets

Japan:PNJ)」 で の活 動 を事 業 化 したもの である。まず 、2000年 夏 か らピュアIPを 中心 としたバ ックボ ー ンによりLAN間 接 続 を提 供
す る「高速IP接 続 サー ビス」(仮称)を 開 始 す る。実 験 は3社 の 地 域 で行 うが 、商 用 サ ー ビス開 始 時 には 、電 力 系 通信 事業 者 全10

社 が参 加 し、全 国 一 体で 提 供 す る予 定。

1999.11NTT、 西地域 会社 合わせて2万1,000人 の人員削 を発表

東 西 地域 会 社 につ いて 、3年間(2000～2002年 度)の 中期 経 営 改 善 施 策 を取 りまとめ た。東 西 地域 会 社 合 わ せ て2万1,000人 の

人 員 削減(東 日本:1万 人 、西 日本:1万1,000人)を 実施 す るほか 、3年間 で設 備 投 資 額 を合 わせ て9,000億 円削 減 す る。このた

め 、東西 地 域 会 社 は 、平成2001年 度 か ら2年 間新 規 採 用 をしない。

1999.12NTTド コモ 、香 の 携 電 話 社HTCLに 出資

HutchisonWhampoaグ ル ー プ傘 下で 、香 港 で移 動 通 信事 業及 びそ の 関連 事 業 を営 む 持 株 会 社HutchisonTelephone

CompanyLimited(HTCL)に 、19%(約4億1,000万 米 ドル)出 資 す ることで合 意 。HTCLは 香 港 最 大 のセル ラー 電 話 事 業者 で、

約120万 の加 入 者 を持 つ。今 後 、技 術 支 援 や 役 員 派遣 などを通 して経 営 参 画 す る予 定 。

1999.12タ イタス 、 校 向 け イン ター ネ ット サー ス 無料で試験提供すると発表

タイタスがインター・一ーネ ット接 続 サ ー ビス 「ALLNET」 を提 供 してい る地 域 で 、学 校 を対 象 とした 「タイタス スクー ル パ ック」の無 料 試

験 サ ー ビスを、2000年4月 か ら開始 す ると発 表 した。学 校 にお ける利 用 実 態 、需 要 動 向 の調 査 お よび 技 術 検 証 をす るた めの試

堅議 耀 ㌶ 醍 聖霊 甥饗i竃纏認 ㌫ 漕騙懸i翌暁繍 ㍍㌶羅』鮒 イト・メールア
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1999.12NTT東 西 地 域 会 社 、ADSLの 試 験 サ ー ス 金 を発 表.'

ADSL接 続 サー ビスの試 験 提 供 料 金 を発 表 。以 下のような品 目を提 供 する。回 線 共 用 でISPが スプリッタを設 置 す る場 合(第2種

タイプ1)の 回 線 使 用 料 は800円 とした。東 京 、大 阪 、大 分 の一 部 で12月 下 旬 か らサ ー ビスを開 始 し、1年程 度 実施 す る。→20日

か ら大分 で ニュー コアラが、24日 か ら都 内 の 一 部でNTTTME、NTT-Com、 東 京 めた りっく通信 がサー ビス開 始。
1.第1種 サ ー ビス

NTT自 身 が提 供す るもの で 、伝 送速 度 は 下 り最 大512kbps/上 り最 大224kbps。

(1)タイプ1(加 入 回線 を加 入 電 話 と共 用):回 線 使 用 料4,300円

(2)タイプ2(加 入 回線 を加 入 電 話 と共 用せ ず):回 線 使 用 料6,000円
2.第2種 サ ー ビス

MDFで 接 続 し、ISPが提 供 す るもの で、伝 送 速 度 はISPの 任 意。
'(1)タイプ1(加 入 回線 を加 入 電 話 と共 用)

◇NTTが スプ リッタを設 置=回 線 使 用 料1,000円◇
ISPが スプリッタを設 置:回 線 使 用 料800円

(2)タイプ2(加 入 回線 を加 入 電 話 と共 用 せ ず):回 線 使 用 料2,600円

1999.12J-Phoneル ー 、イン ター ネ ット サ ー スJ－ ス カイ ウェ 」 開 始

J-Phone東 京 ・東 海 ・関 西 が 、NTTド コモ のiモー ドや セル ラー ・IDOグ ル ー プ のWAPサ ー ビスに対 抗 し、電話 機 の みで インター

㌍耀劉罐 穀織縫鴛鍵糟雰戎裂霞幕蒜架 霧砦麗.要論麟難壁難罐欝鑑曇
書翻9!識舞 鶴葵{諦観3綴ぽ誤診㌶ 寄織 塞 望 遠羅懲繰i㍊繰鷲謝
編多:多言鑑 確認繊麗き鵜禦瓢聖膿雀魏 曝腸煙鶏群儲㍊ 峯㌫魏 駕義
字 相 当(6kb)の メー ル が可 能 な 「J－スカイウォーカー 」を開始 した。

1999.12DDI、KDD、IDOカ2000年10月 合 併 で 合

多 額 の設 備 投 資 が必 要 な次 世 代 移 動 通信 事 業 への 参入 を睨 み 、2000年10月1日 に3社 が合併 す ることで 合意 。存 続 会 社 は
DDIで 、新 会 社 名 は 「(株)デ ィー デ ィー アイ」(ロゴは 「KDDI」)。移 動 通信 事 業 グル ー プ を持 たないKDDが 次 世 代移 動 通 信 にど

羅…i纏鷲鶉醐ぽδ1覆繁鷺蓋幸劉彊織縞繧 詰鴇鴛童部議 蓮無精莞辮毅薯鶏呈
す ることにな る。これ により、国 内 の事 業 グル ー プ は、NTT、DDI、 日本 テレコムの3つ に集 約 され た。

1999.12郵 政'、8にBS三 「ジ タル ァ ー タ 送 の 委 託 を認

28社 の 申請 か ら8社 を選 定 し、12月10日 に電 波 監理 審 議 会 に諮 問してい た が 、申請 どお り答 申。認 定 を受 けたの は 以 エ の8社e

な お 、NTTグ ル ープ 子 会 社 の放 送 事 業 参 入 につ い ては 、既 存 民放 と同 じ扱 い とし、1/3以 上 は不 可 とす る判 断 基 準 を示 した。

(1)日 本 ピー エス放 送 企画(株)
〔ビックカメラ(52.2%)他 〕

(2)(株)メ ディアサ ー ブ

〔東 芝(42.3%)、 三 井 物 産(23.5%)他 〕

(3)(株)日 本 デ ー タ放 送(設 立 中)

〔毎 日新 聞(20%)、 角 川 書 店(20%)、 スポニチ(15%)、 電 通(10%)他 〕

(4)(株)ウ ェザ ーニューズ

(5)日 本メディア ーク(株)

〔時 事 通信 社(30%)、 ドリー ムネ ット、共 同通 信 社 、電通(各20%)〕

(6)(株)デ ジ タル ・キャスト・インター ナ ショナル(設 立 中)

〔日立製 作所 、キャノン 、富士 通(各24.87%)他 〕

(7)日 本 デ ータ放 送(株)(設 立 中)

〔東 京 ドー ム、清 水 建 設 、徳 間書 店(各30%)他 〕

(8)(社)ハ イビジョン推 進 協 会

〔NHK、 民 放7社 など加 盟 〕

1999.12NTTC。m、 国 通 信(KT)と の 包 的 業 発 表

グローバ ル サ ービス分 野 及 びIPサ ー ビス分 野 で 、韓 国 通信(KoreaTelecom)と 包 括 的 業 務提 携 す ることで 基 本合 意 し、覚 書 に

調 印 した。合 意 内容 は 以 下 の とお り。

(1)グ ローバ ル サ ー ビスの販 売 ・運 営 ・保 守 に 関す る包 括 的 協力

(2)日 韓 間 のインター ネットトラピックに対 応 するための協 力

(3)米 国 向 けインター ネットバ ックボー ン 回線 の運 用 に関す る協力

(4)共 通 ポー タル の構 築 、日韓 ニカ 国語 対応 ポ 日夕ル の構 築 他 各 種 アプリケー ションの開 発

(5)商 用 を 目指 した研 究 開発 部 門 の連 携 等

1999.12郵 政'、 一種 通信 者 によるリセール 認める 針を発

「電気通信事業者のネットワーク構築の柔軟性向上のための新たな措置案」を発表し、第一種電気通信事業者が他の事業者か
ら回線を調達してリセールすることを認め、それを別子会社として運営する必要もないこととする方針を発表。この措置にっいて
一般から意見を求める。これまで回線保有の有無を基準に第一種電気通信事業と第二種電気通信事業を区分してきたため、
第一種電気通信事業者によるリセールは、例外を除き認められなかったが、これにより回線調達が自由になる。

2000.1NTT東 西 地 域 会 社 、市 内 交 換 機 能 を オ ー ン 化

市 内 交 換機 の機 能 をアンバ ンドル し、共通 的 なもの を「機 能 メニュー」として41種 類 提供 す る。他 事 業 者 は 、自社 サ ー ビス制 御

局(SCP:ServiceControlPoint)か ら信 号 網 を介 して利 用 で き、機 能 メニュー を組 み 合 わせ ることによって、NTTの 交換 機 ソフトの

改 造 を待た ず 、フリー フォンやVPN等 の 独 自のサ ー ビスを提 供 できるようにな る。
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2000.1DDIセ ル ラー 及IDO、cdmaOneで64kbpsパ ケ ット通 信 サ ー ス を 開 始

DDIセ ル ラー グル ー プ 及 びIDOが 、cdmaOneに よるパ ケット通 信 サ ー ビスを「PacketOne」 という統 一 名 称 で全 国 一 斉 に 開始 。こ

れ により従 来 回 線 交換 で 割 高 だったEZwebも パ ケット交 換 になる。上 り下 りとも14.4kbpsが 標 準 サ ー ビスで 、オ プ ションサ ービスと
して 下り回線 最 高64kbpsのrPacketOne64」 を提 供 す る。64kbpsは 携 帯 電話 では 最 高 速 である。PacketOne64の み使 用 料 が必

要 で 、月額600円 。EZwebで 利 用 す る場 合 、1パケット0.27円(NTTド コモ のiモー ドは1パ ケット0.3円)。

2000.2モ ハイルインターネット推進 のための国際組MWIF力 発 足

無 線 ア クセス 方 式 に 依 存 しな い 世 界 共 通 の 移 動 体 通 信 向 けIPネ ットワー クの 技 術 仕 様 の 策 定 を 目 的 に 、世 界 の 移 動 通 信 事 業

者 、通 信 機 器 ベ ン ダ ー 、ISPな ど が 集 まり、MobileWirelessInternetForum(MWIF)を 結 成 。主 なメンバ ー は 、Vodafone

AirTouch、Cisco、Orange、SprintPCS、DDIで 、 日本 か らはDDIの 他 に 、富 士 通 、日 立 、NEC、 シ ャ ー プ 、ソニ ー 、東 芝 な どが 参

加 して い る。

2000.2電 気通信審=、 長期増分 コスト方 式による相互 の段 的導 入を 申

1月に開催された日米通信協議で郵政省が提示して拒絶された案と同じ。ユニバーサルサービスの確保やNTT東 西地域会社
の経営への影響を勘案した上で、算定モデルとしてA案 を適当とし、その段階的実施を答申。期間は定めていない。アメリカ側
はB案 の即時完全実施を求めていた。なお、長期増分費用モデルにっいては可能な限り速やかに見直しに着手し、A案の段階
的導入完了後、新モデルを適用するよう求めている。
〔算定モデル〕
(1)A案
き線点(RT)の コストを従量制である接続料で回収する方式。ZC接続(中 継交換局接続)で10年 度比57.3%減 の5.11円/3分 、

GC接 続(加入者収容局接続)で 同16.7%減 の4.84円/3分 となる。
(2)B案
き線点(RT)の コストを固定費として端末回線側で回収する方式で、基本料の値上げにつながる可能性が高い。ZC接続が10

年度比69.2%減 の3.69円/3分 、GC接 続が41.1%減 の3.42円/3分 となる。

2000.2郵 政省、2001年5月 から優 先接 を導入する方針を発 表

郵政省の「優先接続導入に関する研究会」が報告書を発表。主な内容は以下のとおりで、2001年5月1日 からの導入を提言。
1.準 備期間を考慮すると具体的な導入期 日は2001年5月1日 。
2.国 内・国際同時に導入する。ただし既存国際ダイヤル手順の

2年程度の併存期間を確保する。
3.固 定優先接続も同時に導入する。
4.「優先接続関係事業者間協議会」を設置し、事業者間での協議

のほか、利用者に対する周知活動を実施する。
5.NTT東 西地域会社は自社登録の営業活動は行わず、他事業者から

の優先登録勧奨業務も受託しない。
6.利 用者意思による事業者変更の場合、利用者が登録費用を負担

することが望ましい。

2000.2DD1、 イリジ ウ ム 業 か らの 退 を発 表

米lridiumへ の追 加 出 資 には応 ぜ ず 資 本 関係 を解 消 し、日本 で の事 業 会 社 日本 イリジ ウムも清 算 する方針 を表 明 。→ 現加 入 者
へ のサ ービスはDDIと して継 続 す ると発 表 してい た が、3月 には サー ビス 自体も終 了 す ることになった。

2000.2NTT東 西 地 域 会 社 、 額 制IP 試験サー スの 幅 下げ及 提供地域 発表

11月 か らINS64のBch－ 本 を固定 的 にIP網 に接 続 す る完 全 定 額 型 ダイヤル アップIP接 続 サ ー ビスを試 験 提 供 してい るが 、当初

予想 よりトラフィックが少 なく採 算ラインが下 げ られ るとみ て 、5月から月8,000円 を4,000円 に値 下 げ 。また 、同一 局 内 にISPの アク
セ スポイントがある場合 、2,900円 とす るメニ ュー を追加 。提 供 地域 につ いても、東 日本 は東 京 都 の 新 宿 区 ・大 田区 ・渋 谷 区か ら

23区 全 域 へ 、西 日本 は 大阪 市 中央 区 ・北 区 ・吹 田市 か ら大 坂府 内全 市 へ 拡 大 。→5月11日 から実 施 。

2000.2波 一理 審 議 会 、IMT-2000無 線 局 免 許 に 関 る の について

「第三世代移動通信システムの無線局免許に関する基本的方針」に基づく諸規定の整備を原案通り答申。基本的方針の主な
内容は以下のとおりで、「無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準」、「電波法施行規則」、「無線設備規則」及び「特定無
線設備の技術基準適合証明に関する規則」の各一部を改正する。3月上旬に公布し、4月上旬に施行予定。
(1)使用する周波数帯は合計120MHz幅(60MHz幅 ×2)

・陸上移動局 → 基地局:1920-1980MHz
・基地局 ⇒ 陸上移動局:2110-2170MHz

(2)陸上移動局及び基地局用の周波数を、それぞれ20MHz幅 の3ブロックに分割し、
送受信間隔190MHzの 対として使用する。

(3)無線局免許
同一地域における免許人の数は最大3とし、それを超える申請があった場合、
比較審査方式により免許人を決定する。

2000.2電 波 監 理 議 会 、 域移動アクセスシステムの に関する答申

無 線LANの 高 速 化 のた め、屋 内 にお い て5GHz帯 の周 波 数 を使 用す る広 帯 域 移 動ア クセスシステムを免 許 不 要 な小 電 力 デ ー
タ通 信 システムの一 つ に位 置 づ け 、そ の導 入 の ため の電 波 法 施 行 規 則 、無 線 設備 規 則 及 び 特 定 無 線 設 備 の技 術 基 準 適 合 証

明 に 関す る規 則 の各 一 部 改 正 に つき、諮 問 どお り答 申。一主 な内 容 は以 下の とお り。

(1)使 用 す る周 波 数 帯 域:5.17GHz、5.19GHz、5.21GHz及 び5.23GHz

(2)空 中線 電 力:10mW以 下

(3)信 号 伝 送 速 度:20Mbps以 上

(4)占 有 周 波 数 帯 幅 の許 容値:18MHz

2000.2ス カイ ノ ー フェクTV!へ の ア ィレクTV統 合 で 合

日本 デ ジタル 放 送 サー ビス(スカイパ ー フェクTV!)と デ ィレクTVの 親 会 社HughesElectronicsは 、デ ィレクTVの 放 送 サー ビスをス
カイパ ー フェクTV!に 統 合 す ることに合 意。ディレクTVの サ ー ビスは2000年12月 末 まで に終 了 し、ディレクTVは 清 算 され る。スカ

イパ ー フェクTV!は 、1999年12月 に公表 した株 主 割 当 による倍 額増 資とは別 に、Hughes及 び デ ィレクTVの 日本 側 株 主 に対 し

て 、2000年3月 末 まで に額 面(5万 円)に よる18万2000株 の 第 三 者割 当を行 う。
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2000.2た なCSア ジタル放送 式を答 申、BSフージタル 送との受信機 共用化力可能に

姦謀雛器驕盗聞靱露麟脚鞠警畿㍊譲i謡灘麹顯羅鑛認鑛漂謬鋤ぱ
送の技術をCSデ ジタル放送に取り込む。次期通信衛星はBSと同じ東経110度 に打上げられる予定で、受信機の共用化は大き
なメリットである。

2000.2電 気通信 術審議会、60GHzを 使用する無線システムの技術的要件を答申

大容量の通信が可能である一方で酸素による減衰が大きいという55～65GHz帯 の特徴を生かした無線システムの設備Q技 術

篇舗遍羅ぴ勇鷲霧巖警霧馨熟蕃㍑擁鶴羅鑛 謙屡曇蕊蛮掘潔鷲留蘭罐塁
の利用が想定される。

2000.2NTTCom、AT&Tの ソ リュー シ ョン 子=に 出

1999年4月 、NTTとAT&Tは グローバ ル ネ ットワークソリューション事業 につ い て業 務提 携 す ることで 合 意 してお り、そ の合 意 に基
づき、AT&Tの 日本 で の事 業 会 社AT&Tグ ロー バ ル ・ネットワー ク・サ ービス ・ジ ャパ ン(AGNS-Japan)に 出資 す る契 約 を締 結 。両

社 共 同で 運 営 す る。主な 内容 は以 下 の とお り。な お 、AGNSの 前 身 はAT&TがIBMか ら買 収 したIBMGIobalNetworkで 、
AGNS-Japanは その 日本 法 人 である。

(1)出 資 額=5,000万 米 ドル(出 資 比 率15%)

(2)2名 の役 員 派遣

2000.3NTTCom、 加 入 者 、無 線 ア クセ ス(FWA)開 始

専 用 サ ー ビスや フレー ムリレー 、セ ル リレーサ ー ビス用 のアクセス回線 として 、加 入 者 系 無 線 アクセス(FWA)「ArcStarエ アアクセ
ス」の提 供 を 、沖縄 を除 く全 国で 開 始 。26GHz帯 を利 用 したP-P方 式で 、NTTComの ビル と顧 客 宅 とを無 線 回 線 で結 ぶ。回 線 品

目は1、5Mbpsと45Mbps。3月 末 か らは直 加 入 型 電 話も使 えるようにす る予 定 。

2000.31ridiumカ サ ー ス 終 了 、会 社 は,へ

McCaw氏 グル ープ に代 わ る出 資 者 が現 れ ず 、3月17日(日 本 時 間で18日)を 以ってサ ー ビス終 了 。今 後 は 清 算 手続 きに入 る。

衛 星 は 軌 道 か ら外 し大 気 圏 に突 入 させ て焼 却す る予 定。→ 日本 イリジウムも18日 で サ ー ビスを終 了 。日本 イリジウムは3月31日
に臨 時株 主 総 会 を招 集 し、会 社 の 解散 決議 を行 う予 定。

2000.3DD1セ ル ラ ー 及|DO、 ア ナ ロ 携 サ ー ビス の9月 末 、了 を発

モトロー ラのTACS式 アナ ログ携 帯 電 話 サー ビスを9月 末 で 終 了す ると発 表 した。TACS用 周 波 数 は全 てcdmaOne用 に振 り替 え

る。これ により日本 の携 帯 電 話 サ ー ビスのデ ジタル 化 率 は100%に なる。

2000.3日 本 テ レコム 、C。ncertと 包 括 提 携

AT&TとBTの 国 際 通信 合 弁 会 社 「Concert」と、グロー バ ル通 信 サ ービスを包 括 的 に提 供 す る提 携 契 約 を締 結 した。日本テ レコ

ムはConcertブ ランドの サー ビスの独 占的デ ィストリビュー タとなると同時 に 、サ ー ビスの優 先 的 サプ ブイヤとなる。→AT&TとBT

が 日本 テ レコム に合計 で30%出 資 す る資 本 提携 を結 ん だ時 点 からの既 定 路 線 である。

2000.3郵 政'、 次世代移動通信システム の導 入 針を決定

これまでの検討を踏まえ、次世代移動通信システム導入方針を決定。主な内容は以下のとおり。またIMT-2000用 無線局の免許
に向けた電波法関係審査基準も原案通り改正、4月1日施行。4月3日から5月12日まで免許申請受付。
1.事業主体
(1)事業主体は、既存の第一種電気通信事業者だけでなく新規参入予定者も可能。
(2)地域網を有する事業者とは別の事業主体であること。
(3)事業者数は同一事業区域において最大3。
2.事 業単位
(1)事業単位は地域ブロック単位とし、電話及び高速データ通信の双方にっいて、事業開始後5年以内に地域内人口の概ね50
%以 上をカバーするように努める。
(2)複数地域ブロックへの参入や全国1社での参入も可能とする。
(3)事業者相互間においてローミングが保証されるものとする。
3.使 用する周波数帯域=合計120MHz幅(60MHz幅 ×2)

8濃 鞠 訊 馴 癬 磯 殺 傷 驚編 麟 繁 多}圭㌶ 隈 』 隔19。M。、の対として使用する(た
だし隣接するPHSとの干渉を避けるため、当初は20MHz幅 のうち5MHz分 の使用は見合わせる)。
(3)同一地域の免許人数は最大3で、申請がそれを超える場合は比較審査法式による。

2000.3経 団 、IT命 に対応した新しい 報通信法制構 提唱

インターネットの普及などを背景にした「IT革命」がもたらす利用者利益の増大を図るため、通信・放送を初めとする現行の各種
情報通信関連法を事業規制法体系から競争促進法体系に移行させ、公正競争ルールに基づいた総合的な「新情報通信法」
に吸収・整理し、新しい情報通信法制を構築するよう提唱。
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陪■■■ 出 来 事

2000・3電 通 信 審 議 、21世 紀 の 情 通 信 ジ ョン ーITJAPANf。rALL-」 を 答 申

具 体 的課 題 として以 下 のような 「5っの 潮 流 」、「2っの原 則 」、「3っの 課題 」を挙 げ 、それ ぞ れ に つい て環 境整 備 や 推進 方 策 等
の方 向を示 し、21世 紀 に向 けた情 報 通 信 政 策 の 在 り方 を提 起 してい る。

1.5つ の潮 流

(1)「高 速 」「常時 接 続 」「定 額 」
(2)通 信 ・放 送の 融 合化

(3)加 速 す るネットワー クとユ ー ザ ・ニーズ の 高度 化

(4)ボ ーダ レス化

(5)情 報通 信 の担 い 手 の多 様 化
2.2っ の原 則

(1)デ ジタル 情 報 格 差(DigitalDivide)

(2)脆 弱性
3.3つ の 課題

(1)情 報収 集 ・公 開 による 「適 格 な動 向把 握 ・提 供 」

(2)適 切な方 向性 の提 示

(3)「スピー ド」をもった 「政 策 資源 の集 中投 入 」
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臼■國■ 出 来 事

1913.12AT&Tと 司 法'が 独 禁 法 違 反 で 和 解(第 一 次 反 トラス ト訴 訟)

独 立 系電 話 会 社 との 相 互 接 続 を認 めること、独 立 系 電 話 会社 の 買収 に は州 際 通 商 委 員 会 の許 可 を得 ること、WesternUnion社
の支 配 権 を放 棄 す ることを条 件 に和解 した。Kingsbury副 社 長 が司 法長 官 に宛 てた 書簡 によるもので あったた め、Kingsbury誓

約 と呼 ば れ る。

1934.6ア メ リカ 通 信 法 制 定 ・ ・

1912年 無 線 法 を母 体 として 制 定 。独 立 行 政 機 関 として 連 邦 通 信 委 員 会(FCC:FederalCommunicationsCommission)を 設 置(7

月11日 発 足)。J

1945.5FCC、 業テレ 放'用 周波数 当計画を発

それまで申込み順で放送事業者に周波数を指定していたが、人 口に基づいて全国140都 市に割当て、'その中から事業者に指
定することにした。→1948年9月30日 、根本的な見直しのため新たな免許付与を凍結。→1952年4月 、新しい周波数割当て計
画を決定。

1949.1司 法'、AT&Tを 独禁法違反で 訴(第 二 反 トラスト訴訟)

AT&Tの 事業子会社の使用する機器・設備が全て機器製造子会社WestemElectric(WE)社 製であり、高い価格が電話料金に
転嫁され、電話料金の効果的規制が妨げられているとして、司法省はWEのAT&Tか らの分離を主張。

1952.4FCC、 新しい'用 周波数 当計画を決 、 送のローカリ ム原則を

最初の割当計画を根本的に見直した新しい放送用周波数割 当計画を決定。都市別でなく地域別に最低一局分のテレビ用周
波数を割当てる。この決定まで、1948年以来新たな放送局免許付与は凍結されていたが、これにより解除。

1956.1司 法 とAT&Tが 和 解(同 決)

ノ

WesternElectricを 分 離 しない 代 わ り、既 存 及 び 将 来 の全 て の特 許 の使 用 権 を全 ての者 に認 めること、WEはAT&T向 けの機 器

の製 造 ・販 売 に特化 すること、AT&Tに は公 衆 電 気 通 信 事 業 とそ れ に付 随す るサ ー ビスのみ の 提 供 が認 められ ることにな った。

CATV事 業 は 公 衆 電 気 通 信 事 業で は ないた め 、これ により、AT&TのCATV事 業 が禁 止 され ることになった。この 同意 審 決 は

FinalJudgmentと 呼 ば れ た。

1958.4FCC、CATVを 公.電 気通信 と位置 けない決定を採択

1934通信法で想定されておらず、規制の無いCATVに ついて、放送局が公衆電気通信事業として規制すべきと堕し立てたのに
対し、送信内容を決定するのはCATV事 業者自身であって加入者ではないことを根拠に、CATVは 公衆電気通信事業でないと
する決定を採択した。

1959. FCC、890MHz以 上の周 波 を私設マイクロ波回線 に開(890)

これにより、鉄道や鉱山関連の企業が自営回線を設置できるようになった。この決定が専用線サービスの自由化を招来し、ひい
ては電話サービスの自由化をもたらす遠因になった。AT&Tは 「TELPAK」という専用線の大口割引制度を導入レてこの決定に
対抗したが、TELPAKは 、大 口ユーザーにおよそ75%～88%に も及ぶ割引を提供したため、独占事業者の通信料金の在り方に
ついて根本的な疑問を呼び起こすことにもなり、その意味でも歴史的に重要な決定であった。

1962.2FCC、CATVの 区 域 外 宮'信 に 件 を課 裁 定 を 下

CATV事 業者 の子 会 社CarterMountain社 が公 衆 電 気 通 信 事 業 者 として214条 によりCATV伝 送 路 用 設備 の建 設許 可 を得 たこ

量議露議 覇蕪誌 魔 羅露 霜麗 麟 響酷霊瓢纐蹴 ㌶ 從讐霧硲呉課
した(CarterMountain裁 定)。この裁 定 で課 され た条 件 が、FCCのCATV規 制 の 出 発 点 とな った。

1965.4FCC、 のCATV則 採(CATV第 一 次 決 定)

マイクロ波 を 中継 回 線 として利 用 す るCATVに 対 し、空 中波 テ レビ局の 要請 があれ ば番 組 内容 を変 更 す ることなく再 送 信 しなけ

れ ばな らない こと、区域 外 再 送信 にお い てロー カル 商 業放 送 局 との番組 重複 を差 し控 えなけれ ばな らない ことを定 めた。1962

年 のCarterMountain裁 定を受 け継 ぐも の であり、CATVに 対 す る規則 の制 定 は 初 めて。ここか ら正 式 にFCCに よるCATV規 制 が

始 まる。

1966.3FCC、CATVを 規制の対象と る再送信 則 択(CATV二 次決)

まず、1934年通信法で想定されていないCATVに ついて、FCCに 規制権限があることを論証し、マイクロ波を中継回線として利

碧鑑 ◇鷲鋸寒縫謬錯惣響嬬諜苫鑑灘蝦整㌶算謬 琵蕪纏堂殼簾蕩鷲麿
区域放送波の受信が公共の利益(主としてローカルテレビ局の経営)を阻害しないことをCATV事 業者が明らかにしなければな
らないが、それ以外の小規模市場では原則として規制しないことにした。

1968.6FCC、 機 器 を 由 化(Carterfone定)

電 話 会 社 以 外 が提 供 す る電 話 機も公 衆網 に接 続 できるようになる。1969年1月1日 から施 行 。

1969.8FCC、MCIの マ イ クロ波 回 建 設 を 認 可

違蕊乏`欝£㌍践饗欝聾羅ぱ業報ξ露薯蓼設耀;㏄瓢認覇舞饅お麟を看襲撃
FCCに 設備建設の許可を求めていたもので、事実上、専用サービスを自由化する決定となった。

1970.1FCC、 電話会社のCATV所 有を禁止する規 則を採択

電話会社による伝送路の地域独占を防止し、CATV産 業の育成を図る目的。

1970.6FCC、'局 のCATV所 を 止 る 則

CATV産 業 の 育成 及び マスメデ ィアの集 中排 除 の観 点 から禁 止 。
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臼■囲■ 出 来 事

1971.3FCC、 第1次 コン ユー タ裁 定

電 気 通 信 を 「通 信 」と「ハ イブリッド」と「デ ー タ処 理 」に分 け、「ハ イブ リッド」(通 信 とデー タ処 理 の 両側 面 を持 つもの)の うち、
ユ ー ザー の 通信 ニ ーズ に応 えることを第 一 義 とす るもの は、公 衆 電 気 通 信 事 業 に付 随 す るサ ー ビスとした。1956年 同 意 審 決 に
より、AT&Tは 電 気 通 信 事 業 に付 随 す るサ ー ビスまで は提 供 で きる。

1971.6FCC、 特殊 通信 業者を認める決定(専 用サ ー ス自由化)

MCIに 対す る許 可 の後 、同 様 の許 可を求 める動 きが相 次 い だた め、FCCは 、デ ータ伝 送 その 他 特殊 通信 サー ビス に対す る公

衆ニ ーズが 存 在 し、競 争 によるサ ー ビス提 供 が可 能 であり、それ は公 衆 を益 す ることにもなるとして 、マイクロ波 専用 線 を提 供 す
る事 業者 として 「特 殊 通 信 事 業 者(SpecializedCommonCarrier)」 とい う分 類 を設 け、専 用 サー ビスの 自由化 を公 認 した。これ に

より、サザ ンパ シフィック鉄 道 の 子 会 社 であるSPC(現Sprint)、ITT系 のUSTSな どが参入 した。

1972.1MC1、 シカ ー セ ン トル イ ス 間 で 専 用 サ ー ス 開 始

1972.2FCC、CATV制 的に見直した総合的 則を 択

これまでの規則を見直すと共に、CATV事 業全般に関する総合的な規則制定手続きを実施し、CATV規 制を確立する規則を採
択した。以下の規制を、テレビ市場規模(4区 分)に応じて適用する。上位のテレビ市場地域にあるCATVほ ど規制が重くなる。
〔再送信波について〕
①must-carry規則:テレビ市場内の空中波放送全ての再送信を義務づけ
②may-carly規 則:① の他余剰容量がある場合、3大ネットワークや独立局などの再送信が可
③leapfrogging規則:② の場合、できる限り隣…接するテレビ市場の放送局を優先
④シンジケーション番組規則:上 位100市 場のCATV事 業者に限り、権利期間内の番組再送信禁止
⑤ネットワーク番組規則:重複するネットワーク番組は地元に近い放送局の再送信を優先、また地元局が独占的放送権を持つ
ネットワーク番組は再送信禁止
〔チャンネルアクセス及び自主番組について〕
①チャンネル容量規則:上位100市 場のCATVは20ch以 上の容量と非音声用上り通信機能
②PEGア クセス規則:上位100市 場のCATVは 、公共・教育・政府用の専用チャンネルを提供
③容量拡大規則:① と②のチャンネル使用率が一定の率を超えた場合、6ヶ月以内に容量拡大
④ 自主番組規則:3,500以 上加入のCATVは 、自主放送用の専用チャンネルを持つこと

1972.6FCC、 オー ンスカイポ リシーを採択、国内衛星通信事業を自由化

国内衛星通信を自由化し、専用線サービスの提供を認める。資格要件を満たしたAT&T以 外の全ての衛星通信システムの建設
を認可。衛星通信サービスの拡大のため、一定の場合に約款ベースによらず個別契約による提供を認めるなどの規制の簡素
化、自由化を実施。

1973.ll FCC、 付加価 値通信 業者(VAN)を 認める

付 加 価 値 通 信 事 業 者(VAN)と してPacketCommunications,lnc.の 申 請 を認 め た 。新 しい メデ ィア としてVANに 自 由 参 入 を認 め 、

公 衆 通 信 事 業 として 規 制 す ることに した 。具 体 的 な 参 入 者 は 、GraphnetSytems(1974年1月)、TelenetCommunications(1974

年4月)、Tymnet(1976年12月)。

1974.11 司法'、AT&Tを 独 占 止 違 反で再 提訴(三 次 反トラスト訴訟)

司 法省 はWesternElectricの ほか 、長 距離 部 門 と地域 部 門 の 分 離 、ベ ル 研 究所 の分 離 を主 張 。→1982年2月 、AT&Tか ら地 域

部 門 を分離 す ることで和 解 。⇒1984年1月 、AT&T分 割 。

1975.1MCI、 長 距 話 サ ー ス 「Execunet」 を 開 始

事実上、長距離電話サービスで競争開始。→ 公衆網を保護する立場を取っていたFCCは 認めず、1971年に認めた専用サー
ビスに含まれないと主張したが、1977年の連邦裁の判決により合法性が確認された。

1975.9通 信衛星 によるCATVへ の番組供給 力始まる

ペイテレビ事 業者HomeBoxOfice(HBO)社 がMSO最 大 手Teleprompter社 に通 信 衛 星 による番 組 供 給 を開 始 。衛 星 導 入 に

よって全 国 的 な番 組 供 給 が 可 能 になり多 様な 番組 の視 聴 が全 国 的 に可 能 とな った。以 後 、加 入者 数 が爆 発 的 に増 加 し、CATV

産 業 の基盤 が確 立 され た。それ までは 地 上 マイクロ波 回線 で ケー ブル システムに 中継 してい た。

1975.12FCC、CATVのleapfr。gging規 則 を 廃

leapfrogging規 則 は 、must-carry義 務 を満 たした後 の 余剰 容 量 で更 に番組 を再送 信 す る場 合 、近 隣 テレビ局の信 号 を優 先 す る

よう定め る規 則 である。この撤 廃 により、衛 星配 信 による全 国 放 送 を 目的 とした独 立 局(ス ーパ ー ステ ー ション)が 誕 生 した。

1976.7FCC、 国内専用線 の共同使 用 ・再販 を 由化

共同使用は規制外としたが、再販売は公衆通信事業として規制することにした。

1976.8FCC、 第2次 コン ユー タ調 査 開 始

通信付随サービスとデータ処理との区別が困難であるなど、第1次 コンピュータ裁定が技術の進展に対応できなかったため。

1977.7連 邦 控 訴 裁 、MCIの 長 距 離 電 話 サ ー ス 提 供 合 法 とす る(Execunet判 決)

MCIが1975年1月 から開 始 し、FCCが 認 めない 決 定を下 した長 距 離 電 話 サ ー ビス 「Execunet」を連 邦控 訴 裁 判 所 が合 法 とした。

1971年6月 の 特殊 通信 事 業者 裁 定 で認 め られ たの は専 用 サ ー ビスで ある点 は認 容 した上 で 、電話 サ ー ビスの 取扱 い につ いて

は未 だFCCは 規則 を制 定 して お らず 、禁 止 され ていない としてExecunetを 合 法 とした。→AT&Tが 最 高裁 に上 告 した が1978年

に棄 却。→FCCは1978年2月 か ら長 距 離電 話 市 場 構 造 に 関す る調査 を開 始 。これ により特 殊 通 信 事 業者 による長 距 離 電 話

サー ビスの 提 供 が認 められ ることになり、SPCは 「スプリン トV」、USTSは 「シティコール 」、UTは 「メトロフォン」のサ ー ビスを開始 し

た。

1977.12FCC、CATVの 番組(ペ イテレ)則 廃

ペイテレビで送信可能な番組を定めた規則(ペイテレビ事業者による人気番組買い占め防止を目的とする規則)が連邦裁で無

効とされ、その決定を最高裁も支持したため、規則を撤廃。
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1978.2邦 地 、CATVチ ャ ン ネ ル ア クセ ス 則 を 効 と る 判 決 、"A

最 高 裁も支 持。これ により、ケー ブル システムの 容 量や 各 チ ャンネル ア クセスの確 保 に関 す る規 制 が1980年10月21日 に撤 廃 さ

れ た。

1978.2FCC、 長距離電.市 場'に 関する調 開始

MCIの 長距離電話サービスを合法化する判決を受け、長距離電話市場を競争市場とするかどうかの調査を開始。

1980・4FCC、2コ ン ユー タ 定,

ネットワー クサ ー ビスを基 本 サ ー ビスと高 度 サ ービス に分類 し、基 本 サ ー ビスにつ い ての み規 制 を課 す 。また、基 本 サー ビスの

提供 業者 が情 報 処 理 サ ー ビスを提 供 す る場 合 の 分離 子 会 社 要 件 を、AT&Tを 除き撤 廃 。

1980.4FCC、 長距 話市場 開 に伴うアクセスチャージ制 公示

1978年2月 に開始した長距離電話市場構造に関する調査の第二次追加調査公示。長距離市場を競争に開放するに当たって
アクセスチャージ制度を導入する方針を発表。

1980.7FCC、CATVのmay-carry規 則 とシ ン ジ ケ ー シ ョン 番 規 則 を

これ により、CATVに 対 す る再 送 信規 制 は大 幅 に緩 和 。

1980.8FCC、 非対称規制を導入 る規則を採択

「支配的事業者」、「非支配的事業者」という分類を設け、競争の進展度に応じてそれぞれの事業者の分類に従い、通常の規一

製書鰹馴纏ぽ砦鋼{瓢竃灘 晴}齢(£欝 欝議羅蒸櫻罐 曇亘纏 鑑豊麗
法的根拠が与えられた。

1980.8FCC、 長距離電話市場 に競 導入 る決定

1978年2月 に開始した長距離電話市場構造に関する調査の第三次追加公示で長距離電話市場の開放を決定。この後は未決
定のアクセスチャージ部分を調査として継続(以 後、アクセスチャージフェーズ1調 査と呼ばれる)。

1980.10FCC、 国 内 長 距 電 話 サ ー ス の 共 同 使 用 ・再 販 を 由 化 す る 決

MTS(長 距 離 電 話)及 びWATS(広 域 割 引 電 話)の 共 同使 用 ・再 販 を 自由化 。→1981年6月1日 か ら施 行 。

1982.1AT&T、 司 法 の 和 案(修 正 同 意 審 決 案)に 合

1974年 の 司法 省 の 告 訴 に つ いて 、司法 省 の提 案 した修 正 同 意 審 決 案 を受 け入 れ ることでAT&Tが 合 意 。内容 はA.T&T分 割 、'

RHCの 長 距 離サ ー ビスの 提 供 禁 止 、イコー ルア クセスの 実施 等 。→ これ を参 考 に 、5月、日本 では 臨 調 第4部 会 が電 電 公 社 の

分 割 を提 案。

1982.7FCC、 再 販 業者やVAN業 に対 し、 制 差し える決 を下す

これにより、再販売事業、VAN事 業は、実態として完全 自由化となる。

1982.8ワ シ ン トン 連 邦 地 、司 法'とAT&Tの 和 案 を 認 可(修 正 同 意 審 決)

両者 の 和 解 案 を認 可。1956年 の 同意 審 決(「FinalJudgementj)を 修 正 す る形 式 であったた め、修 正 同 意 審 決(「MFJ:Modifi6d
FinalJudgement」)と 呼 ぶ 。

1982.12FCC、 ア クセ ス チ ャー ジ 則 を 採 択

調 査 手続 き中 にAT&T分 割 決 定 とい う事 情 が あったため 、追加 調 査 公 示 を経 て決 定(こ の 後1983年7月27日 に一 般 加 入者 の負

担 を減 らす よう改 訂)。→1984年 か ら施 行 。

1983.10ア メリカ で セ ル ラー 話 サ ー ビス 始 ま る

シカゴで開 始 。

1983.10FCC、 殊 通信 の 料 制を差し える決

非対称規制規則の第4次 裁定。簡素化された規制から規制の差し控えに緩和。改定実施1日前までに届出れば良い(義務で}さ

詰遍晶鑑観閲曜毅㌶纂舞渡蟹羨錨 織詰 躍§屑罐鐙縄簾暑携裂墓編 綴 駕
裁定が出るまで継続した。

1984.1AT&T分

MFJに 基づき、旧AT&Tか ら地域7社 が分離・独立。再び独占的にならず、かつ投資家にと?て魅力的な事業規模という観点か
らシミュレーションした結果、地域は7社となった。地域会社は長距離事業に参入できないが、長距離会社の地域事業への参入
は禁止されていない。→ 新AT&Tが 地域に参入しなかったのは、機器製造部門の最大の得意先が地域電話会社だったからで
ある。AT&Tが 地域市場への本格参入を発表したのは、機器製造部門の分離独立を発表した直後の1995年10月 である。
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1984.10通 信 法第VI編 として、ケー ル通信 政 法制 定

これまで通信法上CATVを 規制する条項は無かった。地方 自治体がフランチャイズ付与の際に課す条件が地域ごとに異なり、
過大な条件を課す例も多かったため、全国的な基準が要請されていた。主な内容は以下のとおり。原則として連邦も州も料金
規制権限を持たず、フランチャイズを付与した地方自治体が持つ。有効な競争状況にない場合料金規則を受けるが、これは新
規フランチャイズに対して適用され、既存のCATVシ ステムに対しては法施行から2年間の規制が可能であるのみで、事実上、
地域独占状況で料金規制を撤廃するものであった。
①地方 自治体がフランチャイズを付与するが、付与手続きは連邦が定める。②

地方自治体はフランチャイズ料を課すことができる。
③既存のCATV事 業者に対しては、基本ケーブルサービスの料金規制を2年後に撤廃する。
④地方自治体はPEGア クセスを義務づけることができる。
⑤一定の比率の範囲内のチャンネルを商用に他系列事業者に提供しなければならない。
⑥テレビ局及び電話会社によるCATV所 有を禁止。
⑦地方自治体はCATVを 所有できるが、番組編成に関与できない。

1984.11ア メリカで 衛 星'ま る

USCI(UnitedSatelliteCommunicationsInc.)が 中 西 部 及 び 北 東 部 向 け に 放 送 を 開 始 した が 、半 年 後 に 倒 産 。

1984.11レ ー ガ ン 、31ntelsatの 国際衛星 通信システム 支 る決

国際専用衛星通信の自由化を認める。

1986.5FCC、 第3次 コン ユー タ調 査 フェー1裁 定 を 下 す

第2次 コンピュー タ調 査 でAT&T及 びRHCsに 義 務 づ けられ た高 度 サ ー ビス提 供 にあた って の構 造 分 離 要 件 が、高度 サ ー ビス市

場 の発 展 に余 り寄 与 していない として 、AT&TとRHCに 対す る高 度サ ー ビス提 供 に 当たっての 分 離 子 会 社 要 件 を撤 廃 し、それ に

代 わ るものとしてONA(OpenNetworkArchitecture)を 義務 付 ける。ONAは 概 念 を示 したの み で、具 体 的 な実 現 方 法 につ い て

は事 業 者 に検 討 を委 ね た。

1987.2司 法 省、ワシントン連邦地裁にMFJ第1回 見直 し調査結 果を 告

MFJは3年 毎にその必要性を司法省が調査し、その結果をワシントン連邦地裁に報告することになっている。司法省はヒュー
バー氏の「ジオデシック・ネットワーク」報告書を基に、営業区域外での長距離サービスの提供解禁、情報サービス提供解禁、通

信機器製造解禁を勧告した(営業区域外での長距離サービスについては後日撤回)。→9月10日 に地裁の決定。

1987.3FCC、3コ ン ユー タ調 フェー2裁 定 を 下 す

ONAの 提供条件、プロトコル処理の位置づけ等の明確化。

1987.9ワ シントン連 邦地裁、MFJ第1回 見 しに関 る決

2月の司法省の勧告に対し、ワシントン連邦地裁のグリーン判事は、長距離サービス及び機器製造の解禁は却下したが、情報
サービスの提供については更に検討するという決定を下した。また、業務多角化も認められた。

1988.3ワ シ ン トン 邦 地 、RHC力 供 でき る サ ー ス の 内 容 を明 化

1987年9月 の 決 定 後 、意 見を求 めた うえで 、RHCが 提 供 できる情 報 サー ビスの範 囲 を明 確 にした。情 報 内容 の作 成 ・加 工 はで き

ない が、ゲ ー トウェイの 一 部 としての伝 送 は 認 め る。具 体 的 は、デ ー タ伝 送 、アドレス翻 訳 、プ ロトコル 変 換 、課 金 管理 、情 報 内

容 紹 介 などである。これ により、RHCの 情 報伝 送 サ ー ビスへ の進 出 が制 限 付 きなが らも認 め られ た。

1988.7FCC、 電話 会社のCATV事 業参入を認める仮決定

実現には1984年 ケーブル通信政策法の改正が必要。今後関係者から意見を求めた上で、同法により禁止されているCATV事
業への参入を解除し、競争を促進させることを議会に勧告すると表明。

1988.10NTtA、 米 国の 報通信 政策に対する提言 テレコム2000」 を発表

米国の情報通信政策に対する提言「テレコム2000」を発表。FCCと裁判所による二元的政策を批判し、政策の一元化と、より一
層の自由化の促進を提言。

1988.llFCC、RHC力 提 出していたONA計 画の大綱 を承認

FCCはONAの 概念を示したのみで具体的な実現方法はRHCsに 委ねていた。RHCsは7社 共同の研究開発機関であるBellcore
を中心にONAの 実現方法を検討し、FCCに 計画案を提出した。この決定はRHCの 提案を大筋で認めたものである。

1989.3NTIA、BOCに 対 る'止 の解 除を 言

議会の要請に応じ、MFJにより禁止されているBOCの 製造禁止規定が米国の情報サービスに及ぼしている影響を評価したも
の。この頃はアメリカ議会及び政府が情報通信技術の開発で 日本に脅威を感じていた時期で、巨大な資本力及び技術力を持
つ電話会社を規制から解き放つことによって対抗させようという意見が強かった。

1989.3FCC、AT&Tに 価 上限制 入 る決

1987年8月 から開始した支配的事業者に対する料金政策に関する調査に基づき、AT&Tに 対し、価格上限規制を7月1日 より実
施することを決定した。RHCに ついては、なお調査を継続する告示を発出。

1989.7AT&Tに 価 上 限 制 を導 入

3月の決定に基づき、価格上限制を施行。

1989.9C&WとUSSprint、PTAT-1で 大 西 洋 間 国

PTAT-1は 初 の 民 間敷 設 海 底 ケー ブル 。

通信サー スを開始
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1990.4修 正同意 審決の 報サー ス禁止裁定、再審理ヘ

ワシントン連邦地裁のグリーン判事が87年9月 に下したMFJに 基づくBOCに 対する情報サービス提供禁止の裁定に対し、AT&T
及びRHCが 控訴していたが、コロンビア控訴裁判所は地裁に差し戻す判決を下した。→1991年7月25日 、ワシントン連邦地裁
は情報サービス提供を全面的に解禁する決定。

1990.4FCC、RHCか ら提出され ていたONA計 画を て承認

1988年初めにRHCが 示したONA計 画は、その後承認と改善命令を受けて修正案が提出されていた。この修正案が承認された
ことによりRHCがONA実 施の体制を整えた段階で、第3次 コンピュータ裁定の分離子会社要件が解除されることになる。

1990.6連 裁、3次 コン ユータ 効 とする判決

サンフランシスコ連邦控訴裁は、第3次 コンピュータ裁定を無効とする判決を下した。分離子会社要件によらずRHCが 情報サー
ビスを提供できるとしたこと、およびFCCが 州の管轄権を侵していることにつき、それを是とするだけの証明が不足しているという
内容であり、第3次 コンピュータ裁定の方向自体を否定したものではなかった。

1990.9FCC、 アクセスチャージに関する 上限制を決

市内電話会社がAT&Tに 課すアクセスチャージに対する料金上限規制案を採択。1991年1月1日 より実施。RHC7社 およびGTE
にアクセスチャージの料金上限規制を課し、他の地方電話会社は従来どおり公正報酬率規制を適用する。希望すれば料金上
限規制も可。ただし元には戻れない。実施時期は当初1990年7月1日 が提案されていた。

1990.12FCC、ONAを 維持する

第3次コンピュータ裁定無効判決を受けて8月から開始した調査に基づき、ONAの 設定を是とする裁定を下すとともに、分離子
会社要件の撤廃および州公益事業委員会の管轄権侵犯についての新たな調査を開始した。

1991.1ア クセスチャージに価格 上限制導入

1990年9月 の 決 定 に基 づ き施 行 。

1991.2NTIA、 米国の周波数 理政策に関する報告 を発表

周波数利用の効率を高めるため、周波数の分配や割当て方式について提言。

1991.7リ ーン判 、RHCの 報サー ス提供 面解 の を下す

ただし、この決定が地裁に審理を差し戻した控訴裁の決定の趣 旨と抵触する恐れがあり得るとして、決定の発効は上級審の結
論待ちとした。→ 解禁に反対するANPA(米 国新聞出版者協会)がこの決定の破棄を求めて上訴。解禁推進派の司法省・RHC
は決定の即時発効を求めて上訴。

1991.8FCC、AT&Tの ジネス向けサービス に規制緩和

長距離通信事業者の規制方法に関する調査(1990年3月 開始)結果に基く裁定。ビジネス顧客へのプライスキャップ規制を廃止
し、14日前の届出とする。個別顧客との契約ベースのタリフを認め、14日前の届出とする。

1991.9BT、Syncordiaの 設 立 発

多 国籍 企 業 向け にワンストップ ・シ ョッピングで グローバ ルサ ー ビスを提 供 しようとい う目的 。本 拠 は アメリカ に置 く。

1991.10ワ シントン控訴裁、RHCに よる情報サー ス提供を即時に認 める決定

RHCsに よる情報サービス提供を即時に認め、決定の効力を上級審の判断待ちとした部分を裁量権の濫用として破棄した。

1991.10NTIA、 イン フラス トラクチ ャー 報 ロ 発

インフラストラクチャーの現状・問題点・将来を包括的に検討した上で、競争の増大と規制の緩和によってインフラストラクチャー
の開発 ・投資が促進されるという立場から、FCCより一歩進んだ競争政策を提案。

1991.11 FCC、ONAに よる 度サー ス の 件 確定

BOCがONAに よりサービスを提供するにあたって遵守すべき要件を定めた。

1991.12FCC、 国際専用 の単 再販を認める 針を決

国際計算料金に関する第二次調査の裁定。計算料金引下げを目的に、相手国における参入機会の「同等性の確認テスト」を
行い、相互主義を前提として国際専用線の単純再販を認める。

1992.1FCC、 しい移動通 信サー ス用帯域 保のため、大 な周波 再配分計画を 案

移動データ通信、PCSなどの新サービスを推進するため、2GHz帯 に220MHz分 の周波数を確保する計画を発表。また、周波数
再分配に必要な規則制定手続きを開始。,

1992.3MCIが 「Friends&Family」 サ ー ス を 開 始

一般 加 入 者 向 けの割 引きサ ービスで
、加 入 者 が 予 め登録 した電 話番 号 へ の通 話料 金 を割 引 きす る制 度 。このサ ー ビスは爆 発

的 な人 気を集 め 、短 期 間 でAT&Tの 顧 客を大 量 に奪 った。以 後 、ほ とん どの会 社 がこのサ ー ビスを真 似 て提 供 するようになった
ため、この種 の サ ー ビスを 「F&F」型 サー ビスと呼 ぶ 。→ 日本 で はKDDが1994年5月 か ら開始 した 「KDDフ ァミリー トーク」が初 。

1992.31TUのWARC-92で 、LEO用 周 波 割 当 て

LEO用 に1,610～1,625MHz帯 を 割 当て る ことを決 定 。

1992.6FCC、 テ レ ネ ットワ ー クに よ るCATV所 有 を 解

1991年12月 に開 始 した 手続 きに基 づ き決 定 。
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1992.7FCC、 市内電話会社 に アオ イヤル トーン・サー スを認める決定

市内電話会社にビデオダイヤルトーン・サービスを認める裁定を下すと共に、電話会社がCATV会 社に資本参加できるよう議会
に法改正を勧告。

1992.7CATV制 法 案 、下 で 可 決

2月に上院でもCATV規 制法案が可決されている。ただし同一法案ではない。

1gg2.8FCC、Mot。rolaにlridium計 画 用 衛星の打ち上1を 認可

lridium:Motorolaが 計 画 してい る低 軌道 衛 星 を利 用 した衛 星 移 動 体 通 信 サ ー ビス。

1992.8米 国 、カナ 、メキ シ コの3ヵ 国 、NAFTA(北 米 自 由 貿 易 )で最 合意

電 気 通 信 サ ービスに関 して は 、公 衆 網 の開 放 、電 気 通 信 サ ー ビスの 自由化 、を原 則 としてい る。1994年1月1日 発 効。

1992.9FCC、 市内専用アクセス分野の相互 を拡大する決定を採択

コロケーションによる市内電話会社の専用線と長距離事業者・CAPの伝送回線の相互接続を認める決定を採択するとともに、さら
に交換網の相互接続に関する調査も開始した。→1993年8月 、交換網との相互接続を認める決定。

1992.9FCC、 新 た な 無 線 サ ー ビス に2GHz帯 の220MHzを 割 り当 て る ことを 決 定

PCSな どの新 たな無 線 サ ーーービスに、2GHz帯 の220MHzを 割 り当てることを決 定 。1992年1月 の提 案 内容 とほ ぼ 同一 内 容。

1992.10CATvj者 保護及 競争法成立

大統 領 の拒 否 権 を覆 し、CATV料 金 を規 制 し競 争 を促 進 す る法 律 「CableTelevisionConsumerProtectionandCompetition
Actof1992」 が成 立した。CATVは ほとん ど規 制 が 無 く、地域 独 占で 競 争も無 いため料 金 の値 上 げ が続 き、消 費者 か ら苦情 が

出て いた。従 来FCCの 規則 に委 ね られ ていた 「有 効 な競 争 状 況 」にっ い て法 律 上 定義 され 、競 争 状 況 にないケ ーブル システム

は 、自治 体 の料 金 規 制 を受 けることになり、事 実 上 ほとん どのCATVが 規 制 を受 けることになった。また、この法 律 により、
must-carry規 則 が 定 められ たほか 、ケ ーブル 番 組 ネ ットワー クは 、DBSな どの競 合メディアに対 しても適 正 価 格 で番 組 を供 給 し

なけれ ばな らない ことにな り、DBSの 成 功 につ ながることになった。→1993年4月1日 、FCCが 料 金 規 制 のガ イドラインとなる規 則
を採 択 。

1992.10FCC、 外 系国際通信事業者の規 制を 和 る決 を下

外資系国際通信事業者は原則として非支配的事業者とし、その外資系事業者が米国からの発信先の対地国において支配的
事業者である場合は支配的事業者として規制する。

1992.11 AT&T、McCawの 式3396買 収 す る と発

いず れ は経 営権 を握 る予 定 。これ が実現 す れ ば地 域 電 話 会 社 を経 由せ ず 直接 エンドユ ー ザ ー にサ ー ビスを提 供 できるた め 、

1984年 のAT&T分 割 の理 念 を崩 すことになり得 る。→1993年8月 、100%買 収 に変 更。

1992.11FCC、 非 支 配 的 に する規制差し控え政 を る決

FCCは 変更する必要無しと判断。

1992.11 ワシントン控訴裁、規制差し控え政策を通信法違反とする判決を下

FCCに は非支配的事業者に規制を差し控える権限が通信法上無いとし、AT&Tへ の救済措置、損害賠償、FCC規 則の改正な
どを考慮して再審査するよう命じた。

1993.1 TimeWarner、 フル サ ー ス ネ ットワ ー ク 」の 構 発 表

業 界2位 のCATV事 業者TimeWamer社 が、「フル サ ー ビスネ ットワー ク」の構 築 を発 表 した。フル サー ビスネ ットワークは 交換 機 能
を持 つ 広 帯 域CATVネ ットワークで 、電 気 通 信 サ ー ビスを含 む 多様 な サー ビスの 提供 を 目的 とす る。後 にUSWestが 出 資 ・提 携

することになった。

1993.2ク リン トン 大 統 領 、 ハイ ェイ構 画 発

情報スーパーハイウェイの構築が競争力強化及び経済発展に不可欠であるという認識のもと、HPC法 に基づくHPCC計 画の推
進、情報スーパーハイウェイ計画(高速大容量ネットワークによる公的機関・教育機関の接続)、情報通信基盤整備に関する特
別委員会の設置、情報通信基盤技術プログラム、ネットワークを通じた連邦政府情報の公開などを具体策として提示。→9月 、
行動計画を発表。

1993.3BTNA、 国 交 サー ス及 国際専用 回線 の再販をFCCに 申

BTの 米 現 地 子 会社BTNorthAmericaは 、国 際 交 換 サ ー ビス、国 際 専 用 回線 の再 販 の認 可 をFCCに 申請 した。国境 を超 えて回

線 の 両端 で1事 業者 がサー ビスを提 供 としようとす るもので 、国 際 的 なワンストップ ・ショッピングを可 能 にす るもの。国 際VPNの 提

供 が狙 い。

1993.4AT&T、BTNAと 同 の サ ー ス の 供 計 画 を発 表

AT&Tは 、BTNAと 同様 のグローバ ル サ ー ビス の提 供 計 画 を発 表 し、相 互 主 義 のもとで 、英 国 に おい ても米 国 の事 業 者 が 同等 の

サ ー ビスを提 供 できるようになるまでは 、BTNAの 申請 を認 めない ようFCCに 要 請 した。この 分 野 には 将 来 性 があるた め、AT&T
が急 遽 対 抗 措 置 を打 ち 出したもの。

1993.5800番 サ ー ビス で ナ ン ハ ー ・一 タ リティ開 始

着信課金サービスでナンバーポータビリティが開始。AT&Tの 顧客を巡り長距離市場での競争が激化。

1993.5AT&TとKDDと シ ンガ'・一 ル テ レコム 、「W。rldSource」 コン ソー シ ア ム を結

「WorldSource」 コンソー シアムは 、ワンストップ ・シ ョッピングで多 国籍 企 業 向け グローバ ル ・ネ ットワー クサー ビスを提 供 する。

「WorldSource」 はサ ー ビスブランド。他 の主 要 国 の 電 気 通信 事 業者 にも参 加 を呼 び掛 けてい く。→9月24日 、事業 会 社 である

WorldPartners社 を設 立。→1999年 末で 解 消 。
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出 来 事

1993.6FCC、 コロケーションによる地域専 用線との相 互接続 方法に関す る裁定を下す

1992年9月 の裁定のあと審査していたコロケーションによる地域専用線と長距離・CAP事業者との相互接続の方法について裁定
を下 す。

1993.6MC|とBT、 グローバルサ ービス提供 のための合弁企業設立に合意

互 い に資 本 を持 ち合 うと共 に合 弁 企 業 の 設 立 に合 意 。AT&TのWorldSourceに 対 抗 す るもの。→8月 に、本 部 をワシントン に置

き、資 本 金10億 ドル うち75.1%をBT、24.9%をMCIが 出資 す ることで大 筋 合 意 。

1993.6FCC、 狭帯域PCSに ついての規 則を制 定し周 波数帯域を割当て

狭帯域PCSは 、PCSの 中でもページングサービスなどの使用周波数帯幅が少ない比較的簡易なサービスを指している。
〔規制の主な内容〕
・認可する営業区域
一全 国(11事 業 者 まで)

一地 域(47地 域
、各13事 業 者 まで)

一ローカル(487エ リア 、各11事 業 者 まで)
・免 許 期 間 は10年

1993.8FCC、 市 内交換網 の相互 大する決定を採

年間の州際サービスの売上が1億ドルを超える地域電話会社に対し第三者の伝送施設の交換網への接続を認めるよう命じたも
の。専用線の相互接続に続き、交換網の相互接続も命じることになり、市内電話サービスに一層の競争導入が果たされた。

1993.8周 波 の 競 争 入 札 制 度 な どを め た 法 力 成 立

OmnibusBudgetReconciliationActof1993に より、通信 法 が 改正 され 、新 規 周 波数 の割 当て への 競 争 入 札 制 の導 入 が定 め ら

れ る。また 、電波 使 用 料 の徴 収 や 、州 の規 制 権 限 を撤 廃 してFCCに 一 元 化 す ることも定 められ た。

1993.8AT&T、McCaw画 質 で 合 意

1992年11月 発 表 時 は33%の 買 収 予 定 であったが 、今 後 移 動 体 通信 が 重 要 になるという認 識 が 更 に高 まり、今 回の 発 表 となっ

た。

1993.8FCC、 非 支配的通信事業者のタリフ申.則 制 定

2月から進められていた調査に基づく裁定であり、実施1日前までのタリフ届出を義務づける内容。AT&Tの 反発は必至。

1993.8バ ー ジ ニ ア 連 邦 地 裁 、ケ ー ル 通 信 策 法 に 違 判 決

1992年12月 のBellAtlanticの 提 訴 に 対す る判 決 。電話 会 社 によるTV番 組 提 供 の禁 止 を定 め たケー ブル 通 信 政 策 法 は 、憲 法修

正 第 一 条(言 論 の 自 由の保 障)に 反 し違 憲 で あるとい う判 断 。

1993.9FCC、 帯域PCSの 許方針と周波数の 当 決定

〔内容 〕
・大 商業 地域(M司orTradingArea:51地 域)

地 域 ごとに2社30MHzず つ。51地 域 全 部 につ い て申請 す るも可
・基 礎 地域(BasicTradingArea:492地 域)

地 域 ごとに、1社 に20MHz、4社 に10MHzず っ
・免 許 期 間 は10年

1993.9米 国 政 府 、Nllア クシ ョン ラ ンを 発

NII(NationallnformationInfrastructure:全 国情 報 インフラ)構 築 のた めの 以 下 の9の 指 針 と、そ の実 現 の ため のアクションプラン

を発 表 した。以 後 、これ が情 報 通 信 基 盤 整 備 計 画 の原 型 とな り、世 界 的 に大 きな影 響 を与 えてい る。

〔指針 〕

(1)適 正 な税 制 ・規 制 政 策 を通 じて民 間 投 資 を奨 励

(2)情 報 資源 を全 国 民 が安 く利 用 で きるよう「ユニバ ー サル サ ービス」概 念 を拡 大

(3)技 術 革 新 及 び 新 しいアプ リケー ションの促 進 を側 面 か ら援 助

(4)シ ー ムレスで対 話 型 で ユー ザ ー 主 導 のNII運 用 を促 進

(5)情 報 のセ キュリティとネ ットワー クの信 頼 性 の 保証

(6)無 線 周 波 数 帯 域 の管 理 の 改 善

(7)知 的 所 有 権 の保 護

(8)州 政 府 や 地 方 自治 体 及 び外 国 との調 整 を図 る
(9)政 府 情 報 へ の アクセスの拡 大 と政 府 調 達 の改 善

1993.10BellAtlantic、CATV最 大 手TC1の 買 収 を 発 表

TCIと 、そ の番 組 制 作 子 会 社LibertyMediaを 買収 す ると発 表 。地 域 電話 会社 とCATV事 業 者 との この合 併 は 、今 後インフラ構 築

や 産 業 の再 編 を促 す 大きな原 動 力 となる可能 性 が ある。た だし、この 買 収 が法 的 に認 め られ るか どうか はまだ不 確 定で ある。→
1994年2月 に 白紙 撤 回。

1993.10FCC、LittleLEOの 免 許 付 与 ・運 用 関 係 規 則 を 制

1月14日 に周 波数 割 当 て及 びVITAへ の仮 認 可 の決 定を下 していた。低 軌 道(LowEarthOrbit:LEO)衛 星 を利 用 して電 気 通 信

サ ービスを提 供 す るものの うち、音 声以 外 の サ ー ビスに特 化す ることによって全 体コストを抑 えてい るもの を一 般 にLittleLEOと

呼 び 、音 声 を含 めた大 規 模 なものをBigLEOと 呼ぶ 。MotoloraのlridiumはBigLEOの 一 つで ある。LittleLEOは 、トラックの位 置

検 索や 盗難 車 の 追尾 など幅 広 い用 途 が考 えられ ている。

1993.11 Pac桁cTelesisの 移 動 通 信 部 門 力 分 離 ・独 立

設 立 会 社 名 は 「PacTelCorp.」 。ただ し、PCSな どの新 サ ー ビスで今 後 競合 す ると見 られ る。
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臼■函■ 出 来 事

1993.11 連邦最 裁、RHCに よる情報サー ス提供全面解禁を支持する決定

RHCに よる情報サービス提供の全面解禁を認めた控訴審判決を支持。これにより、RHCは 晴れて自由に情報サービスを提供で
きることになった。

1993.12FCC、3社 にPCS許 先 的 に 付 与 す る

Moneer'sPreference制 度 に 基 づき、1992年10月8日 に仮 認 可 されて いた3社 に優 先 的 に付 与 。PCS用 周 波 数 はオ ー クション に

よることになっているが、この制 度 による場 合 は 無 料 であり、しかも広 い 帯 域 が与 え られ る。→ 後 に無 償 措 置 は撤 回 され 、有料 に

なった。

1994.1 ア副大 領、Nllへ向けた 通信規制緩和案を発表

電気通信に関する政策・法改正に関する政府方針を発表した。以下の5項 目の基本原則が提示されている。
(1)NIIへの民間投資の奨励
(2)競争の促進と保護
(3)ネットワークへの自由なアクセスを確保
(4)情報に関して「持てる者」と「持たざる者」を創出しない
(5)政策・規制の柔軟性を確保

1994.1ア メリカ 邦政府、 通信 法改革に関する政 白 」 発

通信法改正法案のガイドラインとして、ゴア副大統領の演説に沿った通信法改正に関する政府白書を発表した。

1994.2FCC、 移動 通信サー ス規制の一般的 組み を制定

従来、新しいサービスが出現することに制定してきたことを改め、一元的・統一的な規制の枠組みを定めることにした。

1994:2FCC、 狭帯域PCSの 免許 針を決定

1993年6月 の決 定 とあわ せ 、狭 帯 域PCSの 規 制 の 枠組 み や 周 波 数 の割 当 が全 て決 まった。

〔内容 〕
営 業 地域
・全 国(11事 業 者)

・地 域(東 部 、南 部 、南 西 、中部 、西 部 の5地 域 。全 米 人 口の ほぼ20%ず つ:各6事 業者)
・MTA(全 国51地 域:各7事 業 者)

・BTA(全 国492地 域:各2事 業 者)

1994.2BeilAtlanticとTCIの 合 併 力 白 紙 回 とな る

前 日にFCCが 発表したCATVの 料金規制強化により、CATV事 業者の収益力に不安が生じ、合併の魅力が薄れたためと言わ
れている。

1994.3FCC、 新規移動体通信サ ー ス用周波数割 当に関 る包括規則を制定

これは、新規移動体通信サービスの周波数を競争入札で割り当てる場合の一般的なガイドライン的規則を定めたもので、ここに
定められた原則を基に、サービスごとに個々の規則が制定される。したがって、PCSにはPCS用 の競争入札規則が必要。→
1997年12月 、サービスごとの規則制定を廃止した包括的規則を採択。

1994.3ア 副 大 統 領 、Gllの を 唱

ブエ ノスアイレスで 開催 され た第1回 世 界 電 気 通信 開発 会議 で 、GI1(GlobalInformationInfrastructure)の 構 築 を提 唱 した。内

容 はNIIと同 じで 、アメリカの や り方 を世 界 にそ っくりその まま広 げ ようとす る戦 略 とも言 える。

1994.4FCC、 域PCSの 入札 則 決

(1)入 札 方 法:SimultaneousMultiple-RoundBidding(同 時 に複 数 の免 許 に入 札)

(2)入 札 者 希 望者 は全 て 以 下 の算 定 式 に基 づく金 額 を払 い 込 まな けれ ばな らな い

免許 地 域 内の 人 口 ×0.02ド ル ×割 当周 波 数(1MHz単 位)
また、落 札者 はこの 払 込 金 と合 わせ 落札 額 の20%を 頭 金

として支 払 う

(3)社 会 的 弱 者 へ の優 遇 措 置

1994.6 裁 、FCCの コ ロケ ー シ ョン蜆 貝1 と判断

FCCは1993年8月 、大手地域電気通信事業者に対して相互接続事業者(長 距離電気通信事業者やCAPs)の 電気通信設備を
事業所内に併置する義務を課す地域相互接続拡大規則を採択したが、ワシントン控訴裁はこの規則を無効とし、FCCに 差し戻
した。コロケーションは財産権の侵害に該当し、それを命令する権限が通信法上FCCに 認められているとは言えないというのが
その理由である。また、FCCの 規則では物理的なコロケーションの他に疑似(Virtua1)コロケーションも定められていたが、物理
的コロケーションを原則とし疑似コロケーションはあくまで例外として規定されていたため、疑似コロケーションのみでは意味を成
さないとして、疑似コロケーション自体も否定された。

1994.6DBPTelekomとFranceTelecom、Sprintと 携

この提 携 により、3社 は共 同して 国際 電 気 通 信 網 を運 営 し、サ ー ビスを提 供 す る。DBPTelekomとFranceTelecomは42億 ドル で

Sprintの 株 式 の20%を 取 得 し、役 員 も派遣 する予 定 。提 携 に 基 づ く国際 電 気 通 信 サ ー ビスの 提 供 は 、グロー バル パ ー トナ ー

シップ 委 員 会(GPB)の 下に 事 業 部 門 を設 立 して実 施 す る。GBPで は各 社 同等 の権 利 を持 つ。

1994.6司 法 力BTとMCIの 提携を 実上承認、両 は合弁会 設立を発

米 司 法省 は、BTとMCIの 合 弁 会 社 を相 手 取 り、独 占禁 止 法 に基 づ く訴訟 を提 起 したが 、同時 に同 意 審 決(和 解)案 を提 示 し、事

実 上 両社 の提 携 を承 認 した 。同 意 審 決案 で は 、BTか ら新 会 社 へ のサ ー ビスの料 金 ・条 件 などの 開示 が義 務 づ け られ 、MCI以

外 の 米通 信 事 業 者 に 対し差 別 的取 り扱 いをしない ことなどが 条件 として付 され ている。両社 は 合 弁 会 社 「Concert
CommunicationsServices」 の 設 立 を発 表 。
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1994. 6ア メリカで 多 チ ャン ネ ル の デ ジ タル 衛 星 放 送 開 始'・

デ ィジタル 方 式 で150チ ャンネル(DirecTV、USSBの2社 合 計)の 放 送 を提 供 す る。

受 信 システ ム:700～900ド ル 、受 信 料 月額:20～30ド ル,

1994. 6連 邦最高裁 、FCCの 非支配 的事業者への料金規制の差 し控えを違法とする

FCCに タリフ届出を不要とする権限は与えられていないと判示。タリフ届出要件の改定は可。

1994. 6UnisourceとAT&T系 のWorldPartnersが 提 携

オ ラン ダ 、ス ウェ ー デ ン 、スイス を 中 心 とす るUnisourceと 、AT&T、KDD、 シ ン ガ ポ ー ル テ レコム を 中 心 とす るWorldPartnersと が 提

携 した 。

1994. 6FCC、 広帯域PCSの 入札 細則を決 定

広帯域PCSの 入札手続きの制定が遅れていたが、ようやく決定した。これでPCSの 免許手続きは全て整ったことになり、後は実
施を待つばかりである。

1994.6BellAtlanticとNYNEXの セルラー子 同士 カ ロ併

両社は、双方のセルラー電話事業子会社を合併し、新会社を設立することに合意。設立新会社は全米4位 のセルラー電話会社
になる。AT&TやMCIの 移動体通信事業への進出を強く意識した動きであり、今後新たな提携が発表される可能性もある。

1994.7FCC、 の 用 ア オ イヤ ル トー ン の ・運 営 を認 可

BellAtlanticが 商用 化 を 申請 してい たニュー ジャージ ー州 ドーバ ー タウンでの ビデ オダイヤル トーンネ ットワー クの運 営 ・構 築 を

認 可した。これ まで はテストが 認 め られ てい ただ けで 、商 用 化 の認 可 は 今 回 が初 めてで ある。今 後 他 の 申 請 につ い ても認 められ
ると予 想 され る。・

1994.7FCC、 話会社 との相互接 は疑似コロケーション 原則 と る

6月 に物理的コロケーションが憲法違反だと判断されたのを受け、疑似コロケーションを原則とするよう改めたもの。物理的コロ
ケーションは地域電話会社がオプションとして提供するものと位置付けられる。

1994.9FCC、 米 間 の 国 用 の 再 販 認 め る を下 す

再販 事業 者 であるACCGIobalCorp.とAlannaInc.の 申請 を認 めたもの 。イギリスで の 自由化 の進 展 を評 価 したものと言 える。

1994.9FCCの 認 可を得 、AT&TのMcCaw買 収手 き力 了

最後に残っていたFCCの 認可(無線局移転の認可)を得て、法的課題が全て解決した。買収総額は126億 ドル。

1994.9ア 副 、ITUでGllを 提 唱

米 国 からの 衛 星 中継 で演 説 し、GIIの必要 性 を強 調 す るとともに 、1998年 を 目処 にGIIの 運 用 を開 始す ることを示 唆 した。また、次

期ITU全 権 委 員 会 議 の アメリカ 開催 を提 案 した。

1994・10Fcc、BigLEoの 免 許 ・運 営 規 則 を 制 定

1994年1月 に示 した規 則 制 定 案 に基 づ き制 定 。

1994.10BellAtlantic/NYNEXとAirTouch/USWest、 移 動 通 信 で 合 弁

BellAtlanticとNYNEXは7月 に 、USWestとAirTouch(4月 にPacificTelesisか ら分離 独 立)は8月 にそ れ ぞれ 携 帯 電 話 の合 弁 会

社 の設 立 に合 意 してい たが 、このほ ど、さらにこのグル ー プ 同士 が合 弁 企 業 を設 立す ることに合 意 した。4社 合 わ せ た加 入者 数
は400万 を超 え、カバ ーエ リアの人 口は1億 を超 える全 米 一 の事 業 者 となるが、実現 には今 後認 可 を得 る必 要 がある。

1994.10貿 易 臣、英 間 の国 専用線単 再販を認めると発表

9月19日 にFCCが 英米間の国際専用線単純再販を認める裁定を下したことを受けた決定。従来イギリスは自国と同等に自由化
されていることを条件に、オーストラリア、カナダ、スウェーデンの3国のみしか認めていなかった。

1994.10SprintとCATV大 手3カ し、 に参 入

提 携 を発 表 したの は、SprintとCATV業 界最 大手 のTCI、 同3位 のComcast、 同6位 のCoxで 、4社共 同 出 資で 長 距 離 ・地域 ・携 帯

電 話 サ ー ビスを統 合 して 提 供 す る新 会 社 「SprintTelecommunicationsVenture(STV)」 を設 立 す る。広 帯 域PCS免 許 の 入 札 にも

参 加 予 定 。出資 比 率 は 、Sprint40%、TCI30%、 あとの2社 は15%ず つ。地域 網 にはCATV網 を利 用 し、規 制 緩 和 の動 向 に合 わ

せ て順 次 サ ー ビスの導 入 ・拡 大 を図 る予 定 。

1994.12AT&T、Unisourceと の 口 弁 会 社 ヨー ロッパ に 設 立 す ると発

これ までAT&Tは 、rWorldPartners」 な ど従 来 の 国際 電 気 通信 事 業者 間 の秩 序 の枠 か らそ れ ほどは み 出 したもので はな い提 携

を通 じて多 国籍 企 業 向 けサ ー ビスのワンストップシ ョッピングの 提供 を進 め、Unisourceと の提 携 も発 表 してい た。今 回そ れを更

に一 歩進 め合 弁 企 業 の 設 立 を発 表 したことは 、明 らか にBT・MCIグ ル ープ 、FranceTelecom・DBPTelekom・Sprintグ ル ー プ に

対抗 す るた めのものである。Unisource側 が60%、AT&T側 が40%を 出 資す る予 定。従 業 員 は2,000人 くらい で 、EUの 認 可 を受 け
て1995年 中 に営 業 を開始 す る計 画(設 立新 社 名 は 「Uniworld」)。→1997年10月30日 にUniworldが 認 可 され た 。なお 、両 者 は

1996年5月 、新 たな合 弁 計 画 を発 表 。

1994.12TimeWarner力 完 ア ジ タル 型 双 方 向CATV実 験 を開 始

フロリダ州 オ ー ランドで フル サ ー ビスネットワークの 実験 を開 始 した。1995年 中 には4,000世 帯 まで 拡 大 す る予 定 。実験 内容 は 、

VOD、 双 方 向テ レビショッピング 、双 方 向テ レビゲ ー ム。電 話 サ ー ビスも1995年 半 ばに始 める予 定 。→1997年 末 で 中止 。

1995.lFCC、 電話 社 に営業地域 内でのテレ 番組提供を認 める方針を発表

電話会社にその営業地域でのテレビ番組提供を認めないケーブル通信政策法は憲法違反だという裁判所の判断が相次いだ
ため、FCCは 、電話会社による営業地域内での自社制作番組の提供は合法だという仮の決定を下し、電話会社が営業地域内
でテレビ番組を提供する規則制定手続きを開始した。

一41一



臼■囲■ 出 来 事

1995.1 FCC、AT&Tの ライスキャッ 規 一 緩和

小 企 業 用 ビジネス通 話 に課 せ られ てい たプライスキャップ規 制 を外 し、簡 素 化 され た規 制 に移 す ことにした。これ により、プライス

キャップ規 制 が 課せ られるのは 、住 宅 用 長 距 離 サ ー ビス 、アナ ログ専 用 線 サ ー ビス、800番 番 号案 内サ ー ビス、オ プショナル ・
コー リング・プランだ けになった。

1995.1Fcc、BigLEo三 計 画 に 許 付 与

イリジウム、グローバ ル スター、オ デ ッセイの3計 画 に免 許 を付 与 した。あとの2計 画 は財 務 資料 不 十分 として1年 の猶 予 を与 え

た。

1995.3SprintとCATV 3社 、 話網構 計画 発

SprintとTCI、Comcast、Coxは 電 話網 構 築 で の提 携 を発 表 してい たが、その 事 業 計 画 を発 表 した。それ によれ ば、今 後3年 間 で

44億 ドル を投 資 し、PCS網 やCATV電 話 網 と統 合 した電 話 網 を構 築 す る。出 資 は 、Sprintが40%、TCIが30%、Comcast、Coxが

15%ず つ。また、Teleport社 もこのコン¥一 シ アムにい ず れ 参 加 の 予 定。

1995.3帯PCSの 市圏免 のオークション終了

広 帯域PCS免 許 の 大都 市 圏(99免 許)の オ ークション が終 了 し、約70億 ドル が 国庫 に収 められ ることになった。免 許 のほとん ど

は 、大手 の 通信 事 業者 の手 に入 った(99免 許 の うち70はAT&T系 、Sprint系、RHCs系 が取 得 した)。

1995.4RHCs、Bellcoreの 却 を 決

相互に競争関係に立つようになるなど、共同の調査・研究という当初の目的が薄れてきたため。

1995・4り 一ン判 、RHCsに セルラー電話の長距 離サー ス 認 める

ワシントン連邦地裁のグリーン判事は、RHCsに セルラー電話の長距離サービスの提供を以下のような条件付きで認めた。
(1)別会社によること
セルラー電話長距離サービスは、物理的にも運営的にも地域電話会社とは別会社で提供すること。

(2)イコールアクセスプランの提出
イコールアクセスプランを司法省に提出し認可を受けること。
(3)再販規制
運営会社は、他事業者から購入したサービスのうち長距離サービスのみしか再販できず、他事業者からの長距離サービスの

購入は必要な量の45%ま でしかできない。
(4)アンバンドリング
運営会社は、長距離サービスと地域サービスを区分した価格設定やマーケティングをしなければならない。

1995.5MCI、 再販 手の買収を発

携 帯 電 話 回 線 再 販最 大 手で あるNationwideCellular社 を1億9,000万 ドル で 買収 す ると発 表 した。MCIは 今 後 とも無 線 通信 網 を
自社 所 有 せ ず 、付 加 価 値 の 高 い無 線 サ ー ビスの創 造 に投 資 す る方 針 。

1995.6DeutscheTelekom、FranceTelecom、Sprint、 ロ 設 で調印

ヨー ロッパ とアメリカ に1社 ず つ 合 計2社 の合 弁 企 業 設 立 、お よびDeutscheTelekom、FranceTelecomのSprintへ のそれ ぞれ10

%(計20%、 総 額 約41億 ドル)の 出 資 に調 印 した。ヨー ロッパ に設 立 され る事 業 グル ー プ はブ リュッセル に本部 を置 き、ドイツ ・フ

ランス以 外 のヨー ロッパ 地 域 でサ ー ビスを提 供 す る。DeutscheTelekomとFranceTelecomの 合 弁 企 業 であるAtlasが2/3を 出 資

し、残 りをSprintが 出 資 す る。また、アメリカに 設 立 す る事 業 グル ー プ は欧 ・米 以 外 の 地域 でサ ー ビスを提供 し、SprintとAtlasとの

対 等 出資 である。

1995・7FCC、HDTVの 導入 則を 面 的に見直す方 を決

HDTVの 開発・普及促進を意図して1993年 に制定されたが、これを全面的に見直し、多チャンネルサービスを念頭においた規
則の制定を目指すことにした。

1995・7ウ ォル ト・ア イ ニ ー 、ABCの 買 収 を発 表

3大 ネットワー クの一 つ であるABCを190億 ドル で 買 収 す ることを発 表 した。また、翌 日にはWestinghouseElectric(WE)が 、CBS

を54億 ドル で 買収 す ると発 表 した。放 送 の規 制 緩 和 や マル チ メデ ィア時 代 の到 来 が ひきがね 。→1999年 、WEは 放 送 部 門以 外

を売 却 し、社名 をCBSに 変 更。

1995.8FCC、 ネ ットワ ー クに よる 番 組 所 及 販 解

三 大(ABC、CBS、NBC)ネ ットワー クには1970年 に採 択 され たfin/syn規 則 が課 され てい た。これ は 、番組 供給 の 多様 化 を促 進

し、番 組 制 作 業 の振 興 を図 ることを 目的 に、三 大 ネ ットワー クによるテ レビ番 組 の所 有 及 び 販 売 を制 限 してきた規 則 である。1993

年 、この規 則 を段 階 的 に緩 和 し、1995年11月10日 に 失効 させ る決 定 をして お り、今 回 、失 効 させ ることが適 当という決 定を採 択
した。更 にその期 日まで待 つ 必 要 は無 い として 、この決 定 が官 報 に公 布 され ると同 時 に解 禁す ることにした。

1995.9AT&T、 業 の3分 を発 表

企 業 体 質 を強 化 するため 、通 信 サ ービス部 門 、通信 機 器 製 造 部 門 、コンピュータ部 門 の3社 に 分 割す ることを発 表 した。採 算 が

悪 化 してい るコンピュータ部 門は 分 離独 立 させ 、資 本 関 係 を無 くす 。また、金 融 サ ー ビス部 門 は 売 却 す る。→1996年10月 、基

礎 技 術 の 開 発 で輝 か しい伝 統 を持 つ ベ ル 研 究 所 を含 む 機 器 製 造 部 門が 「LucentTechnologies」 として分 離独 立 。

1995.9TimeWarner、TBSの 買 収 で 合 意

TimeWamerは 、CNNを 傘 下 に持 つ ター ナ ・一ーー一・ブ ロー ドキャスティング ・システム(TBS)を 総 額75億 ドル で 買収 す ることで合意 し

た。

1995.10FCC、AT&Tを 国 内 で 配的 業者」とする

AT&Tの 国 内電 気 通 信 市 場 での 地位 を「支 配 的 事 業 者(dominantcarrier)」 か ら「非 支 配 的 事 業 者(non-dominantcarrier)と し、

他 の 長 距 離 事 業 者 と同 等 の扱 い とす る決 定 を下 した。ただ し、低 所 得 ユ ーザ 向け の過 渡 的 措 置 を義 務 づ けた。国 際電 気 通信

市場 では 依 然 として 「支配 的 事 業 者 」の 規 制 を受 ける。
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1995.111TUのWRC-95で 、LEO用 周 波 当 て 作 業 力 ほ1兀 了

}繋留甥:纏 綿 鍵誌罐鑓聯ξ鵬 灘讃 弊 夕撚 諸姦濫 曇三鑑翌信部分
1995.UFCC、 外 国 企 の 入 にECOテ ス ト 用 る 貝1を採

憂欝碧麟翻灘紫劉 を麗議皆蝋㌶;㍑慧諸霊耀き欝;≧ 雛 綴 辣;駕数羅饗
た。従 って 、国際 専 用線 単 純 再 販(公 事接 続)に つい ては 「同 等性(equivarency)の 確 認 アスト」、それ 以 外 につい てはECOア ス

トが適 用 され ることになる。

1996.lFCC、 衛星通信の国内/国 際区分 廃

米国衛星による衛星サービス事業者(固 定系、移動系、DBSなど)は、国内/国 際を問わずサービスを提供できるようになる。

1996.1AT&T、 星"に 入

衛 星 放 送 事 業者DirecTvの 株 式2.5%を 親 会 社 のHughesか ら1億3,750万 ドル で 買 収 す ることで合 意 した。今 後5年 で30%ま で 出

資比率を拡大する権利も含まれる。→1997年12月 、電気通信事業に専念するため提携解消。

1996.1MCI、 衛星放 送に 出

全米をカバーする衛星放送用周波数を6億8,200万 ドルで落札するとともに、オーストラリアのメディア事業グループであるNews
との合弁で放送サービス提供会社を設立する計画を発表した。

1996.1PhoenixカGlobalOne」 と し て 発 足

事 業 名 は 「GlobalOne」(Phoenixは これ ま で の 仮 称)。SprintとDeutscheTelekom、FranceTelecomの 合 弁 が 承 認 され た の を 受

け 、ベ ル ギ ー の ブ リュ ッセ ル とア メリカ の ヴ ァー ジ ニ ア州 レス トン にそ れ ぞ れ 事 業 会 社 「GlobalOne(Europe)」 、「GlobalOne

(World)」 を設 立 した 。 日本 で は 日本 ス プ リン ト(株)が4月1日 か ら「グ ロー バ ル ワン(株)」 とな っ た 。

1996.2米 通 信 法 改 正 が 成 立

2月1日 、両院 協 議 会 で調 整 した統 一案 を、上院 で91対5、 下院 で414対16と 、両院 とも圧倒 的 多数 で 可 決 した。2月8日 、クリント

嬢鰻ぞ還雑嚢漂纏縫鷲論難変縞 涜霧男雛 鶉 ㍗耀鰯蹴灘2罐嬬駿8廃
し、狼褻・暴力番組を阻止する機能をテレビ受像機の製造要件とすることや、双方向コンピュータサービスでの未成年への下品
な通信の禁止など、問題となる条項も含まれている。

1996.4SBCとPacificTelesis力 合 併 で 合

RHCs同 士 の合 併。通 信 法 改 正 で可 能 になった。存続 会 社 はSBC。 年 内 に合 併 完 了の 予 定 で 、AT&Tに 次 ぐ全 米 第2位 の 電 気

通 信 事 業者 が誕 生す る。→1996年11月 に 司法 省 が承 認 。→1997年1月31日 にFCCが 承 認 。→1997年4月1日 、合 併 成 立 。

1996.4BellAtlanticとNynex力 合 併 で 合 意

新 会 社 はBellAtlantic。RHCs同 士 の合 併 としては2件 目。成 立 す れ ばAT&Tに 次 ぐ全 米 第 二の 事 業者 が誕 生す る。→1997年8
月 に合 併成 立。

1996.5FCC、 国 でAT&Tを 非支配的 業者と る決定

国内市場に続き、国際市場でも非支配的事業者とした。これにより長距離事業者に支配的事業者は存在しないことになった。

1996.5AT&TとUnisource、 ヨー ロ ッパ で の 合 弁 会 社 設 立 を 発 表

従 来 のUniworld構 想 を更 に拡 張し、欧 州 で の事 業 全 てを統 合 す る合 弁 会 社 「AT&T-UnisourceServices」 の設 立 に合 意 した と発

蓑鞍 §職場群 携堅 吉旛融ξ繋鑑㌶麗麟竺践講澱 忘㍑ 顎罐霊}羨信
委員会からまだ認可を得られず、設立されていない。

1996.5FCC、OVS規 則を採択

OVS(オ ープン・ビデオ・システム)規則を採択した。電気通信事業者だけでなく既存のCATV事 業者もOVS事 業者への転換が
可能。ただし、CATV事 業者が営業地域内でOVS事 業者に転換するには「効果的な競争」状態にあることを要する。OVS事 業者
は1つの独立系番組会社が使う容量を自社で使う容量以下に制限できる(原則としてOVS事 業者は1/3まで自社利用できる)。
CATV事 業者に対する「マストキャリールール」や「再送信同意ルール」はOVSに もそのまま適用される。OVS伝 送料金について
は干渉せず。OVSを 公衆電気通信事業とは位置付けない。

1996.6連 邦 地 裁 、通 信 品 位 法 を 違 として 施 行 を一 時 差 し止 め る 命 令

フィラデル フィア連 邦 地 裁 は 、1996年 電 気 通 信 法虫 の通信 品位 法の 「下 品 な(indecent)」(隈 褻 〔obscene〕とは概 念 が異 なる)通

騰 竃竃 竃竃耀竃騰 竃竃㌶欝欝塁㌶繕 ㌶葺鵜鎌竃
1996.6FCC、PCSと セルラーの相互所 有禁止 制 廃

1995年12月 、第6巡回控訴裁判所の判決で、相互所有を禁止しなければ反競争的行為が起こるという判断を裏付けるに十分な
根拠をFCCが 提出し得なかったとして、FCCは 敗訴していた。

1996.6FCC、 移動通信 者に固 練サービス 認める決

§禦麟 霧　麟 　蟻碧雲]謡鍵 離 欝㍑裂震§茄天認識旨遼嚢欝i『と蒜6」禦 §謄離塁聖教
ると期 待 している。
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1996.6FCC、 電話番号'・一タ リティに関 る 則を制定 ,"`

'1997年10月 までには新しい電話番号ポータビリティを100大都市圏(MSA)で 提供を開始し、1998年12月末までには完了させ
る。それまでは既存の技術で対処しなければならない。1999年からは100大都市圏以外でも提供を開始しなければならない。
FCCは どのような技術を採用すべきかは述べず、現に受けているサービスが品質が落ちることなくそのまま受けられるよう求めて
いる。番号ポータビリティの実現は、地域電話会社の長距離市場進出にあたって満たすべき14のチェック項目の一つである。

1996.6FCC、BOC子 会社 による域外長距 サー ス暫定規則 を採択

BOCに よる域外長距離サービス参入を早期に認めるための暫定的規則(CCDocketNo.96-21)。 以下の条件を満たす場合、
地域外長距離サービスを提供するBOC子 会社を「非支配的事業者」とする。→1997年4月 、域内・域外を問わず 「非支配的事
業者」とする決定。
(1)親会社との会計分離。
(2)設備を親会社と共有しない。
(3)親会社からのサービスの調達はタリフに基づく。

1996.7FCC、RHCs3社 の 国 サ ー ス 出 認 可

認 可 され た の は 、NYNEX、Ameritech、BellAtlanticで 、設 備 を借 りて 再 販 サ ー ビスを 提 供 す る。

1996.8FCC、 地 域 との相互接 に関 る 州 一 貝1(イ ドライン)を採

改正通信法に基づき、地域電話会社との相互接続に関する全州統一規則を採択(FCC96-325)。 州公益委員会は、この規則
で定められたガイドラインに従い規制を実施する。地域網の要素をアンバンドリングして販売することとし、その料金は長期増分
コスト(TELRIC)に よらなければならず、過去に投資したコストを料金に反映させることを認めない。また、リセール向けに大幅な

割引による卸売価格を設定するよう求めている。地域市場開放の環境設定としては、この規則と、この後に続くユニバーサル
サービス規則と州際アクセスチャージ規則の3つでひと揃いとなる。また、8月8日、この相互接続規則を補充する、ダイヤリング・
パリティ、非差別的アクセス、ネットワーク開放、番号管理についての規則を採択した。→1997年5月7日 、ユニバーサルサービ
ス規則と州際アクセスチャージ規則が同時に採択された。

1996.8WorldCom、MFSの 買 発

長 距 離 市 場 第4位 のWorldComが 、CAP最 大 手 のMFSを140億 ドル で 買収 す ることに合 意 したと発 表 。

1996.9Hughes、PanAmSatの 買 収 を 発

世 界 最 大 の民 間 国 際 衛 星通 信 事 業 者PanAmSatを30億 ドル で 買収 す ると発 表 。Intelsatに対 抗 できる規 模 を持 つ 民 間 衛 星 通信
事 業 者 が誕 生 す ることになる。Hughesは 、同 社 傘 下 の国 内衛 星 通 信 サ ー ビス会 社HughesCommunicationsGalaxyとPanAmSat

を合 併 させ る。合 併 会 社名 はPanAmSatと す る。

1996.9L。ral、AT&Tの 衛 星 通 信 サ ー ス 部 門 の 買 収 を 発

AT&TのSkynetSatelliteServiceを7億1,250万 ドル で 買収 。SkynetはC及 びKバ ンドで国 内の 番 組 伝 送 サー ビスを専 門 に扱 って

いる。AT&Tは 国 際衛 星通 信 部 門 か らは撤 退 しな い 予 定。Loralは 衛 星 製 造 業者 であるが、サ ー ビスへ の 進 出 に力 を入 れ てい

る。

1996.10 LucentTechnologiesカAT&Tか ら兀 に 独 立

AT&Tが 同社 所 有 のLucent株 す べ てを同 社 株 主 に割 り当 てたことにより、ベ ル 研 究所 を抱 えAT&Tの 製 造 部 門 を担 ってい た

LucentTechnologiesは 、資 本 関係 の全 くない 別 会 社 とな った。

1996.10政 、 号 術 の 出 規 制 を纏 る 針 発

暗 号 技術 輸 出者 は、暗 号解 読システム(keyrecoverysystem)を2年 以 内 に 開発 す ることを条件 に、一 般 輸 出免 許(期 間6ヵ月)
が与 え られ る。暗 号 解 読システムは 、裁 判所 の令 状 があれ ば 解読 キー を与 える。システ ムは第 三 者 機 関で 管理 す る。56ビ ット以

上 の暗 号 技 術 の輸 出は この システ ムの 存 在 が なけれ ば認 め られ ない 。1997年1月 か ら発 効。

1996.10ク リン トン政 、次 世 代 イン ター ネ ット を発表

次 世 代インターネット(NextGenerationlntemet:NGD構 想 を発 表 。以 下 の3項 目を 目標 とす る。

① 大 学及 び 国 立研 究 機 関 を現 在 のインター ネットより100～1000倍 速 いネ ットワー クで接 続 す る

② 次 世代 ネ ットワー キング技 術 の 実験 推 進

③ 重 要な 新 アプリケ ーションの 開 発(保 健 、安 全 保 障 、遠 隔 教 育 、科 学研 究 など)

1996.10 最 裁、地域相互 則 行 止め処分を支

地域電話会社の訴えに基づいて第8巡回連邦控訴裁が10月15日 に下した施行差止め仮処分を、連邦最高裁が支持する決
定。11月12日 、さらに全裁判官による決定で確認。料金規制に関する州に対するFCCの 先占管轄権、及びFCCの 料金算定基
準の当否が問題となっている。→1997年7月18日 に第8巡 回連邦控訴裁が一部無効とする判決。→1999年1月 、連邦最高裁
が控訴裁の判断を覆し、FCCを 支持する判決。

1996.11BTとMCI力 合 を 発

合 併 新会 社 は 「Concert」で(既 存 の 両社 の 合 弁 企 業 名 は 「ConcertCommunicationsServices」)、 ロンドンとワシ ントンに本 部 を

置 き、BTとMCIは 、同社 の全 額 出 資 子 会 社 として 、それ ぞれ の 国で 従 来 どお りBT、MCIの ブランドで サ ー ビスを提 供 す る。今

後 、FCCや 司法 省 、Oftel、欧 州 委 員会 などの 認 可 が必 要 になるが 、もし合 併 が成 立す れ ば 、売 上 高420億 ドル の 国 際 的事 業者
が誕 生 す ることになる。BTがMCIを 買 収 す る形 態 。→1997年11月 、MCIはWorldComに よる買収 を選 択 。

1996.11FCC、 国 際 市 で の 競 のため計算 金の 化 決

この決定により、米国キャリアは、外国キャリア参入命令で採択された実効的競争機会(ECO)テ ストを満たす国の相手事業者と
の間では、FCCの 国際決済政策(ISP)を逸脱する支払い取り決めを交渉できる。ECOテ ストを満たさない国の事業者であって
も、当該事業者による市場力の乱用を妨げ、市場優先の価格決定と競争を推進するであろうことを明示すれば可能。この決定
により、例えば、ひとつのキャリアが計算料金を使わないで合衆国と外国の市場の間でエンド・エンドサービスを提供でき、また
米国キャリアは米国内で接続及び分配する権利を海外事業者に競争入札させることができる。また、トラフィックの比例リターン
原則も成文化した。この規則は衛星移動電話サービスには適用されないが、将来的に適用する可能性は留保している。
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1996.11AT&Tカ=1一 ル バ ック方 式 で 日 米 国 際 通 信 市 場 へ 本 格 参 入

10月 末 に意 向 を表 明し、AT&Tの ような大 手 が コール バ ック方 式 で参 入 す ることは大 きな衝 撃 となっていた。→1997年4月21日

か らC&Wも コー ル バ ックサ ー ビス開 始 。

1996.12FCC、BOCsの 内 長 距 サ ー ス 入 に 関 る ヨ 会 計 的 セ ー フ ー ド 則 .-

1996年 電 気 通 信 法272条 に 、BOCsの 域 内長 距離 サ ー ビス参 入 の 条件 の一 つ として 、非 会 計 的 セ ー フガ ー ドとして分 離 子 会社

によることが 定 め られ てお り、その 施 行 規 則 を採 択 した。伝 送 ・交換 設 備 、土 地 、建 物 の 共 有を禁 止 し、運 営 ・設 置 ・保 守 機 能 の

提 供を受 けることを相 互 に禁 止 す る。また 、役 員 や 社 員 の 両社 兼 務も禁 止 す る(CCDocketNo.96「149)。

1996.12FCC、BOCsの サ ー ス 参 入 に 関 す る会 計 的 セ ー フガ ー ド 則

現 行 のセ ー フガ ー ドを継 続 す るという規 則 制 定 案 を採 択(CCDocketNo.96-150)。

1996.12FCC、 ア ジ タル テ レ 標 採

コンピュー タ業界 と放送 業 界 が11月 に合意 した内 容 に沿 った標 準 を採 択 。ビデ オ フォー マットの方 式(イ ンター レース方 式 かプ

ログレッシブ 方式)は 定 めず 、市 場 の 選 択 に委 ね る(MMDOCKETNO.87-268)。

1997.1FCC、 ア クセ ス 用 に5GHzの300MHzを 閉 る

1996年4月25日 に開 始 した規 則 制 定 手 続 きに基 づき、5GHz帯 の300MHzを 高 速 アクセス用 回 線 として 無償 開 放 す ることを決 定

蹴認霧㌶纏蟷鑛耀 綴蓋纈 鍔潔講馨i誘鞍聯i莞4瀦篇i㌶鵠袈㌫情
報 基盤 整備 にお ける安 価 なアクセス回線 構 築 手段 として期 待 され ている。免 許 不 要 のため 、U-NII(unlicensedNII)と 呼 ば れる。
SUPERNet(SharedUnlicensedPersonalRadioNetwork)構 想 を具 体 化 したもの。

1997.2FCC、BellAtlanticとNYNEXの 子 会 社 に 設 備 ベ ー ス の 国 際 サ ー ス を 認 め る

両社 のそ れ ぞ れ の子 会 社(BellAtlanticCommunications,Inc.〔BACI〕 及 びNYNEXLongDistanceCompany〔NYNEXLD〕)

に、両社 の営 業 区域 外 発 信 で の設 備 ベ ー スの国 際 サー ビス提 供 を認 め る。これ らの子 会 社 は 非 支 配 的 事 業 者 と分 類 され た。

1997.3FCC、LMDSの サ ー ス 規 則 及 入 札 規 則 を 採 択

LocalMultipointDistributionService(LMDS)は 、27.5～28.35GHz、29.1～29.25GHz』1.0～31.3GHz帯 を利 用 す る広 帯 域 地

域 無線 配 信 システムで、多 チ ャンネルTV放 送 や 電 話 、TV電 話 、デ ー タ伝 送 サ ービス が可 能 であり、地 域 電 話 ・CATV重 湯 の 競

争 を更 に 活性 化 させ るもの と期 待 され る。BasicTradingAreas(BTAs)毎 に1,150MHz免 許 と150MHz免 許 の合 計2つ が付 与 さ
れ る。一事 業者 が取 得 できる免 許 数 に制 限は 無 い が、既 存 の地 域電 話 会 社 及 びCATV事 業 者 は 、その 営 業 地 域 内 の

1,150MHz免 許 を3年 間 は 取 得 できない。免 許 取 得 者 は 、10年 以 内に 「実 質 的 なサ ービス(substantialservice)」 を提 供 す る義 務

を負 う(CCDocketNo.92-297)。 →12月10日 に周 波数 の入 札 。→1998年2月18日 に延 期 され て実 施 、3月25日 終 了。

1997.4SBCとPacificTelesis力 正 式 合 併

唯 一残 ってい たカリフォル ニア州 公 益 事 業 委 員 会 の承 認 を3月31日 に得 て 、4月1日 付 けで 合 併 成 立 。これ により売 上 高235億 ド
ル の会 社 が誕 生。存 続 会 社 はSBC。

1997.4FCC、 地 上 波 テ レ を1999中 に7ージ タル 化 す る決

4大 ネ ットワー ク系列 テ レビ局 は 、テ レビ視 聴 の上 位10市 場で は1999年5月1日 まで 、上 位11～30の 市場 では 同11月1日 まで に

㌃㌶整聲製開静灘緒織 蔽え品数輻躍鵠三歳欝三欝亮懲蹄巖欝麟淫蕩影≧ ま
始 に合 意 して いる(MMDocketNo.87-268)。 →1998年2月17日 、チ ャンネル 割 当て表 を修 正 。

1997.4BT及MCI、Telefonicaと な 提 携 で 合

Telefonicaの 国 際事 業 子 会 社TelefbnicaIntemationalS.A.(TISA)とMCIが アメリカ大 陸 を対象 にサ ー ビスを提 供 す る合 弁 会社

を折 半 で出 資 して設 立 す る。Telefbnicaは 中南 米 に 強い 地盤 を持 つ 。Concert陣 営 は4月14に ポ ル トガル テ レコムとも提 携 してお
り、これ によりラテンアメリカで 大 きな地 歩 を得 た。TelefonicaはUnisourceか ら脱 退 す る予 定 で 、AT&T-Unisource陣 営 には 大きな

痛 手 。→BTとMCIの 提 携 解 消 により、この合 意 は 不確 定とな った が、1998年3月 、TelefbnicaとWorldCom及 びMCIは 、この合 意

を基 にした新 た な提携 を発 表 。

1997.4FCC、 地域 電話会社の域 内長距 ・国際子会社を非支配 的 業 と分 る決定

BOC及 びGTEな どの独立系既存地域事業者は、域内長距離・国際サービスの提供にあたっては分離子会社によらなければな
らないが、その長距離・国際子会社を、営業地域の内外を問わず、非支配的事業者と分類する決定を下した(CCDocket
No.96-149,96-61)。 国際を含め長距離市場はすでに充分な競争状態にあり、また、域内長距離サービスへの参入条件がボト
ルネック支配に対する措置になっているという理由。ただし統合して提供している独立系既存地域事業者に対し、分離子会社と
するまでの移行期間として1998年4月18日 までの1年間の猶予を認めた。→1998年3月 、猶予期間の延期を決定。

1997・51ridium、 の 衛 星 打 上{

第1弾 とな る5基 の 打 ち上 げ に成 功 。残 り61基 を今 後 順 次 打 上 げ 、1998年9月 頃 にサ ー ビス開 始 予 定 。

1997.5FCC、 ユニバーサルサー ス 則を採択

連邦と州の合同委員会の勧告に沿った内容の規則を採択。ユニバーサルサービスとして公衆網への音声級アクセスなど全部

墓難繋㌶甥遥遥彊麓駝霊鑑蜜繍篠㌶窒惣 禦纏零歳岳義裂傷嬬書き潔理聖
バ ーサ ル サ ー ビスを提 供 で きるす べ ての 地 域 キャリア(移 動 体 通 信 事 業者 を含 む)は 補 償 を受 ける資格 がある。ユ ニバ ーサ ル

サ ービスの定 義 は2001年1月1日 まで に合 同 委 員 会 で見 直 す 予 定。提 案 してい たユニバ ーサ ル サ ー ビスの コスト算 出メカニズム
は 充分 な信 頼性 が無 い として 、新 た に調 査 を公 示 す ることに したが、将 来 的 に発 生 す るコストをベ ー スにす ることに代 わ りは 無

い。新 しい コスト算 出メカニズムは1999年1月1日 か ら施行 され る予 定 で 、それ まで は現 在 の方 法 が適 用 され る(CCDocket

No.96-45)。
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1997.5FCC、 州際アクセスチャージ規則を採択

ユニバ ー サル サ ー ビス規 則 と同 日に採 択 。従 来NTS(non-trathc-sensitive)で あるにも係 らず 分 単位 の 従 量 制 になってい た部

分 を定額 制 にす るなど、よりコストベ ースに近 付 ける。今 回 の規 則 を適 用 す れ ば 現 在 の額 か ら約17億 ドル の減 額 になる。ここに採
択 された殆 どの規 則 は 、プ ライスキャップ規 制 を受 ける既 存 の地 域 事 業 者 にとって、1998年1月1日 か ら施 行 。またこの中 で 、

情 報 サ ービス事 業 者(ISP)に 州 際 アクセスチ ャージ を課 さない とい う暫 定 決 定 を下 し、ISPの取扱 い をどうす るか意 見 を求 め てい

る(FCC97-158,CCDocketNo.96-262)。 この 規 則 の採 択 に より、FCCが 三 部 作 と称 して いた規 則(地 域 相 互接 続 規 則 、ユ ニ
バ ー サル サ ービス規 則 、州 際 アクセスチ ャー ジ規 則)が 一 応 揃 った。

1997.5FCC、 地域 業者のアクセスチャージに対する ライスキャッ 規 則を採 択

ユニバーサルサービス規則及び州際アクセスチャージ規則と同 日に採択。地域事業者のアクセスチャージに対し、一律に物価
指数一6.5%を上限とするプライスキャップ規制を課す。一方、従来、設定した利益率以上に儲けた場合、次の年に値下げして顧
客(アクセスを購入している者)に その利益を還元しなければならなかったが、それを廃止した(FCC97-158)。

1997.6ア メリカとEU力 通信機器などの相互認証で合

通信機器のほか、医療機器、医薬品など。

1997.6邦 最 裁、通信品位 に違 判決

「下 品 な(indecent)」 通 信(根 嚢 〔obscene〕とは概 念 が異 なる)及 び 「明らか に不 快 な(patentlyoffensive)」 通 信 の禁 止 は 、言 論 の

自由 を保 障 する憲 法修 正 第1条 に違 反 す るとして、7対2で 原 審 を支 持 。→7月16日 、大統 領 は 業 界 に 自主規 制 を要 請 。

1997.7ア メリカ政 、インターネット利用電 子 取 引の 興 発

クリントン大統領が、「AFRAMEWORKFORGLOBALELECTRONICCOMMERCE」 を発表した。規制は市場の発展を阻害す
るとして、民間主導を原則とする。特に、インターネットにおける電子商取引を無税とすると共に関税も無しにすること(自由貿易
圏とすること)を提唱した点が論議を呼ぶ。そのほか、プライバシー保護や有害コンテンツの取扱いなど、民間の自主規制を基
本とし、政府はその確立に協力することや、暗号などのセキュリティの信頼性を高めるために政府と民間で協力すること、知的財
産権保護のためWIPOの 新条約を批准することなどを勧告している。

1997.7AT&TとUnisourceカSTET(Telecomltalia)と

ヨー ロッパ お よび ラテ ンアメリカでの 国 際事 業で 提 携 す ることに合 意 。TelecomItaliaは 、ヨー ロッパ で はAT&T及 びUnisourceの 合

弁 であるAT&T-UnisourceCommunicationsServices(AUCS)に 参 加 し(30%ま で 出資 す るオ プションを持 つ)、ラテ ンアメリカで
は 、AT&Tと 折 半 出 資 の合 弁 会 社 を設 立す る。

1997.7SBCが 改正通信法を違憲 として提訴

6月にFCCか ら長距離進出の認証を得られなかったSBCが 、SBCを含むベル系電話会社にのみ特に不利益を課す改正通信法
271～275条 を違憲として提訴。また、7月3日にFCCの 決定を不服として巡回連邦控訴裁に提訴。→12月31日 、SBCの 主張を
認める違憲判決が出る。

1997.7第8連 邦巡回控訴裁、FCCの 相互 続規 則を一部無効 とす る判決

相互接続及びリセールの基準価格に関するFCCの 管轄権、個別の相互接続協定に含まれる条項を参入予定他社が「pickand
Choose」することを認めること(いわゆる最恵国待遇)、通信法251条 に基づくFCCの 規則は州内事項であっても州を拘束するこ
と、などの条項を違法とした。コスト算出方法としてのTELRICの 妥当性については言及せず、州に強制できないとするに止まっ
た。FCCは 最高裁に上告すると表明。→1999年1月 、連邦最高裁は控訴裁の判決を覆し、FCCを 支持する判決。

1997.8Pioneer'sPreference制 力 廃 止

Pioneer'sPreference制 度 を廃 止 す る通 信 法 改 正 を含 む1997年 均衡 予算 法 が成 立 したことにより廃 止 。13の 申請 がFCCで 審 査

中だ ったが 、審 査 打 ち切 り。

1997.8FCC、 計 にベンチマーク制 入する規則を採択

米 国キャリア と外 国キャリア間 の計 算 料 金 に つ き、高 所得 国 、中 所 得 国 、低 所 得 国 ごとにベ ンチ マー ク(目 安 となる料 金 帯)を 設

定し、そ の範 囲 内とするように求 める。上 限 は 、高 所 得 国 は15セ ント、中(高 ・低)所 得 国は19セ ント、低 所 得 国 は23セ ントで ある。
ベ ンチ マー クは、国 際伝 送 、国 際交 換 、国 内配 信 の3要 素 の コストの合 計 で あり、当 該 外 国 キャリアの 自国 内 ユー ザ ー 向 けタリフ

料 金 をベ ースにす る。外 資 系 事 業 者 が設 備 ベ ースで 国際 サ ー ビス に参 入 す る際 は 、この条 件 を満 た す ことを条 件 とす る。移 行

期 間 として規 則 の 適 用 を、高 所 得 国 は1999年1月1日 か ら、中(高)所 得 国 は2000年1月1日 か ら、中(低)所 得 国 は2001年1月1

日か ら、低所 得 国 は2002年1月1日 か ら、電話 普 及 率 が1%未 満 の 国 は2003年1月1日 か らとす る(IBDocketNo.96-261)。 な
お 、所 得 による国の 分 類 は 、世 界 銀 行 による1人 当 たりの 国 民 総 生 産 に基 づく分 類 で 、高 所 得 国 は8,956ド ル 以 上 、中 高所 得 国

は2,896～8,955ド ル 、中低 所 得 国 は726～2,895ド ル 、低 所 得 国 は726ド ル 以 下 。→9月26日 、KDDが 規則 取 消 しを求 めて提

訴。

1997.8FCCの 承 認 を 受 け 、BellAtlanticとNYNEX力 正 式 合 併

8月14日 、FCCが 両 社 が提 案 した両 社 営 業 区域 内で の地 域 市 場 競 争 促 進 策 を4年 間 実 施す ることを条件 として認 可 。これ により

法 的 な問題 が全 て解 決 し、両社 は正 式 合 併 を発 表。BellAtlanticがNYNEXを 吸 収 す る形 態。

1997.9AT&TとTelecomltalia力 持合いに合意

AT&TがTelecomItalia株1.2%を 購 入 す る額 と同 額(ド ル)分 のAT&Tの 株 式 を 、TelecomItaliaが 購 入 す る。これ は7月2日 の

AT&T及 びUnisourceとTelecomItaliaと の 合 意 実 現 を 前 提 とす る契 約 。

1997.10WorldCom、MCIに 約3 ドルで買収 案

BTよ りも有利 な条 件 で 買収 を提 案 。MCI株 一株 を41.50ド ル 分 のWorldCom株 と交 換 す る方 式 。これ は 前 日のMCI株 の 終値 より
41%高 く、総 額 は 約300億 ドル で 、BTよ り90億 ドル 高 い。

1997.10Lora1カOrion買 収 、国 際 衛 星 通 信 市 場 に 進 出

Orionの 買 収 により、国 際衛 星 通 信 サ ー ビス分 野 に進 出。買 収 額 は約4億9,000万 ドル 。
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1997.10第8連 邦 巡回控訴裁、相互 続規則のアンバンドル 式を一部無 とする判決

FCCの 規則では、競合他社がアンバンドルされたネットワーク要素を複数購入する場合、地域電話会社側でそれらの要素を統

議鷲繍{1灘鍵㌶竃き蟹欝鰹墜鷺難戴講義戴蟹繋轍藷
る。→11月19日 、FCCは 最 高裁 に判 決 を見 直 す よう申し立 て。

1997.llWorldComとMC1、 総 額 約370億 ドル で の 買 収 に 合

WorldComが 買 収額 をMCI株 一株41.50ド ル か ら51ドル に引 き上 げ ることでMCIと 合 意 。買 収 総 額 約370億 ドル 。BTも 同意 し、所

ξ㌶議罐纏1竃灘叢騰離離翼翼鶴 翼輔翼竃竃麟鶯
ConcertCommunicationsSelvicesは 存 続 し、MCIの 出資 分24.9%に つい て、BTが コール オ プション(買 っ権 利)を 持 つ 。また 、
BTが 支 払 を受 けるの は合 併 完 了後 であり、それ までBTは 他 のアメリカの 事 業者 との提 携 は できな いことになっている。

1997.11FCC、WTO合 意 国 に 対 し外 資 制 を 廃 す る 則 を 採 択

WTO基 本 電気 通信 交 渉 で合 意 した 国の事 業 者 につ いて 、以 下の参 入 規 制 撤 廃 を採 択。非WTg合 意 国 には従 来 通 りの外 資

規 制 を適 用 す る。(FCC97-398、IBDocketNo.97-142,95-22)。 →1998年2月5日 にWTO合 意 が発 効 したことを受 け、同2月9日
か ら施 行 。

1灘 警 鶏 鰐 ㌫ 譲 協 蔵
せず、有線.無線、も(鰍の場合間搬 資で)1・・%の外資を認め、海底

癬 纏 ㌶ ㌶ 嘉 しθ§留瓢 黒熊 霧 鵬 翼 鵠 麺 騰 繰 葺頸 ξ㌶ 嬢
は独占契約を締結可能。50%以 上であっても支配力が無いことの反証があれば可。また、自国の国際市場で支配力を建つ外

需鑑 灘禦 ㌫;彗罐 嶽灘罐涜轟綴 欝欝 粥麟 蚤聖裁提鑑 腰 蓑
鑑 ㍗麟 麟 潔魍鵠鋸勘㍊曇鮨縫湯 島薗駕欝 ㌶ 柔託娼豊郷 ㌶鶉社
は「非支配的事業者」と推定される。
2舞 璽 纏 霞 瓢 ⊆;編

等性(,q。、.、,en,y)テスト」は、ア、,力発イ言,ラフ.。クの,。%以 上の国際計蹴 ・・ベンチ
マーク規則を満たしている場合には適用しない。

1997.llFCC、 外国衛星に 国内通信サービス提供 認める 則を採

WTO合 意国の衛星については、固定系サービスも移動体サービスも米国市場への参入を認める。ただし、認証に条性を付す

齢露盤。罐穰鰹 欝欝 ㌶念蠕 麟 ぽ舗 蹴 銚 隠蟹手指彊晶蹴 を
1997.12AT&TカD|RECTVと の 提 携 を 消 、衛 星 放 送 か ら 退

DIRECTVの 加 入者 に、AT&Tを 通 じてDSS機 器 を販 売 す るとい う提 携 を解 消 し、資本 関係(2.5%の 出 資)も 無 くした(出 資 比 率 を

30%ま で 高 め るオプ ションも放 棄 した)。

1997.12TRWがOdysseyを 断 、ICOに 出'

自社 で進 めてきた衛 星移 動 通信 プロジェクトOdysseyを 断 念 。ICOの150万 株(7%)を 取得 し、技 術 面で 協 力 す るほ か経 営 会 議

に代 表 者(1人)を 派遣 す るなど、今 後1COの 中心 メンバ ー として運 営 に加 わ ることでICOと 合 意 。ICOとTRWの 間で係 争 中の 特

許 権 侵 害 訴 訟 は 取 り下 げ られ る。

1997.12FCC、 周 波 数 入 札 に 関 る統 一 規 則 を 採 択

これ まで は ガイドライン的 規 則 の 下 でサ ー ビス毎 に入 札 規則 を制 定 してきた が、一 つ の入 札 規 則旦 統 一 し、手 続 きも簡 素 化 した

(WTDocketNo.97-82、ETDocketNo.94-32)。 分 割 払 いの利 用や 小規 模 企 業 、女 性 、マイノリァィ、過 疎 地 の電 話 会 社 の入

札 参 加 促 進 策 につ いて 、さらに規 則 制 定 手続 きを継 続 。

1997.12テ キサス北地区連邦地裁 、ベル系会社のみ に不利 を課す改正通信'に 違 判決

SBCの 訴えを認容し、SBCを含むベル系電話会社にのみ特に不利益を課す改正通信法271～275条 は懲罰的で違憲であると
判断。この決定によれば、ベル系電話会社は地域市場を開放する必要なく即時に長距離市場 に参入できることになる。FC-Cや
長距離会社、ベル系以外の電話会社、全米CATV協 会、再販事業者協会などは判決の執行停止を請求。NTIAも改正通信法
を支持。→1998年2月ll日 に裁判所が執行停止を認容。→1998年9月4日 、第4巡回控訴裁判所が一審判決を破棄する判
決。→1999年1月 、連邦最高裁が控訴裁判決を支持。

1998.1AT&T、CAP最 大 手TCGの 買 収 発

TCG株1株 をAT&T株0.943株 と引き換 える方 式 で 、CAP最 大 手TeleportComrnunicationsGroup(TCG)を 総 額113億 ドル で 買

収 す ることに合 意 。今 後TCGはAT&Tの 地 域 事 業 部 門の 核 となる。→7月 、FCCの 合 併認 可を得 て手 続 き完 了。

1998.2FCC、 顧 報(CPM)の 保護 に関す る規則を採択

翼叢黙 嚢雛讐灘i竃i㌶羅難警議羅羅欝欝灘i
用するためには、顧客の承諾を必要とする。顧客情報保護に関するこれまでの規則は、この規則が取って代わる。

1998.2ア メリカ政 、WTOで 電子的伝'に 関税を課さないこと 提唱

WTO－ 般理事会で電子的伝送(コンテンツの電子的流通)に 関税を課さないことを提案。現在WTO加 盟国で電子的伝送に関

欝欝躍轟堅砦Σ㌶ 竃釈義呈纂魏薦竃藷嬬蓬葬競窪呈雲霧鷲驚i鵜璽霧鑛議畿幣P
や 、「電 子 的 伝 送(anelectronictransmission)」 とは 何 か に つ い て の 議 論 を 求 め るも の で は な い と強 調 して い る。
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1998.3TelefonicaカorldCom及MCIと 提 携

1997年4月 にMCIとTelefonicaが 合意 した合 弁 事 業 を基 に、ラテンアメリカ及 び ヨー ロッパ に お いて 、両者 が協 力 して事 業 展 開 を

進 めることで合 意 。TelefonicaとMCIの 合 弁 にっ い ては 、BTとMCIの 提 携 解 消 によりそ の行 末 が不 確 定 となってい たが 、
TelefonicaはMCI及 びWorldComと の提 携 継 続 を選 択 した。提 携 の主 な 内容 は以 下の とお り。この 提 携 に つい ては 、Portugal

Telecomも 参 加 す る方 針 。

(1)ヨー ロッパ 地 区 に つい て
Telefonicaは 、WorldComの ヨーロッパ の ビジネスネ ットワー クにデ ィストリビュー ター として参 加 す るほ か 、WorldComが 既 存 の

ヨー ロッパ 地 区 の事 業 を統 括 す るため に設 立す る予 定 の新 会 社 の株 式 を10%取 得 す るオプ ションを持 ち 、WorldComの イタリア

で の事 業 会 社 の株 式 を46%ま で 取 得す る権 利 を持 つ。また、今 後 南 欧 及 び 東欧 向け にWorldCom51%、Telefonica49%の 出 資

で 事 業会 社 を設 立 す る。

(2)ラテンアメリカ地 区 につ い て

ラテンアメリカを対象 にサ ービスを提 供 す る合 弁 会 社Telefonica-PanamericanaMCI(TPAM)を 、Telefonicaの 国 際 事 業 子会 社
TelefonicaInternationalS.A、(TISA)が51%、MCIが49%を 出 資 して設 立 す る。MCIはTISAの 株 式 を少 なくとも10%取 得 す るオ

プ ションを持 つ。米 国 内のスペ イン系 向 け市場 もTPAMの 事 業 に統 合 され る予定 。

1998.3FCC、 番 止 の 術 要 及 番 付けに関 る 則を採択

1996年 電 気 通 信 法 により、13インチ以 上 のテ レビ受 像 機 には 、番 組 を暴 力 ・セックス ・そ の他 子 供 に有 害 な内 容 に応 じて格 付 け

し、それ に基 づ いて親 が視 聴 を防止 で きるため の機 能(v-chip)の 内 蔵 が義 務 づ けられ ている。放 送 信 号 を受 信 して表 示 で きる

機 器 は す べ て対 象 となる。メデ ィア は問 わない 。有 線 か 無 線 かも問わ ない。したが ってビデ オボ ー ド付 きで デ ィスプ レイが13イ ン
チ 以 上 のPCは 含 まれ る。インター ネットか らダウンロー ドした映 像 ソフトを視 聴 す る機 能 につ い ては 規 則 の対 象 外 で あり、視 聴 防

止 機 能 を備 える必 要 は ない。番 組 格 付 け につい て は 、全 米 放 送 協 会(NAB)、 全 米CATV協 会(NCTA)、 全 米 動 画 協 会

(MPAA)が 共 同 で策 定 した 「TVParentalGuidelines」 を適 切 な 格付 けシステムであると認 定 してこれ を受 け入 れ 、視 聴 防止 機 能
につ いて は、モ デル の移 行 を考 慮 し、13インチ 以 上 のテ レビ受 像機 の製 造 につ い て、1999年7月1日 から製 造 モ デル の半 数 を

v-chip内 蔵 とし、2000年1月1日 か らは全 てv-chip内 蔵 とす ることを定 めた(FCC98-35、Fcc98-36)。

1998.5USWest、Qwestと の 共 同 マ ー ケ テ ィン で 長 距 離 サ ー ス を 供 す る と発 表

USWestの 地域サービスとQwestの長距離サービスの共同マーケティングにより、ユーザにワンストップショッピングを提供すると
いう内容の提携を発表(Qwestは さらにAmeritechとも同様の提携)。これに対し、BOCの 域内長距離サービス参入に当たって課
せられている規制を事実上脱法するものとしてAT&Tを 始めとする長距離事業者及び新規地域事業者が厳しく反発し、裁判所
に差止めを請求。FCC委 員長は両社の契約書全文を取り寄せて調査するようコモンキャリア局長に指示。裁判所はFCCの 判断
が出るまで契約書に関する審理を保留する決定。ただしAT&TのCEOで あるA㎜strong会長は、「実際のところ同様の提携を進
めたい」と年次株主総会で発言。→6月30日 、FCCは 調査の結論を出すまでとりあえず90日 間の契約発効差止めを命令。期間
延長もあり得る。→10月1日 、FCCは 通信法違反との決定。

1998.5SBCとAmeritech、 合 で 合

1997年4月 にPaci丘cTelesisを 買 収 したSBCが 、更 にAmeritechの 買 収 で合 意 したと発 表 。Ameritechの1株 をSBCの1.316株 と交

換 する形 態 で 、買 収 時 価 総 額620億 ドル 。新SBCの 株 式 は 旧SBCの 株 主 が56%、 旧Ameritech株 主 が44%を 所 有 す ることにな

る。今 後 は 司法 省 、FCC、 州 公 益 委 員 会な どの認 可 を得 な けれ ばならない が、これ が実 現 す れ ば、旧RHC3社 が一 つの 会社 に

再 編成 され ることになる。→1999年3月 、司 法省 がComcastCeUularの 買収 と併 せ 、条 件 付 きで 承 認。

1998.5MCI、 イ ン ター ネ ッ トノ ッ ク'・ 一 ン をC&Wに 却すると発表

C&Wが 、MCIの インターネ ットバ ックボー ン事 業を現 金6億2,500万 ドル(3億8,500万 ポンド)で 買収 す ることで合 意 。今 後 、アメリ

カ司法 省 及 び 欧 州 委 員 会 の認 可 が必 要 である。WorldComとMCIの 合 併 にあたって は、両 社 を併 せ たインター ネットバ ックボー
ンが市 場 の60%ほ どを 占めることが、司 法 省やFCCな どの認 可 を受 ける際 の最 大 の 障害 になると考 えられ てい たため 、今 回の

売 却合 意 によって合 併 実 現へ 大きく前 進 す ることになる。→7月8日 に欧州 委 員 会 が承 認 。

1998.6Sprint、 とデータを 合した通信網10N」 の構 を発表

劉儒蕊走り蕊頴 讃難論瀧選書麗麗 三部麗 ぽ間8当嬬堅を嬬霧誌鴎翼ε言霊
従来の通信網を、音声もデータの一つとし、セル交換によるデータ伝送をベースに一本化して再構築したものであり、ユーザは
アクセス回線一本で複数のサービスが同時に利用できることになる。通信料金は通信時間でなく通信データ量に基づくことにな
る模様で、同社によれば、10Nにより、電話料金は70%以 上低下するという。1998年後半から大企業向けにサービスが始まる予
定で、1999年半ばには一般企業、1999年後半には家庭でも利用できるようになる予定。→1999年1月 から大企業向けのサービ
ス開始。

1998.6AT&T、CATV大 手TCIの 買 収 で 合 意

AT&Tが 新 株 を発 行 してTCI株 と交 換 す る方 式 により買収 す ることで 、CATV業 界2位 のTCIと 合 意 。買収 総 額 は時 価 約480億 ド

ル 。AT&Tは 、現在 の消 費 者 向 け長 距 離 事 業 及 び 移 動 通 信 事 業 、インターネ ット事 業 を、TCIのCATV部 門 及 び 電 気 通 信 事 業 、

高 速インターネ ット事業 と統合 し、新 しくAT&TConsumerService事 業 部 門 を創 設 す る予 定 で 、地 域 市 場進 出 の 大きな 足掛 か り

となる。今 後 、司法 省 やFCCな どの承 認 が必 要 だ が 、FCC委 員 長 は、AT&TとTCIが 地 域 電 話 及 び 高速 インターネ ットアクセス

サ ーーーービスで 、消 費者 により多 くの選 択 を提 供 す ることを確 約 す るならば 、大 い に考 慮 に値す るとい う談 話 を発 表 。→12月 、司 法

省 が認 可 。→1999年2月 、FCCが 認 可。→1999年3月 、買収 手続 き完 了。

1998.7FCC、 地上アジタル放送波 のCATV再 送信 に関する調査手 きを開始

CATVに は地上波放送の再送信が義務づけられているが、地上デジタル放送では複数の方式が認められ、また、1chで複数の
番組を放送する方式も認められたため、この再送信義務をどう取扱うか課題となっていた。特にデジタル放送とアナログ放送を
併存させる移行期間の取扱いが難しいとしている。CATVの 加入率は1997年 末で67.3%で あり、また、地上波の再送信がCATV
事業に占める意味も大きい。どのように定めるかは地上デジタル放送の普及面からも大きな問題である(CSDocketNo.
98-120)。
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1998.7BTとAT&Tが グ ロー バ ル サ ー ビス で 提 携 、合 弁 会 社 を設 立 す る と発 表 、..・'㌔ 、

i繕難灘欝欝灘雛遊灘欝雛
妾議講 ¶聾鳥蟻潰㌶曇§爆裂 聾奈舞課蘂議ξ霧言口鵠 瑠 沼裟難器↑濫読」
とす ることに決 定。 一

1998.7BellAtlanticとGTE、 合 併 で 合 意

㌫ 瓢1鵠鍵 層羅貨癬 籠蕊藁爆鱗β麟 瓢 艦 ㌶監雛瀦禄高皆ち合併、
胃?糎空 麟 織 麟 糟繋 零晶,醜2醸 犠 鱗 雲螺 鍋 雀躍 ま灘8
GTEと さらに合 併 す るとな ると、旧RHC3社 分 の規 模 を持 つことになる。

1998.7ゴ ア副大統 領、プライバシー保護法の制定を提 唱

ネットワークにおけるプライバシー保護策の一環として、規則の改正や電子権利法(ElectronicBillofRights)を制定を提唱。主
な内容は以下のとおり。民間による自主規制を主張していたアメリカが方針転換。
(1)医療・信用情報といった重大な個人情報の保護強化のための規則の制定及び法律の改正
(2)「identity窃盗」、「個人資産情報窃盗」を処罰する法律の制定
(3)13歳未満の子供のオンラインでのプライバシーを保護する規則の制定

(情報収集に保護者の同意が必要とする)
(4)民間部門にオンラインのプライバシー保護のための実効的な自主規制の継続を強く要請

1998.95連 邦 巡 回 訴 裁 、ベ ル 系 話 会 社 に の み 不 利 を 定 を 合 と る判

ベ ル 系 電 話 会 社 にの み 特 に 不利 益 を課 す 改 正 通信 法271～275条 は懲 罰 的 で違 憲 で あるというSBCの 訴 えを認 容 した一 審 判

決 を覆 し、合 憲 とした。→12月 、BellAtlanticの 同様 の訴 えも退 けた。→1999年1月19日 、連 邦 最 高 裁 も却 下 。

1998.9WorldC。mとMCI力 合 併 、MCIWorldCom」 力 発 足

鍵整鴎㌶鷲呈露襲識語煕農繁閨蕊魏蓉襲爵x砦纏縫 蒜擢‡麗留鶏紫磐
「MCIWorldCom」 が誕 生 。

(1)MCIは 合 併 終 了 まで にインター ネット部 門を売 却す ること

(2惜 欝 霧 農繁 罐 謡 ㌫ ㊧霧 ㌘ 転については・現在進行中の1

1998.9LockheedがC。msat買 収 で 合

Lockheedの 子 会 社LockheedMartinがComsatを 総 額 約27億 ドル で 買 収 す ることで 合 意 。ま ずComsat株 の49%を1株45.5ド ル で

艦 灘 艦 齢 螢纏:㍑灘 霊㌶a艦麟 鑛顯繊 徹 概言騨綴 織 歯の承
認 が必 要 なほか 、これ までlntelsatやlnmarsatの 署 名 当事 者 として半 ば 公 共 的 立 場 にあったComsatに 関す る所 有 規 制 の撤 廃 が

必 要。

1998.10FCC、BOCとQwestの 共 同マーケティン による長距離サー スを違法とする決

男麗麗蜜舗装躍霧冨≡趨㌶場羅窪姦弦綴紐㌘き㌶鑓羅=蕊需蕩裁霧豆蔦
通 信 法271条 に違 反 す るとい う決 定を下 した。→1999年6月 、連 邦控 訴 裁 がFCCを 支 持 す る決 定 。

1998.10AT&T、 インターネット 話 業を強 力に 進 る方針 発表

i鷺竃鰻韓籔構藁蓑鶯繊 ㌶穰騰藁蓋馴纏欝欝竃雇
え られ る。

1998.10違 となった通信 品位法 と似た内 を一 に含む1999年 の 一 歳出 力

難難難ii灘欝欝灘繊難
に提 訴 。→11月19日 、施 行 差 止 め仮 決 定。→1999年2月 、施 行 差 止 め本 決 定 。

1998・101998ア ジ タル 作 力 立

1998年 デ ジタル 著 作 権 法(DigitalMillenniumCopyrightActof1998)が 成 立 。1996年12月 に締 結 され たWIPO条 約 の 国 内法 制

化 。また、著 作 権法 違 反 の場 合 の サー ビス ・プ ロバ イダー の責 任 を限 定す る規 定 もある。

1998.11国 衛 星 移 動 通 信 サ ー スlridium」 力 試 サ ー ス として ま る

畢聯 磐 爾離鰭裟 網 煙弾鍵驚 舎嘉綴 齢繁麟糟縫 譲書置麟 計
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1998.11 米で地上アジタル放送始まる

当初から開始を予定していた26局を含め、全米で42の 放送局が地上デジタル放送を開始した。

1998.11FCC、DBS に容 の4%公 共番組に する義 を課 則 採

1992年CATV消 費者保護及び競争法により、デジタル多チャンネル衛星放送事業者には、チャンネル容量の一定部分を教育
などの公共用番組に提供するよう義務づけられている。これに基づき、FCCは 、25チャンネル以上の番組を提供するDBS事 業
者に対し、容量の4%を 公共用チャンネルとして確保するよう義務づける規則を採択した。また、そのチャンネルで放送する公共
番組は、DBS事 業者が選択できるものとした(ただし1番組は1チャンネルまで)(MMDocketNo.93-25)。

1998・11FCC、 地上アジタル"の 有 付加サー スに す電波使用料額を決

1996年電気通信法において、放送事業者がデジタル放送用に指定された周波数の一部を用いて、有料でデータ伝送、ソフト
ウェア配信、音声配信などの付加サービスを提供した場合、電波使用料を支払わなければならない旨が規定されており、FCC
は、それら有料サービス総収入の5%を 電波使用料として課すことを決定した(MMDocketNo.97-247)。 ただし放送事業者によ
る有料付加サービスの提供は、数年先になる見通し。

1998.11 連邦地 、児 オンライン 護法(COPA)施 行差止め 決定

10月21日 に成 立 した児 童オ ンライン保 護 法(「未 成 年 者 に有 害 な(harmfUItominors)」 素 材 であることを知 りな がら提 供 した商 用

Webサ イトは 、クレジットカー ド、個 人認 証 番 号(PIN)、 そ の他 技 術 的 に 可能 な手 段 により、未 成 年 のア クセスを制 限しなか った場

合 、5万ドル 以 下の罰 金(意 図 的 に提 供 した場 合 、一 日につき5万 ドル 以 下の 罰 金)も しくは6ヶ 月 以 下 の懲 役 、又 は 両方 が科 せ
られ 、1日に つき5万 ドル 以 下 の支 払 いを求 める民 事 訴 訟 を提 起 す ることも可 能 とす る)に つ い て 、フィラデ ル フィア連 邦 地裁 は、

施 行 を差 し止 め る暫 定 的 禁止 命 令(temporaryrestrainingorder)を 下 した。

1998.11FCC、xDSLサ ー ス を 連 邦 の 管 轄 とす る 決 を 採 択

ILEC各 社 がISPそ の他 へ の 特 定 専用 回 線 向 け(回 線 交 換 や ダイヤル アップ接 続 は含 まない)xDSLサ ー ビスタリフをFCCに 申 請

したことを受 け、その管 轄 権 を審議 し、ISPのヘ アクセス回線 として利 用 され るで あろうxDSLサ ー ビスの エンド・エンドで の利 用 形

態 は 必然 的 に州 際 又 は 国際 になるとい う観 点 か ら、xDSLサ ー ビスは州 際 アクセスサー ビスで あり、タリフはFCCに 申請 するのが

適 当であるという決 定 を下 した。

1998.12AT&T、IBMの ネ ッ トワ ー ク を50億ドルで買収 ると発

AT&TがIBMの ネットワー クサー ビス事 業 「GlobalNetwork」 を50億 ドノレで 買 収 す ると共 に、ネットワー ク部 門 や デ ー タ処 理 部 門な

どを相 互 に アウトソー シングす ることを内容 とす る提 携 に合 意 。→1999年3月 、司 法省 の審 査 を通 過 。

1998.12CBSの 地 上 ア ジ タル 放 送 波 をTimeWamerCableが 配 信

11月 か ら地 上 デ ジタル 放 送 を開始 したCBSと 、CATV大 手 のTimeWarnerCableは 、CBSが 所 有 す る全 米14の 放 送 局の サー ビ
ス区域 内のTimeWamerCable局 で、CBSの デジ タル 放 送 波 を配 信す ることで合 意 した。CATVの 加 入 率 が高 いアメリカで は

CATV側 のデ ジタル 化 が デジタル 放 送 普 及 の鍵 を握 ってお り、このような提 携 はこれ が初 め て。TimeWarnerCableは 、す でに

デ ジタル 放 送 用 に設 備 を更 新 している地 域 か ら順 次 サ ー ビスを 開始 す る。また、当 面 、デジ タル 放 送 をアナ ログ設 備 でも見 るこ

とができるような技 術 につい て共 同 研 究 する。1998年 末 まで に70%の 加 入者 のシステムがデ ジタル 化 され 、2000年 末 まで に は

全 ての システムがデ ジタル 化 され る予 定。

1999.1FCCの 計 算 料 金 ベ ン チ マ ー ク規 制 、 行

各 国か ら批 判 の 高い 計 算 料 金(国 際 通 信 決 済 料 率)ベ ンチ マ ーク規 則 が発 効 。今 年 か ら適 用 され るの は15セ ント以 下 とす る高

所 得 国で 、以 後2000年1月1日 か ら中(高)所 得 国(19セ ント)、2001年1月1日 か ら中(低)所 得 国(19セ ント)、2002年1月1日 か ら低
所 得 国(23セ ント)、2003年1月1日 か ら電話 普 及 率1%未 満 の国(23セ ント)が適 用 され る。ただ し今 回 該 当していた国 際 キャリ

アの ほとん どはす で にベ ンチ マ ーク内 に収 まるよう業 者 間で 改 定 してい る。

1999.11ridium、 衛 星 携 帯 電 話 本 サ ー ス 及 べ ー ジ ャー サ ー ス を 開 始

グロー バル のペ ー ジャー サ ー ビスを開始 す るほか 、11月 か ら試 験 提 供 している携 帯 電 話 サ ー ビスを本 サ ー ビスとして提 供 開 始。
→ 加 入 者数 が見 込 み より遥 か に少 ない ため 、5月15日 に料 金 を大幅 値 下 げ。→7月1日 、料 金 を更 に大 幅 値 下げ 。→2000年3

月 、サ ービス終 了。

1999.1連 邦巡回控 裁 、FCCの ベンチマーク 制を支

ワシントン連邦巡回控訴裁は、国際決済料率にベンチマークを設定するFCCの 権限を認め、海外事業者の訴えを全面的に退
ける判決を下した。

1999.lVodafone、AirTouchの 買 発表

AirTouchを 巡 り、BellAtlantic、MCIWorldCom、Vodafoneが 買 収 交 渉 を展 開 して いた が 、イギ リスのVodafoneが 勝 ち残 った。買

収 総 額 は お よそ560億 ドル 。新 会 社 名 は 「VodafoneAirTouchplc.」 で 、移 動 体 通 信 事 業 に お ける初 の 国 際 的合 併 で ある。→6
月 に合 併成 立。

1999.1連 邦最 裁、ベル系 話 社にのみ不利益を課す規定 合憲とする 訴 判決を支

ベル系電話会社にのみ特に不利益を課す改正通信法271～275条 を合憲とした控訴裁判決を受け、SBCは 連邦最高裁に上訴
したが、連邦最高裁は上訴を受け付けない決定を下した。

1999.1SBC、C。mcastの 携 帯 電 話 子 会 社 の 買 収 で 合 意

SBCCommunicationsが 、CATV事 業 者Comcastの 携 帯 電 話 子 会 社ComcastCellularを 総 額16億7,400万 ドル(現 金4億 ドル の支

払 及 び12億7,400万 ドル の債 務 引受)で 買 収 す ることで 合 意。SBCの 携 帯 電話 事 業 の加 入 者 数 は全 米 で 約650万 、Comcast

Cellularが 約80万 、合 併 手続 き中のA血eritechの 携 帯 電 話 事 業 が約300万 で 、これ らの 合 併 が 実 現 す れ ば 、SBCは 全 米 上位10

市 場 のうち9市 場 でサ ー ビスを提 供 で きることにな る。→3月23日 、司 法省 が条件 付 きで承 認 。
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1999.1連 邦最 裁、FCCの 地域相互 接 規則を支

1996年 電気通信法によりFCCに は地域相互接続における料金や条件に関する全国的なガイドラインを設定する権限が与えら
れており、州の権限を侵していないとして、控訴裁の無効判決を破棄し、差し戻す決定を下した。ただし、既存地域事業者

袈鷲諜渋醗薮號嬬曇議㍑鑑そまツ左羅ぼ轟》覇認鰹 混沼議鷲欝欝罐鑛砦量'
争事業者が既存地域事業者と相互接続契約を締結する際、それまでの既存事業者と他社との契約事項の中で最も有利な条

盤割麟 曝露裂離謬錫智護星縫 璽麟禦曜鷲議麟罐鑑穎蕗罐芸纂義者
に義務づけることができるか(すでに統合されているサービスを競合他社に提供する時わざわざ分割することを禁ずることができ
るか)、については、いずれもFCCの 主張を認めた。今後、差し戻された控訴裁でFCCの 地域相互接続規則の料金規制の内
容・条件について、TELRICも 含め、判断することになる。

1999.lFCC、 度 報 通 信 サ ー ス の 提 状 況 に 関 る 調 査 結 果 報 ロ を発

1996年 電 気 通 信 法706条 に 基 づき、全 ての アメリカ国 民 に先 進 的 電 気 通 信 機 能(「AdvancedTelecommunicationsCapability」)

が合 理 的 に 、か つ 適 時 に利 用 可能 となってい るか につ いて 実施 した調 査 結 果 報 告 書 を発 表(FCC99-5)。FCCは 、消費 者 向 け

広 帯 域 市 場 はまだ 揺 藍 期 で あり明確 な結 論 は 出せ な いもの の、合 理 的か っ 適 時 に整 備 され つ つ あるとし、また 、広 帯 域 技 術 へ

の電 気 通信 事 業 者 の投 資 が活 発 であることを評 価 して、将 来 へ の期 待 を示 した。な お 、調 査 で は1996年 電 気 通 信 法706条(b)

に定 める 「AdvancedTelecommunicationsCapability」 の定 義 の 具 体的 内容 にっい て意 見 を求 めてい た が、広 帯 域 と呼ぶ べ きも

のは 、現状 では 双 方 向 通 信 で ラスト1マイル の上 り/下 り双 方 の 伝送 速 度 が200kbps以 上 のもの とし、既 存 のCATVシ ステムは含

まれ ない とした。もっとも、上 りと下 りを同一 の事 業 者 が提 供 す るもので ある必 要 はな いし、設 備 の種 類 は 問 わな い。→2000年2

月 に第 二 回 目の調 査 を 開始 。

1999.2AT&T、CATV電 話 サ ー ス の 提 供 でTimeWarnerと の 提 携 を発

両社 出 資 による合 弁 会 社 を設 立し(AT&Tが77.5%、TimeWarnerが22.5%)、TimeWarnerのCATV網 でAT&Tブ ラン ドのCATV

電話 サー ビスを提 供 す る。1999年 末 までに1～2の 都 市 でパ イロットサー ビスを開始 し、2000に は本 サ ー ビスを 開始 す る予 定 。
TimeWamerは33州 でCATVシ ステムを運 営 してお り、買収 予 定 のTCIを 加 えると、AT&Tは4～5年 のうち にCATV網 を通 じて 全

米40%の 世 帯 とILECを 経 由 す ること無 く有線 で 直 接 つ ながることになる。将 来 的 には 電話 サー ビスだ けで なく広 帯 域 通 信 サ ー

ビスの提 供 も視 野 に入 れ てい る。→1999年3月 、AT&TのTCI買 収 完 了。

1999.2連 邦 地 、児 オ ン ライ ン 保 護 法(COPA)に 差 止 めp

1998年10月21日 に成 立 した 児 童オ ンライン保 護 法 に つい て、フィラデ ル フィア連 邦 地裁 は 、1998年11月 に施 行 を差 し止 め る仮

決 定(暫 定 的 禁 止 命 令:temporaryrestrainingorder)を 下 した後 、差 止 め本 決 定(予 備 的 差 止 め命 令:preliminaryinjunction)を

下 した。原 告 である司 法省 は 、60日 以 内 にこの 決 定 につ いて控 訴す るか 、本 審 の手 続 きを開 始す るか決 定 す る。

1999.2FCC、ISPへ の イヤルアッ 接 を連邦の管轄とし、接続料は現状維持とする決

雰撒暑票㌶㌘竪劣遍き霧警璽撫蔑霧鐘罐詰魏麟繋薯}!鴇塾㌶罫;脇詰嬬認 ξ鵠
(地域 事 業 者 同 士 の接 続 料 精 算 で 、「r㏄iprocalcompensation」 と呼 ばれ る)、ISPへ のダイヤル アップ接 続 が長 距離 サ ー ビスで

あるならば 、ILECはISPか らアクセスチャー ジを請 求 で きることで ある。ISPさえ確 保 す れ ば 自動 的 にILECか ら莫 大な相 互接 続 料
が得 られ るためCLECは 加 入 者獲 得 よりもISPの 囲 い 込 み に力 を入 れ て お り、ILECは 競 争 上 の歪 み が 生 じてい るとして 、ダイヤ

ル アップ 接 続 を相 互接 続 料 精 算 対 象か ら除 外 するよう主 張してい た。FCCは 、ISPへ のダイヤ ル アップ接 続 は 、インター ネットの

性 質 上 長 距 離 又 は 国 際 トラフィックとなるた め連 邦 の管 轄 であると確認 した 上で 、あえて 連 邦 の規 制 はせ ず 、既 存 の 相 互接 続 契

約 又 は州 が通 信 法251条 及 び252条 に基 づ いて実 施 している規 制 に従 うよう義 務 づ ける裁 定 を下 し、地 域 事 業 者 同 士 の接 続 料

精 算 となってい る現 状 を維 持 す ることで 、ISPのアクセスチ ャー ジ支 払義 務 を引 き続 き免 除 す ることにした。また、この問 題 に 閲す
る規 則 制 定 の 必 要性 を認 め 、通 信 法251条 及 び252条 に基 づ く当事 者 間 の相 互 接 続 契 約 を望 ましい とす る規 則 制 定 案 を公 示 し

た(FCC99-38)。 →2000年3月24日 、連 邦控 訴 裁 が この裁 定 を無 効 とし、FCCに 差 し戻 す 決 定 を下 す 。

1999.3AT&T、TCIの 買 収 手 き を完 了

AT&Tに よるTCI買 収 手 続 きが完 了 。TCIは 、「AT&TBroadband&IntemetServices」 としてAT&Tの 新 しい 一 部 門とな り、従 来 ρ

TCI社 長 が 引き続 きそ のCEOを 務 める。AT&Tは 、TCIのCATV網 を利 用 した電 話 やインターネ ットサー ビスそ の他 の新 しい 通信

サ ー ビスの提 供 する予 定 であり、地 域 市場 進 出へ の 大 きな足 掛 かりとす る。

1999.3GlobalCrossing、Frontier買 収 で 合 意

全 世 界 を結 ぶ 光 海 底 ケー ブル 網 の建 設 ・所 有 を 目指 し、キャリアのキャリアとして 事 業を展 開 してい るアメリカの独 立 系通 信 会 社
GlobalCrossingが 、ビジネス 向けグローバ ル サ ー ビスを提 供 してい る長 距離 系通 信 会 社Frontierを 、株 式 交 換 方 式 により買 収 す

ることで合 意 。時価 総 額112億 ドル 。Frontier株 主 は1株 当たり62ドル相 当のGlobalCrossing株 を受 取る。買 収 後 の会 社 の 売 上

げ は約40億 ドル で 、米 長 距 離 市 場 で第4位 の規模 となる。1999年 第3四 半期 には 買 収 手 続 き完 了 予 定 。→5月 、Global

ClossingはUSWestと の対 等 合 併 で合 意 。

1999.3FCC、 高度 報 通信サー ス提供'の ため地域 を推進する 則 択

一般消費者への高速インターネット接続サービスなどの高度情報通信サービス提供を促進するため、ILEC構 内への競争事業
者(CLEC)設 備の併置(コロケーション)義務を強化するほか、CLECに よる新サービスの導入促進のため、業界標準や、FCCや
州公益委員会・業界団体などにより認証され、既存の設備に悪影響を及ぼす恐れの無いと考えられている技術をCLECが 導入
する場合、ILECは 自社のネットワークに著しい障害が発生することを証明しない限り拒否できないとする規則を採択した。また、
回線の共用も技術的に可能だとし、それについて意見を求める手続きを開始した(FCC99-6)。
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1999.3FCC、 国 設 認証手 を 化する規 則を採択'∵

通信法214条 に基づく国際設備認証手続きを簡素化。これにより申請の99%が 簡素化された手続きによることになると言う。主な
内容は以下のとおり(FCC99-51)。
(1)簡素化された手続きによる、申請から自然承認までの期間を35日から14日に短縮する。
(2)簡素化された手続きによる申請をパブリックコメントの有無に係わらず認める。
(3)簡素化された手続きによる申請が適用される範囲を拡大する。
(4)国際設備認証の形式的な譲渡又は支配権移転に関する事前認可を不要とする。
(5)認証を受けた事業者が完全子会社を通じてサービスを提供する場合事前の認証は不要である。また、資本関係が全く同じ
関連会社がすでに認証を持つ場合、その会社は簡素化された手続きにより申請すれば良い。
(6)認証を受けた事業者は、海底ケーブルを使用するに当たって特別の認証は不要。
(7)特定ルートに関し、国際専用線単純再販の認証手続きを簡素化。
(8)国際設備認証及び認証された事業者に関する規定を再編し、明確化し、簡素化する。
〔簡素化された手続きが適用される例〕
系列会社がいないルート、市場力の無いキャリア、国際及び国内地域アクセス市場のシェアが50%未 満のキャリア、自国内に

電気通信設備を持たないか又は移動通設備のみを持つキャリア、WTO合 意国のキャリアが系列会社がいるルートで系列外の
米通信会社から設備を借りて交換サービスを提供する場合、簡素化された手続きが適用された国際設備認証の譲渡又は支配
権移転を申請する場合など。

1999.4AT&TとNTTカ ソリュー シ ョン で

AT&TとNTTが 、多 国 籍 企 業 にプ ロフェッシ ョナル サー ビスとして企 業 ネットワー クの設 計 ・構 築 ・管 理 を提 供 す るグローバ ル ネ ッ

トワー クソリュー ション事 業 につ いて両 社 が協 力 す ることで合 意 し、覚 書 を締 結。まず 、AT&TがIBMか ら買 収 予 定 の1BMGIobal

NetWork事 業 の 日本 での 展 開 を 目指 す 。→NTTComが 引継 ぎ 、2000年2月 、正 式 契 約 を締 結。

1999.4DIRECTVのHughes、 界2位PRIMESTARの 買 収 手 き 了

多 チャンネル デ ジタル 衛 星 放 送 業 界1位 のDIRECTVを 運 営 す るHughesElectronicsが 、業 界2位 で あるPRIMESTARの 衛 星 放 送事 業
部 門 ・設 備 の 買収 手続 きを完 了 。Hughesは 親 会 社 で あるGMの 一 般株4,871,000株 と現 金11億 ドル をPRIMESTARに 支 払

う。他 に買収 したUSSB(UnitedStatesSatelliteBroadcasting)と 併 せ 、DIRECTVの 加 入 者 は700万 、提 供 す るチ ャンネル 数 は

370chを 超 えることになる。

1999.5AT&T、CATVMediaOne買 収 で 合 意

CATV事 業者Comcastか らの買 収 提 案を受 け入 れ て いたMediaOneに 、AT&Tが より条 件 の 良い 買収 提 案 をし、両 社 で

MediaOneの 買収 を競 っていた が、Comsat側 が買 収 を断 念 。Comcastは 違 約 金 として15億 ドル をMediaOneか ら受 け取 るほか 、

AT&Tと の 間で 以 下 のような合 意 を得た。現 金 及 び 株 式 交換 による買収 総 額 は 時価580億 ドル で 、負 債 の 引受 を含 めると620億

ドル になる。AT&Tと しては 、2000年 第1四 半期 まで には 合 併 を完 了 させたい 意 向 。

(1)CATVシ ステ ム運 営 の地 理 的 な効 率 化の ため 両 社 間 で加 入 者 を交 換 す る。その 際 、Comcastに 移 る加 入者 の方 が75万 多 い

ようにす る。これ に対 し、Comcastは1加 入 者 当 たり4,500ドル 、総 額30～35億 ドル をAT&Tに 支 払 う。

(2)今後3年 間 、Comcastは さらに125万 の加 入 者 を譲 り受 けるオ プシ ョンを持 つ 。

(3)Comcastは 、AT&TがAT&Tブ ランドの電 話 サ ー ビスの 提 供 に つい てComcast以 外 の 非AT&T系MSO2社 と契約 を締 結 した段

階で 、最も有 利 な 条件 により全 ての営 業 地 域 でAT&Tブ ランドの電 話 サ ー ビスを提 供 す る。

1999.5AT&TとMicorosofヒ カ 丁 ジ タルCATVで 提 携

MicrosoftがAT&Tの 転 換 社 債 を50億 ドル で購 入 す る一 方 、AT&TはWindowsCEベ ー スのデ ジタルCATV用 セ ットトッZ杢 ～{クス

9き磯 麗纏持㍑霊湯 蓼錆」繁 影競 蒜躍鰻霧 織 元襯皇霊蘂 汐レ
サー バ ーTVソ フトウェア を利 用 し、2000年 第2四 半 期 まで にデ ジタルCATVの ショー ケー スとなるシステムを2つ の都 市 に構 築す

る。

1999.5USWestとGlobalCr。ssing力 対 合 で 合 意

USWestとGlobalCrossingカS対 等 合 併 す ることで 合意 。新会 社 名 はGlobalClossingCorporation。GlobalCrossingは 長 距 離 系

通 信 会社Frontierを 買 収 す る予 定 で 、新 会 社 は 、GlobalCrossingの 株 主 とFrontierの 株 主 が50%、USWg.stの 株 主 が50%を 所

有 す ることに なる。USWestは ベ ル 系 地域 電 話 会 社 で あり、GlobalClossingは 全 世 界 を結 ぶ 光海 底 ケー ブル 網 の 建設 ・所 有 を

目指 し、キャリア のキャリア として事 業 を展 開 してい るアメリカの独 立 系通 信 会 社 であり、Frontierは ビジネス向 けグロニバ ル サ ー
ビスを提 供 している長 距 離 系 通信 会 社 で ある。これ まで は大 手 地 域 電 話 会 社 同 士 で合 併 し事 業 基 盤 を強 化 す る例 が 多く、本 手

の地 域電 話 会 社 が長 距 離 系 会 社 と合 併 す るの はこれ が初 めてで ある。3社合 計 の 売 上 高 の合 計 は150億 ドノピを超 え、合 併 が成

立す れ ば 、地 域 か ら国 際サ ー ビスまで 全 てを一 手 に提 供 す る事 業 者 が誕 生す ることになる。→6月 、QwestがUSWest及 び

Frontierの 買 収 に乗 り出す 。

1999.6連 邦地 、AT&TにCATV綱 開 を 務 ける判決を下

AT&TのTCI買 収にあたって、フランチャイズ譲渡の認可条件としてオレゴン州のポートランド市及びその周辺地域のフランチャ
イズ当局がCATV網 の開放を条件としたことに対し、AT&Tは フランチャイズ当局にそのような条件を課す権限は無いなどと主張
していたが、オレゴン連邦地裁はフランチャイズ当局を支持する決定を下した。→AT&Tは 第9連 邦控訴裁に提訴。FCCも 、
CATV網 の開放義務賦課は時期尚早としてAT&Tを 支持。→AT&Tは 他のISPにもケーブルアクセスを開放する声明を発表。
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1999.6FCC、 ラスト100フィートの設備 開放 進に向けた 則制 手続 きを開始

㍑ 鍵露霜i鋸饗身離翻罷諭㌶譲嫌 悪 ら騨 競 漕纏 縫 舗欝 雛蕩
縫熱躊雛§鷲妻i警察璽瞬き,表裏羅害繰1盟璽編麟 ㍍嬬離農纏霧禦㌫謡㌶
制定手続き及び公道使用権や税制の現状に関する調査を開始するものである(FCC99-141)。 概要は以下のとおり。
1.通 信法第224条(電 柱添架の規制)関連
公益事業者に対し、複数テナントが入居する場所に保有・管理する設備について、電気通信事業者及びケーブルサービス事

業者に、公平・無差別にアクセスを提供するよう義務づける。
2.通 信法第251条 及び252条(相 互接続)関連
ILECが 複数テナントが入居する場所にすでに引込んでいるケーブルや配線について、他の電気通信事業者にもアンバンド

ルアクセスとして提供するよう義務づける。
3.ビルの所有者に対し、全ての電気通信事業者への公平・無差別なアクセス提供を義務づける。ただしこれは所有権の侵害と
なるため慎重な検討が必要。
4.公 道使用権や税制に関する州及び地方公共団体の現在の政策が設備ベースの競争にどのような効果を与えているか調査
する。

1999.6Vodaf。neのAirTouch買 収 手 き 、了 、Vodaf。neAirTouch力 発 足

新 社 名 は 「VodafoneAirTouchplc」 。

1999.7Qwest、USWestの 買 収 で 合 意

す でにGlobalCrossingと の 合 併 で合 意 してい たUSWest及 びFrontierの 両社 に対 し、Qwestが 買収 を提 案 して交 渉 してい たが 、
USWestがQwestの 買収 提 案 を受 け入 れ 、合 意 に達 した。USWest株1株 に69ド ル 分 のQwest株 を新 規 に発 行 して割 当てる方

式 で、買 収 価 額 は約360億 ドル になる。この 買収 が成 立す れ ば 、売 上 高 約185億 ドル(2000年 度 予想)の 事 業 者 が誕 生 する。な

謡麟翻 鰍 驚潔識 霊:忠霊 瀧鍵馴 搬 器霊鑑鍵砦?詮議㌶撃1年3
1999.8FCC、 同一域 内の放'局 数所 有に関する規制 和

国蹴諸㍑講漂馨㌘鵠麟認 繁 塁駕鶉譲 諜饗㌶慕霧髭謀㌘甥璽薮馨る瀞
工議潔欝欝翻意麟整㍊鷲議目梨詔露嘉蔑難嵩藩姦麗親 臨罐警 叢欝妥誘言
局が倒産又は倒産しかかっている場合は適用されない。また、開局できなかったテレビ局を買収により開局させることができる場
合も適用されない。

1999.8衛 星携帯 電話サ ー ス事 業者lridium、会社更正法の 用 申請

当初予想した加入数に遥かに届かず、経営危機に陥っていたlridiumが、米連邦破産法第1編第ll章 による支拒不能会社の更
正手続きを、連邦破産裁判所に申請した。サービスの提供は継続する。この手続きによれば、会社の所有権は兀の所有者及び
債権者からなる新会社に移転し、現経営陣がそのまま経営の再建を図ることになる(債権者の2/3g～同意を得られれば、経営陣

塞繋ぎ嚢讐翻aし縫㍊論聾欝織薮亘±認嬬麓諸費輪姦莞爾撰擢罐糟蘭編鷺言
えられ ない とさえ言 わ れ てい る。→ 出 資者 が現 れ ず 、2000年3月 でサ ー ビス終 了 、会 社 清 算 へ 。

1999.8衛 星 携 帯 電 話 サ ー ス 業ICOも 会 社 更 正 法 の 用 を 申

Iridiumに 続 き、同様 のサ ー ビス提 供 を計画 しているICOGIobalCommunicationsも 、米 連 邦 破 産 法 第1編 第11章 による支 払 否 能

会社 の更 正 手 続 きを、連 邦破 産 裁 判 所 に 申請 した。12日 まで に 、最 低 でも6億 ドル を予 定 してい た加 入 義 務 付 増 資 の募 集 が 目

籠ξ王都繁影劉離蕊罐遭麓議馨箏錫1こ罐魏轟煙室藷誓聾崖禦1↑き瓢協議日舞霧
む と考 えられ る。→10月 、MaCaw氏 の 投 資 グル ー プ が支援 を表 明。デ ー タ通 信 に特 化 す ることで 生 き残 りを図 る。

1999.9Viacom、CBSの 買 収 を 発 表

大 手メデ ィア企 業ViacomとCBSが 合 併 で 合 意 。新 会社 名 はViacom。CBSの 株 をViacom株 と交換 す る方 式 で 、事 実 上 、Viacomが
CBSを 買 収 す る。買 収 額 は 時 価 お よそ344億 ドルで 、米メディア業 界で は 史 上最 高 である。両社 の1998年 の業 績 を基 にす れ ば 、

新 会 社 の売 上高 は 約210億 ドル 、EBITDAは 約40億 ドル になる。

(注)EBITDA:eamingsbefbreinterest,taxes,depreciation,andamortization

1999.9FCC、Lockheedに よ るComsat買 を 認 可

Lockheedが 子 会 社Regulusを 通 じ、Comsatの 子 会 社ComsatGovemmentServices,lnc.(CGSI)を 買 収 す ること(こ れ に より

量雲離 ㌫ 羅㌶ 梁剰9瓢 灘 識嬬 麟 …罐聖霊 携霧S鑓a黒瓢 羅
界(FCC99-237)。
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臼■囲■ 出 来 事

1999.9FCC、 ネ ットワ ー クア ン ハ ン ドリン に 関 す る 則 を 採

FCCの 相 互 接 続 規 則 を支 持 した1月 の連 邦最 高裁 の判 決 で 、FCCは 、既 存 地域 事 業者(ILEC)に 提供 が義 務 づ けられ るアンバ

ンドル され たネ ットワーク要 素(UNEs)の 範 囲 につ い て、実 際 に競 合 他 社 が 必 要 としてい るものな のか 、ILEC以 外 からも調 達 が

可能 で はな いか 、必 要性 の 基 準 が明 らかでな い として 再検 討 を命 じられ てい た。これ を受 けて採 択 したもの が今 回の 規則 で 、以

下の アンバ ン ドル を義務 づける一 方 で、先 進 的 サ ー ビス提 供 を促 進 す る観 点 から、高 速 インター ネットアクセスや パ ケット交 換 、

デジタル 加 入 者 線 アクセスマル チ プ レクサ(DSLAMs)な どの デ ー タ通信 用設 備 につ い ては 、アンバ ンドル を義務 づけない決 定

を下した(FCC99-238)。 また、回線 、マル チ プ レクサ/集 線 装 置 、接 続 専 用 回線 がす で に 統合 され て いる場 合 、統合 され たま
ま提 供 しなけれ ばならない とした。統 合 され てい な いネ ットワー ク要 素 を統 合 して提 供 す る義 務 があるか どうか につい ては、裁 判

係 争 中で あるため 判 断を保 留 している。
〔アンバ ンドル 義 務 づ け〕

(1)回 線(大 容 量 回線 、xDSLが 可能 な回 線 、ダー クファイバ ー なども含 む)

(2)回 線 の 一 部(電 柱 や舗 道 そ の他 競 業 他社 が必 要 とす る部 分 か らのみ の アクセス)

(3)ネ ットワー ク相 互 接 続機 器(NetworkInterfaceDevices:NID)

(4)回 線 交 換

(5)局 間 伝 送 設 備

(6)オ ペ レー ション・サポ ーー一・ト・システム(OSS)

1999.9FCC、 移動通 信サー スに対 るスペクトラムキャッ 制 維持する決

移動通信サービスの競争促進のため、一営業地域内で一事業者に割当てられる周波数幅は、携帯電話・PCS・事業用無線な
ど合わせて全部で45MHzま でと定められているが、それを見直す必要はないという決定を下した。ただし過疎地域では、サービ
ス提供促進のため、55MHzま で認めることにした。次世代移動通信システムなどの新しい広帯域移動通信サービス用周波数の
割当については、別途定めることとする(FCC99-244)。

1999.9AT&TとBT、 移 動 通 信 で

移 動 通 信 サ ー ビスもグローバ ル サ ー ビスの一 つ として位 置 づ け 、両者 が世 界 各 国 で展 開して いる移 動 通 信 事 業 のユ ーザ ー に
一 貫 したシー ムレスなサ ービスを提供 する戦 略 的 提 携 「Advance」を結 成

。提 携 の 主 な内 容 は 以 下 のとお りで 、両社 を合わ せ た

顧 客 数 は約4,100万 。

(1)100カ 国 で120のGSMネ ットワー ク及 び50カ 国 で140のTDMAネ ットワー クをカバ ー す る、旅 行 者 又 は 多 国 籍企 業向 けの新
サ ー ビスを開発 す る。

'(2)多 国籍 企 業 向 けに一 括 請 求 サー ビスを提 供 す る
。

(3)次 世代 移 動 通信 や モバ イル インターネ ットの標 準 に 関し、共 通 の 立場 を取 る。

(4)提 携 推 進 のため 、両者 間 で 情報 を共 有 す る。

(5)両 者 のネ ットワークへ のトラフィックを集 めることで ロー ミング収 入を増 や す 。

(6)経 営 資源 を集 中し、調 達や 投 資 にお けるスケ ール メリットを生 かす 。

1999.9BellAtlanticとVodafoneAirTouch、 ア メリカで の 移 動 通 信 業 統 合 で 合 意

アメリカ国 内 での 両社 の 移 動 通信 事 業 を統合 し、新 会 社 を設 立 す ることで合 意 。BellAtlanticと 合 併 予定 のGTEの 移 動 通信 事

業も含 まれ る予 定 で、それ を合 計 す ると、2,000万 の携 帯 電 話 加 入 者 及 び350万 の ペ ー ジング加 入 者 を持 ち、人 口の90%以 上

をカバ ー し、移 動 通信 市 場 上 位50の うち49の 市 場 で サ ー ビスを提供 する全 米 トップ の移 動 通 信 事 業者 が誕 生 す ることになる。

新会 社 はBellAtlantic-GTEが55%、VodafoneAirTouchが45%を 所 有す る。1年 以 内 に手 続 きを終 了 させ たい 意 向。→ 設 立 予

定の 新 会 社 は 、とりあえず 「CellcoPartnership」 と呼 ぶ 。→12月 、司法 省 が認 可 。→2000年3月 、FCCも 認 可。→2000年4月 、

新会 社 「VerizonWirelesslが 発 足 。

1999.9BTとAT&Tの ロー ハ ル サ ー ス 合 弁 会 社 名 はConcertＬ

BTとAT&Tが 対 等 出 資 で設 立 す るグローバ ル サ ー ビス事 業 会 社 名 を「Concert]と す ることを発 表 。「Concert」はBTが100%所 有

するグローバ ル サ ー ビス事 業 会 社 の社 名 で あるが 、新 会 社 の事 業 に最も適 した名 称 であるとして、新 会 社 の社 名 に使 用 す ること
にした。→ .2000年1月5日 、設 立 手 続 きを完 了。

1999.10MCIWorldCom、Sprintの 買 収 で 合

アメリカ長 距 離 市 場 第2位 のMCIWorldComが 、第3位 のSprintを 買 収 す ることで合 意 。新 会社 名 は 「WorldComjに なる予 定。両

社 を合 わせ た1999年 の売 上 は500億 ドル を超 えるがAT&Tに は 及 ばな い。合 併 が成 立す ると、AT&Tと 合 わ せ 、上位2社 が長 距

離 市 場で 占め るシェアは80%を 超 える。買 収 は株 式 交 換 方 式 で 、固 定通 信 系のSprintFONグ ル ー プ株 は76ド ル 相 当のMCI
WorldCom普 通 株 との 交換 、移 動 通 信 系 のSprintPCSグ ル ー プ 株 は 、そ れ を引継 ぐ新会 社WorldComPCSの トラッキング株1株

及 びMCIWorldCom普 通株0.1547株 との交 換 にな る。WorldComPCSト ラッキング株 は 、現 在 のSprintPCSト ラッキング株 と同 じ

条 件 で発 行 す るもの とす る。負 債 の 引 受 を含 む 買収 時価 総額 は 、史 上最 高の1,290億 ドル である。MCIWorldComは 移 動 体 通

信 事 業 で 出遅 れ てお り、SprintPCSグ ル ープ の 取 得 が今 回 の 買収 の 眼 目で あった。→ グ ローバ ル サ ー ビス事 業GlobalOneで
Sptintと提 携 してい るFranceTelecomとDeutscheTelekomは 、Sprint株 の売 却 を表 明。

(注)トラッキング(tracking)株 とは 、当該 事 業 部 門 の業 績 の み を反 映す る株 で 、全 社 的 な業 績 とは 関係 ない 。したがって、有 望

な事 業 へ の投 資 に便利 で ある。
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1999.10SBCのAmeritech買 収 手 き 、了

10月6日 にFCCの 認 可 を得 、8日 に買 収 手続 き完 了 。合 併 に 当たっては 、SBC及 びAmeritechが 合 併認 可 を得 るため に 申し出て

いた条 件 に基 づき、30項 目の 条件 が付 され た。主 な条 件 は 以 下 のとお りで 、移 動 体 通 信 事 業 に つい ては 、司 法 省 が課 した条 件

で充 分 とした。

1.広 帯 域 サ ービスの推 進(6項 目)
・ADSLやxDSL 、フレー ムリレーなどの高 度 サー ビスの提 供 は別 子 会 社 によることとし、相 互 接 続 に 当 たってそ の子 会 社 と

競 合 他 社 を差別 しな い。

2.地 域 市 場 の 一層 の 開 放 策(14項 目)

・相 互 接 続 状 況 に関 す るパ フォー マンスデ ー タの提 出(目 標 値 に達 しない場 合 、3年間 で最 高11億2,500万 ドル の罰 金)。

・地域 サ ー ビスの 卸 価 格 を小 売 価格 の32%割 引 、加 入 回 線 の賃 貸 価 格 を25%割 引。
・相 互接 続 にお ける他 の事 業 者 へ の『最 恵 国待 遇 』提供 。

・コロケー ション規 則 の 遵 守 。

3.営 業 区域 外 へ の新 規 参 入(1項 目)
・30以上 の営 業 区域 外 地 域 に30ヶ 月 以 内 に新規 参入 す ること(達 成 できない場 合 、1地域 につ き4,000万 ドル 、30地 域 で

最 高12億 ドル の罰 金)。

4.地 域 サー ビスの 改 善(4項 目):低 所 得者 層 へ の配 慮 など。

5.条 件 の遵 守(5項 目)
・独 立 した 監査 人 により毎 年 監 査 を受 けること、全 ての条 件 は3年 間 有効 であることなど。

1999.10FCC、 ケー ルシステム所 規 制を見 決定、3096の 上限 は維 持

これまで一事業者でCATV接 続可能世帯数の30%ま でしか所有できなかったが、計算のベースを改め、CATV、 デジタル衛星
放送、その他多チャンネルテレビ番組提供者(MVPD)の 加入者総合計の30%ま でとする規則改正を採択した(F輻C99-288、

㍑豫蕊罐 罐 罐魏灘護籔薔砦勤製號数理耀 馴鶉矯昏㌻第議姦の
違憲判決により執行停止状態にあり、今回の規則も連邦地裁がFCCを 支持する判断を下さない限p施 行されない。

1999.llFCC、DSLサ ー ス向 け回線開 既存電話z:社 に義務 ける決定を採択

競争促進及び小規模事業ユーザー及び消費者への広帯域サービス提供を推進する観点から、加入回線の高周波帯域(音 声
通信では使わない帯域)へ のアクセスを、競合事業者に開放するよう既存電話会社(ILEC)に 義務づける決定を採択。これは加
入回線を加入電話と共用するDSLサ ービスを可能にするもので、すでにILECは この方式でDSLサ ービスを提供している。

1999.ll衛 星 送 に地上波 送 の再送信を認める法律 力 立

衛星放送に地上波放送の再送信を認める「SatelliteHomeViewerImprovementAct(SHVIA)」 が大統領の署名を得て成立。再
送信は地上波放送局の放送エリア内に限られ、2002年1月1日 までサービスを提供している全ての地域で当該地域の地上波放
送局の放送波を再送信しなければならない。当該地上波放送局の同意が必要である。デジタル衛星放送事業者にはこれまで
地上波放送の再送信が認められていなかったため、CATVに 対して不利な立場にあった。

1999.12BellSouth、 オ ランKPNと 共 にE-PlusIOOgro取 得 す ると発 表

E-PLus株 の優 先 買取 権 を有 して いたBel1Southが その 権 利 を行 使 し、E-Plusの 他 の株 主 の 全て の株(Vodafoneが17.2坦%、

Veba/RWEが60.25%所 有)を 買収 して100%取 得 す ることを発 表 。Vodafone及 びVeba/RWEか らの株 式 購 入 資金 はオフンダ

5熈 煕溜鍵裂渦 ぽ亘㍑鷲㌫ 顕 耀 罐 欝撒 麟鰻;躍膿篭 ㍊ごる・
E-Plus買 収 を発表 してい た。したがってFranceTelecomに よる買収 は なくなった。→2000年2月 に買 収 手 続 き完 了。

1999.12FCC、BellAt』nticに 営 業 区 域 内 で の 長 距 サ ー ビス 提 供 認 可

FCC全 員 一 致 で 、BellAtlanticの ニューヨーク州 での 長 距離 サ ー ビス提 供 を認 可。1996年 の 通信 法改 正 以 来 、営 業 地 域 内 での

長 距 離 サ ー ビス提 供 が認 可 され たBOCは これ が初 め て。→2000年1月5日 か らサー ビス開 始。

2000.lAT&TとBTの 国 際 合 弁 会 社Concert」 力 正 式 に 発 足

契 約 が成 立 し、両社 の国 際 事 業 部 門を統合 しグローバ ル サ ー ビスを提 供 す る新 会 社 「Concert」が正 式 に発 足 。AT&TとBTの

ネ ットワークを利 用 す るほ か 、17カ国21都 市を結 ぶCncert独 自のIPバ ックボー ンネットワー クを構 築 して いる。AT&Tが1998年12

月 にIBMか ら買収 したIPバ ックボ ー ンネ ットワークも18ヶ 月以 内に 統合 され る予 定 で 、そ うなると世 界60都 市 を結 ぶIPバ ックボ ーン

ネ ットワー クとなる。Concertで は 、2000年 の 売上 を70億 ドル 以上 と見込 む。

2000.1BellAtlantic力 営 業 区 域 内 で 長 距 離 サ ー ス を 開 始

1999年 末 にFCCか ら認 可を受 け 、ベ ル 系 地域 電話 会 社 として初 めて営 業 区域 内 で長 距 離 サ ー ビスを開始 。

2000.IAOLとTimeWarner力 合 に 合

世 界最 大 のインター ネットサ ー ビスプロバ イダー であるAOLと 、メディア業 界 大 手TimeWarnerが 合 併 す ることで合 意 。新 会 社 名
は 「AOLTimeWarnerInc.」 。AOLの1株 を新会 社1株 、TimeWarnerの1株 を新 会 社1.5株 と交 換 す る方 式 で 、これ によれ ば 、旧

AOL株 主 が新 会 社 の55%、 旧TimeWarner株 主 が45%を 所 有 す ることになる。

2000.lGlobalOne、FranceTelecomの 完 子 会 社 に

GlobalOneを 構 成 す る他 の 株 主 で あ るDeutscheTelekom及 びSprintか ら全 株 式 を 買 収 す るこ とで 合 意 。FranceTelecomは

Sprintに11億2,700万 ドル 、DeutscheTelekomに27億5,500万 ドル を現 金 で 支 払 う。また 、この 合 意 に は 、FranceTelecomと

DeutscheTelekomが 持 つSprint株 の 取 扱 い も含 まれ て お り、Sprint株 の 譲 渡 制 限 を解 除 す る と同 時 に 優 先 株 主 として の 特 権 を

消 滅 させ 、Sprintか ら役 員 を 引 上 げ ること、MCIWorldComとSprint合 併 に つ い て は 賛 成 票 を 投 じな け れ ば な らな い ことな どが 定

め られ た 。
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2000.2モ バ イルインターネット 進のための 国際 組織MWIFが 発足

無 線 アクセス方 式 に依 存 しない世 界 共 通 の移 動 体 通 信 向 けIPネ ットワー クの技 術仕 様 の策 定 を 目的 に 、世 界 の移 動 通 信 事 業
,者、通 信 機器 ベ ンダ ー 、ISPなどが集 まり、MobileWirelessIntemetForum(MWIF)を 結 成 。主 なメンバ ー は 、Voda　bne

AirTouch、Cisco、Orange、SprintPCS、DDIで 、日本 からはDDIの 他 に 、富 士 通 、日立 、NEC、 シ ャー プ、ソニー 、東 芝な どが参

加 してい る。'

2000.2BellSouthと オ ランKPN、E-Plusの 買 収 手 き 兀 了

BellSouthがE-PLus株 の優 先 買 取権 を行使 し、オ ランダKPNを パ ー トナ ー にE-Plusの 他 の株 主の 全 ての株(Vodafoneが17.243

%、Veba/RWEが60.25%所 有)を 買 収す る手 続 きが完 了。BellSouthの 出資 分 は22.507%、KPNの 出 資 分 は77.493%で 、両社

は対 等 の支 配 権 を持 つ 。Bel1Southは18ヶ 月以 内 にE-Plus株 をKPN株1億 株 又 はKPNMobileの33.3%分 の株 に転 換 するオ プ

シ ョンを持 つ 。またKPN株 をさらに約4,600万 株 取 得 す る権利 を持 つ。

2000.2NTTC。m、AT&Tの ソリュー シ ョン 業 子 会 に 出

1999年4月 、NTTとAT&Tは グローバ ル ネットワー クソリュー ション事 業 につ いて業 務 提 携 す ることで 合 意 してお り、そ の合 意 に基

づ き、AT&Tの 日本 で の事 業 会 社AT&Tグ ロー バ ル ・ネットワー ク・サ ー ビス ・ジャパ ン(AGNS-Japan)に 出資 す る契 約 を締結 。両

社 共 同で 運 営 す る。主 な内 容 は以 下の とお り。なお 、AGNSの 前 身 はAT&TがIBMか ら買収 したIBMGIobalNetworkで 、
AGNS-Japanは その 日本 法 人 である。

(1)出 資 額:5,000万 米 ドル(出 資 比 率15%)

(2)2名 の役 員 派 遣

2000.3FCC、 番組再'信 の独 占 禁止 に関 る 則 採

1999年11月 に制定された「SatelliteHomeViewerImprovementAct」 によって、衛星放送にも地上波放送局の番組の再送信が
認められることになったが、同法では2006年1月 まで、衛星放送事業者とケーブルテレビ事業者が公平に競争できるよう、地上
波放送局が番組再送信に関して特定の番組供給事業者と独占契約を結ぶことを禁止している。今回採択されたのはその施行
規則で、地上波放送局と番組供給事業者との契約が反競争的とみなされないであろう基準を掲げている。

2000.31ridiumカ サ ー ス 了 、 社 は 清 算 へ

McCaw氏 グル ー プに代 わ る出資 者 が現 れ ず 、3月17日(日 本 時 間で18日)を 以 ってサ ー ビス終 了。今 後 は 清 算 手続 きに入 る。

衛 星 は 軌道 から外 し大 気 圏 に突 入 させ て焼却 す る予 定 。→ 日本イリジウムも18日 でサ ー ビスを終 了。日本 イリジウムは3月31日

に臨 時株 主総 会 を招 集 し、会 社 の 解散 決議 を行 う予 定。

2000.3邦 、1SP 管轄と るFCC決 と る

ISPへ の ダイヤル アップ 接 続 が地 域 サ ー ビスであるとす ると、新 規 地 域 事 業者(CLEC)の ネ ットワー ク上 にあるISPにILECの 加 入

者 が ダイヤル アップ 接 続 した場 合 、発 信 側 で あるILECは そ のCLECに 相 互接 続 料 を払 わ なけれ ばならない が(地 域 事 業 者 同 士
の接 続 料精 算で 、freciprocalcompensation」 と呼 ば れ る)、ISPへ の ダイヤ ル アップ 接続 が長 距離 サ ー ビスであるな らば、ILECは
lSPか らアクセ スチ ャー ジを請 求 できる。1999年2月 、FCCは 、ISPへ のダイヤ ルア ップ接 続 は 、インター ネ ットの性 質 上長 距 離 又

は国 際 トラフィックとなるた め連 邦 の管 轄 であ り、reciprocalcompensationは 適 用 され ない が 、あ えて連 邦の 規 制 はせ ず 、既 存 の

相 互 接 続 契 約 又 は州 が通 信 法251条 及 び252条 に 基づ い て現 在 実 施 している規 制 に従 うよう義 務 づ け 、reciprocal
compensationが 適 用 され ている現 状 を事 実 上 追 認 す ることで 、ISPのアクセスチ ャー ジ支 払 義 務 を引 き続 き免 除 す る決 定 を下 し

た が、連 邦 控 訴裁 は 、ISPのトラフィックが地 域 で なく長 距離 で あるとい う判 断 にっ いて 充分 な 証 明 が無 い ことを理 由 にFCCの 決

定を無 効 とし、FCCに 差し戻 す 決 定 を下 した。
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出 来 事 一 ,二.9
.ぷ 二,

1969. 10英 国郵便 ・電気通信公社 の設 立

企業体としての運営を開始。.、

1973. 1イ ギ リス 、デ ンマ ー ク、ア イル ラ ン ドがECに 加 盟

1972年1月 に、イギ リス 、デ ンマ ー ク、アイル ランド、ノル ウェー がEC加 盟 条 約 に調 .印していたカミ ノル ウエー は 国 内で 批 准 が得 られ ず
、3国の み加 盟 実 現 。

1977. 郵電公社調査委 員会、カーター報告を公表 ・ ・

郵便と電気通信の分離、宅内機器の自由化などを勧告したが、当時の労働党内閣は採用しなかった。
ノ

1979. 5サ ッチャー政権 成立

以後、小さな政府を目指す同政権のもとで、労働党政権下で棚上げされていた電気通信の規制緩和が進められる。

1981. 7英 国電気通信公社法(BT法)成 立

郵便と電気通信を分離し、BTを設立する根拠法が成立。

1981.7英 貿易 業'、 付加価値サ ー スの段階的 自由化方針を発表

以後、段階的に自由化が進められるが、単純再販は当面認めないことにした。

1981.10公 社 としてBT力 発 足

英 国 電気 通 信 公 社(BT)発 足 。

1981.11Cable&Wireless社 を 民 化

C&Wは 、イギリスの植 民 地 拡 大 と共 に海 底 ケー ブル を敷 設 して発 展 してきた 民 間 の通 信 会 社で あった が、第 二 次 大 戦 後 に国 有

化 され ていた。

1982.2貿 易 業 大 臣 、Mercury社 に 許 を 付 与

1981年 英 国 電気 通 信 公 社 法 に基 づ き、MercuryCommunicationsLtd.(2月22日 設 立)に 免 許 を付 与 。電 気 通 信 市 場 が 複 占体

制 となる。

1982.10英 貿 易 大 臣 、VAN－ 免 許 を公(VANサ ー ス 自 由 化)

「付 加 価 値 通 信 サ ービスに関 す る一 般 免 許 」。BTとMercuryの 公 衆網 を利 用 す るVANサ ー ビスに適 用 され る。単 純 再 販 は 認 め

られ てい ない。

1983.4Mercury、 ロン ドン 市 内 で 専 用 線 サ ー ス を 開 始

マイクロウェーブ を利 用 して ロンドン市 内 で 専用 線 サ ービスを開始 。BTの 独 占が 崩 れ る。

1983.5CellnetとVodaf。neに 免 許 付 与

CellnetとVodafoneに 全 国 無 線 ネ ットワー ク運 営の免 許 が付 与され た。

1984.41984年 通 信 法 成 立

BTの 民 営 化 、Oftelの設 置 を内 容 とし、8月施 行 。CATV事 業と電気 通 信 事 業 の相 互 参 入 も認 める。CATVの 事 業 者 の電 気 通 信

サ ー ビスは 地域 サ ー ビスの み とし、中継 回 線 はMercuryを 利 用 す るよう義 務 づ けて いる。

1984.8Mercury、 国 声 ・「「一 タ通 サ ー ス 開 始

国 際 音声 ・デ ータ通 信 サ ー ビス 「Americall」を開 始。国際 市 場 でも競 争 始 まる。

1984.8BTに 対 し、価格上限規制

料金規制方法として価格上限制を採用。

1984.80fヒe1正 式 発 足

Oftel(0缶ceofTelecommunications)は 独 立 の規 制機 関で あり、電 気 通 信 に関 し独 占禁 止 法 にお ける公 正 取 引 委 員 会 的 な権

限も有す る。

〔所 管事 務 〕
・免 許 条 件 の施 行 、変 更
・事 業者 間の 問題 の裁 定

・事 業運 営 の 監督

・電 気 通 信 に 関す る事 項 及 び 免 許 付 与 につ いて貿 易 産 業 大 臣 に助 言

・利 用者 の 苦情 処 理 、広 報
・電 気通 信 分 野 にお ける公 正 取 引委 員 会 的 役 割

1984.8BT民 営 化

公 社BTか ら民 間会 社BTに 資 産 を引継 ぐ1984年 電 気通 信 法 の 条項 が 発 効 し、BTの 民 営 化 が実現 。

1985.1イ リス で セ ル ラー 電 話 サ ー ス 始 ま る

2日 か らVodafone、9日 か らCellnet(BTとSecuricorの コンソーシアム)が サ ー ビス開 始 。ネットワー ク業 者 がエアタイム をリセ ール す

るとい う形 態 で提 供 され る。

1985.3Mercury、 主 要 間 で 専 用 サ ー ス 開 始

ロンドン、バ ー ミンガム、マンチ ェスター 等 の 主要 都 市 間 で専 用線 の提 供 を開 始 。
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1985.100fヒe1、MercuryとBTと の 相 互 に 関 る 裁

BTに 接続 を義 務 づ ける。イコー ル アクセスの義 務 は 無 し。ただしアクセスチ ャー ジも貰 えない 。

1986.5Mercury、 市 話サー ス 開始

1986.8 Mercury、 内 語 サ ー ス を開 始

1987.4英 国 、 しい付加価 アータサー ス(VADS)許 付与

国際VANの 自由化などが実現された。単純再販サービスは依然禁止。

1987.120ftel、Mercuryに 公 電 話 の 提 供 を 認 め る

これ により、公 衆 電話 機 のBT独 占が崩 れ る。1988年7月 か ら提 供 開始 。

1988.2貿 易 '
、 星 通 信 由化

1989.1英 易 業 、4社に対 しテレ'・イントの 許を付与

テレポイントは英国で開発されたディジタルコードレス電話で、屋外で公衆網への発信が可能。

1989.2SkyTV力 受 信 及CATV・ け の 衛 星 送 開

1990年4月 に はBSB(BritishSatelliteBroadcasting)も 開 始 。→1990年11月 、両 社 は 合 併 してBskyBを 設 立 。

1989.6英 貿 易 産 業 、PCNの 開 発 の た め の 免 許 受 付 を発 表

PCN(PersonalCommunicationNetwork)は 、何 時 でもどこでも 自由 に通 信 できるようにしようとい うコンセプ トの実 現 を 目指 したも

の で、英 国 で生 まれ た。具体 的 に はディジタル ・マイクロ・セル ラー電 話 が主 役 になる。

1989.6英 貿 易産業大 臣、国内専用 利用の 自由化方 針を発

Oftel長官の勧告に基づき、単純再販、公事接続、他社専用線との接続などを解禁する、国内専用線利用の完全自由化方針を
発表。→11月 に新クラス免許公布。

1989.8テ レ'・ イ ン トサ ー ス 始 ま る

フォ ー ンポ イ ン トが ロン ドン 中 心 部 で テ レポ イン トサ ー ビス を 開 始 。フォ ー ンポ イン トは 、BT、STC、Nynex、FranceTelecom、DBP

Telekomに よるコン ソー シ ア ム 。

1989.9C&WとUSSprint、PTAT-1で 大 西'間 国

PTAT-1は 初 の民 間 敷 設海 底 ケー ブル 。

通信サー スを開始

1989.11貿 易 業'、 用 の単 再販 認める たなクラス 許 交付

6月の発表に基づくもの。これにより、国内専用線利用の完全自由化が実施される。この免許は従来のBSGL免 許及びVADS免
許にとってかわる。

1989.120ftel、 公衆 回線と専用回線の 規制を緩和

これにより、専用線上を圧縮されて伝送されてきた音声信号を公衆回線に送り出すことが可能となった。

1989.12貿 易'、PCN業3社 を 選 定

8社 の 申請 者 の 中 か ら、MercuryPersonalCommunications、BAe、Unitelの3コ ン ソー シ ア ム が 選 ば れ た 。→1991年7月9日 に 正

式 免 許 。

1990・1ウ ィン ー ケ ー ル テ レ 、CATV電 話 サ ー ス テ ス ト開 始

同 社 が建 設 したCATV網 による電 話 サ ー ビス提 供 テストを開始 。イギリス初 。

1990.4貿 易'、 制 見

見 直 しの 開始 は 、11月 の予 定。

しのための準 に 手

1990・6英 貿易産業'、 セルラー電話 業 のサ ー ス直販 を1993年 から認めると発表

1989年 にPCNの 免許を3社に付与したことにより、競争が促進されると判断。

1990.ll英 貿 易 産'、 複 占廃 止 な どを 内 容 とす る競 争 促 進 政 策 の 諮 問 文 書 を 発 表

「競 争 と選 択:1990年 代の 電気 通 信 政 策(CompetitionandChoice:TelecommunicationsPolicyforthe1990s)」 と題 す る諮 問 文

書 を発 表 。複 占体 制 の廃 止 など、広 範 な競 争 促 進 策 を提 言 、利 害 関係 者 の意 見を求 め る。

1991・1BT、BRI-ISDNの 提 供 開 始

国 際 標 準 に 準 拠 したBRI-ISDNの 提 供 を 開 始 。サ ー ビス名 「ISDN2」 。1985年 か らISDN類 似 のIDA(lntegratedDigitalAccess:

64k+8k×2)サ ー ビス を 提 供 して い た 。

1991・3英 易 業' 、複 占廃止など競争'に 関 る政 白 を議会に 出'

電気通信分野に一層の競争を導入する政策に関する白書を議会に提出。複占体制の廃止など一層の競争導入や、CATV事
業者の電話サービス提供条件の大幅緩和、国際専用線単純再販売解禁(た だし相手国との相互主義)な ど。以後この白書に
基き政策が進められる。

1991・4BT、 電 話 番 号 内 を有 料 化
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1991.7BTとOfヒel、 ア クセ ス チ ャー ジ の 入 で 合 意

この合 意 は 、免 許 条 件 の 中 に盛 り込 まれ ることにな る。BTが 主 張 したアクセスチ ャー ジの即 時 導 入 は認 められ なか った。

㌶ 露 窟 ㌫ 熟 熟 禁 輸 鑑 を有するようになるまで、.れら事業者のア,セスチャージの二部又は全部を免除する

璽竃i灘議i欝 ㌶i饗露霜i翼翼鷺慰 ≧鐡 鍾 懸馨享麹
にし、そ の 要件 を定 める。

1991.9BT、Syncordiaの 設 立 を発 表

多国 籍 企 業 向 けにワンストップ ・ショッピン グで グローバ ル サ ー ビスを提 供 しようという目的 。本 拠 は アメリカに置 く。

1991.10英 国 の テ レ'・イン ト 、 力 合 わ

残 ってい たBTフ ォー ンポイントがサ ー ビス停 止 。

の 社 退

1992.6ハ ッチ ソン 、テ レ'・イン ト 開 始

テレポイントサ ービスが再 開 され る。

1992.8英 国政府、4社に公衆 通信 業 の予 許

参入 自由化政策以後初めて公衆電気通信事業者としての営業権を4社に認可(予備免許)。

1993.2英 貿易 業者 、公衆電 気通信 業免許 付与を正式決定

Ionica社に公衆電気通信事業免許を付与することを正式決定。他の3社にも正式に付与する予定。

1993.6MCIとBT、 ロー ハ ル サ ー ヒス の た め の 合 弁 企 設 に 合 意

互 い に資 本 を持 ち合 うと共 に合 弁 企 業 の設 立 に合意 。AT&TのWorldSourceに 対抗 す るもの。→8月 に、本 部 をワシン トンに置

き、資 本 金10億 ドル うち75.1%をBT、24.9%をMCIが 出 資す ることで 大 筋合 意 。

1993.7イ リス 政 、BT3次 放 出

これ により政 府 所 有 の特 別 株 式 を除き、株 式 の100%が 民 間 の手 に渡 った。

1993.9国 最 のPCNサ ー ス カ 始 ま る

英 国 最 初 のPCNサ ー ビス 「MercuryOne20ne」 が始 まる。料 金 は 一般 の 電話 より高い 。利 用 を促 進 す るため住 宅 向けサ ービスの
オフピー ク時 を無 料 とす る大 胆 な戦 略 を採 る。MercuryOne20neはCable&WirelessとUSWestの 合 弁 企 業 である。

1993.9英 国政府 、外 電 通 信 業者 に 免許 与えることを発表

国内ではあらゆるサービスが可能、国際については国際単純再販サービスが可能。ただし、国際単純再販については相互主
義をとるため、当面可能な国はオーストラリア、カナダ、スウェーデンの3国。外資電気通信事業者には自社設備によるサービス
提供は認められていない。

1993.12テ レ'・イ ン トサ ー ス 、つ い に 消 滅

テレポイントサ ー ビスは 、ハ ッチ ソン・テ レコミュニケー ション社 が提供 す る「ラビット」の み になってい たが 、12月31日 をもって撤 退

となり、つ い に根 づ くことはで きなか った。

1994.7貿 易産 大臣、AT&Tに 許 付 与する方針を明らかにする

AT&Tに 英国市場参入を認める方針を明らかにした。従来AT&Tは 英米間の国際専用線単純再販につき相互主義で開放する
よう主張しているが、今回、特にそれに配慮したものではなく、したがって、AT&Tに 免許が付与されたからといって、国際専用線
の単純再販が認められるわけではない。今後の免許付与手続きを考えると、実際にAT&Tに 免許が付与されるのはまだ先のこと
になる。→12月 に免許を付与。

1994.70ftel、 入 のADCを 除 す る決 定

新規 事 業者 に対 し、ADC(AccessDeficitContribution:BT市 内網 の 赤字 補 填 料)の 支 払 を1996年3月31日 まで免 除す る決 定 を

下 した。ただ し、シ ェアが10%に 達 した会 社 、または 新 規参 入 事 業者(Merculyも 含 む)の 合 計 シェアが15%に 達 した場 合 は 支

払 わなけ れ ば ならない。シ ェアは 国 際/国 内それ ぞ れ で計 算 する。

1994.80fヒel、 電 話 番 号 の'・一 タ リテ ィ化 を 決

事 業者 を変 更 しても住 所 を変 更 しない 限り、電 話 番 号 は変 わ らないようにす る。実 施 時 期 は未 定 だ が、1995年 にも期 待 され てい

る。

1994.9FCC、 米 英 間 の 国 専 用 線 の 再 販 を 認 め る 定 を 下 す

再販 事 業 者 であるACCGIobalCorp.とAlannaInc.の 申請 を認 めたもの。イギリスで の 自 由化 の 進展 を評 価 したものと言 える。

1994.10貿 易 業大 臣、英米 間の国際専用線単 純再 販を認めると発表

9月19日 にFCCが 英米間の国際専用線単純再販を認める裁定を下したことを受けた決定。従来イギリスは自国と同等に自由化
されていることを条件に、オーストラリア、カナダ、スウェーデンの3国のみしか認めていなかった。

1994.11イ リス政 、情報ハイウェイ構 築に関する政策方針を発表

イギリス政府は「未来のスーパーハイウェイの創造:イギリスにおける広帯域通信の展開」という、情報ハイウェイに対する政府見
解を明らかにする文書を発表した。内容としては、情報ハイウェイはインフラ構築にせよアプリケーション開発にせよ全て民間主
導でなされるべきであること、ただし公共サービスの提供にあたっては情報ハイウェイを積極的に活用していくこと、規制は現状
のままで今のところ充分であり、BTにCATV事 業を2001年 以前に認めるつもりはないこと、などである。
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1994.120fヒel、 相 互 に る諮問文 を発表

Oftelは 、BT網 と新 規 参 入 事 業 者 との 相 互 接 続 に 関 す る規 制 の 在 り方 に っ い て の 諮 問 文 書 を 発 表 した 。正 式 名 称 は 「A

FrameworkforEffectiveCimpetition:AConsultativeDocumentontheFutureofInterconnectionandRelatedIssues」 。BTが

請 求 す る相 互 接 続 料 金 の 算 出 方 法 ・在 り方 に つ い て4っ の 広 範 な 提 案 が な され て い る。1995年3月 末 まで に 最 終 的 な 意 見 をま

とめ る予 定 。 ・

1994.12イ リス政府 、AT&Tに 国際 用 再販を含む 業許可を付与

イギリス政府は、国際専用線の再販を含む広範な事業許可をAT&Tに 付与した。→1995年2月2日 、FCCはBTの 米現地法人
BTNAに 英米加間の国際専用線再販を認めた。.'^t

1995.5BTと ドイツ のz .ネル ー 大 手Viag力 合 弁 会 を 設 立

合弁 会 社 名 は 「ViagInterkom」 。デ ー タ通 信 サ ー ビスやVPNサ ー ビスなどを提 供 。1998年1月 か らの 自 由化 を睨 んだ動 き。両者
が37.5%ず つ所 有 し、残 りはドイツでパ ー トナ ー を探 す 予 定 。

1995.70ftel、 文 な:行 動のための み」を発表

原 題 は 、「EffectiveCompetition:FrameworkforAction-AStatementontheFutureofInterconnection,Competitionand

RelatedIssues」 。1994年12月 に 諮 問 文 書 を 発 表 し 、意 見 を 求 め て い た 。よ り有 効 な 競 争 を 目指 して 、相 互 接 続 、相 互 接 続 料 金 、

料 金 規 制 そ の 他 関 連 問 題 に 関 す るOftelの 方 針 を 明 らか に したも の 。以 後 この 政 策 文 書 に 沿 って 、BTに 対 す る料 金 規 制 が 実 施

され る。

1995.8イ リス 政 府 、地 上 ア ジ タル テ レ 送導入 決

イギリス政府は、地上デジタルテレビ放送に関する政策文書を発表し、免許制度など地上デジタルテレビ放送を導入にあたって
の方針を明らかにした。97年半ばにもサービス開始予定。20チャンネル以上が可能。なお、地上波デジタルテレビ技術の開発
で、ソニーがBBCやBTと 提携交渉を進めており、他の日本メーカーの参加も予想される。→1996年7月 、地上デジタル放送を
導入する1996年放送法が成立。→1998年9月 、地上デジタル放送始まる。

1995.11BT、C&Wに 買 収 渉

1996年3月 に明 らか になる。真 剣 に検 討 した結 果 、C&W側 は 拒 否 した。

1995.12MMC、 番 号'・ 一 タ リテ ィに つ い て の

現在のBTの 免許条件ではBTは 電話番号のポータビリティ実現のための全費用を他の事業者に負担させることができるように
なっているため、BTの免許変更なしでは電話番号のポータビリティは実現できず、現在のBT免 許は公益に反するとした。コスト
負担については、システム導入コスト約2億ポンドのうち約6,000万 ポンドを接続事業者側が負担することを提案した。なおMMC
は、Oftel長官にコスト負担者を決める裁量権は無いとした。→1996年7月29日 にBTの 免許条件を変更。

1995.12 Oftel、ユニハーサルサー スに関する諮問文 を発表

全利用者、聴覚障害者、教育機関の3グループに分け、それぞれにとってのユニバーサルサービスを定義している。ユニバー
サルサービスのために必要な費用を年5,000万 ～1億ポンド(全売上の1%以 下)と推計している。ユニバーサルサービス基金を
設立し、個別免許を持つ電気通信事業者が売上に応じて負担する。今後意見を求めた上で確定し、実施は1997年8月 以降に
なる。

1996.2BTとOftel、 回 用 サ キャッ 制及ADCの 廃止で合意

1995年7月 のOftelの ステー トメントで提 案 していた。相 互 接 続 の際 の 回線 使 用 料 には 、BTに 対 す る全 体 の プライスキャップ規 制

の 下にさらにRPI+2%の サ ブ キャップ規 制 が 課せ られ てい た が、それ を廃 止 し、それ にともなって無 意 味 となるADC(Access

De丘citCharge:接 続 事 業 者 か らBTへ の 赤 字 補 填)も 廃 止 した。

1996.5BTとC&W、 合 併 交'ち 切 り

再度BT側 から合併交渉を持ちかけ、1月以降交渉が進められていたが、C&W側 が合併交渉打ち切りを通告した。

1996.5イ リス で 加入電話サー ス始まる

Ionicaが 無線 回線 を加 入 者 回線 として利 用 す る電 話 サ ー ビスを開 始 した。イギ リス初 。予 定 より大 分 遅 れ て 始 まる。→1998年10

月倒 産 。

1996.5イ リスで初の電話番号・・一タ リティ提供開始

CATV事 業 者で あるNynexが 、BTの 電 話 番 号 のポー タビリティを提 供 開 始 。

1996.60ftel、BTへ の価格 上限 制緩和 針及 反競争 行為に関す る免許 条件 更 針を発

1997年8月 ～2001年7月 末 までのBTの 料 金 規 制案 を発 表 した。一 般 家 庭 や 小 規模 企 業の 小 量 ユー ザ ー 向 けサ ー ビスには 消 費

者 物価 指 数 一4.5%の 価 格 上 限 規 制 を実 施 す るが、それ 以 外 は非 規 制 とす る。それ 以 降 はプ ライスキャップ規 制 を全 て撤 廃 の
予 定。また 、BTの 反 競 争 的行 為 を個 別 に規 定 す るのを止 め 、Oftelに反 競 争 的行 為 を規制 する権 限 を与えるようにす る免 許 改

正も提 案 している。→8月2日 にBTが 両方 とも受 諾 。免 許 は10月1日 付 で改 正 され12月31日 から発 効 。→ この後 、反 競 争 的 行

為 に関 す る免 許 条 件(FairTradingCondition)に つ いて は 、クラス免 許 を含 む 全て の事 業 者 の免 許 条 件 とされ ることになった。

1996.6貿 易 、設 ベースの国際サー スの 占 了 発 表

国際サービスに関して、設備を所有する事業者はBTとMercuryの みとされてきたが、その規制を廃止し、新たに免許(PTO免
許)を受け付けることを発表した。3月に発表した諮問文書で廃止方針を明らかにしていた。また、国際専用線の単純再販をす
べてのルートで認めることになった。

1996.7地 上 波 フージ タル'入 の 制 組 み を め た1996年'法 力

地上波デジタル放送の導入及びメディア所有制限緩和に関する規制枠組みを定めた1996年 放送法が成立。
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1996.10Mercury、 大 手CATV3社 と 合 併 ・..'ti"tj...tt='_t、.r

C&Wの 子 会 社Mercuryと イ ギ リス 第2位 のCATV事 業 者NYNEX、 同3位 の βellqablemedia、 同8位 のVideotygnの3社 が 合 併 す る

;rで 基 蹄 新 会 社 は 「r・bl・&Wi・ri・F・C・mmupications(CWC)1・ これ によりC&Wは 地域 回線 を大 幅 に増 強 す ることにな

1996.11BTとMC1が 合 併 を発 表 卓".

禽難舗設 霊懸 鰹 難壁讐負鞠 齢躍 辮n蒜 携 紫談ピξ縫 ㌫講 を
後 、FCCや 司 法省 、Oftel、欧 州 委 員 会 などの認 可 が必 要 になるが、もし合 併 が成 立 す れ ば、売 上 局420億 ドル の 国 際 的事 業 者
が誕 生 す ることになる。BTがMCIを 買収 す る形 態 。→1997年ll月 、MCIはWorldComに よる買 収 を選 択 。一..

1996.12易 省 、44社 に 設 ベ ー ス の 国 許 を 付 与

鍵罐 工蕊 ま㌶ 蹴 離 ㌶9き懸製籠耀量霧隅a瓢t繧 三芳灘 鱗 忌献『
Oftelは 、11月26日 にWEIO(WellEstablishedInternationalOperator)に 対す るガイドライン案 と計 算 料 金 協 定 に関す るガ イドブ

イン案 を発 表 している。→1997年7月 に正 式 にガイドラインとして発 表 。

1997.2BTとViagの 合 弁 にTelenor力 参 加

ノル ウェー の電 気 通信 事 業者Telenorが 、BTとViagの 合 弁 であるViagInterkomに10%資 本 参加 。BTとViagは40%ず つ 所 有 。

RWEが 提 携 方 針 を解 消 した ため 、パ ー トナ ーを探 していた。ViagInterkomは 、1998年1月 ・か らの固 定網 による電 話 サ ー ビスの免

許(ク ラス3及 び4)を 取 得 し.ている。また、BTとViagは 、PCNサ ー ビスとして2番 目のE2の 免 許 を取 得 している。

1997.2C&WカVebaと の 解;発 表

合 弁 会 社Vebac6mの 持 ち株45%を 全 てVebaに 売却 し、C&WEuropaのVebaの 持 ち株50%を 全 て買い 取 ることで合 意。Vebaは

C&W本 体 の10.4%の 株 式 は保 有す る。

1997.20ftei、 ユ ニ ハ ー サ ル サ ー ス 諮 問 文 書 を発 表

1995年12月 の諮 問文 書 に続 くもの。新 しい 「ライフライン(後 にResidentialLiinitedServiceSchemeと 呼 称 を変 更)」サー ビスを今

年 導 入 す ることや 、回 線 断 の 代 わ りに発信 不 能 にす ること、公 衆 電話 ボ ックスの 設 置 ・撤 去 に関 する免 許 条件 の 変 更 などを提
言 。また 、ユ ニバ ー サル サ ー ビス提 供 コストは ユ ニバ ーサル サ ー ビス提 供 事 業 者 になることによる利 益 で相 殺 で きるとして 、今 の

時 点 で はコスト補填 メカニズ ムを設 けることを否 定。ただ しこれ は1999年 に見 直 す とす る。→ この諮 問文 書 に対す る意 見 を踏 ま

え、7月30日 に最終 の諮 問 文 書 を発 表 。 ・

1997.2教 育 及 公 共 ア クセ ス'・イン ト・タス ク フォー ス カ 告 書 を 発 表. .、

2慧灘 罐 鵠 離1恐蒜:、織 麟 羅 難T鑓窟麟 麗煙激 騰盤 躍 ㌘
要性を認識した上で、電気通信業界がなすべきことを勧告。高度サービス利用のためには最低限、基本インターフェースISDN
回線が必要とする。→7月 にOftelが学校へのアクセス提供に関するBTの 提案について諮問文書を公表。→10月 に政策声明
文発表。'一

1997.40ftel、 電話番号'・一タヒリティを全 業者に義務 ける提 案

現在BTに のみ課されている電話番号ポータビリティ提供義務を、固定電話サービスを提供する全ての事業者に課すにあたって
の免許条件の変更要項について提案。→12月 に免許条件変更で合意。

1997.4BT及MCI、Telefonicaと な 提 携 で 合 意

Telefonicaの 国 際 事 業子 会 社TelefonicaIntemationalS.A.(TISA)とMCIが アメリカ大 陸 を対 象 にサ ー ビスを提 供 す る合 弁 会 社

を折 半で 出 資 して設 立 す る。Telefbnicaは 中 南米 に強 い地盤 を持 つ 。Concert陣 営 は4月14に ポル トガル テ レコムとも提 携 してお

り、これ によりラテンアメリカで 大 きな地 歩 を得 た。TelefonicaはUnisourceか ら脱 退 す る予 定で 、AT&T-Unisource陣 営 には 大 きな

痛 手 。→BTとMCIの 提携 解 消 により、この合 意 は不 確 定 となった が、1998年3fiこTelefonicaとWorldCom及 びMCIは 、この合 意

を基 にした新 たな提携 を発 表 。

1997.70fヒe1、 設 ベ ー ス の 国 際 者 に 対 る イドラインを 発 表

WellEstablishedInternationalOperator(WEIO)に 指 定 する際 のガ イドラインと、競 争 が制 限 され て いるル ー トで の国 際 計 算 料

金 の 取扱 い に関す るガイドライン。WEIOは 、市 場 支 配 力 を持 つ 事業 者 として、通 常 よりも厳 しい規 制 を受 ける。

1997.7イ リス政府、BTに 対す る外 規制を 廃する決

政府は英国政府のみ所有できる特別株式(黄金株)を有しており、この黄金株が実質的な外資規制の役割を果たしてきたが、
BTとMCIと の合併を睨み、この黄金株を償還する決定を下した。これによりBTに対する外資規制は無くなる。

1997.7BTのAlbacomにENI力 本 参 加

BTがBancaNazionaledelLavoro(BNL)及 びMedlasetと 設 立したイタリアで の 電気 通信 合 弁 会社Albacomの 株 式35%を 、石 油 ・

ガス公 社ENIが 取 得。これ により、出 資 比 率 はBTとBNLが 持株 会社 を通 じ共 同 で45.5%、Mediasetが19.5%。AlbacomはENIの

持 つ 光 ファイバ ー 網 の利 用 権 を獲 得 。

1997.100ftel、BTの 相互接 料金 に価格上 限規制を導 入する免許改正

酷曽鞠+藁難鯖雲瀦鋸購㌶ぽd濡禦韻舗蹴鞠酷曝露霧㌶豊潜害霧誉豊駕晶
に料金を設定できる。このほか、独立系情報サービス事業者に自社と同等の条件で提供しなければ塗らないサービスの範囲を
拡大することや(1998年1月 施行)、免許条件の履行を確保するための措置(1997年9月30日 施行)が免許に盛り込まれた。

1997・10W。rldC。m、MCIに 約300億 ドル で 買 収 を 案

BTよ りも有利 な 条件 で 買収 を提 案 。MCI株 一 株 を41.50ド ル分 のWorldCom株 と交 換 す る方 式 。これ は前 日のMCI株 の終 値 より

41%高 く、総 額 は約300億 ドル で、BTよ り90億 ドル 高 い。

一61一



臼■■■ 出 来 事

1997.100ftel、 全 て の 学 校 を イン ター ネ ットに る政 策 文 を 発

政 策 声 明文 「ACcesStotheSuperhighwayforschools」 を発 表 。7月 に諮 問 文 書 を公 表 して いた。BTは 、イギリスの約32,000校 全
て に、インターネ ット接 続 向 け に、一般 電 話 回線 又 はISDN2回 線 を低料 金で 提 供 す る。一 般 電 話 回 線利 用 の場 合 、接続 料100ポ

之ドと1日10時 間 の利 用 料 年445ポ ンド。ISDN2の 場 合 朝8時 か ら夕 方6時 まで 使 い 放題 で年790ポ ンド(インターネ ット接続 事 業者 がBTの ネ
ットワーク上 にある場 合)。ISDN2の 回 線 接 続 料 は免 除(BTは 諮 問 文 書 の段 階 で は 、1日3時 間 を提 案 してい たが 、そ

の 後1日10時 間 に変 更 した)。2000年 末 まで に はISDN2に よる接 続 が全 ての 学 校 で 実現 予 定。1998年 春 から実 施 。学 校 にインタ
ーネ ット接 続 サ ー ビスを提 供 す る際 の接 続 事 業 者 とBTと の相 互接 続料 金 を規 制 か ら外 し

、BTと 接 続 事 業者 間 で 自 由に交 渉
で きるよっにした。BTの 接 続 料 金 支 払 い負 担 を軽 減 させ る 目的(接 続 事 業者 の90%はBT以 外 の事 業 者 のネ ットワー ク上 にある

た め)。学校 へ のインター ネット接 続 はケ ーブ ル 事 業 者 がす で に 実施 してい る。→1998年4月 か らBTが サ ー ビス提供 開始 。

1997.11 VYorldComとMCI、 総 額 約370億 ドル で の 買 収 に 合 意

WorldComが 買 収 額 をMCI株 一 株41.50ド ル か ら51ドル に引 き上 げ ることでMCIと 合 意 。買 収 総 額約370億 ドル 。BTも 同 意 し、所

有 す る20%のMCI株 約1億3700万 株 を1株51ド ル(総 額 約70億 ドル)でWorldComに 売 却 す る。BTに は現 金 で 支 払 い、それ 以 外

2灘数字霊1毅蟻嚥㍍都議糠星㍊呑糠莞㌶嚢鍵 鍵裂霧蟄:麗留套翻離塁整
ConcertCommunicationsServicesは 存 続 し、MCIの 出資 分24.9%に つ いて 、BTが コー ル オプ ション(買 う権 利)を 持 つ 。また、

BTが 支 払 を受 けるのは合 併 完 了後 であ り、それ までBTは 他 の アメリカの 事 業者 との提 携 はで きないことになっている。

1997.12 BTとNTTの コンソーシアム、シンカ'・一ルの電 気通信 業 に入札

2000年4月 か らの国 内及 び 国 際 電 気 通信 事 業 免 許 は 、シンガポ ール テレコムの他 に2社 まで に与 えられ る。入 札 して いるの は 、

BT及 びNTTと 現 地資 本 のコンソー シアムであるStarHubの ほか 、アメリカWorldComと 現 地 資 本 のコンソーシ アムDirectline、C&W

グル ー プ と現 地 資本 のコンソー シアムTelecomOneで ある。StarHubは セル ラー 電 話 サ ー ビスにも入 札 して いる(同 様 に新 規 参 入

2社 まで)。→1998年4月23日 に落 札 決 定 。

1997.120ftel、BT以 外 の 主 要 業 者 に ナ ン バ ー ・一 タ リテ ィを義 ナー

・これ までBTに のみ 義務 づけ られ て いたナ ンバ ーポ ー タビリティを
、他 の主 要 事 業 者 にも義 務 づけるにあたって の、免 許 条件 変

,更 につ いて合 意 。

1998.20ftel、EUの 相 互 接 に きBTな ど4者 をSMP者 に

EUの 相 互 接 続 指 令 では 、ある地域 の特 定 市 場 で25%以 上 のシェアを持 つ 事 業 者 を原 則 としてSignificantMarketPower(SMP)

を持 つ 事 業 者 とす るが、その 基 準 の適 用 に つい て は各 国 国 内 法 制 に任 せ てい る。Oftelは 、SMPを 固定 系 及 び 専 用 市 場 と移 動

体 通信 市場 の2部 門 に分 けて適 用 す ることにし、固 定 系 及 び 専 用 市 場 でBTとHullを 、移動 体 通信 市 場 でCellnetとVodafoneを 、

SMPを 持 つ 事 業者 に指 定した。

1998.31998年 無 電 信 法 力 成 立 、周 波 の 用 向上のため市場原理を導入

周 波数 の使 用 効 率を高 めることを 目的 に 、1949年 無線 電信 法 を改 正 。旧法 では 管 理 コストをベ ースに電 波 使 用 料 が設 定 され て

い た が、市場 原 理 をベ ースにして設 定 す ることになった。また無 線 免 許 のオ ークション制 も導 入 され 、次世 代携 帯電 話 サ ー ビス

(UniversalMobileTelecommunicationsService)の 免 許 はオ ー クシ ョンによって付 与 され ることにな った。6月18日 施 行 。

1998.4DeutscheTelekom及FranceTelecomカ 、Energisと の 合 弁z、c社 設 発

Energisが50%、DeutscheTelekomとFranceTelecomが25%ず つ を 出 資 し 、イギ リス の 都 市 部 で 光 フ ァイバ ー を 敷 設 して サ ー ビ

ス を提 供 す る会 社 「MetroHoldings」 を設 立 す る。ロン ドン を手 始 め に 、マ ン チ ェス ター 、バ ー ミン ガ ム へ と展 開 す る予 定 。→9月

21日 か らロン ドン で サ ー ビス 開 始 。

1998.4C&WとTelec。mltalia、 国 際 業 で の 範 な 提 携 に 合 意

海 外 及 び国 際 事 業 での広 範 な提 携 に合意 し、その 第 一 弾として、Cable&WirelessWestIndiesLirnitedの 株 を20%、Cable&
Wirelessの 北 米 現 地 法人 の株 を5%、BouyguesTelecomの 株20%をTelecomltaliaに 売 却 す る。総 額 は20億 ドル を超 える。

TelecomItaliaは キューバ の電 話 会 社Etecsaの 株29%をCable&WirelessWestIndiesに 統 合 し、カリブ 海 及 び 南 米 地域 で の 両

社 の事 業 を強 化 す る。また 、グローバ ル サ ー ビス提 供 の ための 合 弁 会 社 設 立 も合 意 の 中 に含 まれ ている。→BouyguesTelecom
の株20%をTelecomItaliaに 売 却 す ることを始 め として 、合 意 内容 は ことごとく白紙 撤 回 され た。ただ し、提 携 の継 続 には 両者 前

向き。→11月 、C&Wが 提 携 交 渉 打 ち切 りを発 表 。

1998.4英 貿易 業 、広帯域ネットワーク建設促 進のため、放'参 人 制の 廃 を発表

「BroadbandBritainAFreshlookattheBroadcastEntertainmentRestrictions」 と題 す る文 書を発 表 し、競 争 導 入 による広 帯 域

ネ ットワー ク建 設 促 進 を 目的 に、BTな ど公 衆 電 気 通 信 事 業 者(PTO)に 免 許 条 件 によって課 され てい る放 送 事 業 へ の参 入 規 制

を撤 廃 す る方針 を明 らか にした。内 容 は 以 下 のとお り。これ に伴 い 放 送 免 許 制度 及 び 電 気 通信 事業 免 許 制 度 の見 直 しを行 い 、

関係 法 令 を2000年 末 までに整 備 す る。→1999年1月11日 に放 送 法 が 改 正され 、同A22日 施 行 。

(1)CATVの フランチ ャイズ となってい ない全 国 の17%の 地 域 につ い て、

即 時 に電 気 通信 事 業 者 そ の他 による放 送 番 組 提供 を認 め る。

(2)2001年1月1日 から全 ての 地域 で 電 気 通信 事 業 者 その他 による放 送

事 業 参入 を認 める。

1998.5MC1、 イ ン ター ネ ッ トバ ック'・ 一 ン をC&Wに 売却すると発表

C&Wが 、MCIの インター ネットバ ックボー ン事 業 を現 金6億2,500万 ドル(3億8,500万 ポ ンド)で買 収 す ることで合 意 。今 後 、アメリ
カ 司法 省 及 び 欧州 委 員 会 の 認 可 が必 要 である。WorldComとMCIの 合 併 にあたっては 、両 社 を併 せ たインター ネットバ ックボー

ン が市場 の60%ほ どを 占めることが、司 法 省 やFCCな どの認 可 を受 ける際 の 最 大 の障 害 になると考 えられ てい たため 、今 回 の

売却 合 意 によって合 併 実 現 へ 大 きく前進 す ることになる。→7月8日 に欧 州 委 員 会 が承 認 。
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1998.6BT、 携 事 業 者 と共 同 で ヨ一 口ッノ 最 大 の 帯 域 ネ ットワ ー ク を る と発 表,-

BTが 欧 州 各 国 で提 携 してい る事 業者 と共 同 で、最 新 のSDH技 術 及 びDWDM技 術 をベ ー スに、200都 市 以 上 に接 続 点 を持 つ

32,000kmの 光ファイバ ー 網 を構 築 す る。このため 、7,000kmの 光 ファイバ ー 網 と、各 国 内ネ ットワークとの14の 接 続 点 を新 規 に建

設 す る。第1フ ェー ズとして 、BT(イ ギ リス)、Albacom(イ タリア)、BTBelgium(ベ ル ギー)、Cegetel(フ フンス)、Sunrise(ス イス)、
Telfort(オ ランダ)、VIAGInterkom(ド イツ)が 、各 国 内 に持 つ ネットワー クを相 互接 続す る。欧 州 委 員 会 の認 可 を得 次 第1999年

初 頭 に サー ビス開 始 予 定 。→1999年2月 、5,000km以 上 の光 ファイバ ー 建 設 及 び 事 業 者 間27,000kmの 接 続 完 了 を発 表 。最 終

豊肥 叉鵠¥醸 ㍊ ㌶ 業者間36鋤km嘩 続を目「e'9-・BTpa内のバックボーンは「BeTaNet'・→'999年3即 日・

1998.7イ リス 政 府 、 通 信 の 融 合 に 関 す る リー ン ペ ー パ ー を発 表

「Regulatingcommunications:approachingconvergenceintheInformationAge」 と題 す るグリーンペ ー パ ー を、貿 易 産 業 省 と文

化 ・メディア ・スポー ツ省 が共 同で 発 表 。ユ ー ザー の 立場 を重視 す ることを見直 しの根 幹 とす る。サ ー ビスの 消費 形 態 によって電

気 通 信 と放 送 を区分 す る必 要性 が異 なるため 、短 ・中期 的 には 、必 要 性 に応 じた段 階 的 な改 革 を基 本 とす るが 、将 来 的 には 電

気 通 信 と放 送 に関 す る規 制 の抜 本 的 見直 しが不 可避 で あるとし、それ が 必 要 な時 期 及 び 望 ましい規 制 の枠 組 み につ いて意 見
を求 め ている。11月 末までこのグリーンペ ーパ ー に対 す る意 見 を求 め 、1999年 初 め に結 論 をまとめる。主 な提 案 内容 は?下 の と

お り。→1999年6月 に諮 問 結 果 を公 表 した。

1.短 期 的 措 置
・様 々な消 費 者 の意 向を反 映 したサ ー ビス分類 に基 づ く規 制 に移 行す る。
・競 争 法 、電 子 商 取 引 法 などを整 備 し、規制 緩 和 と競争 促 進 を図 る。'
21中 期 的 措 置
・将 来 の 市場 を予想 す るの は 困 難 で あり、予 想 をもとに規 制 の枠 組 み を定 めることはで きない。現在 の規 制 は 十 分 柔 軟 であ り、

必 要 に応 じて段 階 的 に対 処 す る。'

3.時 期
・現 在 の 規 制 が柔 軟 であるとしてもい つ か は抜 本 的 見 直 しが必 要 で ある。そ れ は いつ 頃 か 。

4.規 制 体 制
・分 野 毎 に別 々 の規 制 機 関 とす るか 、全て を管轄 す る一 つ の規 制 機 関 とするかな ど。

1998.7BTとAT&Tカ ローハル サー スで 携、合弁会社を設立すると発表 t、 ∵'一

両社の既存の国際ネットワーク及び全ての国際トラフィック、全てのビジネス顧客向け国際サービスを含む国際事業・資産を結
合し、対等出資でグローバルサービスを提供する合弁会社を設立すると発表。初年度の売上高100億 ドルを目指す。本社はア

絶讃ξ蕊誉§鵠㍑把蟹霧ε蓑留妄6露 §7㌶嬬識簾鵠灘 暴発閤薔奇
MCIのConcert持 分 を買収 した 後 は 、AT&TがMCIの 代 わりにConcert事 業 に参 加 す る。これ により、AT&T主 導 で構 成 され た

WorldPartnerは1999年 末 で解 消 し、2000年7月 まで にAT&T-Unisourceか らも脱 退 す る予 定。今 後 各 規 制 機 関の認 可 が必 要 で

あるが 、この強 者 連 合 が誕 生す れ ば 、グローバ ル 市 場 は 大きく変 動 す ることになる。→11月 、AT&Tが アメリカでConcertサ ー ビ
スを提 供 開 始 。→1999年3月 、欧 州 委 員 会 が承 認。→1999年6月 、米 司法 省 が承 認 。→1999年9月 、合 弁 会 社 名 を 「Concert」

とす ることに決 定 。

1998.7貿 易 業省、Oftel改革 の概要を発表.、.∵

最大の改革は、Oftel長官を廃し、3人からなる常設委員会を最高機関とすることである。今後数ヶ月内に委員会が設置されミ現
在のOftel長官が委員長に就任する予定であるが、必要な法令の改正が成立するまでは、Oftel長官として委員長が単独で全責
任を持つ。完全に新体制に移行するのは1999年 春になると見られる。この組織改革は、同省が進める公益事業規制見直しの
一環としてなされるものである。→11月10日 、Oftelは組織改革を行うと共に、現長官を委員長に4人で構成する委員会を設置二
ただしまだ法律上の機関ではない。

1998.9BBC、 地 上 丁 ジ タル 送 を 開 始

地 上波 及 び衛 星で のデ ジ タル 放 送 を開始 。→ 民 放 はONdigitalが11月15日 か ら開 始。

ナ

φ

1998.9貿 易 省 、 報 通 信 術 の 融 合 力 に 与 え る影 に 関 す る レ'・一 トを発

貿 易 産 業省 は 、情 報 システム ・電気 通信 ・放 送 の融 合 が次 の10年 間 に企 業 及 び マ ーケ ットに与 えるであろう潜 在 的インパ クトに
っ いて 考 察 した 「ConvergingTechnologies:ConsequencesfortheNewKnowledge-DrivenEconomyjと 題 す る報 告 書 を発 表 。

イギリスの 国際 競 争 力 強 化 を 目的 に、インターネ ットを 中心 とした融 合 及 び 知 識 主 導(集 約)型 経 済 が各 産 業 分 野 にどのよっな影

響 を与 えるか 、アメリカの 例 を参 考 に しな がら考 察 し、ビジネス支 援 のた めの施 策を検 討 してい る。7月21日 に発 表 したグリー ン
ペ ーパ ー は融 合 にお ける規 制 の在 り方 に 関す るもので あるが、これ はそ の検 討 作 業 を側 面 から補 完 す る。

1998.10百T、 ロバ イ ー 契 約 無 しで イン ター ネ ット接 を提 供 る サ ー ス 開 始

6月 か ら北 アイル ランド地 域 で 開始 したプ ロバ イダー 契 約 不 要 のインター ネット接 続 サ ー ビスの試 行 を、本 サー ビスとして全 国 展

開 。サ ー ビス名 「BTCIick+」 。ユ ー ザ はPCと モ デムさえあれ ばインター ネットを利 用 可 能 。電 子メー ルも利 用で き(サ ー ビス名「
talk21」)、ア ドレスはBTが 無 料 で 貸 与 す る。通 常 の通 話 料金 に1分1ペ ンスの 付加 料 金 が課 せ られ る。電 話 の 基 本 サ ービスに

インター ネット接 続 が含 まれ る前 触 れ とも言 える。→1999年2月9日 、付 加 料 金 も撤 廃 した 「BTCIickFree」 を開始 。

1998.10無 通信 庁、無線 局免 許の 由な 買を認めることに関 る諮問文 を発

周波数の有効利用のために市場原理を導入する観点から、適切な枠組み内において免許人間での免許の自由な売買を可能
にすること、及び免許移転を容易にすることにより免許人の行政手続き負担を軽減すること、について一般から意見を求める。
ただし免許の売買は、現状ではイギリス国内でもEUでも法規を改正しなければできない。

1998.10固 定 無線加入 線サー ス事業者lonicaが 倒産

固定無線回線を加入者線としてサービスを提供していたlonicaは、経営不振のため身売り先を探していたが見つからず倒産し

裂織聾畿蓮縫藁難 艮怪岳麓轡籠ぱ琴ど運萎顯歌裂織議 」蝦藻議題闘鶏熱
れ な い 。管 財 人 は 、PricewaterhouseCoopersとErnst&Young。 →12月16日 、BTま た はCATV事 業 者 にlonica加 入 者 を 移 行 さ

せ るこ とが 決 定 。事 業 を 引 継 ぐ者 は 現 れ ず 。
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1998.11 競争法 立、2000年3月 か ら 行

ロー マ条 約85及 び86条 に基 づ く新 競 争 法(1998年 競 争 法)が 成 立。反 競争 的行 為を防 止 す るため 大幅 に権 限が 強化 され た。
OMceofFairTrading(OFT:公 正 取 引庁)及 び 該 当セ クター の規 制 機 関(電 気 通信 分 野 ではOftel)が 共 同で 権 限 を執行 す る。

2000年3月1日 か ら施行 。→1999年1月 、OFT及 びOftelが 新 競 争 法 施 行 ガイドライン案 を公 開。

1998.11 Oftel機 改革を実 、合議 制を導 入.

柔 軟 で機 敏 な対 応 を可 能 とす ることにより、成 長 産 業 である情 報 通 信 産 業 を阻 害 しないよう、10あ った局 を大 きく政 策 立 案 部 門
(RegulatoryPolicyDirectorate)と 監 督 部 門(ComplianceDirectorate)と に再編 し、両 部 門 を管 理 部 門(BusinessSupport
Directrate)が 支援 す る形 態 に改 組 した。また、長 官 を委 員長 とす る4人 か らなる委 員 会 を設 置 し、実 質 上 ご合 議 制 に改 めた。た

だ しまだ法 律 上 の機 関 で はな いた め、依 然 として長 官 のみ が権 限 及 び 責任 を持 つ。DTIが 進 め てい るOftel改 革 の 一 環で ある。

1998.12 Ofヒe1、家 や 小 業 へ の サー ス 及のための競争政策 間文 を発

市 場 に任 せ たままで家 庭 及 び 小 規 模 企 業 へ の広 帯 域 サ ー ビス(「情報 社 会 サー ビス」と言 及 している)が 普 及 す るか という観 点

か ら、「AccesstoBandwidth:Bringinghigherbandwidthservicestotheconsumer」 と題 す る政 策 諮 問文 書 を公 表 し、Oftelとして

採 るべ き競 争 政 策 にっ い て、一 般 か らの意 見 を求 め る。具 体 的 には 、BTが 地 域 市 場 の85%を 占める現 状 で はOftelに よる政 策

的 な介 入 が正 当化 され るとし、地 域 市 場 にお ける競 争促 進 のため のBTの 地 域 網 の 開放 が焦 点 になっている。→1999年7月 、

検 討 結 果 を発 表 。

1998.12貿 易
'
、知識集約型社会構 に向けた競争力育 に関 る白 を発表

「OurCompetitiveFuture:BuildingtheKnowledgeDrivenEconomy」 と題 す る、英 国の 競争 力育 成 に関す る白書(1998年 競 争

力 白書)を 発 表 。政府 の役 割 として 、研 究 開発 促 進 や 産 業 育成 のため の財 政 的 支 援 措 置 、企 業 家 精 神 の育 成 、ベ ンチ ャー ビジ

ネスへ の経 済 的 支 援 ・助 言 な どを挙 げる。具 体 的 にはEC(電 子 商 取 引)の 推 進 を中核 に据 え、2002年 まで にイギリス が世 界で

最 適 のEC環 境 になるよう整 備 す ること、2002年 まで に100万 の 中小 企 業 がデ ジタル 市場 に参加 すること(現在 の3倍)な どを 目標

としてお り、そ のためのEC法 の制 定 や 民 間 主 導 による消 費 者保 護 の確 立 、国 際 協 力 な どが課 題 として挙 げられ てい る。また 、中

小 企 業 のデ ジタル 市 場 参 加 を支 援 す るため 、同 省 が進 めてい る「情 報 社 会 構 想 」プ ロジ ェクトにお い て、新 たに2,000万 ポンドの

予 算 を計 上 することも発 表 。な お 、白書 と同 時 に、イギリスが現 在 どの レベ ル にあるかを評 価 した 「BenchmarkingDigital
Economy」 と題 す る報 告 書 も発 表 してい る。

1999.1Vodaf。ne、AirTouchの 買 収 を 発 表

AirTouchを 巡 り、BellAtlantic、MCIWorldCo㎡ 、Vodafoneが 買収 交渉 を展 開 してい たが 、イギ リスのVodafoneが 勝 ち残 った。買

収 総 額 は お よそ560億 ドル 。新 会 社 名 は 「VodafoneAirTouchplc.」 で 、移 動 体 通 信 事 業 にお ける初 の国 際 的 合 併 で ある。→6

月 に合 併成 立。

1999.2BT、 モ ハ イル コン ユー テ ィン 用 通 口サ ー ス の 開 発 でMicr。s。fヒと

第3世 代携 帯 電話 の 実 用化 を睨 み 、インターネ ットや イントラネ ット、企 業 内デ ータ通 信 を世 界 的 規 模 でサ ポ ー トす る移 動 通 信

サ ー ビスの 開発 で 、BTとMicrosoftが 提 携 。BTはMicrosoftの 技 術 に最 適 化 した サー ビスを開 発 するほか 、MicrosoftのWindows
CEを ベ ースにした無 線 端 末 の 開 発 でも協 力 す る。1999年 春 か ら試 験 サー ビスを開 始 し、2000年 初 め には幾 つか の 国 で利 用 可

能 になる予 定 。サー ビスはBTのConcertを 通 じて提 供 される。BTはAT&Tと の 国 際 合 弁 事 業 を発 表 して お り、AT&Tも この 提 携 に

参 加 す る可 能 性 がある。

1999.2BT、 のインターネットサ ー スを開始

1998年lo月 か ら開始 したプ ロバ イダ ー 契 約 不 要 の インター ネット接 続 サ ー ビス 「BTCIick+」 をアップグレー ドし、接 続 料 無 料 で

通 信 料 の み で利 用 できる「BTCIickFreelの 提 供 を開始 。「BTCIick+」 では 、1分1ペ ンスの 付加 料 金 が課 せ られ てい たが、それ

を撤 廃 した。電 子メール も利 用 で き(サ ー ビス名 「talk21」)、アドレスはBTが 無 料 で 貸 与 す る。

1999.20ftel、 優 先 接 の 導 入 方 針 を 決 定

BTとKingstonの 加 入 者 に優 先 接 続(pre-selection)を 導 入 す る方 針 につ いて 正 式 決 定 。イギリスは設 備 ベ ー スでの 競 争 を促 進

す るた めイコー ル アクセスをあえて採 用 しない 政 策 を推進 して きたが 、EU指 令 に 従うことになった。EU指 令 で は2000年1月1日 か

ら実施 す ることになってい るが 、BTは 、国 内 通 話 の み(オ プ ション1)及 び 国 際 の み(オ プ ション2)の 導入 が可 能 になるの は2000

年 末 、全 ての 通話(オ プシ ョン3)が 可 能 になるの は2001年 中になる見 込 みで 、実 施 時 期 の延 期 を欧 州 委 員 会 に申請 す る。
Kingstonは2000年1月1日 か ら全 て可 能 。

1999.3貿 易産業省 、ECの 環 整備に関する諮問 文書 を発表

内務 省 と共 同で 、「BuildingConfidenceinElectronicCommerce」 と題 す るEC環 境 の整 備 に関 す る諮 問 文 書 を発 表。4月1日 ま

で 一 般 からの意 見を求 める。ここで の検 討 結 果 が制 定 予 定 のEC法 のベ ースとな り、ECの 法 的 枠 組 み を定 めることになる。主 な

内容 は以 下 のとお り。→7月 、法 案 を発 表 。

1.電 子 署名 な どのサ ー ビスを提 供 す る事 業 者 の サ ービス品質 を公 的 に保 証 す る 自主 的 なライセ ンシ ング・システ ムの 確 立 及 び

そ の認 定 基 準 の設 定 。

2.電 子 署名 を法 的 に有 効 とす るため の既 存 法 律 の改 正 、紙 を義 務 づ ける規 定 を可能 な 限 り撤 廃 。

3.サ ービスプ ロバ イダー の 責 任 の 明確 化 。

4.暗 号 を使 用 した犯 罪 の 取締 り及 び 暗 号鍵 へ の合 法 的 アクセス条 件 。

1999.5貿 易 業 、 世代移動通 信の免許数を5とすることを表 明

現在 携 帯 電 話 サ ー ビスを提 供 して いる事 業 者 数 より多い5つ の免 許 を交付 す る方 針 を議 会 で 表 明。免 許 はオ ークシ ョンにより交
付 され る。免 許 の種 類 は 、(2×10MHz)+5MHzが3っ 、2×15MHzが 一 つ 、(2×15MHz)+5MHzが 一つ で 、帯 域 が最 大 の 免 許

は、新 規 参 入 者 に与 えられ る。

1999.6C&WカTOBで 圧 倒 多 数 、1DCの 買収 に 功

公 開株 式 買 付 け(TOB)に より、6月15日 の 売却 申込 み 受 付 け締 切 日まで に 国際 デ ジタル 通 信(IDC)の97.69%の 株 式 の確 保

に成 功 。TOB開 始 前 のC&Wの 持 株 比 率 は17.69%で あり、今 回 新 た に確 保 した株 を1株110,577円 、総 額 約552億 円で 買収 す る
ことで、IDCはC&Wの ほぼ 完 全 子 会 社 となる。C&Wは 本 業 である国 際通 信 事 業へ の回 帰 を鮮 明 に打 ち 出して おり、この 買収 も

そ の一 環 で 、IDCを アジア にお ける大 きな拠 点 とす ることを意 図 してい る。今 後 、DDIやTTNetな どの 国 内事 業 者 との提 携 を模 索
する。な お 、NTTとIDCと の提 携 は解 消され る予 定。→9月 、社 名 を「Cable&WirelessIDC」 に変 更。
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1999.6イ リス 政 府 、 通 信 の 融 合 に 関 す る規 制 針 を発.'、,・tt..tL

1998年7月 に 「Regulatingcommunications:approachingconvergenceintheInfbmationAge」 と題 す るグリー ンペ ーパ ー を貿 易
'産 業省 と文 化 ・メデ ィア ・スポ ーツ省 が共 同で 発 表 し、意 見を求 めてい たが 、そ の結 果 をとりまとめ 、今 後 の 方 針 を発 表 した。原 案

通 り、必 要性 に応 じた段 階 的 な改 革 を基 本 とし、各 分 野毎 に具 体 的 な方 策 を挙 げて いる。

1999.6易 業'、 次世代移動通信用周 波数のオークション実施 を発表

次世代移動通信用の周波数帯域はオークションによって割り当てられることが決ま?て いるが、これはイギリス初の周波数の

5≠㌃治漬罎窪器⑫毅離猿ヨ藷竃i霧鐘盗愁鵠臨編 ㌶聴 ㌃6論已…塑法
15MHz)+5MHzが 一 つ の計5つ で 、既 存 事 業者 数 より一 つ多 く、帯 域 が最 大の免 許 は 、新 規 参 入者 に与Kる ことになってい る。

1999.6VodafoneのAirTouch買 収 手 き

新 社 名 は 「VodafoneAirTouchplc」 。

了 、VodafoneAirTouch力 発 足

1999.70ftel、 家 ・小 企 業 へ の 帯 域 サ ー ス 及 促 進 の た め の 地 域 綱 開 案 発

家 庭及 び 小 規模 企 業 へ の 広 帯域 サ ー ビス(「情 報 社 会 サー ビス」と言 及 している)普 及 促進 のため 、1998年12月 に諮 問文 書 を
発 表 し意 見 を求 め ていた案 件 につ き、その 検 討 結 果 を取 りまとめ た政 策案 「AccesstoBandwidth:ProposalsforAction」 を発

表 。中期 的 にはCATV網 による広 帯 域 サ ー ビスとい う選択 肢 は あるものの 、当 面 はBTの 加 入 者 網 に頼 らざるを得 ない現 状 か ら、

BTに 加 入 回線 の 開放 を義 務 づ けるもの で 、前 回の 諮 問文 書 で提 示 した5つ のオ プションの うち、支 持 を集 め たオ プ ション2とオ

プション4に 絞 り、更 に意 見 を求 める。→11月 に決 定 。

1.オ プション2:Partialbasebandleasedcircuit

他 の事 業 者 が加 入 回 線 を賃 借 してADSL等 のサ ー ビスをBTと は独 自に提 供 できるようにする。ドライカッパ ー で はな く、専用 回

線 相 当として利 用 す る形 態 。アンバ ンドリングを伴 うためBTは 反 対 。
2.オ プ ション4:・Permanentvirtualcircuit

BT自 身 が提 供 す るADSLサ ー ビスを卸 売 り料 金 で他 の事 業 者 が利 用 す るもの で、BTのIPル ー ター 又 はATM交 換 機 な どで 相

互 接 続 し、他 事 業 者 との 間 に相 手 先 を固 定 した仮想 チ ャネル を設 定 す る形 態 。BTは 免 許 条件 により、公 平:無 差 別 に相 互接 続

ξ繁麗三豊欝欝 議事i鰹嬰㌍慈石認 禦製壁駐蟄礪開襟竪…曜 ㌫罷鑑醗認識誇
に定 め て義務 づ けることになる。BTは このオ プ ションを支 持 し、ADSLサ ー ビスの早 期 展 開を表 明 して いる。

1999.7FranceTelecom、 英CATV業NTLに 出

イギリス第3位 のCATV事 業 者NTLに 、株 式 及 び 転 換 社債 の購 入 を通 じて 出養 す ることで 合意 。投 資 額 は 約10億 ドル で 、転 換 社

債 を株 式 に転換 す れ ば、FranceTelecomの 出 資率 は 約10%に な る。→NTLは イギリス第1位 のCATV事 業 者 で あるC&W

Communications(CWC)に 買収 提 案 を持 ち掛 けてい たが、7月26日 、合 意 した。これ を受 け 同 日、FranceTelecomは 、NTLへ の

出 資 額 を、当初 発 表 した10億 ドル か ら55億 ドル に積 み 増 し(株 式 及 び 転換 社債 に半 分 ず つ投 資)、NTLの 筆 頭 株 主(25%)と な

ることを発 表 した。

1999.7貿 易 産 業'、 電 子 商 取 引 法 案 を 発

3月 に内 務 省 と共 同 で発 表 した 「BuildingConfidenceinElectronicCommerce」 と題 す るEC環 境 の整 備 に関 す る諮 問 文 書 を基

に検 討 し、電 子 商 取 引 法 案 を発表 。主な 内 容 は以 下のとお り。

1.暗 号 サー ビス事 業 者 の登 録 制
・電 子 署名 ・暗 号 サー ビスを提 供 す るプ ロバ イダ ー に信頼 性 を持 たせ るため 、最 低 限の 基 準 を設 定 し、登 録 制 とす る。

籔 魏 鷲 翻 覆認 証 霧 籠 雛 孕る.紙を霧 づける既存の規定を可能な限・撤廃し、電子的通信や電子的記
録を既存の方法同様に活用する。
3.電 子データに対する捜査
法執行機関が、適正な書状に基づき、解読鍵又は合法的に得られたもののテキストの引き渡しを求めることができる新しい権

限を設ける。
4.競 争委員会による審査の必要性を減らし、電気通信法による免許条件修正手続きを簡素化する。

1999.7C&WカCWC分 し、 向 けCATV部 門 をNTLに 却

C&W傘 下でイギ リス国 内でCATV事 業及 び電 気 通 信 事 業 を運 営 す るC&WCommunications(C&Wが53%を 所 有)を 、CATV事

業及 びCATV網 による電 話 ・インター ネット接 続 サ ー ビスを提 供す る家庭 向 け事 業 部 門 「CWCConsumerCo」 と、ビジ ネス向 け

サー ビス及 びIPバ ックボー ンサ ー ビスや 卸 売 りサ ー ビスを提 供 す る事 業 部 門 「CWCDataCo」 とに分 割 し、CWCConsumerCoに
つ いて は 、買収 提 案 を持 ち 掛 けてきてい たNTLが 株 式 交換 及 び 現 金{こより総 額 約63億 ポンド(債務 の 免 除 ・引受 を含 め ると約

82億 ポンド)で買 収 す ること、CWC.DataCoに つ いて は、C&Wが 他 社 の持 ち分 となる47.35%を 株 式 交 換 により約53億 ポンド(債

務 の免 除 ・引 受 を含 め ると約65億 ポンド)で 買収 し、C&Wの 完全 子会 社 とす る旨 を発 表 した。

1999.7BT、ADSLサ ー ス 計 画 を 発

まず 最 初 に、M25内 のロンドン、バ ーミンガム、マンチ ェスター 、ニュー キャッスル 、エ ジンバ ラ、グラスゴー など10ヶ 所 から始 め

る。2000年3月 まで に400の 交 換機 を改 修 し、お よそ600万 の 家 庭及 びビジネスユー ザ ー をカバ ーす る予 定 。他 事 業 者 へ の 卸 売

価 格 は140～150ポ ンドとす る。

1999.8DeutscheTelekom、One20neを84億'・ ン ドで 買 収 す る と発 表

C&W及 びMediaOneが 折 半 で 出資 してい る移 動 通 信 事 業者One20neを 、総 額84億 ポンド(現 金69億 ポ ンド、債 務 引受15億 ポン

ド)で 買 収 し、DeutscheTelekomの100%子 会 社 とす ることで合 意 。One20neはDCSI800に よる携 帯電 話 サ ー ビス(PCNサ ー ビ
ス)を 提 供 す る事 業者 で 、6月末現 在 で 約265万 の加 入者 を持 つ 。→9月28日 、欧 州 委 員 会 が 買収 を認 可 。

1999.9英 政 、電 子 取 引 ジ ョン 及 ア クシ ョン ラン を発 表

内 閣 官房 が 「e-commerce@its.best.uk」 と題 す る報 告書 を発表 し、2002年 までにイギリスが電 子 商 取 引 に最 適 な環 境 を持 つ 国 に

鷲麟饒欝欝 罐璽矧罐C完 籍縫 議 と㌶ 繍 鑛謬繋 ㌶額罐羅 荏命
し、政府各部局をまたがる実行体制の整備に乗り出す。
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臼■囲■ 出 来 事

1999.9AT&TとBT、 移 動 通 信 業 で 提

移 動 通 信 サ ー ビスもグローバ ル サー ビスの一 つ として位 置 づ け、両 者 が 世 界各 国で 展 開 している移 動 通 信 事 業 の ユー ザ ー に
一 貫 したシー ムレスなサー ビスを提 供 す る戦 略 的 提 携 「Advance」を結 成

。提 携 の 主な 内容 は以 下 のとお りで 、両社 を合 わ せ た顧 客数
は 約4,100万 。 ・

(1)100カ 国 で120のGSMネ ットワーク及 び50カ 国 で140のTDMAネ ットワー クをカバ ーす る、旅 行 者 又 は 多 国籍 企 業 向 けの新
サ ー ビスを開発 す る。

(2)多 国籍 企 業 向け に一 括請 求 サ ービスを提供 す る。

(3)次 世 代移 動通 信 や モバ イル インターネ ットの標 準 に関 し、共 通 の 立場 を取 る。

(4)提 携推 進 のため 、両者 間で 情報 を共 有 す る。

(5)両 者 のネ ットワークへ のトラフィックを集 めることで ロー ミング収 入 を増 や す 。

(6)経 営 資源 を集 中し、調 達 や 投 資 にお けるスケ ー ルメリットを生か す 。

1999.9BellAtlanticとVodafoneAirTouch、 ア メ リカ で の 移 動'信 合で合

アメリカ国 内 での 両社 の移 動 通信 事 業を統 合 し、新 会 社 を設 立 す ることで合 意 。BellAtlanticと 合 併 予 定のGTEの 移 動 通信 事

業も含 まれる予 定で 、それ を合 計す ると、2,000万 の携 帯 電 話 加 入 者 及 び350万 のペ ージ ング加 入 者 を持 ち、人 口の90%以 上
をカバ ー し、移 動通 信 市 場 上 位50の うち49の 市 場 で サ ー ビスを提 供 す る全米 トップ の移 動 通 信 事 業者 が誕 生 す ることになる。

新 会社 はBellAtlantic-GTEが55%、Voda　 bneAirTouchが45%を 所 有 す る。1年 以 内 に手 続 きを終 了させ たい 意 向 。→ 設 立 予

定 の新 会 社 は 、とりあえず 「CellcoPartnership」 と呼 ぶ 。→12月 、司 法省 が認 可 。→2000年3月 、FCCも 認 可。→2000年4月 、

新 会 社 「VerizonWireless」 が発 足。

1999.9BTとAT&Tの ロー ハ ル サ ー ス 合 弁=社 名 はC。ncertＬ

BTとAT&Tが 対 等 出 資 で設 立 す るグローバ ル サ ー ビス事 業 会 社 名 を 「Concert」とす ることを発 表。「Concert」はBTが100%所 有

す るグローバ ル サ ー ビス事 業会 社 の社名 であるが 、新 会 社 の事 業 に 最も適 した名 称 で あるとして 、新 会 社 の社 名 に使 用 す ること
にした。→2000年1月5日 、設 立 手続 きを完 了 。

1999.10 Mannesmann、 イ リス の 携 帯 電 話 事 業 者Orange買 収 で 合 意

イギリスでDCS1800に よる携 帯電 話 サ ー ビス(PCNサ ービス)を提 供 しているOrangeを 、負 債 の 引受 を含 め 、総 額207億 ポンドで

買収 す ることに合意 。

1999.10BT、ADSL回 線 卸 りの 試 験 提 供 を 開 始

ISP向 けにADSL回 線 卸売 りの試 験 提 供 を開始 。

1999.11VodafoneAirT。uch、Mannesmannの 式 公 開 買 付 け を 行 うと 発 表

Mannesmannへ の買 収 提 案 が拒 絶 され たため 、敵 対 的TOBを 行 うと発 表 。Mannesmann1株 をVodafoneAirTouch53.7株 と交 換す

る方式 で 、時 価総 額1,240億 ユー ロで ある。これ はMannesmannがOrange買 収 のため に発 行 予 定 の株 式 も含 む 。買 収 が成 立す

ると、両社 を合 わ せて4,200万 の加 入者 を持 つ 世 界 最 大 の移 動 通 信 事 業 会 社 が 誕 生す る。→12月24日 か ら買付 け開始 。2000

年2月7日 まで受 付 け。→2000年2月 、友 好 的 買収 で 合 意 。

1999.11 国政 、電子署名法案を公

電子署名に法的効果を認め、紙の使用を義務づけた旧来の法律を廃止する「2000年電子通信法」(案)を公表。認証について
は、最低限の条件は設定するが、民間の自主規制によることとする。民間の自主規制がうまくいかない時は新たな法的措置を採
るが、これはサンセット条項で、5年間問題が無かったときは政府の介入権を定めた規定は効力を失い、自主規制に任される。
なお、この法案ではキーエスクローは明示的に排除された。

1999.110ftel、 域サー ス普及促進のための地域綱開 政 を決

家庭 及び 小 規 模 企 業 へ の広 帯 域 サ ー ビス普 及 促 進 に向 けた地 域 網 開放 に関す る諮 問結 果 を基 にとりまとめた政 策 文 書
「AccesstoBandwidth:DeliveringCompetitionfortheInformationAge」 を発 表 。諮 問 文 書で 提 示 したオプ ション2とオ プション4

の両 方 の形 態 を採 用 した。地 域 網 開放 の 対象 はBTの み 。→2000年3月 か らBTの 免 許 改 正 手 続 きを開始 。

1.PartialBasebandLeasedCircuit(オ プション2)

MDFで 接 続 し、部 分 的 専用 回線 として利 用ず る形 態 。ドライカッパ ー で はな い。回 線 のアンバ ンドル とコロケー ションが認 めら

れ 、BTと 相 互 接 続す る権 利 を持 つ 全 ての事 業 者 は 、BTの 加 入 回線 を 自らの 設備 で 独 自にア ップグ レー ドしてサ ー ビスを提 供
できる。BTの 免 許 条件 の変 更 が必 要 なため 、今 後そ の 手続 きを実施 。遅 くとも2001年7月 か ら導 入 される予 定。

2.PermanentVinualCircuit(オ プション4)

BT自 身 が 提 供 するADSLサ ー ビスを卸売 り料 金 で他 の事 業 者 が利 用 す るもの で、BTのIPル ー ター 又 はATM交 換 機 などと相 互

接続 し、BTと 他 事 業者 との間 に相 手 先を固 定 した仮 想 チ ャネル を設 定 する形 態。

1999.12 BskyB、KirchPayTVと 資 本 提 携

イギリスの衛 星 放 送 事 業者BSkyBが ドイツの衛 星 放 送事 業者KirchPayTVに 総 額29億 マル ク(現 金10億 マル ク及 び 新 規 に発 行

す るBskyB株 約7,800万 株)を 出 資 し、KirchPayTVの お よそ24%を 取 得 。BskyBか らの新株 交 付 により、KirchPayTVは 、BskyBの

お よそ4.3%を 所 有 す ることにな る。

2000.lAT&TとBTの 国 際 合 弁 Concert」 方 正 に 発 足

契 約 が成 立 し、両 社 の 国際 事 業 部 門 を統 合 しグロー バ ル サ ー ビスを提 供 す る新 会 社 「Concert」が 正 式 に発 足 。AT&TとBTの

ネットワー クを利 用 す るほか 、17カ 国21都 市を結 ぶCncert独 自のIPバ ックボー ンネッドワー クを構 築 してい る。AT&Tが1998年12

月 にIBMか ら買 収 したIPバ ックボ ーンネットワー クも18ヶ 月 以 内 に統 合 され る予 定 で 、そ うなると世 界60都 市 を結 ぶIPバ ックボrソ

ネットワー クとなる。Concertで は 、2000年 の売 上 を70億 ドル 以 上 と見込 む。

2000.1イ リス で 、 て の 業 者 に 電 話 番 号'・ 一 タ リテ ィ 入

固定 系 電 話 サー ビスを提供 す る全 ての事 業者 に 、電 話 番 号 ポ ータビリティを義 務 づ ける規 則 及 び免 許 改 正を施 行 。2000年1月
までに電 話 番 号 ポー タビリティと優 先接 続(pre-selection)を 実 現 す ることを定 め た1998年9月 のEUの 指 令 に基 づ くものである。
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臼■■■ 出 来 事

2000.1Vodaf。neAirTouchとVivendi、 モ バ イル イ ンター ネ ットで の 提 を 発

VodafoneAirTouchとVivendiが50%ず つ 出 資 し、ヨー ロッパ で マル チ アクセスポ 一 夕ル(MultiAccessPo塑1)を 提 供 す るイン

ター ネット合 弁 会 社 を設 立 す ると発 表 。VodafoneAirTouchが 発 表 ㌧たモバ イル インターネ ット向 け統 一 プフットフォー ムにより、。

灘繊麟忍苦ラ■搭;議i蟹纏 蒜震離農茎款C潔恕 識;畿竃認ξ嘘㍍。蒜隆釦
す ること(Vivendiは す で にCegetel株15%を 保 有)な どで 合 意 。これ らはVodafoneAirTouchがTOBでMannesmannの 株 式 を50%

以 上 取 得 す ることが 条 件 で ある。→2月3日 、VodafoneAirTouchとMannessmanが 合 併 に 合 意 。

2000.2モ,イ ルインターネット推 のため の国 組織MWIF力 発足

無線アクセス方式に依存しない世界共通の移動体通信向けIPネットワークの技術仕様の策定を目的に、世界の移動通信事業

舗 熱願 誌;1蒜懲 りD隈}雲霧跳 喘 難瓢F暦 齢 整 ㌻ぽd㌫ どが参
加 してい る。

2000.2VodafoneAirTouchとMannesmann力 合 併 に 合

TOBで 敗 色 濃厚 となったMannesmannと 、敵 対 的TOBに 対す るドイツ国 内 での 反 発 を考 慮 したVodafone側 が 友 好 的 買 収 で合

意 。Mannesmann株1株 にVodafoneAirTouch株58.96株 を割 り当てる。TOBよ りも好 条 件 で 、買収 時 価 総 額 は約1,800億 ユ ー ロ。

合 併 後 の新 会 社 名 はVodafbneAirTouchで 、現Mannesmann株 主 が49.5%を 保 有 す ることになる。

2000.20fヒe1、1998年 争法 行 イドラインを発

公正取引庁(OficeofFairTrading:OFT)と 共同で、2000年3月1日 から施行される1998年 競争法の電気通信分野Llこおける施
行ガイドラインを発表。新競争法により反競争的行為及び市場における支配的地位の悪用が禁止さ拠る。電気通信分野に関し
てはOFT長 官と共同でOftel長官が管轄する。反競争的行為の疑いのある企業に対する強制調査が可能で、違反に対して国
内収入の最高10%の 罰金を最長3年科すことができるなど、監督権限が強化されている。

2000.2貿 易 業'、 アジタルコンテンツ 振興のためのアクション ランを発

願 鶴嬬 嬬雀畿 饗製織綴;蹴 ら認識翻織 部遅緩選劉鋼 甥 窒螺
ど20の 業 界 団体 が参加 す る。

(1)推 進 す る組 織 として 業 界 団 体 「DigitalContentForum(DCF)」 を設 立 す る。

DCFは 、人 材 教 育 や 資 金 の調 達 、マー ケティング、輸 出 、振 興な どの 問 題 に
つ いて 、政 府 や 学 界 、そ の他 の機 関 ・業 界 と協 力 す る。

(2)「contentUK.org」 とい うインター ネットポ ータル を開設 す る。

(3)イギリスの コンテ ンツ産 業 及 びニューメデ ィア産 業を国 内外 で 売 り込 む。

(4)デ ジタル メデ ィア分 野 に 専 門職 を確 立す る。

(5)起 業 者 を支援 し、投 資者 を探 す 手 助 けをす る。

(6)イギ リスの デジ タル ・双 方 向 ・融 合 メデ ィア企 業 のデ ー タベ ースを作成 す る。

2000.31998年 競 争 法 力 施 行

Oftelの 監督 権 限が 強 化 され た新 競 争 法 が施 行 。

2000.3イ リスで 世代移動通信 用周・数のオークションカ始まる

FCCの やり方を踏襲した方法で実施。周波数のオークション自体イギリス初であるが、次世代移動通信システム(IMT-2000)用
周波数のオークションとしては世界初である。参加しているのは13社。確定まで数週間かかる見込み。
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IV.ド イ ツの情報通 信史





臼■ 副■ 出 来 事

1985.3'ド イツ 政 、電 気 通 信 制 諮 問 委 員 会 を 設 置 一..t' .:∴ く 了:

郵 便 ・電 気 通信 事 業の あり方 を総 合 的 に検 討 す るた め、電 気 通信 制 度 諮 問 委 員 会 を発 足 させ る。委 員 長 は ミュンヘ ン大 学 教 授
の ヴィッテ氏 。→1987年9月 、報 告 書 を発 表 。 一.

1986.5ド イツで セ ル ラー 電 話 サ ー ス 開 始

DBPが1985年9月 か ら試 行 してい たセル ラー 電 話 サ ー ビスC-Netzの 商 用 サ ービスを開 始 。

1987.9ド イツ の 電 気 通 信 制 度 問 委zs、 電 気 通 信 の 自 由 化.告tt,.1

以 下の ような電 気通 信 事 業 の 自由 化 を勧 告 す る報 告 書(ヴ ィッテ報 告)を 発 表 した。
・郵 電省 か ら郵 便 、電 気 通 信 の 両事 業 部 門 を公 社 形 態 にして分 離 し、電 気通 信 事 業 体 をTelek6mと 称 ず る。
・Telekomは 通 信 網 と音 声 サ ー ビスを独 占し、そ の他 のサ ー ビスを競 争 に開放 す る。.
・サ ー ビスの種 類 を独 占サ ー ビス、規 制 サ ー ビス、非 規 制 サ ー ビスに分 類 し、Telekomは 規 制 サ ービスの提 供 を義 務 付 られ 、民

間 業者 は非 規 制 サ ー ビスを提 供 す ることができる。'・ ・tt.一

1987.11DBP、ISDNパ イ ロット ロジ ェク トの 正 式 運 用 開 始

マインハ イムとシュツットガ ル トで 開始 。

1988.3シ ュノルツ=シ リン 郵電 大臣、電 通 改 案 発

〔改革草案の内容〕
・電気通信市場における競争機会の拡大
・DBPの組織改革を通じてのインフラストラクチャー供給責務遂行の維持と競争市場への対応能力強化

1988.5独 ・仏、両国間のVANサ ー ス合弁企業設立で合意

1988.10BERKOM光 ファイバ ー 網 力 運 用 開 始

広 帯 域 通 信 システ ムの 開 発 を 目的 とす るBERKOMプ ロジ ェクトの前 段 階 としてBERKOM光 ファイバ ー実 験 網 が運 用 開 始。

1989.1DBP、ISDNの 商 用 サ ー ス 開 始

BRI-ISDNの 商 用 サ ー ビスがハ ンブル グ ーシュツットガル ト間で 始 まった。1987年 か ら試 行 され ていた。

1989.2DBP、 帯域 先行網(VBN)の 運用開始

敷設済光ファイバー幹線網の個別ユーザー利用を推進するもの。

1989.4西 ドイツ 邦議会、郵電制 度改革法案を可 決

4月20日 に連邦議会、5月12日に連邦参議院で可決。7月より施行。電気通信制度諮問委員会の勧告に基づく改革で、第一次
電気通信制度改革と位置づけられる。郵電省の事業部門であった郵便、郵貯、電気通信の3部門は公社に改組され、電気通
信部門はDBPTelekomと して発足する。

1989.12都 電 大 臣 、D2の 運 用 免 許 付 与 を 発 表

DBPに 対 抗 す る民 営 の 携 帯 電 話 網 であるD2の 運 用免 許 を、MannesmannMobilfUnkに 付 与す ると発 表 。D1、D2はGSM方 式 の

ディジ タル セル ラー 電話 サ ー ビス。DlはDBPTelekomが 運 営 予 定。

1990.1公 社DBPTelek。m力 発 足

電気通信制度改革に基づき、電気通信事業を運営する公社として発足。

1990.5東 西両 ドイツ郵 大臣、郵電 の統合 について共同 明 発表

郵電事業の統合についての基本的考え方、準備状況に関する共同声明を発表。

1990.6DBPTelekom、Telekom2000」 計 画 を

東 ドイツ地 域 の電 気 通 信 改 善 の ため、同 地 域 に91～97年 で550億 マル クを投 資 す る。→1997年12月 に完 了を発 表。

1990.6西 ドイツ郵 電大臣、衛 星通信分野へ の競争 導入を発表

東ドイツ地域の電気通信事情を早急に改善するための措置。

1990.10DBPTelekom、 ミュン ス ター 市 で テ レ'・イン トの 試 行 サ ー ス 開 始

→1992年12月 に 中止 を決 定 。

1990.10東 西 ドイツ ロ

東西 ドイツ統 合 に伴 い 、旧 東 ドイツ郵 電省 電 気 通信 部 門 をDBPTelekomが 吸 収 ・統 合。

1991.6ド イツの 委員 、経 、大臣に 底 的な 入を 言

ドイツの独占委員会は、経済大臣に対し「電気通信の新秩序について」という報告書を提出し、旧東ドイツ地域の電気通信サー
ビス改善のためにも電気通信分野での徹底的な競争導入が必要であると主張。

1992.3DBPTelekomとFranceTelec。m力 合 弁 会 社 の 設 立 を 発

Eunetcomと いう名 称 の合 弁 会 社 の設 立を発 表 。Eunetcomは 多 国 籍企 業 向 けに国 際 電 気 通 信 サー ビスを提 供 す ることを 目的 と

す る。

1992.4 .DBPTelekomとFranceTelecom、Sync。rdiaへ の 不 加 を 正 式 決

BTのSyncordiaへ の 不 参 加 を正 式 決 定 。Symcordiaは 多 国籍 企 業 向け に世界 的規 模 で ワンス トップ ・ショッピングの 国 際 電 気 通

信 サ ー ビスを提 供 す ることを 目的 とす る。
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1992.6た な携 電 話 サ ー スE1の を公募

E1は イギリスのPCNに 相 当す るものと考 えられ て いる。7月17日 に締 切 り。

1992.7ド イツでGSM式 の ア ジ タル セ ル ラ ー 電 話 サ ー ス 始 ま る

DBPTelekomがGSM方 式の デ ジタル 携 帯 電 話 サ ー ビスを開 始 。ECの タイムスケジュール で は1991年7月 開始 となってい たが 、
一 年 遅 れ てドイツとフランスで始 まった

。Mannesmannも7日 か ら開 始。

1992.7ド イツ政 、DBPTelekomを 含'国 企 業20社 の 民 化 を 閣

1992・12DBPTelekom、 テ レ'・ イ ン トの 止 決 定

テ レポイントの試 行 サ ー ビスを1993年 上 半期 で 中止 し、全 国展 開もしないことに決 定 。

1993.2郵 電 大 臣 、Elネ ットの 免 許 をE-plusコ ン ソー シ ア ム に 付 与

また、当面これ以上免許を与える方針が無いことも明らかにした。

1993.6郵 電事業の民営化について、与野党間で ね合意

主な内容は以下のとおりで、1994年に法律を整備し、1996年に第一回目の株式放出を予定。
・電気通信、郵便、郵便貯金の3事業体をそれぞれ株式会社としさらにその3社を統括する持株会社を設立する。持株会社は公
法の適用をうける。政府は持株会社の過半数の株式を所有し、各事業会社の株式の過半数も所有する。
・免許付与の権限を持つ規制機関を新設する。
・必要な法律の制定及び憲法の改正。

1993.7DBPTelekomの 移 動 通 信 部 門 力 分 離 ・独 立

GSM方 式 デ ィジタル ・セル ラー 電 話 の加 入 者 獲 得 競 争 で民 間 のMannesmannに 遅 れ をとってい るため 、民 営 化 が必 要 との判 断

し、移 動 体 通 信 部 門 を分 離 ・独 立 させDeteMobilを 設 立 。今 後 も競 争 市 場 にある事 業 部 門 を民 営 子 会 社 化 す る予 定。

1993.11 ドイツの 手企3社 、通信サー ス=社 を設立すると発

Mannesmann(鉄 鋼 、機 械)、 ラインベ ストファー レン電 力 会 社(RWE)、 ドイツ銀 行 の3者 による合 弁 で 、企 業 ユ ー ザを対 象 にした

通信 サー ビス会 社 を設 立す ると発 表。

1993.12DBPTelekomとFranceTelecom、 さらに強化 る新会社 立を発表

両者のデータ通信部門を統合した新会社を設立し、Eunetcomもこの中に統合する。両者の民営化が実現次第株式を持ち合う
ことも検討中。

1994・5ド イツ のE-Plus、 ベ ル リン で サ ー ス 開 始

E-PlusMobilfUnkGmbHが ベ ル リンでElネ ット(PCNに 相 当)の サ ー ビスを開 始 した。個 人ユ ー ザ ー の獲 得 に力 を入れ て おり、

DlやD2よ りか なり料 金 を安 くしている。

1994.6DBPTelekomとFranceTelecom、Sprintと 携

この提 携 により、3社 は共 同 して国 際 電気 通信 網 を運 営 し、サ ー ビスを提 供 す る。DBPTelekomとFranceTelecomは42億 ドル で

Sprintの 株 式 の20%を 取 得 し、役 員も派 遣 す る予 定 。提 携 に 基 づ く国 際電 気 通信 サー ビスの 提 供 は 、グロー バル パ ー トナ ー

シップ 委 員会(GPB)の 下 に事 業 部 門 を設 立 して 実施 す る。GBPで は各 社 同等 の権利 を持 つ。

1994.7ド イツ基本法改正力国 で 立、郵電3 民営化へ

ドイツでは 電 気 通信 業務 の運 営 が基 本 法(憲 法 〉により連 邦 の義 務 とされ ていたため 、基 本 法 の改 正 が 必 要 だった。これ により
DBPの 現 業 部 門 であるDBPTelekom(電 気 通 信 事 業)、DBPPostdienst(郵 便 事 業)、DBPPostbank(郵 貯 事 業)の 民 営化 に必

要な 法 改正 が国 会 で成 立 したた め、1995年1月 か ら段 階的 に株 式 会 社 化 することになる。DBPTelekomはDeutscheTelekom
AGと なる。株 式 は1996年 中 に発 行 され る予 定 。政 府 の利 益 を代 弁 す る機 関 としての持 株 会 社 がTelekomAGを 含 む これ ら3事

業会 社の 上 に設 立され る。また、電 気 通 信 インフラの独 占は維 持 され る予 定であるが 、これ には 異 論 が 多 い。

1995.1株 式 会 社DeutscheTelekom発 足

DBPTelekomが 株 式 会 社DeutscheTelekomに 改 組 され た。株 式 の放 出は1996年 か ら。

1995.1ド イツ郵電大臣、市 場開 に ・けた法的 組 整備スケジュール 発表

主 な内 容 は 以 下の 通 り。

(1)音 声 サ ー ビスおよびインフラの開 放 はEU閣 僚 理 事 会 の決 定通 り1998年1月1日 。

(2)企 業 網 の 第三 者 利 用 の 開放 は1998年1月1日 以 前 になり得 る。

(3)1998年1月1日 の開 放 に向 けて、1995年 上 半 期 に電 気 通 信 法 草 案 を提 示 し、1996年 夏 まで に法 案 を可決 し、1997年 夏 には

免許 を付 与 す る。

1995・3ド イツ 郵 電 大 臣 、 通信市場開放の 本原則を発表

以下のような電気通信市場 自由化の基本原則を発表した。
(1)1997年 春に免許申請を受け付け、免許を交付する。事業の開始はEUが 定めた期限である1998年1月 から。
(2)参入者数は制限しない。
(3)ユニバーサルサービス提供義務を負うのは市場シェアが25%以 上である者。
(4)ユニバーサルサービス提供義務を負う事業者は相互接続義務を負う。
(5)料金は規制機関(設立予定)の認可を得る。価格上限制が採用される見込み。

1995.5BTと ドイツ の エ ネ ル ー 大 手Viag力 合 弁 会 社 を 設

合 弁 会社 名 は 「ViagInterkom」 。デ ー タ通 信 サ ー ビスやVPNサ ー ビスなどを提 供 。1998年1月 か らの 自由 化 を睨 んだ 動 き。両 者

が37.5%ず っ所 有 し、残 りは ドイツでパ ー トナ ー を探 す 予 定 。
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1995.6ド イツ郵電大臣、1998年 自由化に向けた電気通信 法草案を発表

主要な点は以下のとおりである。
(1)事 業 免 許

◇免許の種類:電 気通信網と電気通信サービス。双方あるいはいずれかを付与。
◇免許付与数:全 国サービス、地域サービスいずれについても制限を設けず付与する。ただし事業実施能力があるかどうかの
審査は行う。.
(袈 言㌻ ㍑ ㌃ 諮 暢 支軸 な事業者

に提供銚 が砿 市場支配的な事業者とは、その地域で25%以上の市場
シェアを有する事業者を言う。市場支配的事業者がユニバーサルサービス提供のために損失が出たことを証明した場合、その
市場で5%以 上のシェアを持つ事業者全員で補填する。
(3)独立規制機関の設立
料金、免許条件の遵守、周波数の決定、電話番号管理などを規制・監督するための独立規制機関を設置する。

1995.6DeutscheTelekom、FranceTelecom、Spnnt、 合 弁 企 業 設 立 で 調 印

ヨー ロッパ とアメリカ に1社 ず つ 合計2社 の合 弁 企 業 設 立 、お よびDeutscheTelekgm、FranceTelecomのSprintへ のそ れ ぞれ10

%(計20%、 総額 約41億 ドル)の 出 資 に調 印 した。ヨー ロッパ に設 立され る事 業 グル ー プ はブ リュッセル に本 部 を置 き、ドイツ ・フ

ランス以 外 の ヨー ロッパ 地域 でサ ー ビスを提 供 す る。DeutscheTelekomとFranceTelecomの 合 弁企 業で あるAtlasが2/3を 出 資
し、残 りをSprintが 出資 す る。また、アメリカに設 立す る事 業 グル ー プは 欧 ・米 以 外 の 地 域 でサ ー ビスを提 供 し、SpdntとAtlasと の

対等出資である。

1995.10州 委 員 会 、Atlas承 認

DeutscheTelekomとFranceTelecomの 合 弁事 業 「Atlas」を、以 下 の条 件 付 きで欧 州 委 員会 が承 認 した。関係 者もこの 条 件 を了

承 した。

(1)「Phoenix」と「Atlas」を相 互 に緊 密 に関 連 した事 業 とみ なし、許 可 手続 きを一 本 化 す る。

(2)Atlasへ の 両社 の事 業 移 管 は 、EUの 音 声 市場 が開放 され 、競 合 ネットワー クが生 まれ た後(1998年1月1日)と す る。

(3)両 国 は 遅 くとも1996年7月1日 まで に代 替インフラを 自由化 す る。

(4)FranceTelecomとDeutscheTelekomは そ れぞ れ の 国 内公 衆 デ ー タ交 換 網 へ の非 差 別 的 アクセスを保 証 し、Atlasとは会 計

分 離す る。

(5)FranceTelecomは ドイツのデ ー タ伝 送 サー ビス子 会 社lnfoAGを 売 却 す る。

1996.1ド イツ政府、電気通信法案 を閣 決

欧州委員会からAtlas認可の条件として1996年7月1日 までのインフラ自由化が義務づけられたため、法制定スケジュールが早
められることになった。
〔法案の主な内容〕
・免許数に制限なし。
・ユニバーサルサービスの取扱いはEUの 方針に準拠する。
・市場支配力を持つ事業者は特別な監督下に置かれる。
・独立した連邦規制機関が設置される。

1996.1PhoenixカGlobalOne」 と して 発 足

事 業 名 は 「GlobalOne」(Phoenixは これ ま で の 仮 称)。SprintとDeutscheTelekom、FranceTelecomの 合 弁 が 承 認 され た の を 受

け 、ベ ル ギ ー の ブ リュ ッセ ル とア メリカ の ヴ ァー ジ ニ ア 州 レス トン に そ れ ぞ れ 事 業 会 社 「GlobalOne(Europe)」 、「GlobalOne

(World)」 を設 立 した 。 日 本 で は 日 本 ス プ リン ト(株)が4月1日 か ら「グロー バ ル ワン(株)」 とな っ た 。

1996.2BT・Viag・RWEが 、通 信 サ ー ス で 提 携 す る方 針 を 発 表

BT及 びエ ネル ギー 関 連 大 手のViag、 電 力 会 社最 大手 のRWEは 、1998年 の 自由 化 に 向 けけて提 携 し、通 信 サ ービスに進 出す

ることを明 らか にした。BTとViagは す で に合 弁会 社ViagInterkomを 設 立 して いる。→10月 、RWEは この グル ープ か ら脱 退 し、
C&WとVebaの グル ー プ に合 流。

1996.4ド イツ 政 府 、全 て の 学 を インター ネ ットに 接 す るSANロ ジ ェク トを 開 始 一

連 邦教 育 ・科 学 ・研 究 ・技 術 省 とDeutscheTelekomが 共 同 で 、ドイツ全 土 の学 校4万4,000校 をインター ネットに接 続 し、か つ 教 育

情 報を充 実 す るた めの3年 計 画 プ ロジ ェクト「SchulenansNetz(SAN)」 を開 始 。→2000年2月 、DeutscheTelekomは 接 続 料 ・通

信 料 を無 料 にす ると発 表 。

1996.7ド イツ 独 占 員 会 、DeutscheTelek。mのCATV網 却 を 言

地 域 市 場 に競 争 を導 入 す る手 段 として、DeutscheTelekomが 所 有す るCATV網 の 売 却 を提 言 した。

1996.7ド イツの 電 通信法 、可決 ・成立

連邦議会で6月13日 に可決された法案を、両院協議会で微修正の上、連邦参議院で可決。これにより新電気通信法が成立。8
月1日施行。

1996.7欧 州 委 員 会 、AtlasとGlobalOneを 正 承 認

蕩㌻讐当隔、㌘兇探編 罐嘉穂蔓㌫ ㌶繁 雑駕揺篭緯蹴曝 饗 竺蓼
網 によるサー ビスをAtlasに 統 合 して提供 で きる。その他 、以 下 の条件 を課 す 。
(1)FranceTelecom(FT)とDeutscheTelekom(DT)は 、Atlasへ の 統合 以 後 で あっても、国 内公 衆 交 換 デ ー タ網 へ の非 差別 的 で

オ ープ ンで透 明なアクセスを提 供しな けれ ばな らない 。

(2)FTとDTは 、GlobalOneと 他 の事 業 者 を、設備 の使 用や サー ビスの提 供 な どの 面 で非 差 別 的 に取 り扱 わな けれ ば ならな い。

(3)キャリア によるあらゆる内部 相 互 補 助 は禁 止 。

(4)キャリア 自身 が 提供 す るサ ービスとAtlas/GlobalOneが 提 供 す るサ ー ビスとは 契 約 を別 にす る。

(5)FranceTelecomは 、ドイツのデ ータサ ー ビス子会 社lnfoAGを 欧 州委 員 会 が定 め る期 日まで に売 却 す る。
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1996・7Mannesmann・AT&T・Unisourceの コン ソー シア ム 、ドイツ 鉄 道 と合 弁 会 社 設 立 で 合

Mannesmann主 導 でAT&T、Unisourceな どと設 立 したコンソー シアムとドイツ鉄道 が、Mannesmannの 子会 社CNい

(CommunicationsNetworkIntemational)と ドイツ鉄 道 の 通信 子 会 社DBKomを 合 併 させ て新 会 社 を設 立す ることで合 意 。同 コン
ソー シアムは 、新 会 社 での 出 資 比 率 を3年 以 内 に74.9%ま で 引き上 げ る権 利 も持 つ 。DBKomは 総 延 長40,000kmの 通 信 インフラ

持 つため 、Mannesmannの 事 業 基 盤 が強 化 され る。→10月 に欧 州 委 員 会 が合 弁 事 業 を承認 。→1997年1月 、合 弁 会 社
「MannesmannArcor」 設 立 。

1996.7ド イツ でア ジ タル 衛 星 放 送 開 始

キル ヒグルー プ の 「DF1」が17chで 有 料 放送 を 開始 。最 終 的 に は50ch .を目標 とす る。』→ マ ー ドック氏 のBSkyBが49%出 資す る予定で あ
ったが 、1997年3月 に提 携 を解 消。,

1996・10RWEカBT・Viagと の 針 を 解 消 し.・C&W・Veba合 と 携

欝蒜罐鍵型 認1蕊 灘 潔難罐摺撒篇曜叢漂怨念嘉纏霧野離麟曇蕩籔
を 目指 している。

1996.11DeutscheTelekbm式 公 開

日米 欧で 同時 上 場(日 本 で は19日)し 、約200億 マル クを調 達 。政府 の 出 資比 率 は 現 在74%。

1997.1Mannesmann・AT&T・Unisourceル ー 、ドイ ツ と合弁会社を設

Mannesmannの 子 会 社CNIと ドイツ 鉄 道 の 子 会 社DBKomを 合 併 させ 、新 会 社 「MannesmannArcor」 を 設 立 。Mannesmann・

AT&T・Unisourceの コンソー シ ア ム が49.8%、 ドイツ 鉄 道 が50.2%出 資 。た だ し経 営 権 はMannesmann・AT&T・Unisourceコ ン ソー

シ ア ム が持 ち 、1999年 まで 出 資 比 率 を74.9%ま で 引 き上 げ る権 利 を 持 つ 。同 コン ソー シ ア ム の 出 資 比 率 は 、Mannesmannが60

%、AT&T及 びUnisourceが そ れ ぞ れ15%、 ドイツ銀 行 が10%。 ・→ そ の 後AirTouchも こ の コン ソー シ ア ム に 資 本 参 加

(Mannesmannの 分 か ら4.5%取 得)。 →1998年7月1日 に コン ソー シ ア ム が 出 資 比 率 を74.9%に 引 上 げ 。→1999年5月 、

MannnesmannがAT&T及 びUnisourceの 出 資 分 を買 取 り、単 独 で の 出 資 比 率 を70%に した。

1997.2BTとViagの 合 弁 にTelen。r力 参

ノル ウェー の電 気 通 信 事 業者Telenorが 、BTとViagの 合 弁 であるViagInterkomに10%資 本 参 加 。BTとViagは40%ず つ 所 有 。

RWEが 提 携 方 針 を解 消したた め 、パ ー トナ ー を探 していた。ViagInterkomは 、1998年1月 か らの 固定 網 に よる電 話 サー ビスの免

許(ク ラス3及 び4)を 取 得 してい る。また、BTとViagは 、PCNサ ー ビスとして2番 目のE2の 免許 を取 得 してい る。

1997.2C&Wカebaと の 携 解;を 発 表

合 弁 会社Vebacomの 持 ち株45%を 全 てVebaに 売 却 し、C&WEuropaのVebaの 持 ち株50%を 全 て買 い取 ることで 合 意 。Vebaは
C&W本 体 の10.4%の 株 式 は保 有 す る。

1997.2VebaとRWE力 合 弁 社 の 設 立 を 発 表

設 立 会社 名 は 「o.tel.o」で、Vebaが40%、RWE37.5%を 出 資。C&Wが 抜 けたため 、残 りは 新 しい提 携 相 手 を探 す 。Vebacothは こ

の会 社 に統 合 される予 定。

1997.7ド イツでマルチメ丁イア法力可 決・成立

「情報通信サービスの基本条件の規制に関する法律」(通称マルチメディア法)を、6月13日にドイツ連邦議会が可決し、7月4日
に連邦参議院が可決して成立。8月1日から施行。電子署名に法的効力を認めるなど電子商取引の法的基盤を確立するほか、
プライバシーの保護や隈褻・暴力コンテンツの規制も含んでいる。マルチメディア法は枠組みに関する法律で、実体としては、
「テレサービスの利用に関する法律」、「テレサービスにおける個人情報保護に関する法律」、「デジタル署名に関する法律」、及
び刑法、秩序違反法、青少年に有害な文書の流布に関する法律、著作権法などの改正からなる。

1997・9郵 電'、 相 互 の 準 金を 定

1996年 電 気 通 信 法37条 により、当事 者 間 の交 渉 が 不調 の場 合 、当 事者 一 方 の 申し立 て により規 制 機 関 が相 互 接 続命 令 を発 す

る。その際 の相 互 接 続 料 の 基 準 料金 を郵 電 省 が 以 下 のように決 定 した。DeutscheTelekomは 不 服 として提 訴 。

(1)市 内:0.0197マ ル ク/分(9:00-21:00)

0.Ol24マ ル ク/分(21:00-9:00)

(2)国 内遠 距離:0.0295～0.051マ ル ク/分

〔平 均:0.0270マ ル ク/分 〕

1997.11DeutscheTelekomとFranceTelecom、 イ タ リア でENELと 合 社設立

イタリアの電 力 会 社ENELと 合 弁 会 社 「WIND」 を設 立 。ENELが51%を 所 有 し、DeutscheTelekomとFranceTelecomが49%(24.5
%ず つ)を 所 有 す る。今 後Sprintが 資本 参 加 す る可 能性 もある。WINDは3番 目の移 動 電 話(PCN)事 業 免 許 及 び 音 声 電 話 の全

国 免 許を 申請 する。
→1998年2月18日 、音 声 電話 サ ー ビスの 事 業 免 許 を取 得 。
→1998年6月9日 、3番 目の移 動 電 話 事 業 免 許 を取得 。
→1998年12月 、企 業 向 けの 長 距 離 ・国 際 サ ービスを開始 。
→1999年3月 、移 動 体 通 信 サ ー ビス開 始。家 庭 向 け長 距離 ・国 際 サ ー ビスを開始 。

1997・12DeutscheTelek。m、 旧 東 ドイツ 地 区 の 電 気 通 信 改 善 完 了 を 発

1990年 以 降 、「Telekom2000」 計 画 として総 額500億 マル クを投 じて推 進 してきた旧 東 ドイツ地域 の電 気 通 信 事 情 の改 善 が完 了

したことを発 表 。
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1997.12Mannesmannが01ivettiと 携 、イ タ リア に 合 弁 企 業OliMan」 を 設 立 ・-t・ ・t

難灘薄舞難纏灘灘i灘灘織i鞭
月 末 まで に残 り12.4%を6,650億 リラで 取 得(合 計49.9%)す ると発 表 。

1998.1MannesmannArc。rカ サ ー ス 開 始 、 電 話 サ ー ス で 競 争 始 ま る

固 定系 電 話 サ ー ビスを提 供す る新規 参 入 事 業 者 としてMannesmannArcorが サ ービス開 始 。

1998.1規 制 機 関RegTP力 発 足 、 務 開 始

響麓舗隅蕊燃蒜1蒜蕊驚蒜ぽ蕊欝曙畿窯£聾罐懸警鐘藷灘糟臨
備 関係 を管轄 して いた)もRegTPに 吸 収 され た。

1998.4DeutscheTelek。m及FranceTelecomカ 、Energisと の 合 会 設 を 発 表1

賜灘晋握提ぽ:識㍑呈鍵裂漂麗麗凝縦覧完載碧乗輿瑳認 §講繁華妄言畜
21日 か らロンドンでサ ー ビス開 始 。

1998。5DeutscheTelekom、CATV業 部 門 の 分 化 決

ii灘講灘i難論欝欝懲懲灘欝i籍
1998.6BT、 提 と共同でヨー ロッパ最大 の 帯域ネットワークを すると発表

1鰭難難蕪繍欝欝騰職灘蠣蕪雑
第1フ ェーズが終了し運営開始。.

1998.9DeutscheTelekom、ADSLサ ー ス を 全 国 展 開 へr

劉灘無 窮些魏2漂 鵠纏 饗霞能義魏 託確 羅慈袈 纏㌶遥蒜議 あ競願憲縫と
応じて段階的に導入していく。2003年末までには主要地域で全て導入される予定。.

1998.9DeutscheTelekomとFranceTelecomが 力 関 係 を強 化 、欧 州 基 網 建 設 を 発 表

懸灘i灘難灘欝欝講欝i灘講i襟
1998.9Bouygues、9Telecomの 経 営 権 をTeleggmltaliaに 譲 渡

TelecomItaliaと ともにフランスに設 立 した 固 定 系サ ー ビス提 供6P－ため の合 弁 会 社 「9TelecomS.A.」 のBouyguesの 出 資分51%の

大 半 をTelecomItaliaに 譲 渡 す ると発 表 。Bouyguesは 移 動 体 通 信 に専 念す る方 針 。

1998.10Mannesmann、 参 入 連 合 の 州 会 社 を設 る と発 表 ・

織 翼鱒撫購i懸慧 警護難藻璽難懇鎌雛
築 に乗 り出 したもの。

1998.12DeutscheTelek。mとFranceTelec。m、 株 式 相 互 合 い 契 約 締

i鰻㌶霧遷鱗 麟 膿罐雛 墨撲 燃=瓢 ・に
1999.1DeutscheTelek。mカCATV業 門 を 分 離 、子 会 社 設 立

耀灘 鍵 竃雑 嚢灘 鷲 灘 繊 鱗 ‖竃鱗 ビ㌶ を開発.
提 供し、また 、デ ジタル テ レビの技 術 的 プラットフォー ム及 び 番 組 を提 供 す る。
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1999.4MannesmannArcor、o.tel .oを22億5,000万 マ ル クで 買 収 す る と発 表

YSbaとRwEの 合 弁 会 社 である固 定 系サ ー ビス会 社o。tel.oを、Mannesmannの 固 定系 サ ー ビス子 会 社 で あるMannesmannArcorが22億5
,000万 マル クで 買収 す ることで合 意 。o.teLoもMannesmannArcorもDeutscheTelekomに 対 抗 して国 際 ・長 距離 サ ー ビス

に参 入 した 会社 で あるが 、o.teLoは 黒 字 転 換 の 目途 が立 たな い状 況 だ った。買収 によってMannesmannArcorの 地位 は大 きく強

化 され る。ただし、o.tel.oはその まま別 会 社 として運 営 され 、o.teLoの ブランドもそ のままで 、一般 顧 客 市場 を中心 に事 業 を進 め
る予 定。→5月26日 に 合併 手続 き終 了。

1999.4DeutscheTelekomとTelecomltalia力 合 併 で 合

Olivettiか らTOBを 仕 掛 けられ たTelecomItaliaが 、対 抗 策 としてDeutscheTelekomと 合 併 することで合 意 。新 会 社 は ドイツ に本

拠 を置 くエ今 後 、株 主 である両 国政 府 の 承 認を含 む株 主総 会 の承 認 、欧 州 委 員 会 の承 認 などが必 要 で あるが 、これ が成 立す ると
、売 上 局でNTTに 次 ぐ世 界 第_の 電 気 通信 事 業者 が誕 生 す ることになる。→OlovettiのTOB成 功 により御 破 算 とな った。ま

た 、DeutscheTelekomと 提 携 関 係 にあるFranceTelecomは 事 前 に何 の連 絡 も無 かったことに不 快 感 を示 し、1998年12月 の提 携

契 約 に違 反 す るもの として、損 害 賠 償 を求 めてDeutscheTelekomを 国際 商 工会 議 所 の 国際 仲 裁 裁 判 所 に提 訴。

1999.7FranceTelecom、DeutscheTelekomの 式 を て 却 る 方 を 発

FranceTelecomとDeutscheTelekomは 提 携 関 係 の一 環 として株 式 を2%ず っ持 ち合 っているが、FranceTelecomは 、DeutscheT
elekom株 全 てを来 年 中に売 却 す る方 針 を発 表 。これ により両社 の 提携 関係 は解 消 され る可 能性 が高 くなった。

1999.8DeutscheTelekom、One20neを84'・ ン ドで 買 収 す る と発 表

C&W及 びMediaOneが 折 半で 出 資 している移 動 通 信 事 業 者One20neを 、総 額84億 ポンド(現金69億 ポ ンド、債 務 引 受15億 ポンド)で 買収 し
、DeutscheTelekomの100%子 会 社 とす ることで 合 意 。One20neはDCSI800に よる携 帯 電話 サー ビス(PCNサ ー ビ

ス)を 提供 す る事 業 者 で 、6月末 現 在 で約265万 の加 入 者 を持 つ 。→9月28日 、欧 州 委 員 会 が 買収 を認 可 。

1999・10MCIWorldCom、Sprintの 買 で 合

蕊埜響沈澱纏?鵜。趨㍑躍 鷺籔盤聖霊鷺鷲若蕊違警慾艮當蜜 指診鑑裏躍
離 市 場 で 占め るシェアは80%を 超 える。買収 は株 式 交 換 方 式 で 、固 定 通 信 系 のSprintFONグ ル ー プ株 は76ド ル 相 当のMCI
WorldCom普 通株 との 交換 、移 動 通 信 系のSprintPCSグ ル ー プ株 は 、それ を引継 ぐ新 会社WorldComPCSの トラッキング株1株

及 びMCIWorldCom普 通 株0.1547株 との 交換 になる。WorldComPCSト ラッキング株 は 、現 在 のSprintPCSト ラッキング株 と同じ

条 件 で発 行 す るものとする。負 債 の 引受 を含 む 買 収 時価 総 額 は 、史 上最 高 の1,290億 ドル で ある。MCIWorldComは 移 動 体 通信 事 業 で 出遅 れ てお り
、SprintPCSグ ル ー プ の取 得 が今 回 の 買収 の 眼 目であった。→ グローバ ル サー ビス事 業GlobalOneで

Sptintと提携 しているFranceTelecomとDeutscheTelekomは 、Sprint株 の売 却 を表 明。

(注)トフッキング(tracking)株 とは 、当該 事 業部 門 の業 績 の み を反 映す る株 で、全 社 的な 業績 とは 関係 ない。したがって、有 望

な事 業 へ の投 資 に便 利 で ある。

1999.10FranceTelecom、E-Plusの 経 営 を 取 得 る と発 表

RWEAG及 びVebaAGか ら、E-Plus株60.25%を74億 ユ ー ロで買 収 す ることで 合 意 したと発 表 。す で に4日 にVodafbneAirTouch

か ら17.24%を 取 得 す ることで 合 意 してお り、FranceTelecomは 合 計77.49%を 支配 す ることになる。ただ し、残 りの22.51%を 所 有

す るBellSouthはE-Plus株 の優 先 買 取 権 を持 つ ため 、BellSouthが そ の権 利 を行 使 しないことが 買 収 実 現 の 条件 となる。買 収 資

金 に はDeutscheTelekom株 及 びSprint株 の 売 却 代 金 を充 てる。2000年 始 め に買 収 手続 きが終 了 す る予 定。E-Plusは ドイツ第3位 の移 動 通 信 事 業者 で
、麹310万 の加 入者 を持 ち、およそ16%の シ ェアを 占める。ドイツは まだ移 動 通 信 サー ビス の普 及 率 が

比 較 的低 く、今 後 の成 長 が 見 込 まれ る。→12月9日 、BellSouthが 優 先 買取 権 を行 使 し、オ ランダ のKPNと 共 にE-Plusを100%取

得 す る方針 を発 表 。FranceTelecomの 買 収 ならず 。

1999.10Mannesmann、 イ リス の 携 話 業 者Orange買 収 で 合 意

イギ リスでDCS1800に よる携 帯 電 話 サ ー ビス(PCNサ ー ビス)を提 供 しているOrangeを 、負 債 の 引受 を含 め 、総 額207億 ポ ンドで買収 することに合 意
。

1999・11DeutscheTelekom、 フラン ス の 電 通 信Sirisの 買 収 を 発

1998年1月 の 自 由化 以 後新 規 参 入 したフランスの固 定 系 電 気 通 信 事 業 者 の 中で は2番 目に大 きいSirisを、7億ユ ー ロで

UnisourceN.V.か ら買 収 す ると発 表 。FranceTelecomと の 関係 冷 却 化 により、自らフランスの 固 定 系 電気 通信 市場 に乗 り出 すこ

とにした。

1999.11VodafoneAirTouch 、Mannesmannの 式 公 開 買 付 け 行 うと発 表

Mannesmannへ の買 収 提 案 が拒 絶 され たため 、敵 対 的TOBを 行 うと発 表。Mannesmann1株 をVodafoneAirTouch53 .7株 と交 換 す
る方 式で 、時価 総 額1,240億 ユ ー ロである。これ はMannesmannがOrange買 収 の ため に発行 予 定 の株 式 も含 む 。買 収 が成 立す
ると、両社 を合 わせ て4,200万 の加 入者 を持 つ 世 界最 大 の 移 動 通 信 事 業 会 社 が誕 生 す る。→12月24日 か ら買付 け開始 。2000

年2月7日 まで 受付 け。→2000年2月 、友 好 的 買 収 で合 意 。

1999.12BskyB、KirchPayTVと 本 携

イギリスの衛 星 放 送 事 業 者BSkyBが ドイツの衛 星 放 送 事 業 者KirchPayTVに 総 額29億 マル ク(現 金10億 マル ク及 び 新 規 に発 行

す るBskyB株 約7,800万 株)を 出資 し、KirchPayTVの お よそ24%を 取 得。BskyBか らの新株 交 付 により、KirchPayTVは 、BskyBの

お よそ4.3%を 所 有 す ることになる。

1999・12BellSouth、 オ ランKPNと 共 にE-Plusを100%取 得 す る と発 表

E-PLus株 の優 先 買 取権 を有 してい たBellSouthが その権 利 を行 使 し、E-Plusの 他 の株 主 の全 ての株(Vodafbheが17 .243%、
Veba/BWEが60.25%所 有)を 買 収 じ000%取 得 す ることを発 表 。Vodafone及 びVeba/RWEか らの株 式 購 入 資 金 はオ ランダ
KPNが 拠 出し、その 資 金 はBellSouthがE-Plus運 営 のた めに ドイツに設 立 す る持 株 会 社 「BellSouthGmbH」 の資 本 に充 当する。したが

って、KPNの 出資 分 は77.493%。 →FranceTelecomは 、10月 に、BellSouthが 優 先 買取 権 を行 使 しない ことを条 件 に

E-Plus買 収 を発 表 してい た。したが ってFranceTelecomに よる買収 はなくなった。→2000年2月 に 買収 手 続 き完 了。
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2000.lGI。balOne、FranceTelec。mの 完 全 子 会 社 に

GlobalOneを 構 成 す る他 の 株 主 であるDeutscheTelekom及 びSprintか ら全 株 式 を買 収 す ることで合 意 。FranceTelecomは

Sprintに11億2,700万 ドル 、DeutscheTelekomに27億5,500万 ドル を現 金 で支 払う。また 、この合 意 には 、FranceTelecomと
DeutscheTelekomが 持 つSprint株 の取 扱 いも含 まれ てお り、Sprint株 の譲 渡 制 限 を解 除 す ると同 時 に優 先株 主 としての 特 権 を

消滅 させ 、Sprintか ら役 員 を引上 げ ること、MCIWorldComとSprint合 併 につ いて は賛 成 票 を投 じな けれ ばな らない ことなどが定
められ た。

2000.2V。dafoneAirT。uchとMannesmann力 合 併 に 合 意

TOBで 敗 色 濃 厚 となったMannesmannと 、敵 対 的TOBに 対 す るドイツ国 内で の反 発 を考 慮 したVodafone側 が友 好 的 買 収 で合

意。Mannesmann株1株 にVodafoneAirTouch株58.96株 を割 り当てる。TOBよ りも好 条件 で 、買収 時価 総 額 は 約1,800億 ユ ー ロ。

合 併 後 の新 会 社 名 はVodafoneAirTouchで 、現Mannesmann株 主 が49.5%を 保 有 す ることになる。

2000.2BellSouthと オ ラ ンKPN、E-Plusの 買 手 きを 兀 了

BellSouthがE-PLus株 の優 先 買取 権 を行 使 し、オ ランダKPNを パ ー トナー にE-Plusの 他 の株 主 の全 ての株(Vodafoneが17.243
%、Veba/RWEが60.25%所 有)を 買収 す る手 続きが完 了 。BellSouthの 出 資 分 は22.507%、KPNの 出 資 分 は77.493%で 、両社

は 対 等 の支 配 権 を持 つ。BellSouthは18ヶ 月 以 内にE-Plus株 をKPN株1億 株 又 はKPNMobileの33.3%分 の株 に転換 するオ プ
ションを持 つ。またKPN株 をさらに約4,600万 株 取 得 す る権 利 を持 つ 。

一75一





V.フ ランスの情報 通信史



～



臼■囲■ 出 来 事

1978.1ノ ラ ・マ ンク ・レ'・一 トが ジ ス カー ル ァ ス タン 大 統 領 に 提 出 され る

蟻灘竃撫竃竃議㌶難竃藏i㌶竃違違 憲灘縢難i鍾
性 を強 調 。

1982.7視 聴 コミュニケーション法(1982年 放 送法)成 立

商業放送の参入を認めるに伴い、免許交付権を有する独立行政機関として視聴覚最高機関(HACA)を 設置。

1985.11フ ラン ス で セ ル ラー 話 サ ー ス 開 始

電 気 通 信 総 局(DGT)が アナ ログセル ラー電 話 ザ ー ビス「Radiocom2000」 の 提 供 を開始 。

1986.9コ ミュニ ケ ー シ ョン の 自 由 に 関 る 法 」(1986年 送 法)成 立

〔内 容 〕

:醗Zl茎 翌 旦勢 と帥 のための国家委疏 米国の,CglF-.i」をとった)の設置
・自由化する電気通信サービスを1987年末までに制定予定の電気通信競争法までに定める

1986.11通 信と 由のための国家委 会(CNCL)力 正式発 足

アメリカFCCに 範を取った「通信と自由のための国家委員会(CNCL)」 が正式発足。これまでの視聴覚通信最高機関よりも広範
な権限を持つ。

璽 嚇 欝齢 灘 麟 ㌶ 難 麟 麟鶴蹴 醗 嘉罐 鷲カデ・一フラ
〔権限〕
・民間ラジオ・テレビ放送設備及び私設電気通信設備の建設・運営り認可
・国有設備を除く全ての電気通信設備の建設・運用の認可(電気通信競争法成立後)
・CATV運 営の認可(設備建設の認可は地方自治体の管轄)
・TDFが有していた周波数指定権
・主要公共放送機関の会長任命権

1987.3フ ランス政 、付加価 サー ス 由化の 件 定める

付加価値サービスを2種類に分類
・特殊付加価値サービス(銀行など特定業種のみ対象)
・一般付加価値サービス(汎用)

1987.9フ ラン ス 、 末 機 器 由 化

1987.9フ ランス 政 、VAN業 を 由 化 す る 政 令 発

以 下 のものは 認 可 が必 要 。それ 以外 は届 け 出。
・一 般 付 加 価 値サ ー ビス:一 般 ユ ー ザー 向 けVANで3.5Mbps以 上

・特 殊 付 加 価 値 サー ビス:業 界 向 けVANで5Mbps以 上

また 、単 純 再 販 は全 売 上 高 の15%以 下で なけれ ばな らない 。

1987.12フ ラン ス で セ ル ラー 電 話 に 争 導 入

水 道 供 給 会社(CGE)、 アル カテ ル 、ノキアの3社 によるコンソーシアムにサ ー ビス提 供 を認 可。→1989年3月 にSFRと してサ ー ビ
ス開 始。

1987.12電 気 通 信 総 局(DGT)、BR1-ISDNの 商 用 サ ー ス を開 始

ISDNの サ ー ビス名Numeris。

1988.1電 通 信 局(DGT)カFranceTelecomに 改 称

1988.5独 ・仏、両国間のVANサ ービス合弁企 設立で合意

1989.1コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の 自 由 に 関 す る法 律 を 改 正

商 業 放 送 の進 展 に伴 い 、「1986年 コミュニケ ーションの 自由 に関 する法 」を一 部 改 正す る1989年 放 送 法 が成 立。CNCLに 代 えて「

視聴 覚最 高評 議 会(CSA)」 を設 置 す る。

1989.1視 聴覚最高評議会(CSA)が 発 足

1989年放送法に基づき、視聴覚最高評議会(CSA)が 発足。

1989.3FranceTelecomに 対 丸してSFRカ セ ル ラー 電 話 サ ー ス を開 始

サ ー ビス認 可 後 、サー ビス提 供 会 社SFRが 設 立され 、サー ビス開 始。水 道 供 給 会 社(CGE)が 資 本 参加 し、ノキアがNMT方 式 の

技 術 を提 供 し、アルカ テル が 交換 網 の構 築 にあたるとい う関係 になる。

1989.5郵 電 ・ 宙'の 内 部 に 大 臣 属 の 制 総 局 を 設 置 、 制 と 業 運 営 を 分

大 臣直 属 の政 策 立 案 ・規 制 機 関 としてDRGが 創 設 され る。これ により、86年 に設 けられ た規 制委 員 会 を廃 止 。FranceTelecom

(電気 通信 総 局)は 事 業 運 営 のみ となる。

1989.8 レ'・報 、 会に 気通信の改 勧告

郵電・宇宙省から郵便事業と電気通信事業を分離してそれぞれ独立の法人とし、電気通信サービス事業部門から規制権限を
分離することを提言した。以後、この報告書を基に改革が進められる。
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1989.10FranceTelecom、PRHSDNの 提 供 開 始

1989.11郵 臣 、FranceTelec。mの 公 化 針 発

キレス郵 電 大 臣 は 、FranceTelecomを 政 府 機 関か ら国 有 事 業 体 へ 改編 し、経 営 面 で の 自立性 をもたせ るとの方 針 を発 表。

1990.6ECの リー ン ペ ー ノ ー に 沿 った 法 案 力 国 民 議 会 で 可

フランス郵電 ・宇 宙 省 をECの グリーンペ ーパ ー に沿 って改 革 す る法案 が国 民議 会 にお い て可 決 。7月2日 に成 立。この結果 、公

募鷺 苔灘 欝繍 難 嬬 鑑 曙 舞 鶴　麟 雛 灘 磐 声サービスの独占は維持されるものの・パ
1990.7フ ラン ス 郵 ・ 組 改 法(郵 ・電 気 通 信 公 共 企 業 法)力 立

1991年1月1日 か らFranceTelecomを 公 社 として 独 立 させ る。

1990.12電 気 通 信 制 法 成 立

ECの 方 針 に 沿 って 、電 気 通 信事 業 の 競 争 ル ー ル を定 めた。公 社 としてのFranceTelecomが 発 足 す ると同時 に施 行 され る予

定 。公 衆網 の建 設 は原 則 としてFranceTelecomの 独 占とし、携 帯電 話 や 低 軌 道衛 星 通 信 、VANは 「規 制 され た競 争 」に開放 さ

れ る。

1991.lFranceTelec。m力 公 社 と して 改 組 、発 足

1991.2フ ランスの 相、郵 相 、開発 ・技 術相方、ルナテルの を 定

すでにこういった網が建設されている米・英・独に立ち遅れているという認識に基づき、大学や研究機関を結ぶ全国網(ルナテ
ル)の構築を決定した。

1991.10FranceTelecom、 テ レ'・イン トサ ー ス の 試 行 開 始

ストラスブー ル で 開始 。サ ー ビス名 は 「ポワンテル 」。

1992.3DBPTelekomとFranceTelecomが 合 弁 会 社 の 設 立 を発

Eunetcomと いう名 称 の合 弁 会社 の設 立 を発 表 。Eunetcomは 多 国籍 企 業 向 けに 国 際電 気 通 信 サ ービスを提 供 す ることを目的 と

す る。

1992.4DBPTelekomとFranceTelecom、Syncordiaへ の 不 参 加 を正 式 決 定

B-TのSyncordiaへ の 不参 加 を正 式決 定。Syncordiaは 多 国籍 企 業 向け に世界 的規 模 で ワンストップ ・シ ョッピングの 国 際 電気 通信 サ ービスを提 供 することを 目的 とす る
。

1992.6FranceTelecom、 速 仮 専 用 網 の 供 を開 始

公 衆パ ケット交 換網 トランスパ ックを利 用 した 高速 仮想 専 用網 。い わ ばデ ー タ用VPNサ ー ビス。

1992.7FranceTelecom、GSM方 の ア ジ タル セ ル ラ ー 話 サ ー ス 開 始

ECの タイムスケジa－ ル で は1991年7月 開 始 とな ってい たが 、一年 遅 れ てドイツとフランスで 始 まった。サー ビス名 は 「ltineris」。

1993.1FranceTelecom、 テ レ'・イン トサ ー ス の 商 用 サ ー ス 開 始

ストラスブ ー ル で開 始 。4月か らパ リでも開 始 され た。

1993.8FranceTelecomの 民 営 化 を 閣 議 決

BTとMCIの 提 携 に 大きな衝 撃 を受 け、国 際 競 争 の 本 格 化 を迎 え機 動 的 な組 織 にす る必 要 があると痛感 した結 果 だ と言 われ て
い る。FranceTelecomはMCIと の提 携 を望 ん でい た。主 な 内容 は 以 下の 通 り。
・Franceエelecomを 株 式会 社 に改組 し

、株 式 の過 半数 を政 府 が保 有 す る。
・電 気 通信 規 制 方 法 につい て一 般 から意 見を求 める

。
・民 営化 法案 を1994年 第 一 四 半期 に議 会 に提 出す る

。

1993.9フ ラン ス 政 府 、PCN導 入 を決 定

PCN免 許 を1社 に付 与す ることを決 定 。→1994年1月12日 か ら公募 。

1993.11FranceTelecomの 民 営 化 、先'り とな る

公 務 員 の身 分 を失 うことに職 員 が危機 感 を持 ち激 しく抵 抗 しているた め、政 府 は先 送 りを決 定 した。民 営 化 の方 針 は 変 わ らな

い 。

1993.11郵 電 総 局(DGPT)力 設 置 され る

電 気 通 信 の規 制 機 関 であったDRGと 郵 便 部 門 を総 括 してい たDSPと が合 併 し、郵 電 総 局(DGPT)が 発 足 した。

1993.12DBPTelek。mとFranceTelecom 、提 さ らに 強 化 す る新=社 設 立 を 発 表

両 者 のデ ー タ通 信 部 門 を統 合 した新 会 社 を設 立 し、Eunetcomも この 中 に統 合 す る。両 者 の 民 営化 が実 現 次 第株 式 を持 ち合 う
ことも検討 中。

1994.2フ ラン ス 、 報 ス ー ノ ー ハ イ ェイ計 画 の 定 問

フランス政 府 は 、フランス版 情 報スー パ ー ハイウェイ(Patif)の 構 築 を閣 議 決 定 し、計 画 案 の策 定を諮 問した。法 案 化 は秋 の 予定
。
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1994.6DBPTelekomとFranceTelecom、Sprintと';t・

この提 携 により、3社は 共 同 して国 際 電 気 通信 網 を運 営 し、サー ビスを提 供 す る。DBPTelekomとFranceTelecomは42億 ドル で

Sprintの 株 式 の20%を 取得 し、役 員も派遣 す る予 定 。提 携 に基 づ く国 際 電 気 通 信 サ ー ビスの提 供 は 、グロー バ ル パ ー トナ ー

シップ委 員 会(GPB)の 下 に事 業 部 門を設 立 して実 施す る。GBPで は 各社 同 等 の権 利 を持 つ。

1994.10フ ラン ス 政 府 、PCN事 免 許 をB。uyguesコ ン ソー シ ア ム に 付 与

フランスの 大 手建 設 会 社Bouyguesを 中 心とす るBouyguesコ ンソー シアム には 、C&W(英)、VebaAG(独)、USWest(米)な どの

海 外 資本 も参 加 している(1997年3月 にUSWestは 撤 退)。1995年 末 まで に 、パ リ、マル セイユ 、リヨン、リー ル 、ニ ース にPCN網 を

構 築 予定 。

1994.10FranceTelecom、ATMサ ー ス 開 始

ATMを 利 用 したLAN間 接 続 の商 用サ ー ビスを開始 した。サ ービス名 は 「トランスレルATM」 。LAN間 接 続 サ ー ビス 「トランスレル 」

を統 合 したもので 、提 供す るの はFranceTelecomの 子 会社 であるTranspac。 提 供 地 域 は 、イル ・ドー■フランス 、グル ノー ブル 、ニー
スで 、1995年 には全 ての 主 要 都 市 で利 用 可 能 になる。

1994.10フ ランス 政 、 報 ハ イウ ェイ 発

フランス省 際 委 員 会 は 、テ リー報 告 書 を参 考 に、情 報ハ イウェイ構 築 の基 本 方 針 を決 定 した。サ ー ビス実 験 事 業 を公 募 し、政 府

が支 援 す る。ただ し民 間 主導 であり、政府 による資 金 援 助 はない模 様 。テリー報 告 書 で は以 下のことが述 べ られ てい る。

目標:2015年 まで に光 ファイバ ーを全 世 帯 に敷 設 す る。

費 用:1,500～2,000億 フラン。政 府 が多 額 の 資金 援 助 を行 う。

1995.2フ ラン ス 府 、 報 ハ イウ ェイ に ・けた49ロ ジェクトを決

情報ハイウェイ構築に向けた大規模実験プロジェクトを公募していたが、約650の 応募があり、その中から49を選出した。

1995.6DeutscheTelekom、FranceTelecom、Sprint、 合 弁 企 業 設 立 で 調 印

ヨー ロッパ とアメリカに1社 ず っ 合 計2社 の 合 弁企 業 設 立 、お よびDeutscheTelekom、FranceTelecomのSprintへ のそ れ ぞ れ10

%(計20%、 総 額約41億 ドル)の 出資 に調 印 した。ヨーロッパ に設 立 され る事 業 グル ープ はブ リュッセル に本 部 を置 き、ドイツ ・フ

ランス以 外 のヨーロッパ 地 域 でサ ー ビスを提 供 す る。DeutscheTelekomとFranceTelecomの 合 弁企 業 であるAtlasが2/3を 出 資
し、残 りをSprintが 出資 す る。また、アメリカ に設 立す る事業 グル ー プは 欧 ・米 以 外 の地 域 でサ ー ビスを提 供 し、SprintとAtlasとの

対 等 出 資 である。

1995.8フ ランス政 、FranceTelec。mを1998年 までに株 式会社 化す ると発表

フィヨン情報技術・郵電大臣は、労組の反対を緩和するため、株式の過半数は国が所有すること、従業員は引き続き国家公務
員として扱うことを条件として示しているが、実現するかどうか今後もなお不明である。

1995.10 フランス政府、新しい規制枠組み策定のための諮問文 を発表

政府は、1998年の完全 自由化に向けた新しい規制の枠組みを策定するための諮問文書を発表した。大筋はEUの 方針に沿っ
たもの。1996年3月までに法案にまとめ、議会に提出したい意向である。

1995.10欧 州 委 員zs、Atlasを 承 認

DeutscheTelekomとFranceTelecomの 合 弁 事 業 「Atlas]を、以 下 の条 件 付 きで 欧 州 委 員 会 が承認 した。関 係 者 もこの 条件 を了

承 した。

(1)rPhoenix」 と「Atlas」を相 互 に緊 密 に 関連 した事 業 とみ なし、許 可 手 続 きを一 本 化 する。

(2)Atlasへ の両 社 の事 業 移 管 は 、EUの 音 声 市場 が開 放 され 、競 合 ネットワー クが生 まれ た後(1998年1月1日)と す る。

(3)両 国は 遅 くとも1996年7月1日 まで に代 替インフラを 自由化 す る。

(4)FranceTelecomとDeutscheTelekomは そ れ ぞれ の 国 内公 衆 デ ー タ交 換 網 へ の 非差 別 的 アクセスを保 証 し、Atlasとは会 計

分 離 す る。
(5)FranceTelecomは ドイツのデ ー タ伝 送 サ ービス子 会 社lnfoAGを 売 却 す る。

1996.1フ ラン ス 政 、電 通 信 の概要を発

1995年10月 の諮 問 文 書 に沿 ったもの。公 共 サ ー ビスの保 証 、ネ ットワー クアクセスの保 証 、競 争 環 境 の創 出 、公 正 競 争 の 確 立 、

の4原 則 を内 容とす る。

1996.lPhoenixカ 「GlobalOne」 と し て 発 足

事 業 名 は 「GlobalOne」(Phoenixは これ まで の 仮 称)。SprintとDeutscheTelekom、FranceTelecomの 合 弁 が 承 認 され た の を受

け 、ベ ル ギ ー の ブ リュ ッセ ル とアメリカ の ヴァー ジ ニ ア 州 レス トン に そ れ ぞ れ 事 業 会 社 「GlobalOne(Europe)」 、「GlobalOne

(World)」 を設 立 した 。 日本 で は 日 本 ス プ リン ト(株)が4月1日 か ら 「グ ロー バ ル ワン(株)」 とな った 。

1996.4フ ラン ス 政 、 通 信 改 法 案 決 定

FranceTelecomとDeutscheTelekomと の提 携 にあた って欧 州 委 員会 か ら条 件 として1996年7月1日 まで のインフラ 自由 化 が義 務

づけ られ た ため、ドイツと同 様 、7月1日 か らの 電 気通 信 市 場 開 放 を内容 とす る法 案 を閣議 決定 した。

1996.4フ ランス政 、インターネット規制の国際協調を提案

BU非 公式通信相会議で、インターネットを従来のネットワークとは異なるものと位置づけ、消費者や個人・社会的弱者の保護、
データの保護などを内容とするインターネット規制の国際協調を呼びかけた。サミットでも議題とする予定。

1996.5フ ラン ス 政 府 、FranceTelecomを 株 式 会 社 に 改 組 す る法 案 を 発 表

FranceTelecomを1998年1月1日 か ら政府 が51%以 上 の株 式を保 有 す る株 式 会 社 に改組 す る法 案 を発 表 した。従 業 員 は公 務

員 の 地位 を保 持 し、従 業 員 が10%ま で株 式 を所 有 できるとす る。

1996.5Bouygues、PCNサ ー ス 開 始

離鑓㌶ 撚 禦欝 欝鰹 耀 麟 ㌫蛮書 纏縫 霧 砦5懸 瓢 参羅辰《をeagk・99年末まで
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1996.6

1996.6

1996.7

1996.12

1997.1

1997.2

1997.3

1997.5

1997.10

1997.11

1997.11

出 来 事 ‥ ㌃ 『三^

フランス議会、電 気通信 自由化法案を可決1・ ・

FranceTelecomとDeutscheTelekomと の提 携 にあたって欧州 委 員 会 か ら条 件 として1996年7月1日 までの インフラ 自由化 が義 務
づ けられ たため 、ドイツと同様 、制 定を急 いで い た。主 な内容 は以 下の とお りで 、7月27日 発 効(「1996年7月26日 電 気 通 信

法」)。→ その後、自由化に反対する社会党により憲法裁判所に持ち込まれたが、7月23日に根拠不十分として却下された。
(1)独立規制機関を設立する。
(2)さ しあたりFranceTelecomを 公 共 サ ー ビス提 供 事 業 者 とす る。公 共 サ ー ビスの 定 義 は5年 毎 に見 直 す 。'

(3)免 許 期 間 は15年 。

(4)無線局免許について、欧州経済地域外の外資は原則として20%ま でとするが相互主義による。

FranceTelecomを 株式会社 に改組する法 案が可決・成立

7月27日 発 効 。政 府 が51%の 株 式 を所 有 。1996年12月31日 をもって発 足 す る。1997年 中 にも株 式の 一 部 を放 出 予 定。

欧 州 委 員 会 、AtlasとGlobalOneを 正 式 承 認

まず第一段階として、フランス・ドイツでそれぞれ競合2社 に設備ベースの免許を与えられた時、グローバルサービスの提供を認
める。次に第二段階として、フランス・ドイツ両国内のサービスおよびインフラが完全に自由化された時、国内の公衆交換データ
網 によるサー ビスをAtlasに 統 合 して提 供 で きる。そ の他 、以 下の 条 件 を課 す。

(1)FranceTelecom(FT)とDeutscheTelekom(DT)は 、Atlasへ の 統 合 以 後 で あ っ て も、国 内 公 衆 交 換 デ ー タ 網 へ の 非 差 別 的 で

オープンで透明なアクセスを提供しなければならない。
(2)FTとDTは 、GlobalOneと 他 の事 業 者 を、設 備 の使 用 やサ ー ビスの 提 供 などの面 で 非 差 別 的 に取 り扱 わな けれ ば ならない。

(3)キャリアによるあらゆる内部相互補助は禁止。
(4)キ ャリア 自身 が提 供 す るサ ー ビスとAtlas/GlobalOneが 提 供 す るサー ビス とは 契約 を別 にす る。』

(5)FranceTelecomは 、ドイツのデ ー タサ ー ビス子 会社lnibAGを 欧 州 委 員 会 が 定 める期 日まで に売 却す る。

FranceTelecomが 株 式 会 社 として 発 足

国が51%の 株式を所有することになっている。5月に政府保有株第一次放出を予定。

独立規制機関としてARTが 発足
'・

独 立 規 制 機 関 としてAutho㎡tedeRegulationdesTelecommunications(ART)が 発 足 。また 、周 波 数 管 理 機 関 として1'Agence

NationaledeFrequences(ANF)が 発 足 。

Cegetelが フランス国鉄と提携、回線 利用 権を獲得

フランス国鉄(SNCF)の 通 信 事 業 子 会 社TelecomDeveloppementの 株 式 の49%を 取 得 し、SNCFが 保 有 す る光ファイバ ー網(延

長 約8,600km)の4年 間 の独 占利 用権 を獲 得 。Cegetelは 、CGE、BT、Mannesmann、SBCの 合 弁 会 社 で 、1998年1月 か ら長 距 離

電 話 サ ー ビスに参入 予 定。→1998年3月 、欧 州 委員 会 が独 占利 用 契 約 を競 争 法 違 反 と勧 告。→ 他 事 業 者 にも利 用を認 め るよ

う契約を改定。

フランス政府、相互接続規則を制定

公 開諮 問 などの 手続 きを経 て規 則 を制 定 。これ に基 づ き、FranceTelecomの 相 互 接 続 約 款 をARTが4月9日 に認 可 した(1998年
1月1日 か ら発 効)。→8月4日 、最 終 的な 規 則 を発表 。新 規 参 入 事 業 者 の 設備 建 設 を促 す ため 、相 互 接 続 料 は 高 め に設 定 す

る 。

フランス政府、ユニバーサルサービス規則を制定

ユ ニバ ーサ ル サー ビスコス トの算 出や 事 業 者 へ の 補填 方 法 に つ いて 定 める。ユ ニバ ー サル サ ー ビスコストをおよそ50～60億 フ

ランと見積 もってい る。コストは全 事 業 者 が トラフィックに応 じて負 担 す る。

ART、 長距離事業者識別番号を割当て

一桁 の数 字 で事 業者 を識 別 す る
。全 国 サ ー ビスを提 供す る事 業 者 にのみ1桁 の番 号 が与 えられ る。1998年1月1日 か ら実施 。地

域 事 業者 は 「0」で 、ダイヤ ル ミスはここに接 続 。「1」は 緊急 サ ー ビス用 、「3」は ミニ テル などビデ オ テキス トサー ビス及 び オ ー ディ

オ テキストサー ビス用 。2及び4～9が 長 距 離 事 業者 用で 、くじ引きで 割 当てた。FranceTelecomは 「8」。他 にNetco(Bouygue§ グ
ル ー プ)が 「9」、Cegetelグ ル ー プ(Cegete1及 びフランス国 鉄SNCFの 子 会 社TelecomDeveloppement)が 「7」。一 桁 の 番 号 が尽 き

ると、次 か らは四桁 の 「16xx」になり、後か ら参 入 す る事 業者 は不 利 。た だし、2000年1月1日 か らは事 業者 の事 前 選 択 制(優 先

接 続)を 導入 し、完 全 なイコー ル アクセスを実 現 す る予定 で 、それ まで の過 渡 的 措 置 。→11月 に、「2」をSiris(AT&T-Unisource

グル ー プ子 会社)、 「5」をOmnicom(フ ランス現 地 資 本 の再販 事 業者)に 割 当 て。→1998年2月 、1桁の番 号 を得 られ なかった事

業者の訴えにより、国務院(最 高行政裁)がその合法性を疑問とし、残り2つの1桁番号の割当てを差し止め。この判決を受け、
残りの2つ の1桁の番号のうち一つを受けるはずだった事業者がこれまでの全ての一桁番号割当てに意義申立て。→1998年6
月 末 、国務 院 がARTの 割 当ての 妥 当性 を認 め 、問題 は解 決。→2000年1月17日 か ら優 先 接 続 始 まる。

FranceTelec。mが 株 式 上 場

パ リ証 券 取 引 所及 びニューヨー ク証 券 取 引所 に上 場 。パ リの初 値 は215フ ラン。政 府 は 一般 投 資 家 向 けに20.9%、 従 業 員 向 け

に2.3%を 放 出 し、420億 フランを得 た。→1998年ll月 、第 二 次放 出。

FranceTelecom、 ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビス 料 金 逓 減 で政 府 と契 約

電 気 通 信 法 の規 定 に従 い 、1997年 か ら2000年 までのユ ニバ ー サ ル 料 金 設 定 に つ いて 政府 と契 約 を締 結 。1997-1998年 は少 な

くとも年 率 で9%減 額 し、1998-2000年 は少 なくとも年 率4.5%減 額 する。

DeutscheTelekomとFranceTelecom、 イタリア でENELと 合 弁 会 社 設 立

イタリアの電 力 会社ENELと 合 弁会 社 「WIND」 を設 立 。ENELが51%を 所 有 し、DeutscheTelekomとFranceTelecomが49%(24.5
%ず つ)を 所 有 す る。今 後Sprintが 資 本 参 加 す る可能 性 もある。WINDは3番 目の移 動 電 話(PCN)事 業免 許 及 び音 声電 話 の全

国免許を申請する。
→1998年2月18日 、音 声 電話 サー ビスの事 業 免 許 を取 得。
→1998年6月9日 、3番 目の 移 動 電話 事業 免 許 を取得 。
→1998年12月 、企 業 向 けの長 距 離 ・国 際 サ ー ビスを開始 。
→1999年3月 、移 動 体 通 信 サ ー ビス開始 。家 庭 向 け長 距 離 ・国 際 サ ービスを開始 。
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1998.1フ ラン ス 政 府 、 報 社 横 に 向 けた ア クシ ョン ラ ン を発 表tt-:・ ・

霧鋸盤鰯:難場 留場 窪麗r▲撫懸忠霊㍗霧雲 鷲翻微‖職質援㌫叢詔彊丁
られている。
1.教 育分野に情報通信技術を積極的に導入
2.マ ルチメディア技術を活用した文化政策を積極的に推進
3.公 共サービスの高度化のために情報技術を導入 』
4.補 助金、債務保証などにより企業の情報技術利用を支援
5.技 術革新や新産業育成のための環境整備,;t ..6
.新 しい情報通信技術に対応した規制枠組みの策定'

1998.2Cegetel力 長距離電話サー ス開始、 電話サー スで 始まる

イル・ド・フランスなど3地域で公衆交換音声電話サービスを提供開始。当初の加入者数は15万 で、年内に60万加入を目指す。
事業者識別番号は「7」。.・t

1998.3FranceTelec。m力 学 に 低 金 で イン ター ネ ット を 提 供

学校 のインター ネット接 続 を推 進 しようという政府 の政 策 に応 え 、低料 金 のインターネ ット接 続 サ ー ビスをFranceTelecomが 申請

し、認 可 を受 けた。通 信 料 や インター ネット接 続 料 を全 て込 み にした年額 パ ッケ ージ 料 金 で 、ISDN接 続 で1日10時 間、年190日 ・

利 用 できる。接 続 す るPC数 で料 金 は異 なり、1～10台 で年5,800フ ラン(税 込 み。以 下 同 じ)、11～15台 で8,000フ ランで 、以 後5

台 まで 毎 に4,000フ ラン高 くなる。このFranceTelecomの プランに対 しては 、料 金 を不 当 に安 く設 定 す るもので あって、競 争 事 業

者 を学 校 向 け市場 か ら閉 め 出す もの であるとの批 判 があり、規 制 機 関 であるARTも 、競 争 事 業 者 も同 様 の料 金 で提 供 で きるよっ

措 置 す べ きと勧 告 した が、政府 の決 定 はそ れ を無視 す るもの となった。反 対 してい る電 気 通 信 事 業 者 団 体 であるL'AFOPTに よ

れ ば 、FranceTelecomの 料 金 はサ ー ビスを提供 す るた め に必 要な要 素 の通 常 料 金 を全 て合 計 した場 合 の1/4程 度 であり、とて

も競争 できな いとしてい る。→4月27日 か ら接 続 開始 。当初 は100校 。→ 不 正 競 争 防 止 委 員 会 がサ ー ビス停 止 を命 令。→6月
25日 、FranceTelecomが 新 料 金 を発 表 し妥 結 。

1998.4DeutscheTelek。m及FranceTelecomカ 、Energisと の 合 弁 会 社 設 立 発 表

Energisが50%、DeutscheTelekomとFranceTelecomが25%ず つ を 出 資 し、イギ リスの 都 市 部 で 光 ファイバ ー を敷 設 して サ ー ビ

スを 提 供 す る会 社 「MetroHoldings」 を設 立 す る。ロン ドン を手 始 め に 、マ ン チ ェス ター 、バ ー ミン ガ ムへ と展 開 す る 予 定 。→9月

21日 か らロン ドンで サ ー ビ ス 開 始 。 ..、

1998.9DeutscheTelekomとFranceTelec。m力 力 関 係 を強 化 、欧 州 基 幹 網 設 発 表

7月 に発 表 した株 式 持 合 い が 、両 社 の協 力 に関 す る合 意 とともにDeutscheTelekom監 督 委 員 会 で承 認 され 、それ に関す る覚 書

がFranceTelecom経 営 会 議 でも承 認 され た。それ によれ ば 、両社 は2%の 株 式 を持 ち合 うだ けで なく、日常 業 務 での結 び つきを

深 め るほか 、特 定 の分 野(研 究 開発 、国際 事 業 、デ ー タ通 信 、マルチ メディア事 業 、情 報 システ ム、テレホンカ ー ド)での協 力 に

よる相 乗 効果 を模 索 す る。この一 環 として 、ヨー ロッパ の 主要 都 市 を結 ぶEuropeanBackboneNetwork(EBN)を 、GlobalOneを

中心 とす る各 国 の提 携 事 業 者 と共 に構 築す ることを決 定。EBNの 基 幹網 は、20,000kmの 光 ファイバ ー 網 か ら成 り、16カ 国 に40の

接 続 点 を持 つ ことになる予 定。1999年 末まで に運 用 開 始予 定 。→1999年10月10日 運 用 開 始 。

1998・9B。uygues、9Telec。mの 経 営Telecomltaliaに

TelecomItaliaと とも に フランス に設 立 した 固 定 系 サ ー ビス 提 供 の た め の 合 弁 会 社 「9TelecomS.A.」 のBouyguesの 出 資 分51%の

大 半 をTelecomItaliaに 譲 渡 す ると発 表 。BouygueSは 移 動 体 通 信 に 専 念 す る方 針 。

1998.12DeutscheTelek。mとFranceTelecom、 株 式 相 互 持 合 い 契 約 を 締 結

7月 の正 式合 意 に基 づ き、株 式 の相 互 持 合 い を内容 とす る契 約 を締 結 。これ によりDeutscheTelekomはFranceTelecom株

20,492,292株 、FranceTelecomはDeutscheTelekom株54,874,000株 を購 入 し、互 い に相 手 の 発行 総 数 の2%を 所 有 す ることに

な った。また、アメリカのシ リコンバ レー に両 社 の共 同 研 究 開発 会社 「ThinkOnelを 設 立 した。

1999.7FranceTelecom、 英CATV事 業 者NTLに 出^

イギリス第3位 のCATV事 業者NTLに 、株 式 及 び 転 換 社 債 の購 入 を通 じて 出資 す ることで 合 意 。投 資 額 は 約10億 ドル で、転 換 社

債 を株 式 に転 換 すれ ば 、FranceTelecomの 出 資率 は 約10%に なる。→NTLは イギリス第1位 のCATV事 業 者 であるC&W
Communications(CWC)に 買収 提 案 を持 ち掛 けてい たが、7月26日 、合意 した。これ を受 け同 日、FranceTelecomは 、NTLへ の

出 資額 を、当初 発 表 した10億 ドル か ら55億 ドル に積 み 増 し(株 式 及 び転 換 社 債 に半 分 ず つ 投 資)、NTLの 筆 頭株 主(25%)と な
ることを発 表 した。

1999.7FranceTelec。m、DeutscheTelekomの 式 を て 却 す る 針 を 発

FranceTelecomとDeutscheTelekomは 提 携 関係 の 一環 として株 式を2%ず つ 持 ち合 っているが 、FranceTelecomは 、Deutsche

Telekom株 全 てを来 年 中に 売却 す る方 針 を発 表 。これ により両社 の提 携 関係 は解 消 され る可 能 性 が 高 くな った。

1999.10MCIWorldCom、Sprintの 買 収 で 合

アメリカ長 距離 市場 第2位 のMCIWorldComが 、第3位 のSprintを 買収 す ることで合 意。新 会 社 名 は 「WorldCom」 になる予定 。両

社 を合 わせ た1999年 の 売 上 は500億 ドル を超 えるがAT&Tに は及 ばない。合 併 が成 立 す ると、AT&Tと 合 わせ 、上位2社 が長 距

離 市 場 で 占めるシェア は80%を 超 える。買 収 は株 式 交換 方 式 で 、固 定 通信 系 のSprintFONグ ル ープ 株 は76ド ル 相 当のMCI
WorldCom普 通 株 との交 換 、移 動 通 信 系 のSprintPCSグ ル ープ株 は、それ を引継 ぐ新 会 社WorldComPCSの トラッキング株1株

及 びMCIWorldCom普 通 株0.1547株 との 交 換 になる。WorldComPCSト ラッキング株 は 、現 在 のSprintPCSト ラッキング株 と同 じ

条 件 で発 行 す るものとす る。負 債 の 引 受 を含 む 買収 時 価 総額 は、史 上 最 高の1,290億 ドル で ある。MCIWorldComは 移 動 体 通

信 事 業 で 出遅 れて お り、SprintPCSグ ル ー プの 取得 が今 回 の買 収 の眼 目であった。→ グローバ ル サ ー ビス事 業GlobalOneで
Sptintと提 携 して いるFranceTelecomとDeutscheTelekomは 、Sprint株 の売 却 を表 明。

(注)トラッキング(tracking)株 とは 、当該 事 業 部 門の 業績 の み を反 映 する株 で 、全 社 的 な業 績 とは 関係 ない。したがって 、有 望

な事 業 へ の 投 資 に便 利 で ある。
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臼■囲■ 出 来 事

1999.10 FranceTelecom、E-Plusの 経 営 権 を 取 得 す る と発 表

RWEAG及 びVebaAGか ら、E-Plus株60.25%を74億 ユ ー ロで 買収 す ることで合 意 したと発 表 。す で に4日 にVodafoneAirTouch

か ら17.24%を 取得 す ることで合 意 してお り、FranceTelecomは 合 計77.49%を 支 配 することにな る。ただ し、残 りの22.51%を 所 有

す るBellSouthはE-Plus株 の 優 先 買取 権 を持 っ ため 、BeUSouthが そ の権 利 を行使 しない ことが 買 収 実 現 の条 件 とな る。買収 資
金 にはDeutscheTelekorn株 及 びSprint株 の 売 却 代 金 を充 てる。2000年 始 め に買収 手 続 きが終 了す る予 定 。E-Plusは ドイツ第3

位 の移 動 通 信 事 業 者 で 、約310万 の加 入 者 を持 ち、お よそ16%の シェアを 占める。ドイツはまだ移 動 通信 サー ビスの 普及 率 が

比較 的 低 く、今 後 の 成 長 が 見 込まれる。→12月9日 、BellSouthが 優 先 買取 権 を行使 し、オ ランダのKPNと 共 にE-Plusを100%取

得 す る方 針 を発 表 。FranceTelecomの 買 収 ならず 。

1999.11FranceTelecom、ADSLサ ー ス を 開 始

インター ネットアクセ ス専用 に、パ リ中 心域 でADSLサ ー ビス 「Netissimojを 開始 。サー ビスの 概 要 は 以 下 のとお り。

①Netissimo1(個 人 向 け)
・速 度:下 り500kbps/上 り最 大128kbps

・料 金:265フ ラン/月

②Netissimo2(小 規模 事 業者 向 け)
・速 度:下 り1Mbps/上 り最 大256kbps

・料 金:700フ ラン/月

1999.11DeutscheTelekom、 フラ ン ス の 電 気 通 信 業 者Sirisの 買 収 を発 表

1998年1月 の 自 由化 以 後 新 規 参 入 したフランスの 固 定 系 電 気 通 信 事 業 者 の 中で は2番 目に大 きいSirisを、7億ユー ロで

UnisourceN.V.か ら買収 す ると発 表 。FranceTelecomと の 関係 冷却 化 により、自らフランスの 固定 系電 気 通 信 市 場 に乗 り出 すこ

とにした。

1999.12 BellS。uth、 オ ランKPNと 共 にE-PluslOOgro取 得 る と発

E-PLus株 の優 先 買 取 権 を有 していたBellSouthが そ の権 利 を行 使 し、E-Plusの 他 の株 主 の 全 ての株(Vodafoneが17.243%、
Veba/RWBが60.25%所 有)を 買収 して100%取 得 す ることを発 表。Vodafone及 びVeba/RWEか らの株 式購 入 資 金 はオ ランダ

KPNが 拠 出 し、そ の 資 金 はBellSouthがE-Plus運 営 の ため にドイツに設 立す る持 株 会 社 「BellSouthGmbH」 の資 本 に充 当す る。

したがって、KPNの 出資 分 は77.493%。 →FranceTelecomは 、10月 に 、BellSouthが 優 先 買 取権 を行 使 しない ことを条 件 に
E-Plus買 収 を発 表 して いた。した がってFranceTelecomに よる買収 はな くな った。→2000年2月 に 買収 手 続 き完 了。

2000.1フ ランスで優先接 力始まる

FranceTelecomが 相 互接 続 約 款 に基 づき優 先 接 続 の提 供 を開 始 。EUは2000年1月 まで にナ ンバ ーポ ー タビリティ及 び 優先 接

続(pre-selection)を 導 入す るよう定 め た指 令 を1998年9月 に採 択 して おり、そのスケジュー ル に従 ったもので ある。

2000.1GlobalOne、FranceTe|ec。mの 完 子 会 社 に

GlobalOneを 構 成 す る他 の株 主 であるDeutscheTelekom及 びSprintか ら全株 式 を買 収 す ることで 合 意。FranceTelecomは

Sprintに11億2,700万 ドル 、DeutscheTelekomに27億5,500万 ドル を現 金 で支 払 う。また 、この合 意 に は 、FranceTelecomと

DeutscheTelekomが 持 つSprint株 の取 扱 いも含 まれ てお り、Sprint株 の譲 渡 制 限 を解 除 す ると同 時 に優 先 株 主 としての特 権 を

消滅 させ、Sprintか ら役 員 を引 上 げること、MCIWorldComとSprint合 併 につ い ては賛 成 票 を投 じなけれ ばな らない ことなどが定

められ た。

2000.1VodafoneAirTouchとVivendi、 モ バ イ ル イ ン タ ー ネ ッ トで の 発

Voda{bneAirTouchとVivendiが50%ず つ 出 資 し、ヨー ロッパ で マル チ アクセ スポ ータル(MultiAccessPortal)を 提 供 す るイン

ター ネット合 弁 会社 を設 立す ると発表 。VodafoneAirTouchが 発 表 したモバ イル インターネ ット向 け統 一 プ ラットフォー ムにより、

モバ イル 端 末 でWebベ ースの サ ービスを提 供 す る。両 社 の移 動 通 信 事 業 で の協 力 拡 大 につ い ても検 討 す る。また 、ヨーロッパ

横 断 の 固定 系 ネットワー クビジネスの展 開 につ い て共 同で検 討 す ること、VodafbneAirTouchがCegetel株7.5%をVivendiに 売却

す ること(Vivendiは す で にCegetel株15%を 保 有)な どで合 意 。これ らはVodafoneAirTouchがTOBでMannesmannの 株 式 を50%

以上 取 得 す ることが条 件 で ある。→2月3日 、VodafoneAirTouchとMannessmanが 合併 に合 意 。

2000.2BellSouthと オ ラ ンKPN、E-Plusの 買 収 手 き を 兀 了

BellSouthがE-PLus株 の優 先 買 取権 を行 使 し、オ ランダKPNを パ ー トナ ー にE-Plusの 他 の 株 主 の全 ての株(Vodafoneが17.243

%、Veba/RWEが60.25%所 有)を 買収 す る手 続 きが完 了。BellSouthの 出資 分 は22.507%、KPNの 出資 分 は77.493%で 、両 社

は対 等 の支 配 権 を持 つ。BellSouthは18ヶ 月 以 内 にE-Plus株 をKPN株1億 株 又 はKPNMobileの33.3%分 の株 に転 換 するオ プ

ションを持 つ 。またKPN株 をさらに約4,600万 株 取 得 す る権 利 を持 つ。
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陸■ 囲■ 出 来 事

1952.7パ リ条約発 効、欧 州石炭鉄鋼共同体(ECSC)発 足

1951年4月18日 に署名した欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)条 約(パリ条約)が発効。基幹産業である石炭及び鉄鋼から欧州統合
市 場 が開 始 。第2次 世 界 大 戦 の教 訓 か ら、基 幹 産 業 を国際 管 理 す る意 図 。加 盟 国 は 、ドイツ、フランス、イタリア 、オ ランダ、ベル
ギー 、ル クセ ンブル グの6カ 国。

1958.1ロ ーマ条約発効、欧 州経済共同体(EEC)及 び欧 州原子 力共 同体(EURATOM)が 発 足

欧州経済共同体(EEC)を 設立する条約(ローマ条約)及 び欧州原子力共同体(EURATOM)を 設立する条約が発効(1957年3
月25日調印)。また、欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)で 設置されていた総会及び欧州裁判所は、3つの共同体共通の機関となっ
た 。

1967.7EEC、ECSC、EURATOMの 意 思 決 定 機 関 を統 合 、欧 州 共 同 体(EC)発 足

EEC(欧 州経済共同体)、ECSC(欧 州石炭鉄鋼共同体)、EURATOM(欧 州原子力共同体)を一つの委員会及び理事会の下に
統合する執行機関併合条約(ブリュッセル条約)が発効(1965年4月8日 調印)。以後、これらの組織を総称して欧州共同体(EC)
と呼ん だ。

1973.1イ ギ リス 、デ ン マ ー ク、ア イル ラン ドがECに 加 盟

1972年1月 に、イギリス、デ ンマー ク、アイル ランド、ノル ウェー がEC加 盟 条 約 に調 印 してい たが 、ノル ウェー は 国 内で 批 准 が得 ら

れ ず 、3国の み 加 盟 実 現 。

1984.11EC閣 僚 理事会、公衆電気通信分野おける調達 の第一次 開放 に関する勧告を発出

1984.11EC閣 僚 理事会、電気通信分野での協調導入に関する勧告を発 出

1986.7EC閣 僚理事会、電気通信端末型式相互承認の第一段階に関する指令を発出

1986.12EC閣 僚理事会、情報技術及び電気通信分野における標準化に関する決定を採択

1986.12EC閣 僚理事会、汎欧州1SDNの 協調 的導入 に関する勧告を発出

1987.5CEPT、GSMの 実 現 に 合 意

CEPT(欧 州郵便・電気通信主管庁会議)は 、GSM会 合において、狭帯域 ・時分割多重方式の汎欧州ディジタルセルラーサー
ビスの実現に合意した。
〔今 後 のスケジ ュー ル〕

1987年9月:無 線 サ ブシステムの最 適 化 とネットワー ク構 成 の規 定
1987年12月:主 要部 分 の概 要 を仕様 化

1988年6月:シ ステム全 体 の最 終 的 検 討 と評 価

1991年:サ ービス開始

1987.6EC閣 僚理 会、GSMの 協調 的導入 に関する勧告を発出

1987.6EC委 員 、EC市 場の電 気通信 由化 に関 る リーンペーパーを発表

EC委 員会は、EC諸 国における電気通信自由化を勧告する報告書「EC市場における電気通信サービス、機器の統一市場推進
に関するグリーンペーパー」を発表した。以後のEC各 国の電気通信政策は、このグリーンペーパーに基づいている。
〔勧告の主な内容〕
・機器の自由化
・PTTによるインフラストラクチャーおよび基本サービス独占の容認
・基本サービス以外のサービスの自由化
・PTTが競争事業者に課する要件を明確に定める(ONP)
・規制者と事業者の分離
・ETSI(欧州電気通信標準協会)の 設立

1987.7欧 州統一議定 力発効 、欧州市場統合化へ

EC域 内統 一 市 場 の 実 現 を 目指 した欧 州 統 一 議 定 書(SingleEuropeanAct)が 発 効(1986年2月17、28日 調 印)。第13条 で 、物 ・

人 ・サ ー ビス ・資本 の 自由 な流 通 を定 める。また、市 場 統 合 分 野 にお ける閣 僚 理 事 会 の決 定 には 特 定 多数 決 方式 を導入 す ると
いう画 期 的 な合 意も含 む。日本 とアメリカの経 済 的 脅威 に対 抗 す るため 、対 応 が迫 られ てい た。

1987.9CEPT、ETSI(欧 州電気 通信標 準 会)の 設立 に合意

1988.2EC委 員z:、 通信市場 自由化のアクション ロ ラムを発

EC委 員 会 は 、域 内電 気 通 信 市 場 の 自 由化 に 向けたアクションプ ログラム 「1992年 にお けるEC電 気 通 信 市 場 の形 成 に向 けて」を

発 表 し、グ リー ンペ ーパ ー 実施 の ための 政策 とスケジュール を以 下の ように定 めた。

(1)1990年 末 まで に、端 末機 器 に全 面 的 に競 争 を導 入

(2)1989年 か ら漸 進 的 に電 気 通 信 サー ビス に競争 を導 入 し、1989年 末 まで に、音 声 、テ レックス、デ ー タ通 信 以 外 の 全て のサ ー
ビスを競 争 に開 放

(3)1989年 末 まで に、公 衆 網 に接 続 され てい ない受 信 専 用 衛 星 地 球 局 を、漸 次 競 争 に開放
(4)料 金 をコスト主 義 に近 付 ける原 則 を漸 次 実現 。1992年1月1日 まで に達 成 状 況 を再 評 価

(5)規 制 と事 業運 営の 明 確 な分 離

(6)ONPの 確 立
・1988年 半 ば:専 用線

・1988年 末:一 般公 衆デ ータ網

・1989年 半 ば:ISDN

(7)1988年4月 まで にErSI(欧 州 電 気 通 信 標 準 協会)を 設 立

(8)1988年4月 まで に端 末 の型 式 認 定 に相 互 認 証 を導 入
(9)1990年4月 まで に電 気 通 信 サ ー ビスに付加 価 値 税 を導 入

(10)PTTの 資材 調 達 を 自 由化
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1988.3ETSI(州 電 通 信 標 準 )設 立

1987年6月 のグリー ンペr-一・パ ーでETSIを 設 立す ることになってい た6フ ランス に設 立。

1988.5EC会 、端 末 器 の競争に関する を発 出 ラ

90条 に基 づ く指 令 』内容 は 以 下 のとおり。'.一'、 .一

(1)PTTに よる端 末 の 独 占的 提供 終 了
(2)指 令 公 示 後3カ 月 以 内 に全 ての端 末機 器 の 技 術 仕様 ・認 定 手続 きを委 員 会 に報 告 、公 開

(3)技 術 仕様 以外 の仕 様 及 び 認 定 手続 きを正 式 に制 定 し、公 表

(4)1989年7月 か ら、独 立機 関 による仕様 の制 定 、仕 様 適 用 状 況 の 監視 、端 末 機 器 の認 定

1988.6EC閣 理 、EC委 員会の電気通信 化 支持

EC委 員会のグリーンペーパーおよびアクションプログラムを支持する理事会決議を採択。

1989.7EC閣 理 、汎 州ISDNの 入 を'る 決

汎欧州ISDNの 導入のため1992年 まで協調を強化する決定を採択。

1989.10EC閣 理 、国 無 テレ 放送 令を 択

広告や番組制作をなど、欧州のテレビ放送関連市場の振興を図ることを目的に、テレビ放送サービスの域内での自由な流通の
ための規制の枠組みを定める。以下の事柄につき、加盟国が協調して国内の法整備を進めることとする。
(1)テレビ放送に適用される法律
(2)欧州製の番組制作及びその流通
(3)テレビ広告及びスポンサー
(4)社会的弱者の保護
(5)反論権

1990.6EC委 員 、 通信サー ス市場の に関する 令(サ ービス自由化 )発 出

〔主な内容〕
(1)音声電話以外のサービスへの電気通信事業者の独 占権を排除
(2)事業免許付与の条件を明らかにする
(3)パケット交換および回線交換データサービスの段階的 自由化
(4)公衆網および専用網の提供についての非差別的、客観的な取

扱いを定め、公表
(5)電気通信の自由化の進展状況を1992年 にEC委 員会が評価

1990.6EC閣 僚理 会、ONP枠 組み 令を発出

「ONP実 施 により域 内 電気 通信 サー ビス市 場 を設 立す ることに 関す る指 令(ONP枠 組 み 指 令)」を発 出 。

〔主 な 内容 〕

(1)ONPの 技 術 的 インター フェース、利 用 条件 、タリフ

(2)ONP提 供 の基 本 原 則

(3)ONPの 適 用 領 域

(4)ONP設 定 の優 先 順 位 と作 業 の 期 限

1990.9EC委 員会、個人7-一 タ及 ライバシーの保護 に関する理 会 草案を採

公衆ディジタル通信網、中でもISDNお よび公衆ディジタル移動体網の関連での、個人データ及びプライバシーの保護に関する
理事会指令草案を採択。

1990.10 EC閣 僚理 会、ERMESの 周波数割当てに関する指令を発出

汎欧州無線呼出しシステム(ERMES)の 協調的導入に関する勧告と周波数割当てに関する指令を発出。

1990.11 EC委 員会、域内衛星通信分野に関する リーンペーノーを発表

EC域 内の衛星通信分野における共通アプローチに関するグリーンペーパーを発表。

1991.4EC閣 僚 理rr、 末 器相互認証 に関 る 令 」を発 出

1

電 気 通 信機 器 に関 す る加 盟 各 国 の 国 内法 を、相 互認 証制 度 を含 め できるだけ共 通 化 す ることに 関す る理 事 会 指 令 。開 放 的 か
っ 統 一 され た電気 通 信 端 末 機 器 市 場 確 立 のた めの 環境 整 備 が 目的 。CommonTechnicalRegulations(CTRs)と 呼 ば れ る技 術

標 準 に基 づく単 一 市 場 を創 設 す る。CTRsはECの 諮 問 機 関 で あるACTE(ApprovalsCommittee{brTerminalEquipment)が 決

定。

1991. 6 EC閣 僚 理事会、DECTの 周波数 の割 当てに関する指令 を発 出

DECT(欧 州ディジタルコードレス電話)の協調的導入に関する勧告と周波数の割当てに関する指令を発出。

1991. 6 EC閣 僚理事会、通信技術分野での特定研究・技術開発計画を採択する決定

1991. 9 電気通信部門にEECの 競争ルールを適用するにあたってのガイドラインを発表

1991. 12 EC閣 僚理事会、衛 星通信 サービス・機器の統 一市 場創設に関す る決議 、

衛星地球局・衛星通信サービスの自由化と調和、規制と運営の分離、民間衛星システムの容認など。

1992. 2 欧州連合条約(マ ーストリヒト条約)締 結

欧州連合条約は、経済的側面のみならず、欧州統合のための外交・安全保障政策、司法及び国内政策の共通化も意図してい
る。この条約でEEC設 置条約(ローマ条約)、ECSC設 置条約、EUAT()M設 置条約が改正され、欧州経済共同体(EEC)は 欧州
共同体(EC)に なり、EEC設 置条約もEC設 置条約に名称変更。

1992. 5 EC閣 僚理事会、国際標準アクセス電話番号の域内導入に関する決議
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1992.5た な 欧 州 電 気 通 信 事 業 者 の 団ETNOが 設 立 され る

・ETNO:EuropeanPublicTelecommUnicationsNetworkOperatorsAssociation(「 欧 州 公 衆 電気 通 信 網 運 営 事 業者 協 会 」)。規

制者 と事 業 者 との 分離 が進 み 、従 来 のCEPTが 無 意 味 となっているた め、運 営 事 業 者 で組 織 す る団 体 を設 立。本 部 は ブリュッセ
ル。→10月 、CEPTは 規 制 機 関の み の団 体 として再 発 足 。

1992.6EC閣 僚 理 会 、ISDNへ のONP適 用 に 関 す る 告 を 発 出

ユー ロISDNの 最 小 限 のサ ービス及 び そのタイムテ ーブル を設 定 。、

1992.6EC閣 理JSDN全 欧州の電気通信インフラとして展開 る決 定

1993年 以降ISDNを 全欧州の電気通信インフラとして展開することに関する決定を下す。

1992.6EC閣 理 会 、公 交 パケットァータサーヒスへ のONP用 発出

公衆電気通信事業者が提供すべき最小限のサービス及びタイムテーブルを設定。

1992.、6.EC閣 理 、 用 へ のONP用 に 関 るTを 発 出

(1)1996年6月 まで に 、ETSI標 準 による音 声 帯域 専用 線 、64kbpsデ ジタル 専 用線 、及 び2Mbpsデ ジタル 専 用線 を提 供

(2)公 事接 続 に関 し、音 声 電 話 以 外 のサ ー ビスにつ い て、網 運 用 の安 全性 、網 の 均 一 性 の維 持 、サ ー ビスの相 互運 用性 、及 び

デ ー タ保護 のた め に限 定 的 に列 挙 され る事 項 を除き、制 限を課 さない

1992.7EC委 員会 、域 内電 気通信タリフに関す る 告書発表

「コスト適正化及び料金体系の是正に向けて:域内電気通信タリフ」と題する報告書を発表。

1992.10CEPT、 欧 州の郵便 ・電気通信 制 関で 成する組 として再発足

ETNOの 設立に伴い、規制機関で組織する団体に改組。9月の総会でCEP「1協定の改正が採択された。

1992.11 末 器相互認証 令力発効

1993.1欧 州統 一市場」及 欧州 区域」力正 式に 現

欧州統一議定書で目標とされた欧州市場の統合化が実現。

1993.3EC委 員 会 、IDAの 築 計 画 を採 択

総会 及 び 理 事 会 へ の諮 問 文 書 として、加 盟 国 の行 政 情 報 を交換 す るた めのネ ットワー クであるIDA(lnterchangeofData
betweenAdministrations)の 構 築計 画 を採 択 。

1993.7EC加 盟12ヵ 国 、研 究 者 用 ネ ットワ ー クの 開 発 ・導 入 の た め 非 営 利 会 社 を 設 立

研 究者 向 けネ ットワー クの 開発 ・導 入 のため の非 営 利 会社DANTE(DeliveryofAdvancedNetworkTechnologytoEuropeLtd.
)を設 立。運 用 す るネ ットワー クは 「EuropaNET」 。

1993.7EC閣 理 事 、1998年1月1日 か らの 兀 化 ス ケ ジ ュー ル 決 議

理事 会 決 議 「電 気 通信 分 野 に おける状 況 の見 直 しと同 市場 のさらなる発 展 の必 要 性 」を採 択 し、1998年1月1日 からの 完全 自由

化及 びそ の実 現 に 向 けた電 気 通 信 規 制 の見 直 しを決議 。発 展 途 上 の 国(ス ペ イン、アイル ランド、ギリシャ、ポル トガ ル)は 最 大
5ヵ年 の延 長 が認 め られ 、ネットワー クの規 模 が 小さい 国(ベ ル ギー 、ル クセンブル グ)は2ヵ 年 までの延 長 が認 め られ た。

(1)1994年1月1日 まで に移 動 ・パ ー ソナ ル 通信 に関 す るグリー ンペ ーパ ーを公 表

(2)1995年1月1日 まで に電 気通 信 インフラとCATV網 の 将来 政 策 に関 するグリー ンペ ーパ ー を公 表
(3)1998年1月1日 まで の完 全 自由化 にむ け、1996年1月1日 まで に規 制 の枠 組 み へ の必 要 な修 正 を実 施。

1993.10EC閣 僚理 会、 用衛星地球 局設 備を自由化する指 令を発出

「端末機器の相互認証に関する指令」の適用範囲を拡大し、地上の公衆網に接続しない受信専用衛星地球局設備を自由化す

る指令。

1993.11州 合 ・(マーストリヒト 約)発 効、EU発 足

欧州連合条約は、通貨統合を含む経済的側面のみならず、欧州統合のための外交・安全保障政策、司法及び国内政策の共
通化も意図している。この条約でEEC設 置条約(ローマ条約)、ECSC設 置条約、EUATOM設 置条約が改正され、欧州経済共同
体(EEC)は 欧州共同体(EC)に なった(EEC設 置条約はEC設 置条約になった)。以後、これらの組織を総称して欧州連合(EU)
と呼ぶ。

1993.12欧 州 委 員 会 、 経 、 成 長 、競 争 力 、雇 用 」に 関 す る 白 発 表

正 式 名 称 は 、「Growth,Competitiveness,EmploymentTheChallengesandWaysforwardintothe21stCencuryＬWhitePaper

。この 白 書 の 中 で 、情 報 ハ イウェイ構 築 に1,500億ECUが 必 要 で 、1994～1999年 に 広 帯 域 通 信 ネ ットワー ク構 築 に200億ECU、

ISDNの 強 化 に150億ECU、 電 子 サ ー ビス に120億ECUな ど 合 計670億ECUの 投 資 が 優 先 的 に 実 施 され るべ きとして い る。

1994.lEuro-1SDN運 用 開 始

汎 欧 州ISDN網 であるEuro-ISDNが1993年12月 末 に完 成 し、1994年1月 か らサー ビスを開 始 した(狭 帯域ISDN)。Euro-ISDNに は

欧 州20ヵ 国25事 業 者 が 参 加 し、MOU(覚 書)を 締 結 している。Euro-ISDNはTENの 第 一 フェーズ として位 置 付 けられ る。

1994.4欧 州委 員会、オー丁イオ ジュアルに関する リーンペーパーを発表

アメリカ製ソフトに対抗するため、欧州の放送産業育成を図る。
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1994.4欧 州委員会 、移動 ・ノーソナル通信 に関する リーンペーパ一発

正式 名 称 は 、「パ ー ソナ ル 通信 環境 に 向けて:域 内の移 動 ・パ ー ソナ ル 通 信 分 野 に お ける共 通 アプ ローチ に関 す るグリー ン
ペ ーパ ー(TowardthePersonalCommunicationsEnVironment:GreenPaperonacommonapproachinthe丘eldofmobileand

personalcommunicationsintheEuropeanUnion)」 。EUの 移 動 体 通信 政策 の方 向性 を示 したもので 、設 備 ・運 用 に関 して完全な 自由化 を提 案 す
るな ど、大 胆 な 内容 になって いる。

〔提 案 〕

(1)ネ ットワー ク運 営 事 業 者 の排 他 的 特権 を全 廃 す る
(2)移 動 体 通 信サ ー ビスの提 供 に 関す る規制 を全 廃 す る

(3)移 動 体 通 信インフラの 建設 ・運 用 を全 面 的 に 自由 にす る

(4)固 定 系網 と移 動 体網 との統 合 サ ー ビスの提 供 を 自由 化 す る

(5)汎 欧 州 サ ービスの運 営 ・提供 を促 進 す る

1994.5ノ ン ゲ マ ンm(欧 州 版 報 ハ イ ェイ )を公

報 告 書 の正 式名 は 「Europeandtheglobalinformationsociety-recommendationstoEuropeanCouncil」 で 、電 気 通 信 を担 当

す る欧 州委 員会 委 員 であるバ ンゲマ ン氏を 中心 とす る専 門家 グル ー プ でとりまとめた。自由 化 を促 進 す ることにより高 度 電 気 通

信インフラの整 備 を進 め ることを勧 告 してお り、欧 州 版 情報 ハ イウェイ構 築 のた めの 当面 の 方 向 を示 したもの と解釈 され る。6月
24日 に欧 州 閣 僚理 事 会 で その 大綱 を了 承 。電 気 通 信 インフラ建 設 の 自由化 にっ い ては 別途 グリー ンペ ーパ ー が 出され る予

定。

1994.6UnisourceとAT&T系 のW◎rldPartners力 提

オ ラン ダ 、スウェ ー デ ン 、ス イス を 中 心 とす るUnisourceと 、AT&T、KDD、 シ ン ガ ポ ー ル テ レコム を 中 心 とす るWorldPartnersと が提

携 した 。

1994.7欧 州委員会、欧州情報ハ イウェイ構 の行動計画 を発表

バンゲマン報告を受け、「欧州における情報社会:行動計画」が欧州委員会から発表された。規制・法的枠組みの見直しやネッ
トワーク・サービスやアプリケーションの開発・推進、社会的・文化的側面での取り組み、情報化社会促進に向けての広報などの
項目について、今後の具体的施策・実施期限が示されている。

1994.8世 界 第6位 の 電 気 通 信 業 者TelecomItalia力 誕 生

5社(SIP、Italcable、Iritel、Sirm、Telezpazio)が 合 併 し、TelecomItaliaが 誕 生 した。地 域 別 、サ ー ビ ス別 に 分 離 して い た 電 気 通

信 事 業 が 統 合 され 、よ うや く非 効 率 が 解 消 され ることに な っ た。

1994.10州 委 員 、衛星通信 器 及 サービスを 由化 る 採

欧州連合全域における衛星網・地球局の設置、運用を自由化するもの。端末機器 自由化指令を修正し、衛星地球局を適用対
象に含めるとともに、サービス自由化指令を修正し、衛星地球局の設置と音声電話サービス以外の電気通信サービスの提供を
自由化する。

1994.10 欧 州委 員会、インフラの 自由化に関する リーンペーパー第1部 を発表

原 題 名 は 「GreenPaperontheLiberalisationofTelecommunicationsInfrastructureandCableTelevision」 。サ ー ビス 自由化 と

歩 調 を合 わ せ て段 階 的 に 自 由化 を進 める。まず 第 一 段 階 として 、す で に 自 由化 され ている衛 星 通 信 、移 動 体通 信 、地 上 系 電 気

通 信 サ ー ビス用インフラの利 用(そ の サ ービス提 供 のため のCATVイ ンフラ利 用 も含 む)、 に関 して残 って いる規 制 を撤廃 す る。

次 に第 二段 階 として、公 衆 交 換 電 話 サ ー ビス用インフラの 自由化 を実 現 す る。→1995年1月25日 に第2部 を発 表。

1994.11欧 州閣僚理 会、インフラ 由化に基 合

欧州委員会が作成したグリーンペーパーを基に議論し、1998年1月1日 までに域内のインフラの所有・建設やサービス提供を原
則自由化することに合意した。ただし、スペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランドは5年 間、ルクセンブルグに2年間の猶予期
間が認められた(その後スペインは猶予を撤回)。また、同時にすでに電気通信に利用可能な設備を所有している事業者
(CATVや 電力会社など)の参入を1995年 から認める提案もなされたが、否決された。

1994.12AT&T、Unis。urceと の 合 弁 会 社 をヨー ロッパ に 設 す る と発 表

これ までAT&Tは 、「WorldPartners」など従 来 の 国際 電 気 通 信 事 業 者 間 の秩 序 の 枠 か らそ れ ほどは み 出 したもの ではな い提 携

を通 じて多 国 籍 企業 向けサ ー ビスの ワンストップシ ョッピングの提 供 を進 め、Unisourceと の提 携 も発 表 してい た。今 回そ れ を更

に一 歩進 め合 弁 企 業 の設 立 を発 表 したことは 、明 らかにBT・MCIグ ル ー プ 、FranceTelecom・DBPTelekom・Sprintグ ル ープ に

対 抗 す るた めのもので ある。Unisource側 が60%、AT&T側 が40%を 出 資 す る予 定 。従 業 員 は2,000人 くらい で 、EUの 認 可 を受 け
て1995年 中 に営業 を開 始 する計 画(設 立 新 社 名 は 「Uniworld」)。→1997年10月30日 にUniworldが 認 可 され た。なお 、両 者 は

1996年5月 、新たな合 弁 計 画 を発 表 。

1995.1欧 州委 会 、インフラの 由化に関 る リーンペーノー第2部 を発表

1998年1月1日 の通信自由化以後、ネットワークインフラに関して採るべき規制政策を提案しているが、インフラ問題にとどまらな
いものも包含する。ユニバーサルサービス確保のための基金を設置することや、事業者間の相互接続を円滑に進めるためのEU
指令発出、電気通信設備建設免許付与手続き及び免許条件の設定の制限、公正競争の確保など。免許の付与や監督は従来
どおり各国が行うこととしている。

1995.5欧 州議 会、1998年 からの電 気通信 設備 ・音声サービス自由化を採 択

1994年11月 に閣僚 理 事 会 で採 択 してい たもの を欧 州 議 会 で 正 式 に採 択 した。ユ ニバ ー サル サ ー ビス提 供 の確 保 は 、「ユニ
バ ー サル 基 金 」によって担保 する。

1995.6欧 州閣僚 理 会、インフラ自由化を承認

1994年10月 及 び1995年1月 に欧 州 委 員会 が発 表 した 「電気 通信 インフラストラクチ ャ及 び ケー ブル テ レビ網 の 自由化 に関 す る

グリー ンペ ーパ ー 」を理 事 会 決議 として承 認 した。

1995.6欧 州 、1996年 からの移 動 通信の瓦 全 自由化 定

「移 動 体 及 びパ ーソナル 通 信 に関 す る自由 化 指 令 」案 を採 択 した。参 入 や 、設備 建 設 、ネットワー ク相 互 接 続 の義 務 づ けなど、

移 動 体通 信 の完全 自由化 を実 現 す る。実 施 は1996年1月1日 から。ただ し、ポル トガル 、ギリシャ、スペ イン、アイル ランドには5

年 、ル クセンブル グ には2年 の 猶 予 を認 め る。
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1995.6TelefonicaカUnisourceに 出'、 正 式 参 加 ・.

オランダPTTや テリア、スイスPTTと 均 等 の 出 資者 としてUnisourceに 正 式 参 加 した。これ までは 提 携 協 定 にとどまり、出 資 は して
いなか った。

'1995
.7州 委 員 会 、1996か ら代 イン フラ利 用 由 化 る 方 針 を決

代 替 インフラを利 用 した、基 本 音 声 通 信 サ ービスを除 く電 気 通 信 サ ー ビスの提 供 を、1996年1月1日 か ら認 め る指 令案 を発 表 し
た。また 、1998年 の 完 全 自 由化 に 向 けて 、加 盟 各 国 に以 下 のような 義務 を課 した。ただし、ポル トガ ル 、ギ リシャ、(スペ イン、)ア

イル ランドには5年 、ル クセ ンブ ル グには2年 の猶 予 を認 める。同 時 に、相 互 接 続ONP指 令案 も発 表 した。

(1)1997年1月 まで 、音 声 電 話 サ ービスの提 供 、電 気 通 信 設 備 の構 築 に関す る免 許 手続 きを欧 州 員 会 に通 知 す ること。

(2)1997年7月 まで 、免 許 条 件 、相 互接 続 要件 を公 開 す ること。

(3)1997年 末 まで 、競 争 事 業者 に、免 許 付 与 手続 きに関す るす べて の措 置 を講 ず ること。

1995.10欧 州 委 、Atlasを 承 認

DeutscheTelekomとFranceTelecomの 合 弁 事 業 「Atlas」を、以 下 の条 件 付きで欧 州 委 員 会 が承 認 した。関 係 者もこの 条 件 を了

承 した。

(1)「Phoenix」と「Atlas」を相 互 に緊密 に関 連 した事 業 とみ なし、許 可 手続 きを一 本 化 す る。

(2)Atlasへ の両 社 の 事 業 移 管 は 、EUの 音 声市 場 が 開放 され 、競 合ネ ットワー クが生 まれ た後(1998年1月1日)と す る。

(3)両 国 は遅 くとも1996年7月1日 まで に代 替 インフラを自 由化 する。

(4)FranceTelecomとDeutscheTelekomは それ ぞ れ の国 内 公 衆 デ ー タ交換 網 へ の 非 差別 的アクセスを保 証 し、Atlasとは 会計

分離 す る。

(5)FranceTelecomは ドイツのデ ータ伝 送サ ー ビス子 会社lnfoAGを 売 却 す る。

1995.10欧 州委員会 、CATVに 電 通信サー スを開放 るn発 出

各国政府の賛成を要しないローマ条約90条 に基づき、すでに自由化されている電気通信サービスのCATV網 による提供を
1996年1月 まで認めるよう加盟国に求める指令を発出した。1990年のサービス自由化指令を修正するもの。

1995.11ヨ ー ロッノ 、情 報 ハ イウ ェイの 標 準 定 関 を 発 足 させ る

設 立され たの は 、「lnformationandCommunicationTechnology(ICT)標 準委 員会 」。標 準化 で 主 導 権 を握 り、アメリカを牽 制 す

る狙 いと見 られ る。

1995.12州 閣 僚 理 、 声電話に関 るONP令 採択

(1)電話帳、料金、料金請求手続き、サービス品質などに関する規則・目標を設定
(2)他事業者に対する非差別的アクセス提供

1996.1欧 州委員会、移 動体及 パーソナル通信の 自由化指令を発 出

欧州の移動体及びパーソナル通信を完全に自由化する指令を発出した。

1996.3欧 州委員会、サ ー ス完 全 自由化指令を採択

電気通信市場完全 自由化の1998年1月1日 実施を求める委員会指令をローマ条約90条 に基づき採択した。代替インフラの開放
については1996年7月1日 からとした。指令は1990年 のサービス自由化指令を修正する形式になっている。2003年1月1日 まで
に加盟各国の状況を見直す。この中では、ユニバーサルサービスについての原則も定めている。

1996.4フ ランス政府、インターネット規制 の国際 協調を提案

EU非 公式通信相会議で、インターネットを従来のネットワークとは異なるものと位置づけ、消費者や個人・社会的弱者の保護、
データの保護などを内容とするインターネット規制の国際協調を呼びかけた。サミットでも議題とする予定。

1996.5AT&TとUnisource、 ヨ一 口ッノ で の 合 弁 会 設 立 を 発 表

従 来 のUniworld構 想 を更 に拡 張 し、欧 州 で の事 業 全 てを統 合 す る合 弁 会 社 「AT&T-UnisourceSeIvices」 の設 立 に合 意 したと発
表 。従 業員5,000以 上 、売 上10億 ドル 以 上 を予 定 。AT&Tが40%、Unisourceが60%を 出資 。AT&T-UnisourceServicesは 、通 信

サ ー ビス部 門とマルチ メディア ・ソリューシ ョン部 門か らなり、Uniworldは 通 信 サ ー ビス部 門 に吸 収 され る。な お 、Uniworldは 欧 州

委 員 会 からまだ 認 可 を得 られ ず 、設 立され てい ない。

1996.7EU域 内で代 インフラによるサー スカ 自由化

3月 のサ ービス 自由化 指 令 で定 め られ てい た。ただ し、この 期 日を守 ることがで きたの は 、15の加 盟 国 のうちイギ リス、スウェーデ

ン、デ ンマ ー ク、フィンランド、オ ー ストリアの5カ 国 のみ 。

1996.7欧 州 委 員 会 、AtlasとGlobalOneを 正 式 承 認

まず 第一 段 階 として、フランス・ドイツでそれ ぞ れ 競 合2社 に設 備 ベ ー スの 免 許 を与 えられ た時 、グロー一・・パ ル サ ー ビスの提 供 を認

める。次 に第 二 段 階 として、フランス ・ドイツ両 国 内の サー ビスお よび インフラが完 全 に 自由化 され た 時 、国 内 の公 衆 交換 デ ータ

網 によるサー ビスをAtlasに 統 合 して提 供 できる。その 他 、以 下 の条 件 を課 す 。

(1)FranceTelecom(FT)とDeutscheTelekom(DT)は 、Atlasへの 統合 以後 で あっても、国 内 公 衆 交 換 デ ー タ網 へ の 非 差 別 的 で
オ ー プンで透 明 なアクセスを提供 しな けれ ば ならない。

(2)FTとDTは 、GlobalOneと 他 の事 業 者 を、設備 の使 用 や サ ー ビスの提 供 な どの 面で 非 差別 的 に取 り扱 わ なけれ ばな らない。
(3)キ ャリアによるあらゆる内部 相 互 補 助 は禁 止 。

(4)キ ャリア 自身 が提 供 す るサ ー ビスとAtlas/GlobalOneが 提 供 す るサ ー ビスとは 契 約 を別 にす る。

(5)FranceTelecomは 、ドイツのデ ータサ ー ビス子会 社lnfoAGを 欧 州 委 員会 が定 める期 日まで に売 却 す る。

1997.4欧 州議会及 欧州閣僚 理 会、 許 手 きの共通枠組みに関 るpを 採択

免 許 付 与 手 続 き及 び 免 許 条 件 に関す る共通 枠 組 み 指 令 を採 択 。一 定 の 条件 を満 たせ ば 自 由に参 入 で きること(generaI
authorization)を 原 則 とし、個別 免 許(individuallicence)は 限 定 的 に認 め られ る。周 波 数 の 不 足を理 由とす る他 は免 許 数 を制 限

で きないな ど、付 加 できる条 件 の制 限や 手 続 きの期 間な どを定 め、非 差 別 的 取 り扱 いや 手続 の透 明 性 を確 保 す る。また、EU域

内で の免 許 取 得 に つい て ワンストップ ショッピング方 式 を導 入 す る。各 加 盟 国 は1998年1月 からの適 用 にあわ せ 、国 内 規 定 を整

備 しな けれ ばな らない 。

一87一



臼■ぽ■ 出 来 事

1997.4欧 州委員会 、電子商取 引に関する諮 問文書を発表

「AEuropeanInitiativeinElectronic℃ommerce」 と題 す る諮 問 文書 を発 表 。① グローバ ル 市 場 へ のアクセス、② 規制 、③ 望まし

いビジネス環 境 という3つの観 点 か ら、欧 州 統 一 市 場 での 電 子 商 取 引推 進 のため に委 員 会 が採 るべ きアクションを発 表 。す で に

情 報 社会 アクションプランにあるものも含 む。2000年 まで に実 行 し、中間 見 直 しを行 う予 定。→1998年11月 、法 的 枠 組 み 指 令 案

を発 表 。tt'

1997.4BT及MCI、Telefonicaと な提携で合

Telefonicaの 国 際 事 業 子会 社Telefonica.lnternationalS.A.(TISA)とMCIが アメリカ大 陸 を対 象 にサ ー ビスを提 供 す る合 弁 会社

を折 半で 出 資 して設 立す る。Telefonicaは 中南 米 に強 い地 盤 を持 つ。Concert陣 営 は4月14に ポル トガル テ レコムとも提 携 してお
り、これ によりラテンアメリカで大 きな 地 歩 を得 た。TelefonicaはUnisourceか ら脱 退 す る予 定 で、AT&T-Unisource陣 営 に1ま大 きな

痛 手 。→BTとMCIの 提携 解 消 により、この合 意 は 不 確 定 となったが 、1998年3月 、TelefonicaとWorldCom及 びMCIは 、この合 意

を基 にした新 たな提携 を発 表 。

1997.5州 委員会、電気通信 の番号 政 に関 る 問文 発

1998年1月1日 まで に長距 離 事 業 者 の イコー ル アクセス(pre-selectionに よる)を実現 す ること、1999年1月 まで に着信 課 金 サー ビ

スや プ レミアムレー トサ ービス(ダ イヤルQ2に 相 当)、コスト分 担 サ ー ビスを可 能 にす ること(これ らのサ ー ビスには 「388」のアクセ

スコー ドを割 当て)、2000年1月 まで にナ ンバ ー ポ ー タビリティと事 業 者 の事 前選 択 を実 現 す ること、を内容 とした諮 問 文 書(コ ミュ
ニケー ション)を 採 択。閣僚 理 事 会 及 び 欧 州 議 会 で の承 認 を 目指 す。域 内 統 一 番 号(欧 州 国 コー ドを 「3-xy」とす る)の 設 定 につ

いて は支 持 が得 られ ず 、検討 課題 として先 送 りされ た。→6月 に欧州 閣僚 理 事会 で承認 。

1997。6Unisource出 企3社 、国 際 通 信 門 をUnis。urceに 合

PTTTelecomNetherlands(オ ラン ダ)、Telia(ス ウ ェー デ ン)、SwissTe】ecom(ス イス)の 国 際 通 信 部 門 を1998年1月 か らUnisouce

の 子 会 社UnisourceCarrierSelvices(UCS)に 統 合 す るこ とを発 表 。

1997.6ア メリカとEU力 通信機器などの相互認証で合意

通信機器のほか、医療機器、医薬品など。

1997.6州 脳 、 州 合 約(アムステル ム 約)案 採

マーストリヒト条約を見直しEUの 拡大に備えるほか、共通の外交・安全保障政策の確立を目指す新欧州連合条約案に合意。→
10月2日 に調印。→1999年5月1日 発効。.

1997.6欧 州閣 理事会及 欧州議会、国 無きテレ 送 令の 正を採択

特に大きな修正は、加盟国が指定した大イベント(特にスポーツ)にっいては、たとえ有料放送業者が独 占放映権を獲得しても
スクランブル放送を認めないことや、番組格付け義務を定めたことである。以下が主な修正事項。→1998年9月 、この指令に基
づき、「国境を越えるテレビ放送に関する欧州協約を修正する議定書」が採択。
(1)他国からの放送の受信及び再送信の自由を基本原則として確認
(2)加盟国が指定する大イベント(特にスポーツ)の公衆の無料受信を保障する
(3)欧州製番組の定義を拡張し、欧州側主導であるならば他国との共同製作も含める
(4)映画のテレビ放送禁止期間の規定を廃止し、当事者の契約に任せる
(5)テレショッピングを定義し、ほぼ広告と同じ規制とする
(6)社会的弱者及び公序良俗の保護のため、スクランブル放送でない場合、番組の格付けを音声で警告又は放送時間中表示
する、委員会は1年以内に子供の視聴を親が制限できる機能についての報告書を提出する(→1999年8月 、報告書提出)

1997.6州 議会及 欧州閣僚 理 会、相互 に関する 令を採択

ONP原 則の適用によりユニバーサルサービス及び互換性を確保することに留意した相互接続に関する規制枠組みを定めた。
相互接続の権利及び義務、相互接続料、相互接続会計、設備の併置・共用、接続交渉の調停など、広範囲にわたって原則を
定めている。ある地域の特定サービス市場で25%以 上のシェアを持つ場合、原則としてSMP(SigriificantMarketPower)を 持つ
事業者に指定され、透明で非差別的でコストベースの相互接続を提供するよう義務づけられる。

1997.7AT&TとUnisourceカSTET(Telecomltalia)と 提 携

ヨー ロッパ お よびラテンアメリカで の 国 際事 業で 提 携 す ることに合意 。TelecomItaliaは 、ヨー ロッパ で はAT&T及 びUnisourceの 合

弁で あるAT&T-UnisourceCommunicationsServices(AUCS)に 参 加 し(30%ま で 出 資す るオ プションを持 つ)、ラテ ンアメリカで

は 、AT&Tと 折 半 出 資の合 弁 会 社 を設 立 す る。

1997.7欧 州の電気通信 閣僚会議、インターネット振興 に関 る共 同声 明を発表

EFTAや 中央 ・東 ヨー ロッパ を含 む29の 国 の 閣 僚 が参 加 した 「GlobalInforrnationNetworks」 会 議 がドイツの ボンで 開催 され 、共

同 声 明を発 表 。EUと しての活 動 で はない。アメリカ 、日本 、カナダ 、ロシアもゲストとして参 加 。GlobalIn　brmationNetworksは 民

間 主 導 により発 展 す べ きもので 、規 制 は最 低 限 とし、業 界 による 自主 規 制 が望 ましい とす る。また 、環 境 整 備 の ため の 国際 的 な
法 的 枠組 み を協調 して整 備 す ることが重 要 と強 調。

1997.7STET(Telec。m|talia)とEndesaが ス ペ イ ン のRetevisionを 落 札

FranceTelecomとSprintの コン ソー シ ア ム 「Opera」 を 破 り、Retevisionの 株 式60%を 取 得 。→Retevisionは1998年1月23日 か ら長

距 離 ・国 際 サ ー ビ スを 開 始 。1998年9月15日 か ら市 内 電 話 サ ー ビスも 開 始 。→1998年12月 、政 府 が 持 株 全 て を 放 出 し、

Retevision完 全 民 営 化 。

1997.7TelecomltaliaとSTETが 合 併

合 併 新 会 社 名 はTelecomItalia。 民 営 化 後3年 間 、政 府 が 黄 金 株 を持 つ 。

1997.7BTのAlbacomにENIが 資 本 参 加

BTがBancaNazionaledelLavoro(BNL)及 びMediasetと 設 立 したイタリアで の電 気 通 信 合 弁会 社Albacomの 株 式35%を 、石 油 ・
ガス公社ENIが 取得 。これ により、出資 比 率 はBTとBNLが 持株 会社 を通 じ共 同で45.5%、Mediasetが19.5%。AlbacomはENIの

持 つ 光 ファイバ ー網 の利 用 権 を獲 得 。
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1997.9AT&TとTelecomltaliaが 株 式 持 合 い に 合 意

AT&TがTelecomItalia株1.2%を 購 入 す る額 と同 額(ド ル)分 のAT&Tの 株 式 を 、TelecomItaliaが 購 入 す る。これ は7月2日 の

AT&T及 びUnisourceとTelecomItaliaと の 合 意 実 現 を前 提 とす る契 約 。

1997.10欧 州委 員会 、電気通信の番号政 策に関する指 令案を発表

5月の諮問文書とほぼ同じ内容。6月に採択された相互接続指令を改正するもの。

1997.10EU15カ 国、新欧州連 合条約(ア ムステルダム条約)に 調 印

マーストリヒト条約を見直した新欧州連合条約に調印。今後加盟各国内での批准を得た上で1999年 にも発効予定。→1999年5
月1日 発 効。

1997.10欧 州委員会、相互接続料 金ガイドラインを発表

6月に採択された相互接続指令に基づき、以下のような1998年1月 からの相互接続料金ガイドラインを勧告した。
①LocalLevel(市 内 交 換機 レベ ル へ の アクセス提 供)
0.006～0.010ECU/分

②SingleTransit(大 都 市 レベ ル へ のアクセ ス提 供)
0.009～0.018ECU/分

③DoubleTransit(全 国レベ ル へ のアクセス提 供)
0.015～0.026ECU/分

1997.10Telec。mltalia完 全 民 営 化

政 府 が所 有 す るTelecomItalia株(発 行 済 株 式 数 の44.71%)を すべ て放 出す る手続 きを開 始。→ 約26兆 リラ(約150億 ドル)の

売却収入を得た。

1997.11欧 州委員会、未成年者及び人間の尊厳保護に関する諮問文書を発表

メディアを問わず、未成年者及び人間の尊厳を保護するため、全ての視聴覚サービス・情報サービスにつき、共通の規制枠組

㌶㌶ 騰灘鐘i露霜豆撒艦羅 謄籠羅禦影竃欝欝
はコンテンツへ のアクセスを親 が管 理 で きる手 段 の 開発 を呼 び掛 けること、を 閣僚 理 事 会 に勧 告 。→1998年5月28日 、閣僚 理

事会勧告を採択。

1997.llDeutscheTelekomとFranceTelecom、 イ タ リア でENELと 合 弁 会 社 設 立

イタリアの 電 力 会社ENBLと 合 弁会 社 「WIND」 を設 立。ENELが51%を 所 有 し、DeutscheTelekomとFranceTelecomが49%(24.5
%ず つ)を 所 有 す る。今 後Sprintが 資 本 参 加 す る可 能 性もある。WINDは3番 目の移 動 電 話(PCN)事 業免 許 及 び 音 声 電 話 の全

国免許を申請する。
→1998年2月18日 、音 声 電 話 サ ー ビスの事 業 免 許 を取 得 。
→1998年6月9日 、3番 目の 移 動 電話 事 業免 許 を取 得 。
→1998年12月 、企業 向 けの長 距 離 ・国 際サ ー ビスを開始 。
→1999年3月 、移 動 体 通 信 サ ー ビス開始 。家 庭 向 け長 距 離 ・国際 サ ービスを開始 。

1997.12欧 州委 員会 、インターネットの安全利用推進に関するアクションプランを発表

違 法 又 は 有 害 なインターネ ットのコンテンツに対 処 す るため 、インターネ ット安全 利 用 推 進 に関 するアクションプラン(「Action
Planonpromotingsa飴useoftheInternet」)を 発 表 。以 下 の4項 目が述 べ られ てい る。

① 安 全 な環 境 の創 出
・コンテンツのモ ニタリングのた め、ホットラインの ヨー ロッパ ネットワー クを設 置
・自主規制導入のための共通ガイドラインを設定

②フィルタリング及び格付けシステムの開発
・フィル タリングと格 付 けの デ モ

・欧州の格付けシステムを国際標準に盛り込む

③インターネットに関する知識の周知
・まだインターネットに関 する知 識 が浅 い ため 、親 、教 師 、子 供 に周 知を 図る

④支援措置
・法的問題に関する検討
・同様の問題についての国際協力
・ア クションプラン実施 状 況 の評 価 ・見直 し

1997.12欧 州委員会、メディアの融合 と規制枠組み に関するグリーンペーパーを発 表

電気通信・メディア・情報技術部門の融合、及びそれが情報社会に向けた規制枠組みに及ぼす影響に関するグリーンペー
パ ー(「GreenPaperontheConvergenceoftheTelecommunications,MediaandInfbrmationTechnologySectors,andthe

Implications£orRegulationTowardsanInfbrmationSocietyApproach」)を 発 表 。情 報 社 会 の 実 現 に あた って 、上 記3部 門 の 融

合 の 状 況 、技 術 及 び 市 場 の 進 展 に 対 す る現 実 的 ・潜 在 的 阻 害 要 因 を 紹 介 し、定 義 、市 場 参 入 及 び 免 許 、ネ ットワー クや コン テ

ンツ へ の ア クセス 、周 波 数 へ の ア クセ ス 、標 準 、料 金 制 、消 費 者 の 利 益 な ど の 項 目に つ い て 意 見 を求 め る。1998年6月 まで に 諮

問 文 書 を発 表 し、1998年 第 二 四 半 期 に 閣 僚 理 事 会 及 び 欧 州 議 会 で 決 定 を採 択 す る 予 定 。→1999年3月 に 諮 問 文 書 を発 表 。

1997.12MannesmannがOlivettiと 提 携 、イタリア に 合 弁 企 業 「OliMan」 を 設 立

霊蕊涙謬 言悶i禦福蕊 灘鋸 讐i繊籔 跳 艦 蒜㍊雲離識 量き罐の珈
%、Mannesmannが49.9%を 所 有 す ることにな る(当 初 は25%)。 両社 はイタリアの電 気 通 信 市 場 で全 般 的 に協 力 す る。この提 携

成 立 により、FranceTelecomがln　 bstradaの49%を 取 得 する話 は御 破 算 になった。→1998年1月 、墜州 委員 会 が合 弁 企 業 設 立

甥㍍ 躍 闘篇㍑濡甦㌫頭突欝欝罐リ宍1罐霧符燈籠撫顎音鵬耀
月 末 まで に残 り12.4%を6,650億 リラで 取得(合 計49.9%)す ると発 表 。
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1gg7.12Telef。nica、Unisourceか ら 脱 退

魏恕蕊 ㍑∵㌫鵠緊 緊鵠雛野饗 藁恕既暢勤蕊論議鷲薔=勝 語聾態㌶生
して継続する。

1997.12電 気通信 門における個人 処理及 ライノシーの保護 に関する指 を採択

電塞通信部門におけ灸個人情報処理に関して、権利・自由の保護、特にプライバシーについて域内で同等の保護を保障し、個
人アータ及び電気通信機器・サービスの域内の自由な流通を保障することを加盟国に求める指令を閣僚理事会及び欧州議会
で採択。この指令は1995年10月24日 採択の個人情報処理及び流通における個人の保護に関する指令(96/45/EC)を 補完す

ξ㌫ 巖 ㌶ 鵠 獄 では法人も対象とす6・→'998年10月25日 ・個人情報処理及び瀧 における個人の保護に関す

1998.1EUの 通 信 市 兀 由 化

一 部 の 国は 猶 予を受 けてお り
、ル クセ ンブル グは1998年7月1日 か ら、スペ インは1998年12月1日 か ら、アイル ランドとポ ル トガル

は2000年1月1日 か ら、ギリシ ャは2001年7月1日 か ら。→ スペ インは 予 定通 り1998年12月1日 に実 現 、アイル ランドは 猶 予期 日の
1年 以上 前 倒 しで1998年12月1日 に実 現 。

1998.1電 話及 ユニ八一サルサー スへのONP用 採

欧州閣僚理事会及び欧州議会が、自由化後のユニバーサルサービスの確保という観点から、競争環境下の音声電話及びユニ
バごサルサービスへのONP適 用に関する指令(98/10/EC)を 採択。域内での良質な電話サービスの利用を保証し、かつ、消費者を含む

ユーザーに、定められた一群の電気通信サービスへの妥当な料金でのアクセスを保証することを目的とし、その内容と
して公衆電話網への相互接続の保証も含む。移動電話はこの指令の対象に含まれない。

1998.1ETSI、W-CDMAを ベ ー ス に した 次 世 代 移 動 通 信 シ ステ ム 標 準 採

欧 州 電 気通 信 標 準 化 機 構(ETsl)は 、次 世 代 移 動 通信 システム(IMT-2000)の 標 準 に、NTTド コモが 開 発 中のw-cDMAを ベ ー
ス に、ヨー ロッパ の機 器 製 造 業 者 が 主張 す るTD-CDMAを 一 部 取 り入 れる案 を採 択 した。直前 にNTTド コモ がTD-CDMAを 一部

取 り入 れ る方 針 を表 明 して お り、劣 勢 だ ったヨー ロッパ の 一部TD-CDMA陣 営 がそれ を受 け入 れ たと言 える。ITUのIMT-2000標

準 案 の提 出 締 切 日は6月 末。'

1998.2州 委員会、通信政 の 国 的協調 目的とした国際 通信 章の 唱

電子商取引その他の目的のためのグローバルネットワークの利用及びその発展には、越境の遠隔労働、データ保護、商標の国
際的な保護、消費者保護などの問題について、各国共通の統一した規則が欠かせないため、それらの障害となる課題を解決
するための協調手続きに関する多国間の合意を目的とする「国際通信憲章(lntemationalCommunicationsCharter)」 の制定を
提唱。新たな国際的監督機関の設置や拘束力のある規則の制定を意図したものではない。1998年から産業界、加盟国、消費
者グループなどに呼び掛けて討議し、1998年中か遅くとも1999年始めに閣僚級の会議を開催する(又はそのような機会に議題
として取上げる)。

1998・3Telefonicaカ 。rldCom及MCIと 提 携

1997年4月 にMCIとTelefonicaが 合意 した合 弁 事 業 を基 に、ラテンアメリカ及 び ヨー ロッパ にお い て、両者 が協 力 して事 業 展 開 を

進 めることで 合意 。TelefonicaとMCIの 合 弁 に つい て は、BTとMCIの 提 携 解 消 によりその 行 末 が不 確 定 とな ってい たが 、

Tgl:罐 劉 鵠 灘 「ldCom・との提携継続を選択Ltce提 携の主坤 容は以下のとおり・この提携については・Po「t"gal
(1)ヨーロッパ 地 区 につい て
Telefonicaは 、WorldComの ヨー ロッパ のビジネスネ ットワー クにデ ィストリビュー ターとして 参加 す るほか 、WorldComが 既 存 の

ヨー ロッパ 地 区 の事 業 を統括 す るため に設 立 す る予 定 の新 会 社 の株 式 を10%取 得す るオ プシ ョンを持 ち、WorldComの イタリア

で の 事業 会 社 の株 式 を46%ま で 取 得す る権利 を持 つ。また 、今 後 南 欧 及 び 東 欧 向 け にWorldCom51%、Telefonica49%の 出 資

で 事 業 会 社 を設 立 す る。

(2)ラテンアメリカ地 区 につ い て

ラテンアメリカを対 象 にサ ー ビスを提 供 す る合 弁 会 社Telefonica-PanamericanaMCI(TPAM)を 、Telefonicaの 国 際 事 業 子 会社
TelefonicaInternationalS.A.(TISA)が51%、MCIが49%を 出 資して 設 立 する。MCIはTISAの 株 式 を少 なくとも10%取 得 す るオ

プ ションを持 つ。米 国 内のスペ イン系 向 け市 場 もTPAMの 事 業 に 統合 され る予 定。 ・

1998.6欧 州 会、 子 取 引に関す る 州 想決 を

5月14日 に欧州委員会が提出した決議案を採択。主な内容は以下のとおり。
①ヨーロッパレベルでの規制枠組みを定める。
②国際的な合意及び政策の国際的協調を進め、最低限のデータ保護に関する相互認証協定に向けてアメリカと交渉する。

纏翻鍵鑑 識 霧顯鍵㌶魏鶴羅湿襲合が鮪書を作成楓
⑤関連技術の研究開発推進。

1998.7BTとAT&Tカ ロー ハ ル サ ー ス で 携 、合 弁 会 社 を 設 る と発

両社 の既 存 の国 際 ネットワー ク及 び 全 ての 国際 トラフィック、全 て のビジ ネス顧 客 向 け国 際サ ー ビスを含 む 国 際 事 業 ・資 産 を結
合 し、対等 出資 でグロー バ ル サ ー ビスを提 供 す る合 弁 会 社 を設 立 す ると発 表 。初 年 度 の売 上 高100億 ドル を 目指 す 。本社 はア

メリカ東 部 に置 く。従 業員 は5,000人 。両 社 はIPベ ー スのグローバ ルネ ットワー クを開発 し、新 会 社 でも提 供 す る。これ と関連 して

別 途10億 ドル を折 半 でアメリカ の新 サ ー ビス市 場 に投 資 す ることにも合意 。また 、MCIとWorldComの 合 併 手 続 きが完 了 しBTが
MCIのConcert持 分を 買収 した後 は 、AT&TがMCIの 代 わ りにConcert事 業 に参 加 す る。これ により、AT&T主 導 で構 成 された

WorldPartnerは1999年 末で 解 消 し、2000年7月 まで にAT&T-Unisourceか らも脱 退 す る予 定。今 後 各 規 制 機 関の認 可 が必 要 で

あるが、この強 者連 合 が誕 生 す れ ば、グローバ ル 市場 は大 きく変 動 す ることになる。→11月 、AT&Tが アメリカ でConcertサ ービ
スを提供 開始 。→1999年3月 、欧 州 委 員 会 が承 認 。→1999年6月 、米 司 法省 が承 認 。→1999年9月 、合 弁 会 社 名 を 「Concertj

とす ることに決 定 。

1998.9B。uygues、9Telecomの をTelecomltaliaに 渡

TelecomItaliaと ともに フ ランス に 設 立 した 固 定 系 サ ー ビス 提 供 の た め の 合 弁 会 社 「9TelecomS.A.」 のBouyguesの 出 資 分51%の

大 半 をTelecomItaliaに 譲 渡 す る と発 表 。Bouyguesは 移 動 体 通 信 に 専 念 す る方 針 。
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1998.9欧 州閣僚 理 会、未 年 及 人間の 厳 保護 に関する理 会 告を正式採択

5月28日 に採択したものを正式採択。「未成年者及び人間の尊厳保護にっいて各国内規制枠組みの調和を推進することによ
る、視聴覚・情報サービスの競争力強化に関する勧告」(98/560/EC)を 採択。欧州委員会の諮問文書に従い自主規制によるこ
ととし、①各国を代表する組織の設置、②自主規制ルールの作成、③新しい保護策の研究・開発、④未成年者のアクセス拡大
策、⑤この勧告実施状況の定期的検証、について産業界及び関係団体が協力することを勧告し、欧州委員会に関係各機関及
び団体と協力して進めることを求めている。また、各国内レベルでの自主規制の定め方についてのガイドラインを添付している。

1998.9電 話 番 号 ポ ー タ リテ ィ及 優 先 接 に 関 一る 州 議 会 及 閣 理 会 指 令 を 採

2000年1月 まで に ナンバ ー ポータビリティと優 先 接続(pre-selection)を 実 現 す ることを内 容 とした指 令 を採 択(98/68/EC)。1997

年 の相 互 接 続 指 令(97/33/EC)を 修 正 す る形 式。

1998.10Mannesmann、 新 規 参 入 者 連 合 の 州 設 立 す ると発

Mhnnesmannが 欧 州 各 国 で展 開 してい る電 気 通信 事業 合 弁 会 社 及 び 各 国 の新 規 参 入 事 業 者 を接 続 してサ ー ビスを提 供 す る国

際 事 業会 社 「Mannesmanneuro.map」 を、イタリアのOlivettiと共 に設 立 すると発 表 。今 後他 の 出 資者 も募 るが、Mannesmannが 支
配権 を維 持 す る。1999年 第1四 半 期 に事 業 開 始 予 定。BTとAT&Tの 提 携 発 表 に より、AT&TとUnisourceはMannesmannと の ドイ

ツで の合 弁 会 社 で あるMannesmannArcorか ら撤 退 す るとの 認 識 から、既 存 大 手 事 業者 に頼 らず 、独 自に国 際 サー ビス網 の構

築 に乗 り出 したもの。

1998.11欧 州委員会、電子 取 引の法的 み指令案を発表

1997年4月 の諮問文書以降の検討を踏まえ、欧州統一市場内における電子商取引の法的枠組みに関する指令案を発表。取
引の発生場所に関する定義を含めオンラインのみでの契約成立を認めるための法整備を進めること、仲介するに過ぎないオン
ライン・サービス・プロバイダーの免責、突然の広告メールの取り扱いなどについて定める。→1999年9月1日 、欧州議会の意見
を基に修正した案を発表。

1998.12欧 州 閣 理 会 、イ ン タ ー ネ ッ ト 正 利 用 の た め の ア ク シ ョン ラ ン 採

インタ ー ネ ット上 の 不 法 で 有 害 なコ ン テ ンツ に 対 処 す ることを 目 的 とした 「ActionPlanonpromotingsaferuseoftheInternetby

combatingillegalandharmfUIcontentonglobalnetworks」 と題 す るアクシ ョン プ ラン を 採 択 。以 下 の 趣 旨 に 沿 っ て 実 施 され 、EU

㌣ 鶴 纏 麟 瀦 鍵 諺 禦 ㌘ 霧 響 ξ耀 ㌶ 霧 霧 笛'2月31日*'(「'・予算1}2・500万eu「o・
2.フィルタリング及び格付けシステムの開発
3.様 々な手段によって問題の周知徹底を図る
4.更 なる支援措置、他の政策(未 成年者及び人間の尊厳保護に関する理事会勧告など)

との協調

1999.1欧 州 通 口実 施

新 貨 幣 「euro」へ の 通 貨 統 合 を実施 。当初 は11カ 国 が 参加 。イギ リスは 参加 して いない 。紙 幣 や 硬 貨 が 発 行 されるの は2002年1

月1日 か らで 、それ まで は小 切 手 や 銀 行 振 替 、クレジットカー ド、電 子 マネ ーな どの形 態 で 流 通 す る。 一

1999.1ス ウ ェー ア ン のTe|iaと ノル ウ ェー のTelenor力 合 併 に 合 意

スウェーデ ンの産 業 大 臣とノル ウェー の運 輸 通 信 大 臣 が、両 国 の 国営 電 気 通信 事業 者 で あるTeliaとTelenorを 合 併 させ ることで

合 意 。新 会 社 はスウェーデ ンが60%、 ノル ウェー が40%を 持 ち、本 社 はスウェーデ ンのストックホル ムに置 く。→10月13日 、欧 州

委 員 会 が認 可 。→12月 、破 談 。

1999.1州 委 員 会 、行 政 に 関 る リー ンペ ー パ ー を 公

行 政 部 門 が持 つ情 報 の利 用 がアメリカに比 べ て劣 ってお り、それ は 競争 力 を弱 めることにもなるとして、域 内全 体 レベ ル の 問題

として行 政 情 報 の公 開 ・利 用 を推 進 す るため 、「GreenPaperonPublicSectorInformationintheInformationSociety」 と題 す る
グリー ンペ ー パ ー を公 表 。公 開を阻 害 している要 因 や アクセス条件 ・手段 、デ ー タの保 護 、著 作 権 、責 任 などの問 題 につ いて検

討 す る。.一

1999.3欧 州委 員会、メ丁イアの融合と規制枠組みに関 る 間文書を発表

1997年12月 に「電気通信・メディア・情報技術部門の融合、及びそれが情報社会に向けた規制枠組みに及ぼす影響に関する
グリーンペーパー」を発表して以後の検討結果を取りまとめた諮問文書を発表。インフラのオープン化とコンテンツの重要性を認
識し、それらの規制について見直していくこととする〔COM(1999)108〕 。

1999.3欧 州委 員 総辞職

欧州委員会メンバーの不正行為について調査した「CommitteeofIndependentExperts」 が、委員会全体の責任とする報告書を
発表。同Comitteeは 欧州議会の決定により臨時に設置された特別調査機関である。これを受けて欧州委員会のメンバーが総
辞職。サンテール委員長は、報告書が些末な事柄を針小棒大に取上げ、欧州委員会への批判を強める欧州議会の意に添っよ
うな偏向した内容になっているとして、強く抗議する声明文を発表。なお、次のメンバーが決まるまで現メンバーが引き続き職務
を行うが、重要決定事項の停滞は避けられない。→5月 、欧州議会が元イタリア首相プロディ氏を委員長候補に指名。→8月 、
プロディ氏を委員長として承認。

1999.4DeutscheTelek。mとTelec。mltalia力 合 併 で 合 意

OlivettiからTOBを 仕 掛 けられ たTelecomItaliaが 、対 抗 策 としてDeutscheTelekomと 合 併 す ることで 合 意 。新 会 社 は ドイツ に本

拠 を置 く。今 後 、株 主 である両 国政 府 の 承認 を含 む株 主総 会 の承認 、欧 州 委 員 会 の承 認 な どが 必 要 であるが、これ が成 立す る

と、売 上 高でNTTに 次 ぐ世 界 第 二 の電 気 通 信 事 業者 が誕 生 す ることになる。→OlovettiのTOB成 功 により御 破 算 とな った。ま
た、DeutscheTelekomと 提 携 関係 にあるFranceTelecomは 事 前 に何 の連 絡 も無 かったことに 不快 感 を示 し、1998年12月 の提 携

契約 に違 反 す るもの として、損 害 賠 償 を求 め てDeutscheTelekomを 国 際商 工会 議 所 の 国 際仲 裁 裁 判 所 に提 訴。

1999.401ivettiカTelecomltaliaの 式 公 開 買 付 け(TOB)を 開 始

OlivettiがTelecomItaliaの 株 式 を公 開 買 付 けを開 始 。5月21日 まで売 却 を受 付 ける。35%を 最 低 限 とし、取 得株 式 が35%以 上

67%未 満 の 場 合 、買 収 の 実行 または 断 念 を決 断す ることにな る。TOBは 総 額約604億 ユ ー ロ(約7兆6,000億 円)に も及 び 、史 上

最 大規 模 の 敵 対 的TOBと なる。
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1999.5新 州連合条約(ア ムステル ム 約)力 発

1997年10月 に調印された新欧州連合条約(アムステルダム条約)が発効。アムステルダム条約は、EUの拡大に備えるほか、共
通の外交・安全保障政策の確立を目指している。また、欧州議会の権限が強化された。

1999.501ivetti力 過 半 の 式 を 保 し、TelecomltaliaのTOBに

OlivettiがTOBでTelecomItalia株51.86%の 確 保 に 成 功 。今 後308億3,000万 ユ ー ロを 支 払 っ て 株 式 を取 得 し、支 配 権 を 得 ること

に な る。これ を 受 け 、Olivettiは 、ItaliaTelecomとDeutscheTelekomと の 合 併 を 白紙 に 戻 す と発 表 。→TOB成 功 によ り、資 金 調

達 の た めOlivettiは 所 有 す るOmnitelとlnfostradaの 全 株 式 を76億 ユ ー ロでMannesmannに 売 却 。これ に より、Mannnesmannは

Ominitelの 過 半 数 の 株 式 を所 有 す るこ とに な り、Infostradaを 完 全 子 会 社 とす ることにな る。

1999.6欧 州 委 会 、電 気 通 信 とCATVの'分 を る 令を採

1997年12月 に指令案を発表して以後、広範に意見を求め検討を加えていたが、当初の案どおり、電気通信網とCATV網 を同一
事業者が所有する場合、電気通信市場の発展を阻害し、技術革新が遅れ、電気通信とメディアと情報技術の融合による利益の
充分な実現を妨げるとして、電気通信事業とCATV事 業の構造分離を命ずるケーブル指令(IP/99/413)をEC条 約86条(旧90
条)に基づき採択した。電気通信事業者は、1999年末までにCATV事 業を分離しなければならない。欧州委員会では、この指
令をアクセス系の広帯域サービス推進のための重要な一歩と位置づける。

1999.8合 弁3社 、Unisourceの ・消 を発表

スイスのSwisscom、 オ ランダ のKPN、 スウェー デ ンのTeliaは 、3社 対等 出 資 で設 立し運 営 していた 汎欧 州 通 信 サ ー ビス合 弁 企 業

Unisourceを 解 散 し、事 業会 社 を分 割 ・売却 す ることを発 表 した。

1999.9州 委員会、電子 取 引の法 的枠組み 指令最終案を発

欧州議会の意見を基に修正した、「欧州統一市場内における電子商取引の法的枠組みに関する指令」最終案を発表。突然の
広告メールの取扱いや、オンラインでの契約を有功とするための法整備、オンラインサービスプロバイダーの免責などを定める。
欧州議会の意見を概ね受け入れているが、単に仲介者として機能するに過ぎないオンラインサービスプロバイダーの責任につ
いては、原案通り免除することとし、議会の意見は採用しなかった。

1999.9BTとAT&Tの ロー ハ ル サ ー ス 合= はConcertＬ

BTとAT&Tが 対 等 出 資 で設 立 す るグロー バル サ ー ビス事 業 会 社 名 を「Concert」とす ることを発 表 。「Concert」はBTが100%所 有

す るグ ローバ ル サ ー ビス事 業 会 社 の社 名 であるが 、新 会 社 の事 業 に最 も適 した名 称 で あるとして、新 会 社 の社 名 に使 用す ること

にした。→2000年1月5日 、設 立 手 続 きを完 了 。

1999.11 欧州委員本、通信規制の枠組みを見直す諮問文 を公表

情報社会におけるヨーロッパの競争力を維持 ・強化し、情報通信分野での迅速な技術的変化に対応するため、これまでのグ
リーンペーパー等での検討結果を参考に、現在の通信規制の枠組みを見直す手続きを開始。特に以下の8分 野を取上げる。
規則では迅速に対応できない部分には、勧告など非拘束的手段も活用することとする。
(1)免許・許可
(2)アクセス及び相互接続の提供
(3)無線周波数監理
(4)ユニバーサルサービス
(5)ユーザー及び消費者の利益
(6)電話番号、ドメインネーム、インターネットアドレスの管理
(7)市場支配力を持つ事業者に関する公正競争問題
(8)欧州統一規制機関を設置すべきか

1999.11欧 州 、近距 用 互 の上限価 口

中継 回線 部 分 は競 争 が進 展 しつ つあるが、足 回 り部分 の専 用 線 に つい ては 競 争 が進 まず 、料 金 が 下 がらない ため 、中継 系 事

業者 と市場 支配 力 を持 つ 地 域 事 業 者 の 近 距離 専用 線 との相 互 接 続 料 金 の 上 限 を以 下 のように勧 告。近 距 離 専 用 線 料 金 の低

下 がインターネ ットによる電 子 商 取 引 の拡 大(特 に 中小 企 業 に とって)に 大 きく寄 与す ることを考 慮 したもの。

(1)64kbps回 線5㎞ まで:80ユ ー ロ/月

(2)2Mbps回 線5㎞ まで:350ユ ー ロ/月

(3)34Mbps回 線
・2kmまで:1

,800ユ ー ロ/月
・5kmまで:2 ,600ユ ー ロ/月

1999.11 欧州閣僚理事 、電子 名に関する規制 組みTハ 採

電子署名に関する欧州域内規制枠組み指令を採択。電子署名に法的効果を認め、そのための認証業者の監督、認証業者の
責任、認証技術の在り方などを定める。→2000年1月20日 発効。

1999.12欧 州 委 、eEurope」 構 発

情 報 社 会 の実 現を促 進 し、そ の利 益 がす べ ての欧 州 連 合 加 盟 国 にもた らされ ることを 目的 に 、「eEurope-AnInformation
SocietyforAll」 と題 す る諮 問 文書 を、Prodi欧州 委 員 長 が発 表 。以 下 の10の 重 点 項 目を挙 げ 、2000年 ～2002年 末 にか け、そ れ

ぞ れ の項 目につ いて特 定 時 点 で の達 成 目標 を掲 げる。2000年3月 の理 事 会 で 審 議 され る予 定。

(1)学 校 ・教 育 の情 報 化
(2)インター ネットアクセスコストの低 減

(3)電 子 商 取 引 環境 の整備

(4)研 究 ・開発 用 高 速インターネ ット

(5)ICカ ー ド利 用インフラの整備

(6)中 小 企 業 へ のベ ンチャー キャピタル

(7)障 害 者 の社 会 参 加 を支 援

(8)オ ンライン ・ヘ ルスケア
(9)高 度 交 通 情 報システム

(10)電 子 政府 の実 現
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臼■回■ 出 来 事

1999.12BellSouth、 オ ラ ンKPNと 共 にE-Plusを1009ro取 得 す る と発 表

㌫ζ襟脇麟鍔罐奢雛贔漢漂8㌶謬2璽纏蟹;∴器㍑製罐論詰錺鰻躍魑劉鍔5
KPNが 拠 出 し、そ の資 金 はBellSouthがE-Plus運 営 のため にドイツに設 立 す る持 株 会 社 「BellSouthGmbH」 の資 本 に充 当す る。

した がって 、KPNの 出 資 分 は77.493%。 →FranceTelecomは 、10月 に 、BellSouthが 優 先 買 取権 を行 使 しない ことを条 件 に

E-Plus買 収 を発 表 してい た。したがってFranceTelecomに よる買 収 はなくなった。→2000年2月 に 買収 手続 き完 了。

1999.12ス ウ ェー フーン のTeliaと ノル ウ ェー のTelenorの 合 併 力 御 破 算 に な る

合 併 新会 社 の移 動 通信 子 会 社 の本 拠 をどこに置 くかで 調整 がつ かず 、合 併 計 画 実 施 困 難 との 声 明 を発 表 。

2000.1Vodaf。neAirTouchとVivendi、 モ ハ イ ル イ ン タ ー ネ ッ トで の 提 携 発 表

VodafoneAirTouchとVivendiカS50%ず つ 出 資 し、ヨー ロッパ で マル チ ア クセ ス ポ 日 夕ル(MultiAccessPort要1)を 提 供 す るイン

ター ネ ット合 弁 会 社 を設 立 す る と発 表 。VodafbneAirTouchが 発 表Lた モ バ イル イン ター ネ ット向 け 統 一 プ フットフ ォー ム に より、。

義㌫ 箇纏i累鶏宥㌶ ㌻恕;㌶撚廷 吏暮雲驚嘆壁 鴛隠躍る1言論1畿認識藷嘘寿i。三品論
ず ること(Vivendiは す で にCegetel株15%を 保 有)な どで 合 意 。これ らはVodafoneAirTouchがTOBでMannesmannの 株 式 を50%

以 上 取 得 す ることが 条 件 で あ る。→2月3日 、VodafoneAirTouchとMannessmanが 合 併 に 合 意 。

2000.2BellSouthと オ ランKPN、E-Plusの 買 収 手 き 完 了

BellSouthがE-PLus株 の 優 先 買 取 権 を行 使 し、オランダKPNを パ ー トナ ー にE-Plusの 他 の株 主 の全 ての株(Vodafoneが17.243

%Veba/RWEが60.25%所 有)を 買収 す る手続 きが完 了。BellSouthの 出 資分 は22.507%、KPNの 出 資 分 は77.493%で 、両社

は対 等 の 支 配 権を持 つ 。BellSouthは18ヶ 月 以 内 にE-Plus株 をKPN株1億 株 又 はKPNMobileの33.3%分 の株 に転 換 す るオプ
シ ョンを持 つ。またKPN株 をさらに約4,600万 株 取 得 す る権利 を持 つ 。
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参考資料

1.日 米欧 の情報通信施策比較年表

2.自 由化後 の 日本の料金 ・サー ビス

◇ 国内サ ー ビス

◇ 国際サ ー ビス





日・米 ・欧での主な規制 ・制度及び出来事

隙./.ぴ.党lw‥ 燕 ㌍ 溺
・・☆1・繊 細 灘`ぷ 肚 ぷ:qi ,..1ツ 呼 ・簿 淫 蕩竣 ㌍'・

A"'… 、

・890MHz以 上を 自営網 構 築 に開 放 。

・MCIに 設備 建設 許 可 、専用 サー ビスの 自

由化を事実上認める。
　
踏 ・専用 線 をデ ー タ通 信 に開 放 。 ・専用サービス事業者を特殊通信事業者

と分 類 し、認 知 。

'1ほ ・公衆 網 をデー タ通 信 に開 放 。 ・国 内衛 星 通信 の 自由化 。

lF`

1911i、・通 信 回線 の他 人 使 用 制 限を緩 和 。灘

灘∵
19'`8

・VAN事 業を認 める。

・国 内専 用線 の 共 同使 用 ・再 販 自 由化 。

・長 距 離 電 話 市場 の 自由 化。

懸繊
11980 ・基本 サ ービスのみ 規 制 し、高 度 サ ービス

は非 規 制とす る。
・非 対称 規 制 を導 入。

柏 ・臨 調 設置 、公 社 制 度 見直 し開始 。
1騰

・国内長距離電話の再販自由化。 ・英:BTが 公 社 として発 足。

i・ 中小 企 業VANを 認 可 。 ・VANを 非規 制 とする。
・英:VAN免 許 の 交付 開始 。 ・

・臨 調 でNTT分 割 を提 案 。 ・修 正 同意 審 決 でAT&Tの 分 割 決 定 。

・BS試験 放 送 開始 。 ・AT&T分 割 。
・英:電 気 通 信 法制 定 、ORel設 置 、BT民 営

F電 気通信改革3法 が可決・成立。
》

・国 際衛 星 通 信 の 自由化 。
・ケーブル 通 信 政 策法 制 定 。

化 。MCLと の複 占体 制 になる。
・英:BTに 価 格 上 限 規 制を採 用 。

・衛 星放 送 始 まるが 、ほ どなく中止 。

祢

・電 気 通 信 事業 の 自由化
。

・アクセスチャー ジ導 入。
・EC:欧 州 統 一議 定 書採 択 。

・NTT民 営 化 。

!i]`・ 国 内専 用 サー ビスで競 争 開 始 。 ・AT&T及 びRHCsに 対し、高 度 サー ビス ・EC:欧 州 統 一議 定 書調 印。

提供にあたっての構造分離要件を撤廃、
ONAを 義 務 づ け。

・国内長距離電話で競争開始。 ・RHCsの 非 電気 通 信 分 野進 出解 禁。 ・EC:欧 州 統 一 議 定 書 が発 効 。

・国 際VANの 自 由化。
・EC:電 気 通 信 サー ビス・機器 の統 一 市場

に関 す るグリー ンペ ーパ ー を発 表 。
・英:デ ータ通信 ・VANサ ー ビスの規 制

緩 和。
' ・仏:VANの 自 由 化 。

・仏:セ ル ラー 電話 に競 争 導 入。

ム

・NTTデ ータ通 信 が 分離 独 立 。
・RHCsの 情 報 サー ビス参 入一 部 解 禁 。 ・EC:電 気 通 信 市 場 自 由化 のため の'

1・ セル ラー電 話 で競 争 開 始 。 アクションプ ログラムを発 表 。
・EC:端 末機 器 の 自由化 に関 する指令 。

・英:衛 星 通 信 の 自 由化 。

・国 際 サー ビス分 野 で競 争 開 始 。
・AT&Tに 価 格 上 限 規制 導 入。

・EC:国 境 無きテ レビ放 送指 令 。

・CS放 送 でハ ードとソフトを分 離 。
・英:専 用 線 の 単純 再 販 を認 める。

・衛 星 通 信サ ー ビスで競 争 開 始 。
・英:公 事 接 続 の規 制 を緩 和。

・BS本放 送 開始 。
・独:DBPTelekom公 社 化 、規 制 と事 業

　瘡9 ・N廿分 離 分 割 問題 、5年先 送 り。

を分 離 。

・EC:電 気 通 信 サー ビス 自 由化 指 令。
・EC=ONP枠 組 み指 令 。
・独:東 西 ドイツ統 合 。

　 ・独:衛 星 通 信 サ ー ビスの 自 由化 。
　 ・独:セ ル ラー電 話 に競 争導 入 。

)
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:釧 ・・三
1便 牢 一・

☆{1' ア卿 吻F 嘗 ・:.嵩←自動e姫 菱 鱗 」
'、

,:

凶
・Al6L1"ノtニ ン/不 ～く・IP」〈ナア ー ヒニン～4ごフく甲邑

,'bし:漏 木 祖 旦 認 証 指 令 。

に規制緩和。 ・英:国 内 事 業 の複 占を廃 止。
・アクセスチ ャージ に価 格 上限 規制 導 入

。
・英:国 際 専 用線 単純 再販 を認 める

。
・国際専用線単純再販を認める。 ・仏:FranceTelecom公 社 化

、規 制 と事 業

を分 離。

`i・NTTの 事 業部 門別 分 計 の導入 徹 底
。 ・RBOCsにVDTサ ー ビス を認 め る

。 ・独:DBPTelekomの 民 営 化 を 閣 議 決 定 。・
・CS放 送 開 始。 ・州 際 専 用 アクセスの 開 放。ド
・NTTド コモが 分離 独 立

。 ・CATV規 制 法 が成 立。
・NTTとKDDに 外 資 を認 める法 改 正

。 ・外資系事業者の規制を緩和。

・電 波 利 用 料 制 度 の導入
。'

・州 際 交 換 アクセスの開 放
。 ・EC:欧 州 統一 市 場 が正 式 実現 。

・エ ンドエンド料 金 制 を導 入。 ・周波数の入札制度を導入。 ・EC:1998年 の音 声 サー ビス完 全 自由化

・試 験 サ ー ビスの認 可制 度 廃止
。

・NIIアクションプランを発表
。 を決 定。

・CATV規 制緩 和 、MSOを 認 める。 ・EU:マ ーストリヒト条約 発 効
、EUが 発 足 δ

・衛 星 通 信 に 国際 サ ービスを認 める。 ・仏:FranceTelecom民 営 化 を閣 議 決 定
。

溺‖.`.・事業者間接続料金を導入。 ・世 界 電 気 通 信 開発 会 議 でGIIを提 唱 。 ・EU:欧州版情報基盤整備構想を発表。
・携帯電話端末を自由化。'…
・電通審が情報通信基盤整備プログラ

・PCS用 周 波 数 のオ ー クション実 施
。

・多チ ャンネル デ ジタル 衛 星 放 送 開始
。

・EU:欧 州 情 報 基 盤 整備 行 動 計 画 を発 表
。

・EU:衛 星通 信 機 器 ・サ ービス自 由化 指 令
。

ムを答 申。
・高度情報通信社会推進本部を設置。…

・情報通信基盤整備の基本方針決定。 ・BigLEOに 免 許 を付 与。 ・独:DBPTelekomが 株 式 会 社Deutsche

・規制緩和推進計画を発表。 ・AT&Tを 国 内で非 支 配 的 事 業者 とす る。 Telekomと して 改 組 、発 足 。

・国 内公 事(片 端)接 続 解 禁 。 ・外 資規 制 にECOテ ストを導 入。
・国際専用線単純再販解禁。
・NTT及びKDDを 除き業務分野規制を

撤 廃 。
　

・国内公尊公接続解禁。 ・通信法大改正、市場競争をさらに促進。 ・EU:移 動 体通 信 完 全 自由化 指 令
。

・移 動 体 サ ー ビスが料金 届 け出 制 に。 ・AT&Tを 国 際 で非 支 配 的 事 業者 とす る
。 ・EU:サ ー ビス完 全 自由化 指 令 。

・持株会社方式によるNTT分 割が決定。 ・地域相互接続規則を採択。 ・EU:代 替 インフラ自由化 。
・多チャンネルデジタル衛星放送開始。 ・番 号ポ ー タビリティ規則 採 択 。 ・英:設 備 ベ ースの 国際 事 業 複 占を廃 止

。
・国 内電 話 サ ー ビスの 再販 が始 まる。 ・デジタルTV標 準 を採 択 。 ・独:新 電 気 通 信 法制 定。

・仏:新 電 気 通 信 法制 定。
'

・仏:FranceTelecomを 株 式 会 社 に 改 組 。

・地上波放送のデジタル化を2000年以 ・1999年中に地上波放送をデジタル化する ・WTO基 本 電 気 通信 サ ー ビス交渉 合 意 。

前に前倒しする方針を発表。 決 定 。 ・EU:免 許 手続 き共通 枠 組 み指 令
。

・NTT及 びKDDの 業務 分 野 規制 撤 廃 。 ・ユ ニバ ー サル サ ー ビス規 則 を採 択
。

・EU:相 互接 続 枠 組 み 指 令
。

・相 互 接 続 ル ール の 法 定化 。 ・州 際アクセスチャージ規 則 を採 択
。

・EU:ア ムステル ダ ム条 約 調 印
。

・NTT再 編 の 基本 方 針 決 定。 ・通信品位法に違憲判決。 ・独:マ ル チメディア法制 定
。

・国際公尊公接続解禁。 ・計 算 料 金 にベ ンチ マー ク制 を導入 。 ・仏:新 規 制 機 関 発 足。

・NTTを 除 き外 資 規制 撤 廃 。 ・WTO合 意国に対し外資規制撤廃。 ・WTO基 本 電 気 通信 サ ー ビス合 意 発 効
。

・無線局免許の外資規制撤廃。 ・外 国衛 星 に米 国 内 サー ビスを認 める。 ・EU:電 気 通信 完全 自 由化。
・新たな規制緩和推進3か 年計画発表。 ・v-chip規 則 採 択

。
・EU:番 号ポ ー タビリティ及 び 優 先接 続 指 令

・KDD法 廃 止 。 ・地 上デ ジタル 放 送 始 まる。 ・英:地 上 デ ジタル 放 送始 まる。
・原則届出制及び価格上限規制導入。 ・独:新 規 制 機 関 発 足。
・情報通信基盤整備の基本方針改定。 ・仏:情報社会構築行動計画発表。
・優先接続の導入方針決定。　i

・高度情報通信社会推進のためのアク ・同一地域内放送局の所有規制緩和。 ・ITU:IMT-2000標 準 採 択 。

ションプランを発 表 。 ・ネ ットワー クアンバ ンドリング規 則 を採 択 。 ・EU:ア ムステル ダ ム条 約 発 効。
・番 号 ポー タビリティの導 入 方針 決 定

。 ・衛星放送で地上波放送の再送信が可能 ・EU:CATV事 業 分 離 指令
。

・NTT再 編 。 になる。 ・EU:電 子 署名 規 制 枠 組 み 指令
。

・通 信 傍 受 法 成 立。 ・BellAtlanticの 域 内 長 距 離 サ ー ビスを 認 可 ・英:優先接続導入方針決定。
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自由化後の料金 ・サ三ビス(国 内)

　.・.・ ・　　
1■

・.9
・NTTの 最 遠 料 金3分400円 。

・

4月
・電 気 通 信 事 業 自由化 。

・NTT民 営 化 。

卜

12月
・NTTが 着 信 課 金 サー ビスOl20開 始。

'A-

　

一36》'
ジ

7月
・NTTが 土 曜 日割 引き制 を導入 。

べ

8月
・JTが専 用 サー ビスを開 始。

〉

JT:日 本 テレコム

10月
・DDIが 専 用 サー ビスを開 始。 DDI:第 二電 電

　

11月
・TWJが 専 用 サー ビスを開始。 TWJ:日 本 高速 通 信

・TTNetが 専 用 サービスを開始 。 TTNet:東 京 通 信 ネットワー ク

11月
・NTT株 第 一 次 放 出。

(放出価 格119万7,000円)

ま
■

179月 9月
・NCCsが 最 遠料 金3分300円 で 参入 。 ・NCCsが 長 距 離電 話 サー ビスを開 始 。

11月.
・NTT株 第 二 次 放 出 。

i
(放 出価 格255万 円) .

1;2月

;1・NTTが 最 遠 料 金3分360円 に値 下 げ 。

　 　

4月
・NTTがBRHSDNサ ー ビスを開 始。

〔INSネ ット64〕

霧
5月 5月 5月

・Nτ「が専 用 線 料金 値 下げ 。
…

・TTNetが 地域 電 話 サー ビスを開 始。 ・NTTデ ータ通 信 が分 離 独 立。

繊 灘7月
・NCCsが 専 用 線 料金 値 下 げ 。

10月
・NTT株 第 三 次 放 出。

(放出価 格190万 円)'

　

1!2月

・・NTTが 最 遠 料金3分330円 に値 下 げ。

・NCCsが 最遠 料金3分280円 に値 下げ 。

o

,

溺 月
、 ・NTTが 専 用 線 料 金 を値 下 げ。

　 6月
・NTTがPRHSDNサ ー ビスを開 始。

〔INSネ ット1500〕

7月 7月

・NCCsが 専 用線 料 金 を値 下 げ 。 ・NTTが 料 金 回収 代行 サー ビス0990開 始 。

;〔
サ`'99ぴ3月

i－ ・NTTが 最 遠 料 金3分280円 に値 下 げ。《
・NCCsが 最 遠 料金3分240円 に値 下 げ。

3月
・政府はNTT分 離分割問題の5年間先

送りを決定。

.・NTTが 専 用 線 料金 を値 下 げ。

窒
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5月
・NCCsが 専用 線 料金 を値 下げ 。

↓

12月
・NTTが 電話 番 号案 内を有 料 化 。

i狛 月
c
・NTTが 最遠 料 金3分240円 に値 下 げ。
・NCCsが 最 遠 料 金3分200円 に値 下 げ 。

)

4月 、,. 4月
・NCCsが 最遠 料 金3分180円 に値 下 げ

。
・NTTが 料 金 選 択 サー ビスを開始

。 *国 内初 の料 金 選 択サ ー ビス。
'〔 テ レジ

ョー ズ 〕

　

6月
・NTTが 最遠 料 金3分200円 に値 下 げ

。
、

7月 7月
・JTとDDIが 料 金 選 択 サー ビスを開 始

。
・NTTド コモが分 離 独 立

。

JT〔か けほ うダイヤル 〕

DDI〔お しゃべ りパ ック〕

8月'
・TWJが 料 金 選 択サ ー ビスを開始

。

〔遠距離じゃんじゃん〕

二

10月
・NTrが 専 用線 大 口割 引きを開 始

。
▼

11月`

弓Tが専用線大d割 引きを開始。

脚'10月 10月 10月

iドNTTが 公衆電話料金を値上げ。 ・NTTが150Mbpsの 超 高速 専 用 サー ビスを ・エンドエンド料 金制 導 入 。

灘 、'Nπ が髄 料金3分180円}こ値軌一

開始 。

'11月
11月

－

i・NCCsが 最遠 料 金3分170円 に値 下げ 。 ・NTTが 月 極割 引サ ービスを開 始 。'

〔テ レワイズ 〕

　
12月
・試 験 サーどスの認 可制 度 廃 止。

1鶏膨 1月

|
・NCCsが 月極 割 引サー ビスを開 始

。

DDI〔DDI割 引 きプラン〕
　

JT〔Jワンズ 〕

TWJ〔 テレウェイセイバ ー 〕
.

2月 2月
丁

・NTTが高速デジタル専用線料金を約 ・NTTがVPNサ ー ビスを開 始
。

10%値 下 げ。 〔メンバ ーズ ネット〕

'

4月{

・NCCsが 専 用線 料 金 を値 下げ 。

i4月
・事 業 者 間接 続 料金 制 を導 入。・『

・NTTが 公 衆 電話 料 金 を値 上 げ。
、

1

プ 11月
・TWJがF&F型 サー ビスを開始

。 *国 内初 のF&F型 サー ビス。

〔ハ ー トライン〕
・NTTが フ レー ムリレー サ ー ビ スを 開 始 。

… 〔ス ー パ ー リレーFR〕
・JTが フ レー ムリレー サ ー ビ スを 開 始 。

〔レー ザ ー エクスプ レスFR〕
　

12月 12月 ㌧

　
・JTとDDIがF&F型 サー ビスを開 始。 ・NTTにVPNサ ービス提 供 のための相

相 JT〔Jワ ン ズ フ ァミリー 〕 互接続命令。

i

DDI〔なか よしネット〕
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・2月 2月'
・NTTが 電話 基本 料金 を値 上 げ。 ・情報通信基盤整備基本方針決定。
LNTTが 番号案内料金を値上げ。

3月
・NTTがF&F型 サ ー ビスを開 始。

〔テレチ ョイス〕

　

一

4月
・電話の片端公事接続解禁。

. 5月
・NCCs3社 がVPNサ ー ビスを開 始。

　 DDI〔VPネ ット〕

・JT〔Jネ ット〕

TWJ〔 テ レウェイスーパ ー ネット〕

　
7月
・JTが超 高 速 専 用サ ー ビスを開始 。

8月
・NTTがパソコン通信向け深夜早朝定額料

金 サ ー ビスを開 始 。
　 〔テ レホーダイ〕

`・JTが料金を発信側と受信側双方で負担

するサー ビスを開始 。

〔わ りかん コール 〕
`

`:　 9月 9月 9月
レ◆NTTが中長距離の専用線料金を値下 ・NTTが セル リレー サー ビスを開始 。 ・NTTが 市 内 網 の全 面 開 放 を発 表 。

げ 。 〔スー パ ー リレーCR〕

　
　10月

10月

　 三NCCsが 専用線料金を値下げ。 ・TWJが セ ル リレー サ ー ビス を開 始 。・

〔TWINSCR〕
^'

・TWJが フレー ムリレー サービスを開 始。

〔TWINSFR〕

難 ア11月 11月

解 ・JTがフレームリレー 料 金 を値 下げ 。
・DDIが フレ ー ム リレ ー サ ー ビスを 開 始 。

〔DDIフ レー ムリレー 〕

、 12月
・NTTとKDDを 除 き、業 務 分 野 規制 が撤

灘 廃 され る。ぷ

き ざ

"

1199
、

挙 1月
・郵政省が大幅な規制緩和方針を発

　
表 。

2月 2月
・NTTが 家庭 向 け「INSテレホー ダイ」開始 。 ・電気通信審議会がNTTの 分離分割を

、 一 答 申 。

3月 3月

・NTTが 最遠 料 金3分140円 に値 下 げ。
・政府はNTT分 離分割問題の一年先送

・NCCsが 最遠 料 金3分130円 に値 下 げ。 りを決 定。また、KDDの 国内 参 入 早 期 実
　 現 を決 定 。

4月 、 層

・NTTが近距離専用線料金を値上げ。
・地域系NCCsが 近距離専用線料金を値

、

綴 灘 上げ。
○ぐ

㊨

ε; 6月
・DDIが 直加 入 型 電 話サ ービスを開始 。

〔DDIダイレクトライン〕

、 鍵
・JTがエリア 内均 一 料 金サ ービスを開始 。

〔端 末 電 話 ザー ビス〕

、

li懸

・NTTが 大 ロー括 割 引きサー ビスを開始 。

〔スーパ ー テ レワイズ 〕

*このサー ビスにより、電 話 サー ビス再 販

が可 能 になった。
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7月7月
・

・JTが超高速専用線料金を値下げ。 ・NCCsが 大 ロー括 割 引きサ ー ビス開始 。

DDI〔一 括 割 引きプラン〕

JT〔Jワンズスー パ ー ワイド〕

TWJ〔 テ レウェイト一夕ル セイバ ー 〕

9月
・NTTが ビジネス向け 「INSテレホー ダイ」を

開始。,

10月 10月
・Nlrrがベストエフォー ト型 格 安 近 距 離 専 ・電話の公尊公接続解禁。
用線の提供を開始。

〔DA64〕
・地域系NCCs相 互が接続する専用サービ

スを開 始。

　

・

・DDIとTWJが 月 額 基 本 斜 なしの大 口割 引

サ ービスを開 始。

.∨ ノ 》,
DDI〔 まる得 割 引 〕

TWJ〔 テレウェイベ ストセイバ ー 〕
・JTが直 加 入 型サ ー ビスを開始 。

〔クイックライン〕

11月

・JTが月 額 基 本料 な しの大 口割 引サ ー ビス

を開 始 。
　

メ 〔Jワンズスーパ ーH〕

12月 12月 、

・JTが長 期 契 約 割 引 を開始 。 ・MT分 離分割問題が持株会社方式で

〔年 々割 引〕決 着。
・MTがOCNサ ー ビスを開始 。

r

` 1月
・インター ネット中継 電 話 サ ー ビスが始

ま る。

2月 2月
・NTTが 最遠 料 金3分110円 に値 下げ

。
・KDDが環 日本列島光海底ケーブル網

・NCCsが 最 遠 料金3分100円 に値 下 げ
。 (JIH)の 建 設 を決 定 。

4月 4月 4月
・NTTが近距離専用線料金を値上げ。 ・電力系地域会社が全国相互接続で専用 ・NTTの ソフト開発 部 門 が分 離 独 立。

・地域系NCCsが 近距離専用線料金を値 サ ー ビスの提供 を開 始 。 ・長 距 離3社 がNTrのISDNと デ ジタル

上 げ 。 ・JTがODNサ ー ビスを開始 。 通信 モ ー ドで接 続 。
・NTTが 企 業 向 け高 速OCNサ ー ビス開 始。
・NTTがATM専 用線 を提 供 開 始。
・TTNetがISDNサ ー ビス を 開 始 。

　 6月
・CATV電 話 サ ー ビス始 まる。
・電気通信事業法改正、過剰設備条項
削除、相互接続義務化。
・NTT法 及 びKDD法 改 正 、業 務 分 野 規

制 撤廃 。
・NTT及 びKDDを 除き外 資 規 制 撤 廃 。

7月 7月
・NTTがVPNの 回線 使 用 料 を値 下 げ 。 ・NTTがISDNに よるVPNサ ー ビスを開 始。

・NTTが テレワイズ にISDNを 追 加 。 1

・NTTがISDNの 割 引 サ ービスで 一般 電 話

料金と合算する制度を導入。
・DDIがDIONサ ー ビス を 開 始 。
・NTTが 新 規加 入 一 時 金 無 しのISDNサ ー

ビスを開始 。

〔INSネ ット64・ライ ト〕
・KDDが 国 内サー ビスを開始 。

チ、 、
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9月
・NCCsがVPNの 回 線 使用 料 を値 下 げ。

.

・ 一 ・ 　 　 　　 　　

9月
・TWJが 二種 子 会 社 で国 内国 際 一 体 サー

　 ._ 　 蜀 　_

ビスを開始 。

10月 10月
・TWJが 直加 入 型 サー ビスを開始 。 ・JTと1TJが 合 併 。

　
〔テレウェイバ イパ スライン〕

・JTが国 内 国 際一 体 サー ビスを開 始。
・KDDとDDIが 二種 子 会 社で 国 内 国際 一 体

サ ー ビスを開 始。
・KDDが フ レー ムリレー サ ー ビ ス 開 始 。 *国 内 国際 一 体 で提 供 。
・NTTが 発 信 電話 番 号 通知 サー ビス開 始

。
i

〔ナンバ ー ディスプレイ〕

`額 漁 11月

・KDDがVPNサ ー ビス を開 始 。 *国 内 国際 一 体 のVPNが 利 用 可能 。

・JTがATM専 用 線 を提 供 開始 。
・IDCが 再 販 で国 内サ ービス開 始。　

12月 12月
・JTが電話の国内国際統合割引を開始。 ・郵政省がNTT再 編方針を発表。
・NITがMAを 拡 大 す るサービス開始 。 ・NTT国 内網 の デ ジタル 化 完 了。

〔エリアプラス〕

∨11月

・TTNetが 市 内3分9円 、最 遠 料 金 同72円

1月
・TTNetがNTTと の相 互接 続 による電 話

でサ ービス開始 。' サ ー ビスを開 始。

〔東京電話〕
・TTNetがFDDI専 用 サー ビスを開 始 。

2月 2月 2月
[!

・NTTが 最遠 料 金3分90円 に値 下げ 。 ・JTとDDIが 局 番割 引の割 引 率拡 大。
・外資規制撤廃施行。

・NCCsが 最 遠 料 金3分90円 に値 下げ。

　

・NTTが 市 内5分10円 の割 引サ ー ビスを開

始 。

〔タイムプ ラス〕
・NTTが発信電話番号通知サービスを全

国 に拡 大。

3月 3月 3月
・TTNetが 最 遠 料 金3分63円 に値 下 げ。 ・TWJが 長 でん 割 引の割 引 率拡 大 。 ・WorldCom子 会 社 に第 一種 電 気 事 業

の許 可。
・NTTが πシステ ムの導 入 を開始 。

一4月 4月 4月
・NTT及び地域系NCCが 近距離専用線 ・TWJがATM専 用 サ ービスを開 始 。 ・料金届出制、価格上限規制を導入す

料金を値上げ。 ・地 域 系NCC6社 がATM専 用 サー ビスを開

始。
・NTTが ベ ストエフォー ト型 格安 近 距 離 専

る法改正成立。

用線 に1.5Mを 追加 。

〔DA1500〕

5月
・NTTが電話番号案内料金を大幅値上

5月
・JTがセル リレー 本サ ー ビスを開始 。

　 げ 。 〔レーザ ーエクスプ レスCR〕

6月
輪 ・長 距 離NCCsが 専 用 線 料金 を値 下 げ

。

6月
・NIT 、エ リアプ ラス をISDNに 拡 大 。

〔INSエリアプ ラス〕
・NTT 、アクセスに専 用線 を利 用 す るOCN

サー ビスを提 供 開 始。

,　 L
〔スーパ ーOCN〕

灘7月　
　 ・KDDが6秒1円

、最 遠3分69円 で 国 内電

7月
・KDDが 国 内電 話 サー ビスを開始 。

7月
・KDD法 廃 止 。

話 サー ビス開 始 。 ・KDDが 利 用 料金 によって 自動 的 に通 話

. 料金 を割 引 くサ ービスを開始。

灘 〔KDDか けどくパ ック〕
潔,、

1

影灘

・JTが無 線 アクセスによる直加 入サ ー ビス

を開始 。
'㌘

ぷ ～憾

'∨
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8月
・NTTが 中 長 距離 のベストエフォー ト型 格

承撚_._㎡. 安専用線の提供を開始。
〔デ ジタル リー チ〕

10月
・長 距 離3社 も中長 距 離 のベ ストエ フォー ト

型格安専用線の提供を開始。

11月 11月
・DDIが 統合 アクセスを開始 。 ・原則届出制及び価格上限規制を導入
・NTrが 「タイムプラス」を全 国展 開 。 した新しい料金制度が施行。

12月 12月
・DD1が セル リレーサ ー ビス開 始。 ・KDDとTWJが 合 併 、新KDD設 立。

〔セル リレー〕
… ・NTTが ベ ストエフォー ト型ATM専 用 サー

ビスを開始 。

〔ATMシ ェアリング〕
・KDDが 無 線 アクセスによる直加 入 サ ービ

糠
スを開 始 。

1月
・JTが統 合 アクセスを開始

。

2月 一

・四 国 のSTNetがSDSLサ ー ビス開始
。 *日 本 初 のxDSLサ ー ビス。

4月
・IDCが 国 内ATM専 用サ ー ビスを開 始。

〔IDCメガストリー ムATM〕
・CWCが サー ビス開 始 。

軌

7月
・MT再 編実施。長距離・国際事業会
社はNTrCom。1

9月 9月
・KDDが 中 ・長距 離 電 話 料金 値 下げ 。 ・NrrComが 統 合 アクセスを開始 。

→

10月 10月
・NTTComが 専 用線 料 金 を値 下げ。 ・KDDが 統 合アクセスを開 始 。

・NTT東西地域会社がダイヤルアップ接続

向け月極割引サービス開始。
.、

一 〔i・アイプ ラン 〕
1

　11月
11月 ‖1児

　・JTが専用線料金を値下げ。
・ 本社が完全定額制ダイヤ

ルアップ接続試験サービス開始。

・NTTが 東 西 地域 会社 あわせ て2万

1,000人 の人 員 削 減 を発 表 。
話

〔IP接続 サ ー ビス〕

12月 12月 12月'
・DDIが 専用 線 料 金を値 下 げ

。
・NTvr回線 を利 用 したADSL試 験 サ ー ビス ・DDI 、KDD、1DOが2000年10月 合 併 で

・KDDが 専 用線 料 金 を値 下げ。 始 まる。 合意。1
ぷ ・地域系NCCが 専用線料金を値下げ。

1月
・相互接続料問題で日米交渉決裂。

3月 3月

NTTComが 専 用線 料 金 値 下 げ。 ・NTTComが 無 線 アクセスによる直 加 入

サ ー ビスを開始 。
一 〔ArcStarエ ア ア クセ ス 〕

　 く裳
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自由化後の料金 ・サービス(国 際)

`

　 一 一 一・ 一 ー一

彰棚 ・4月
〉'F－

ろ,

　 ・電 気 通 信 事 業 自由化 。

さ

12月
・KDDが 国 際テ レビ会 議 サ ービスを開始 。

, 8月
・KDDが 直加 入 型 サ ービスを開 始。

〔ル ー トKDD〕

・.91` 1月
A

糞

・KDDが 専 用線 料 金 を値 下 げ。

　 4月
・ITJが専 用サ ービスを開 始。 ITJ:日 本 国際 通 信

,

5月
・IDCが専 用 サー ビスを開始 。 IDC:国 際 デジタル 通 信

痔

6月
・KDDが 国際ISDNサ ー ビスを開 始。

8月
・KDDが 専用 線 料 金 を値 下 げ 。

　

10月

　 ・ITJとIDCが 国 際電 話 サ ー ビスを開 始 。
一

　 「

11月

・ ・KDDが 通 話 料 を平 均 約14.3%値 下 げ。
o

'
　2月

rrUとIDCが 専 用 線 料金 を値 下 げ 。

4月' .

・KDDが 通 話 料を平均 約7 .7%値 下 げ 。

　

灘 ・9月 9月
・ITJとDCが 通 話 料 を平 均 約2 .3%値 下 げ。 ・KDDが 月極割 引サ ー ビスを開 始 。

``
〔ダイヤル クー ポン001〕

　
11月
・国際3社 、国際VANで 公 尊 公接 続 開始 。

ト

〕!4月 4月 ＼

多 ・KDDが 通 話 料 を平 均2.5%値 下 げ。
慈

・IDCが直 加 入型 サ ービスを開 始 。

〔IDCストレー ト〕
1

灘 6月

1

蒙
・KDDが 国際VPNサ ー ビスを開始 。

一

彩 〔～伐RNET〕
シ杉

ぺ

黍 9月

覧 ・KDDがDOと の接 続 サ ー ビスを開 始 。
,

瓢 月 11月

・KDDが オペ レー タ通 話 料 を3 .9%値 下 げ 。 ・IDCがオペ レー タ通話 サ ー ビスを開始 。

.1・ ・KDDが 高 速 デジタル 専 用 線 料 金 を6.1%値 ・ITJが直加 入 型 サー ビスを開始 。

騰 騰 下げ. 〔リン クITJ〕
"、 ・1TJが選択 料 金 サー ビスを開始 。 *国 際 初 の 選 択 料 金 サー ビス。

黍 〔アドパ ック、アド乏イン、マンスリー パス〕

一_影 12月

　 影.1 ・KDDとIDCが 選 択料 金サ ー ビスを開始 。

KDD〔KDD割 引 ダイヤル1、H〕

彩 IDC〔 メリット10、 メリットライン ・コー ル 〕一

行※矢'
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6月

　 _周

・IDCが 国 際VPNサ ービスを開始
。

〔lnet〕

10月
・ITJが国 際VPNサ ー ビスを開始

。

〔ServeNet〕

12月
・ITJが国 際1SDNサ ービスを開始 。

`
5月 5月
・KDDが 小 口法 人 向 け割 引サー ビス開 始

。
・KDDがWorldSourceに 参 加

。

　 〔KDD割 引 ダイヤルm〕

7月
・ITJとIDCが 小 口法 人 向け割 引サ ービス開始 。

ITJ〔割 引 ライン5〕

1DC〔メリットライン5〕
・IDCが 国 際ISDNサ ー ビスを開始 。

10月
・KDDが 通 話料 を2 .4%値 下 げ。

11月
・IDCが 通話 料 を0 .9%値 下 げ。
・ITJが通 話 料 を0 .9%値 下 げ。

、

Σ'
12月
・試 験 サ ービスの認 可 制度 廃 止

。

'9>'
3月
・IDCとKDDがISDNに よるVPNサ ー ビス開 始 。

4月
・KDDが 国 際ISDN料 金 を平均 約0 .8%値 下

げ 。

5月
・KDDがF&F型 サ ー ビスを開始 。 *国 際 初 のF&F型 サー ビス。

〔KDDフ ァミリー トー ク〕

7月
・IDCとITJがF&F型 サー ビスを開始 。

IDC〔IDCフ ァミリー プ ラス 〕

ITJ〔1TJス ー パ ー フ ァミリー ライン 〕

　12月

※ ・KDDが 通話 料 を平 均約4.1%値 下 げ。
・KDDが 専 用線 料 金 を値 下げ。
・ITJが通 話 料 を平 均 約4 .6%値 下 げ。

　・IDCが通 話 料 を平均 約4.1%値 下 げ。

.

.2月 2月
・ITJとIDCが 専 用 線料 金 を約20%値 下 げ

。 国 際3社 がNTTとVPNを 相互 接 続 。

4月 4月
・KDDが フレー ムリレー 本 サー ビスを開始

。 ・国際専用線の単純再販が解禁。
・KDDが インターネ ットIP接続 サー ビス 開始

。

〔インターネ ットKDD〕

…一 _.5月 5月
・KDDが高速デジタル専用線料金を平均約 ・KDDが マイレッジ型 割 引サ ー ビス開始 。
4.6%値 下 げ 。 〔KDDか けどくクー ポン〕
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黙11月

,.一 ・-KDDが 通 話 料 を 平 均 約6.7%値 下 げ 。
瀕 ・ITJとIDCが 通 話 料 を約6 .3～6.9%値 下 げ 。 ・IDCが フ レー ム リレー サ ー ビス 開 始 。 ・NTTとKDDを 除 き、業 務 分 野 規制

漆

〔IDCSpeedLink-FR〕 を撤 廃 。

1月
・KDDが フレー ムリレー 料 金値 下 げ 、国 内事

1月
・郵政省が大幅な規制緩和策を発

業者と接続。 表 。

1澄

2月
・KDDがF&F型 サー ビスの割 引 率及 び 相 手 先数

を拡 大。

3月 3月
　:

・IDCとITJがF&F型 サー ビスの割 引率 及 び 相 手 ・政府はNTT分 離分割問題の一年

難 先数を拡大。 先 送 りを決 定。また、KDDの 国 内参

入早期実現を決定。

　 4月
　

・KDDが 国 際ISDN料 金を値 下 げ。

6月
・KDDが 大 ロー括 請 求 割 引サー ビス開 始 。

〔KDD大 型 割 引 〕

7月
・IDCと1TJが 大 ロー 括 請 求割 引 サー ビス開 始。

IDC〔IDCダ ブル ディスカウント〕

ITJ〔ITJス ー パ ー 割 引 〕

・ITJが フ レー ムリレー サ ー ビスを 開 始 。

〔ワール ドストリー ムFR〕

■∨ ● び

10月
- ・KDDが 衛 星携 帯 電 話 サー ビス「インマル サ ットミ

i
Z

三11月
・KDDが 通 話 料 を平均 約5 .1%値 下 げ。

華

、12月
ぐ

・IDCとITJが 通 話 料 を値 下 げ 。

二Mサ ービス」を開始。

11月
・AT&Tがコールバック方式で日本の

国際市場に参入。

12月
・NTTの分離分割問題が持株会社

方式で決着、再編前の国際進出が

灘
認 められ る。

1-`

蓼H?
1月
・NTTが国際事業への取組み方針を

発 表。

3月
・KDDが45Mbpsの 国 際専 用線 を提 供 開始 。

4月
・KDDが 国際ATM専 用線 の試 験 サ ービスを 日米

間で 開始 。
　

〔KDDグ ローバ リンクATM〕
{

5月
・KDDが 大 ロー括 請 求割 引サー ビスを改 定 。 *これにより国際電話の再販可。

6月
・IDCとITJが 大 ロー 括請 求割 引サ ービスを改

定 。

ぜ, 7月 7月

:ミ滋 ・KDDとITJが 移 動電 話 の国 際通 話 に割 引を適 ・インター ネット国 際電 話 が解 禁 。

用 開 始 。

雀
・IDCが45Mbpsの 国 際専 用 線を提供 開始 。

惣:《 い・
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8月
・IDCとITJが 国 際ISDNで 割 引 サー ビス開 始

。

・IDCが移動電話の国際通話に割引適用開始。

、

9月
・NTT国 際 通信(二 種)が サ ー ビス開始

。

ぐ 10月 10月
・KDDがF&Fサ ー ビス等 で割 引 時 間 帯を拡 大す ・JTとITJが 合 併 。

るサ ー ビス開始 。 ・NTTが 国際 第 一種 子 会 社 設 立
。

〔ヨル ドニッチ〕

11月 11月
・IDCがF&Fサ ービスの 割 引 時 間 帯及 び 割 引 率 ・KDDとTWJが1998年10月 合 併を発

…

を拡 大。 表 。
ヲ ・NTT国 際通 信 が 国際IP接 続 を提 供 開 始

。

〔ArcstarIPバ ックボ ー ンサ ー ビス〕

12月

'

12月
　 ・JTが電話の国内国際統合割引を開始。 ・国際公尊公接続解禁。
§ ・JTがF&Fサ ービスの 割 引 時 間 帯及 び割 引 率 を

拡 大 。
・IDCがF&Fサ ー ビスの 割 引 率拡 大。　
・KDDが ヨル ドニッチ の割 引 率拡 大。

裟i・

溺 1月

響
・KDD「か けどくクー ポン」の割 引 率 拡 大。

,、

2月
・外 資 規制 撤 廃 施 行。

3月
・WorldCom子 会社 に第一 種 電 気通

1 信事業の許可。

← 【
5月
・IDCが 国 際ATMサ ー ビスの試 験 提 供 開 始

。
, 〔IDCスピー ドリンクATM〕

7月 用
・KDDが利用料金によって自動的に割引時間帯 ・KDD法 廃 止

。

拡大を適用するサービスを開始。
. 〔KDDか け どくパ ック〕

ミ,'三A膨 ・JTがF&Fサ ー ビスを改 定 、利 用 料 金 廃 止。
　

10月
`'

-

10月

　・DDIが 約30%以 上 安 い料 金 で 国 際電 話 サ ー ・DDIが 国 際電 話 サー ビスを開 始 。
ビスを開始 。' ・ワール ドコムジャパ ンが 国際 電 話 サー ビス開

始。

1'

11月
・原則届出制及び価格上限規制を

導入した新しい料金制度が施行。
　

12月 12月
・JTが国際通話料を大幅値下げ。 ・KDDとTWJが 合 併

、新KDD設 立。
・IDCが 国 際通 話料 大幅 値 下 げ

。
・KDDが 国 際通 話 料 大幅 値 下げ

。

◎Q91月

・DDIが 国際 通 話料 を大 幅値 下げ 。
・JTが国際通 話 料 を値 下 げ

。

i2月
・IDCが 国際 通 話料 を値 下 げご

3月 一

・DDIが 国際 通 話料 を値 下 げ
。`

.

　 1

.吻
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萌
　

・IDCが 国 際ATMサ ー ビスの 本提 供 開 始。

〔IDCスピー ドリンクATM〕
∋

6月
・C&WがIDCを 買 収 。

7月 7月
・TTNetが 国 際電 話 サ ー ビス開始

。
・NTT再 編 実 施 。長距 離 ・国際 事 業

会 社 はNTTCom。

9月
・IDCが 「C&WIDC」 に 社 名 変 更 。

10月 10月

_.・JTが 通話 料 を平均10.3%値 下 げ。 ・NTTComが 国際 電 話 サー ビス開始 。

・C&WIDCが 通話 料 を平均10 .9%値 下 げ。

11月

・KDDが 通話 料 を平 均11 .1%値 下 げ。
・DDIが通 話 料 を平均8 .4%値 下 げ 。

、ち ・TTNetが 通 話 料 を平 均11%値 下 げ 。
　

　 12月

・DDI 、KDD、IDOが2000年10月 合 併

で 合意 。

…'}1月

・JTが深夜時間帯の通話料値下げ。

2月
・C&WIDCが 深 夜 時 間 帯の 通 話 料値 下げ 。

・KDDが深夜時間帯の通話料値下げ。
・DDIが深夜時間帯の通話料値下げ。
・TTNetが 深 夜 時 間 帯 の通 話 料 値 下げ。
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